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趣旨 

 

 我が国の危険物施設は高経年化が進んでおり、近年、腐食疲労等劣化を原因と

する事故件数は増加傾向にある。また、危険物の大量流出や屋外タンク貯蔵所の

浮き屋根の沈降等を伴う事故も発生している。 

 

 このような状況を踏まえ、危険物施設の長期使用に伴う事故の発生防止や被

害軽減を推進するための方策を検討することを目的として、平成 29年８月から

「危険物施設の長期使用に係る調査検討会」を開催し、危険物施設の事故や点

検・維持管理に関する実態、最新技術を用いたモニタリング・診断手法の開発状

況を調査しながら、幅広く検討を行っているところである。 

 

 今般、これまでの本検討会における検討の進捗状況と、これを踏まえた当面の

取組みについて整理した。 

 

 調査・検討の成果として危険物保安上有用な知見が得られた事項については、

導入・実用化に向けた取組みを進めることが適当である。 

 

また、課題として抽出された事項については、本検討会において引き続き調

査・検討を行っていくこととする。 
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第１ 危険物施設の長期使用に伴う事故を踏まえた点検・維持管理

の徹底方策 

 

１ 検討の進捗状況 

  危険物施設における事故件数は、危険物施設数が年々減少しているにもか

かわらず、平成 19年をピークに依然として高い水準で推移している。腐食疲

労等劣化を原因とする事故の増加が主な要因の一つとなっており（資料 1－1、

参考資料１及び２を参照。）、その背景として、危険物施設の高経年化があると

考えられるところである。 

  本検討会では、危険物施設における腐食疲労等劣化を原因とする事故の発

生状況について調査分析を行うとともに、危険物施設の点検・維持管理の実態

等について調査を行った。また、これらの結果を踏まえ、効果的な点検方法に

ついて検討を行い、定期点検の際に用いる点検表の見直し案等を作成した。 

   

（１）危険物施設における腐食疲労等劣化を原因とする事故の発生状況 

  平成 29年度の本検討会における事故分析の結果、腐食疲労等劣化を原因

とする事故は、全体の約８割が配管及び塔槽類において発生したものであ

り、主な事故の形態は以下のとおりである（詳細は資料 1－2及び 1－3を参

照。）。 

  ・配管においては、配管本体からの事故のほか、配管継手部（フランジ

等）のパッキングからも事故が発生している。また、保温材下の配管や

架台・サポート付近の配管でも事故が発生している。 

  ・塔槽類においては、化学反応や蒸留等を行う塔・槽の本体からの事故件

数が最も多く、次いで塔・槽に付属する配管からの事故が多い。 
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（２）危険物施設における定期点検の実態等 

  消防法令においては、危険物施設の所有者等に対し、技術上の基準に適合す

るように維持管理するとともに（消防法第 12 条）、定期に点検することを義

務づけている（同法第 14条の３の２）。これらの規定を踏まえ、「製造所等の

定期点検に関する指導指針の整備について」（平成３年５月 29 日付け消防危

第 48 号。以下「48 号通知」という。）により、施設区分別の点検表が示され

ているが、当該点検表の「点検方法」の欄においては、主に「目視」等により

点検することとされており、部位ごとの点検実施要領や点検結果の判定方法

について詳細は示されていない。 

  平成 30年度に実施した事業所における定期点検の実態調査（資料 1－4、参

考資料４を参照。）からは、多くの事業所において、48号通知の点検表を活用

するとともに、公益社団法人石油学会（JPI）の規格等を参考に、部位に応じ

た点検方法を具体化し、事業所の設備構成等に応じた点検表や点検要領、マニ

ュアル等が作成されていることがわかった（資料 1－5を参照。）。事業所の自

主的な取組みにおける追加の点検項目の例としては、配管について、保温材下

は外面腐食のおそれが高いという知見に基づき、48 号通知の点検表の「点検

項目」の欄に記載のない保温材（カバー等を含む。）の損傷状況についても実

施されていること等が挙げられる。 

  今回の調査の中で、事業者から、自主的に項目を追加等した点検表による記

録を、消防法令に基づく定期点検の記録として認めてほしいという意見もあ

った。 
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（３）効果的な点検・維持管理方法の検討 

  上記（１）及び（２）の調査結果から、次に示すとおり、効果的な点検・維

持管理方法について検討を行った。 

  ア 事業所の設備構成や自主的な点検項目等に応じた点検表の活用 

    事業所における定期点検の実態や事業者からのニーズを踏まえ、48 号

通知を基に、事業所の設備構成や自主的な点検項目等に応じて加工され

た点検表を消防法令上の点検記録として活用することも可能とする。 

    この場合において、事業所で作成された点検表が適切な記載内容とな

っていることについて、管轄消防本部と十分な協議を行っておくことが

必要である。 

  イ 48号通知の点検表に関する見直し案等 

    48 号通知の点検表において、配管の「点検方法」の欄に保温材に係る

点検方法を追加するとともに、腐食疲労等劣化による事故の多い配管及

び塔槽類について、点検表を補足する実施要領案を資料 1－6のとおり作

成した。本案において、第３に後述する事業所におけるモニタリング技

術・診断技術の導入状況や他の分野の活用事例等を踏まえ、点検表の「点

検内容」に応じて適用可能な新技術の例も追記した。 

 

２ 当面の取組み 

  危険物施設が長期間使用される現状において、腐食疲労等劣化を原因とす

る事故を防止するためには、危険物施設における事故発生状況や事業者にお

ける定期点検の実態等を踏まえ、点検の実効性を向上させることが必要であ

り、当面の取組みとして次に示す方策を推進していくことが適当と考えられ

る。 
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（１）点検表の見直し案等の運用 

   これまでの調査・検討の成果である点検表の見直し案等（上記１（３））

について、事業者における活用を図ることが必要である。また、その前提と

なっている事故分析の結果を併せて、危険物取扱者の保安講習に反映する

ことが事業者における取組みの実効性確保の上で必要である。 

   これらと並行して、消防機関における立入検査や是正指導を効果的に実

施する観点から、立入検査マニュアル等に反映させることが重要である。 

 

図１ 事故情報や点検表の見直し案等の運用イメージ 

 

（２）危険物施設の点検における優良な取組事例等の水平展開 

   事業者は、自主保安の考え方に基づき、各事業所の稼働状況や事故事例等

を踏まえて、それぞれ独自に点検項目や点検方法等をマニュアル化して点

検・維持管理に取り組んでいる。これら各事業所の取組事例は、他の事業所

における点検・維持管理の参考となるものである。また、事業者からのニー

ズとしても、他の事業者の取組事例を共有してほしいという意見もあった。

これらのことから、危険物施設の点検・維持管理における優良な取組事例を
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各事業者に水平展開することが効果的であると考えられ、本検討会を活用

して、各事業所の取組状況やマニュアルの収集等、必要な調査を行い、後述

の第３、２に示す新技術の導入に向けたガイドラインとともに、事業者の優

良な取組事例を広報し、啓発していくことが重要である。 
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第２ 屋外貯蔵タンクの浮き屋根における漏えい事故を踏まえた安

全対策 

 

１ 検討の進捗状況 

浮き屋根の浮き室内部に危険物が漏えいしている事故等が散見されることか

ら、平成 29 年 11 月、消防機関を通じ、全国の浮き屋根式タンク（2281 基）を

対象として、直近の点検記録における浮き室内部の異状に関する調査を実施し

た。その結果、48基のタンクで、浮き室内部への油の漏えいを確認した。 

今年度、本検討会に「屋外貯蔵タンクの浮き屋根の安全対策に関するＷＧ」を

置き、追加調査を実施するとともに、漏えいの原因究明や点検・維持管理等のあ

り方について検討に着手した。 

 

（１）浮き屋根に関する調査 

① 浮き屋根の維持管理に関する調査 

「屋外タンク貯蔵所の浮き屋根の維持管理に関する調査への御協力に

ついて（依頼）」（平成 30年 12月 7日付き消防危 224号）において、全

国の浮き屋根タンクの所有者等に対し、浮き屋根の点検方法や漏えいに関

する調査を実施した（資料 2－1を参照。）。 

② 浮き屋根に関する基準、規格等の調査 

国内外における浮き屋根の関連基準・規格等について調査し、比較整理

した（資料 2－2を参照。）。 

 

（２）浮き屋根の安全対策に関する検討 

上記の調査結果や過去の漏えい事案等（資料 2－3を参照。）を踏まえ、有
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効と考えられる浮き屋根の安全対策について危険物保安技術協会から提案

がなされたところである（資料 2－4及び 2－5を参照。）。 

 

２ 当面の取組み 

引き続き、ＷＧにおいて、次の項目等について検討する。 

 

（１）点検方法の検討 

調査結果等を元に、漏えい事故の防止に対し効果的な点検時期や点検方法

等について、浮き屋根の部位ごとに検討する。 

① 時期 

・タンク供用中（日常点検、定期点検、地震・大雨・暴風時等） 

・タンク開放点検中 

② 部位 

・ポンツーン（母材部、溶接部、構造） 

・デッキ（母材部、溶接部） 

・浮き屋根付属品 等 

 

（２）補修方法の検討 

漏えいを発見した際の適切な応急措置や恒久補修の方法等について、漏え

いの発生部位や程度、原因ごとに検討する。 

① 部位 

・ポンツーン（母材部、溶接部、構造） 

・デッキ（母材部、溶接部） 

・浮き屋根付属品 等 
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② 程度 

・にじみ 

・滞油 等 

③ 原因 

・疲労 

・腐食 等 

 

（３）応急措置の妥当性の確認 

現在活用されている応急措置の方法や新しい方法等について、シミュレー

ションや疲労試験等によって、妥当性を確認し、応急措置の活用可能な範囲

について検討する。 

 

（４）ガイドラインの作成 

上記の項目で検討した内容についてガイドラインを作成し、具体的な事故

事例や補修方法を併せて示す。 
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第３ 新技術の活用による効果的な点検・維持管理 

 

１ 検討の進捗状況 

  危険物施設の高経年化や運転・保守管理の実務を担ってきたベテラン作業

員の減少等により、設備・機器等の状態を的確に把握し、維持管理を行うた

め、モニタリング技術や診断技術等の新技術の活用が有用と考えられる。 

  本検討会では、国内外のモニタリング技術・診断技術の動向等について調

査し、危険物施設における導入状況等について調査を行った。また、今回把

握した内容の中で、配管や塔槽類の点検に適用可能なものについて、第１に

示したとおり、点検表を補足する実施要領案に反映した。 

 

（１）国内外のモニタリング技術・診断技術の動向に関する調査 

   平成 29年度は、非破壊検査を実施する事業者を対象として調査を行

い、腐食疲労等劣化による事故が多い配管や塔槽類（第１参照。）に適用

可能と考えられるモニタリング技術等を整理した（資料 3－1及び 3－2を

参照。）。また、文献調査において、高圧ガス施設、原子力施設など他の分

野で利用されている技術についても同様に整理した。 

   このほか、総合科学技術・イノベーション会議が推進する戦略的イノベ

ーション創造プログラム（ＳＩＰ）の中に「インフラ維持管理・更新・マ

ネジメント技術」において研究開発が行われている最新のモニタリング・

診断技術について情報収集するとともに、海外の技術動向として国土交通

省「社会インフラのモニタリング技術活用推進検討委員会」において報告

されている技術等も情報収集した。 
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（２）危険物施設に導入等されているモニタリング技術等に関する調査 

   平成 30年度は、危険物施設を保有する事業所の現地調査を行い、既に導

入され、又は導入が検討されている技術について情報収集した。また、危険

物施設の維持管理技術に関する事業者団体（一般社団法人日本非破壊検査

工業会、一般財団法人エンジニアリング協会及び日本メンテナンス工業会）

を通じ、加盟する企業へのアンケート調査を行った（資料 3－1、3－3及び

参考資料５を参照。）。 

   その結果、石油精製、化学工業等の事業者において、モニタリング技術・

診断技術等の導入が進んできていることがわかった。また、一般財団法人エ

ンジニアリング協会において、腐食状況を確認しづらい保温材下の配管に

ついて、民間の自主的な管理指針として「石油精製業及び石油化学工業にお

ける保温材下配管外面腐食（ＣＵＩ）に関する維持管理ガイドライン」（参

考資料６を参照。）が作成されている。日本メンテナンス工業会においては、

設備トラブル要因の早期発見等に関する最新技術の調査研究を基に、「最近

の保全技術情報調査報告書」（参考資料７を参照。）がとりまとめられている

ことがわかった。 

 

（３）配管・塔槽類の点検を補足する実施要領案への反映 

   上記（１）及び（２）の調査結果を踏まえ、腐食疲労等劣化による事故が

多い配管・塔槽類に適用された例のあるモニタリング技術等について、点検

表を補足する実施要領案（第１、１（３）及び資料 1－6参照。）に反映した。 
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２ 当面の取組み 

  本検討会において調査したモニタリング技術・診断技術について、危険物施

設で発生している事故原因と関連づけて整理しつつ、危険物施設への新技術

導入を推進していくことが重要である。具体的には、資料 1－6の例のように、

48 号通知の点検表における「点検内容」とそれに適用可能なモニタリング技

術等を紐付けるとともに、当該技術の適用範囲、点検時における留意点、適用

事例等をまとめ、点検・維持管理における新技術導入のためのガイドラインを

作成し、事業者における積極的な対応を促進していくこと等が考えられる。こ

れに当たり、新技術の概要や利点等をわかりやすく整理し、広報周知していく

ことが重要である。 

  なお、本検討会と並行して、「屋外貯蔵タンクの検査技術の高度化に係る調

査検討会」において、シミュレーションや新たな非破壊検査手法を用いた屋外

貯蔵タンクの検査に関する検討が行われているところである。その成果につ

いても、技術的な課題をクリアした上で、速やかに導入を図ることが適当であ

る。 
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中長期的な方向性 

 

 本検討会において、危険物施設の長期使用に伴う事故対策として、腐食疲労等

劣化を主眼に検討を行ってきたところである。 

 今後における全般的な進め方としては、人的要因など他の形態の事故につい

ても順次対象を拡げ、図２に示すとおり、事故の発生状況等から課題を抽出、こ

の課題への解決策の検討や具体的な対応を実施するとともに、関係機関へ周知

する等、ＰＤＣＡの考え方に基づき各課題の検討を進める仕組みとして機能し

ていくことが期待される。 

 

図２ ＰＤＣＡの考え方に基づく本検討会の進め方のイメージ 
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危険物施設における事故の概要

資料１－１



危険物施設における火災、流出件数の推移（地震によるものを除く）

危険物施設数（平成６年）

５６０，７９０件
危険物施設数（平成２９年）

４１０，６５１件

事故件数 （平成６年）

２８７件
事故件数 （平成２９年）

５６４件

※ 危険物施設数は、許可件数としている。

(注) 事故発生件数の年別の傾向を把握するために、東日本大震災その他震度６弱以上
（平成８年９月以前は震度６以上）の地震により発生した件数を除いています。



危険物施設の火災・流出事故の発生要因

人的要因（維持管理不十分、
操作確認不十分など）が多い。

物的要因（腐食疲労等劣化など）
が多い。

火災 流出事故



危険物施設の火災・流出事故の原因の推移

（注） 震度６弱以上（平成８年以前は震度６以上）の地震により発生した件数を除いています。

【特徴】

● 火災の発生要因については、維持管理や操作に当たっての不手際など人的要因によるもの（▲９４件）が多
くを占めているが、物的要因によるもの（●６９件）も増加の傾向にある。

● 流出事故の発生要因については、物的要因によるもの（■２０３件）のうち、特に腐食疲労等劣化（１２１件）
等の経年劣化によるものが増加の傾向にある。

203

69

94

125



危険物施設の火災・流出事故の物的要因の推移

火災 流出事故
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危険物施設等の事故に関する調査の概要 

 

平成元年から平成 29 年までの危険物施設における火災・流出事故のうち、重大事故を調査

分析した（表１）。 

なお、重大事故は、「危険物施設における火災・流出事故に係る深刻度評価指標について」

（平成 28年 11月２日付け消防危第 203号）に基づき、平成元年から平成 29年までの事故を

分類した（平成 27年以前の重大事故件数には、事故概要等から推測により重大事故としたも

のを含む。）。 

表１ 平成元年から平成 29年までの重大事故件数 

 

 

 

 

 

 

 

１ 火災事故の分析 

平成元年から平成 29年までの危険物施設の火災事故のうち、主原因を経年劣化とする火災

事故は、359件であった。施設区分の内訳としては、一般取扱所が 233件（65％）と最も多

く、続いて製造所 80 件（23％）、給油取扱所 32件（９％）となっている（図１）。 

主原因を経年劣化とする火災事故のうち、重大事故に該当するものは 23件発生してお

り、同じく一般取扱所、製造所、給油取扱所が全体の 90％以上を占めている（図２）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図１ 主原因を経年劣化とする火災事故の施設区分別割合 

資料１－２ 
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図２ 重大事故に係る施設区分割合（火災事故） 

 

また、主原因を経年劣化とする火災事故に関連する機器や設備の内訳は、炉が 62件

（17％）と最も多く、続いて電源・計測機器 56件（16％）、塔槽類 47件（13％）となって

いる（図３）。 

更に重大事故に絞ると、炉と塔槽類がそれぞれ４件（18％）となっており、全体の 36％

を占めている（図４）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図３ 主原因を経年劣化とする火災事故の機器分別割合 
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図４ 重大事故に係る機器別割合（火災事故） 

 

２ 流出事故の分析 

平成元年から平成 29 年までの危険物施設の流出事故のうち、主原因を経年劣化とする流

出事故は、2,922 件であった。施設区分の内訳としては、地下タンク貯蔵所が 806件

（28％）と最も多く、続いて、屋外タンク貯蔵所 677件（23％）、給油取扱所 545件

（19％）、一般取扱所 531件（18％）となっている（図５）。 

主原因を経年劣化とする流出事故のうち、重大事故に該当するものは 871件発生してお

り、同じく地下タンク貯蔵所、屋外タンク貯蔵所、一般取扱所、給油取扱所が全体の約

90％を占めている（図６）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図５ 主原因を経年劣化とする流出事故の施設区分別割合 
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図６ 重大事故に係る施設区分割合（流出事故） 

 

また、主原因を経年劣化とする流出事故に関連する機器や設備の内訳は、配管が 1,754

件と全体の 60％を占め、続いて塔槽類が 643件（22％）となっている（図７）。 

重大事故も同様に、配管と塔槽類で全体の 80％以上を占めている（図８）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図７ 主原因を経年劣化とする流出事故の機器分別割合 
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図８ 重大事故に係る機器別割合（流出事故） 



危険物施設の事故統計

資料１－３



危険物施設の事故統計

【データ数】

全件数 火災 流出

平成元年から平成29年までの事故件数 14,021 4,951 9,070

うち、重大事故件数 3,438 350 3,088

主原因を「腐食疲労等劣化」とする事故 3,281 359 2,922

うち、重大事故件数 894 23 871

事故に係る機器等の使用年数が確認できたもの 2,218 115 2,103

うち、重大事故件数 647 10 637

【分析内容】
１ 重大事故に係る分析（火災事故）

・ 施設区分の内訳
・ 機器等の内訳
・ 機器等の使用年数

２ 重大事故に係る分析（流出事故）
・ 施設区分の内訳
・ 機器等の内訳
・ 機器等の使用年数

【調査内容】
平成元年から平成29年までの危険物施設における火災・流出事故のうち、主原因を「経年劣化」

とするものを抽出し、そのうち重大事故に該当するものの分析を行った。
※重大事故は、「危険物施設における火災・流出事故に係る深刻度評価指標について」（平成28年11月２日付け消防危
第203号）に基づき、平成元年から平成29年までの事故を分類した（平成27年以前の重大事故件数には、事故概要等か
ら推測により重大事故としたものを含む）。重大事故の定義等は別紙参照。

※機器等の名称は別紙２「機器等名称コード表」のとおり



【事故の定義】
重大事故：１つ以上の評価指標で、深刻度レベルが１となる事故
軽微な事故：全ての評価指標で、深刻度レベルが４となる事故

危険物施設における火災・流出事故に係る「深刻度評価指標」

＜人的被害指標＞ ＜影響範囲指標＞※１ ＜収束時間指標＞※２

深刻度
レベル

内容

1 死者が発生

2 重症者または中等症者が発
生

3 軽症者が発生

4 軽症者なし

深刻度
レベル

内容

1 事業所外に物的被害が発生

2 事業所内の隣接施設に物的
被害が発生

3 施設装置建屋内のみに物的
被害が発生

4 設備機器内のみに物的被害
が発生

深刻度
レベル

内容

1 ４時間以上

2 ２時間～４時間未満

3 30分～２時間未満

4 30分未満

※１ 移動タンク貯蔵所が荷卸し先等の事業所内に在る場合、「事業所」を「当該移動タンク貯蔵所が在る事業所」と読み替える。
※２ 収束時間は「事故発生」から「鎮圧」までの時間とする。事故発生日時が不明の場合は、「事故発見」から「鎮圧」までとする。

なお、「鎮圧」とは、火勢が消防隊の制御下に入り、拡大の危険がなくなったと現場の最高指揮者が認定したことをいう。

火災事故の深刻度評価指標

流出事故の深刻度評価指標

【事故の定義】
重大事故：１つ以上の評価指標で、深刻度レベルが１となる事故
軽微な事故：全ての評価指標で、深刻度レベルが４となる事故

＜人的被害指標＞※１ ＜流出範囲指標＞※２ ＜流出量指標＞

深刻度
レベル

内容

1 死者が発生

2 重症者または中等症者が
発生

3 軽症者が発生

4 軽症者なし

深刻度
レベル

内容

1
河川や海域に危険物が流出す
る等、事業所外へ広範囲に流
出

2 事業所周辺のみ流出※３

3 事業所内の隣接施設へ流出

4 施設装置建屋内のみで流出

深刻度
レベル

内容

1 流出・漏えいした「危険物」の指
定数量倍数（合計）が10以上

2 (同上）が１以上～10未満

3 (同上）が0.1以上～１未満

4 (同上）が0.1未満
※１ 交通事故による死傷者は除く。
※２ 移動タンク貯蔵所が荷卸し先等の事業所内に在る場合、「事業所」を「当該移動タンク貯蔵所が在る事業所」と読み替える。
※３ 事業所敷地境界線から100ｍ程度の範囲にとどまるもの。また、流出範囲の記載のない場合は事業所外に流出量100L程度。

別紙１



機器等名称コード表

塔槽類

（集計上の名寄せ）

ドラム等
容器

熱交換器

炉

ボイラー

ポンプ

圧縮機等

【別紙２】

（集計上の名寄せ）

その他の移送機器

ローディングアーム

配管

電源・計測機器

発電機

固定給油設備等

その他の機器

4



塔槽類, 47, 13%
ドラム等容器, 3, 1%

熱交換器, 12, 3%

炉, 62, 17%

ボイラー, 12, 3%

ポンプ, 13, 4%
圧縮機等, 26, 

7%
配管, 21, 

6%

その他の移送機器, 9, 3%

発電機, 10, 3%

電源・計測機器, 56, 16%

固定給油設備等, 4, 1%

その他の機器, 84, 23%

359件

（塔槽類）
主な発生箇所

付属配管 19

塔槽類本体 13

保温材・
ヒータ－

5

（熱交換器）
主な発生箇所

機器等本体 5

付属配管 2

パッキング 2

（炉）
主な発生箇所

付属配管 21

機器等本体 14

制御盤等 5

（ボイラー）
主な発生箇所

バーナー 4

付属配管 3

（ポンプ）
主な発生箇所

機器等本体 3

軸受 2

配線、スイッチ類 2

（圧縮機等）
主な発生箇所

機器等本体 6

配線、スイッチ類 5

付属配管 4

（発電機）
主な発生箇所

（固定給油設備等）
主な発生箇所

ノズル 3

ホース 1

（その他の機器）
主な発生箇所

付属配管 11

配線、スイッチ類 9

保温材ヒーター 7

制御盤等 5

（その他の移送機器）
主な発生箇所

ベルト、チェーン 4

制御盤等 1

配線、スイッチ類 1

平成元年から平成29年度までの火災事故に係る機器等の分布

5

付属配管 3

軸受 1

制御盤等 1

パッキング 1

１ 重大事故等に係る分析（火災事故）①



製造所, 80, 23%
屋内貯蔵所, 1, 0%

屋外タンク貯蔵

所, 4, 1%

移動タンク貯蔵

所, 8, 2%給油取扱所, 32, 
9%

移送取扱所, 1, 0%

一般取扱所, 233, 
65%

製造所, 10, 44%

移動タンク貯蔵

所, 1, 4%

給油取扱

所, 2, 9%

一般取扱所, 10, 
43%

塔槽類, 4, 18%

熱交換器, 3, 13%

炉, 4, 18%

ボイラー, 1, 4%ポンプ, 1, 4%

圧縮機等, 1, 4%

配管, 2, 9%

その他の移送機器, 
3, 13%

発電機, 1, 4%

固定給油設備等, 2, 9%

その他の機器, 1, 4%

塔槽類, 47, 13%
ドラム等容器, 3, 1%

熱交換器, 12, 3%

炉, 62, 17%

ボイラー, 12, 3%

ポンプ, 13, 4%

圧縮機

等, 26, 
7%

配管, 21, 6%その他の移送機器, 9, 3%

発電機, 10, 3%

電源・計測機器, 56, 
16%

固定給油設備等, 4, 1%

その他の機器, 84, 23%

１ 重大事故等に係る分析（火災事故）②

23件

（重大事故に係る施設区分の内訳（H1～H29））

359件

（事故に係る施設区分の内訳（全数）（H1～H29））

（事故に係る機器等の内訳（全数） （H1～H29））※再掲（重大事故に係る機器等の内訳（H1～H29））



1
4

1
2

0 0 1 0 1 0 0 0 0
0

5

10

15

20

25

施設区分 重大事故に係る機器等 使用年数

製造所 塔槽類
炉

6年、8年、44年
10年

移動タンク貯蔵所 その他の移送機器 6年

給油取扱所 固定給油設備等 18年

一般取扱所 配管
炉
発電機
ボイラー

35年
15年
5年
16年

データ数：10

（重大事故に係る機器等の内訳と使用年数（H1～H29））

件
数

（重大事故に係る機器等の使用年数（H1～H29））

使用年数

データ数：115

件
数

使用年数

（事故に係る機器等の使用年数（全数） （H1～H29））

１ 重大事故等に係る分析（火災事故）③

20 20
19

10
12

9

12

6
4 2

1 0 0
0

5

10

15

20

25

件数

使用年数15年以内の事故件数は
全データ数の約51％を占める。



製造所, 12, 1%

屋外タンク貯蔵所, 
225, 26%

屋内タンク貯蔵

所, 33, 4%

地下タンク貯蔵所, 
240, 28%

移動タンク貯蔵所, 
18, 2%

給油取扱所, 142, 
16%

移送取扱所, 42, 5%

一般取扱所, 159, 
18%

871件

（重大事故に係る施設区分の内訳（H1～H29））

○ 事故件数全体では、地下タンク貯蔵所、屋外タンク貯蔵所、給油取扱所、一般取扱所の順
に多く発生しているが、重大事故は、一般取扱所が給油取扱所よりも多く発生している。

（事故に係る施設区分の内訳（全数） （H1～H29））

製造所, 123, 4%
屋内貯蔵所, 2, 0%

屋外タンク貯蔵所, 
677, 23%

屋内タンク貯蔵所, 
71, 3%

地下タンク貯蔵所, 
806, 28%

移動タンク貯蔵

所, 70, 2%

屋外貯蔵所, 8, 0%

給油取扱所, 545, 
19%

移送取扱所, 89, 3%

一般取扱所, 531, 
18%

2922件

２ 重大事故等に係る分析（流出事故）①



塔槽類, 643, 22%

ドラム等容器, 
14, 0%

熱交換器, 17, 1%

炉, 14, 0%

ボイラー, 91, 3%

ポンプ, 96, 3%

圧縮機等, 24, 1%

ローディングアーム, 
6, 0%

配管, 1754, 60%

その他の移送機器, 
18, 1%

発電機, 15, 0%

電源・計測機器, 
15, 1%

固定給油設備等, 
133, 5%

その他の機器, 
59, 2%

不明, 23, 1%

2922件

（塔槽類）
主な発生箇所

塔槽類本体 376

付属配管 193

ホース 11

（熱交換器）
主な発生箇所

機器等本体 8

付属配管 7

（炉）
主な発生箇所

付属配管 10

フィルター 1

機器等本体 1

（ボイラー）
主な発生箇所

付属配管 83

パッキング 2

（ポンプ）
主な発生箇所

付属配管 42

パッキング 20

機器等本体 6

（配管）
主な発生箇所

（その他の移送機器）
主な発生箇所

ホース 10

配管 5

（発電機）
主な発生箇所

付属配管 10

機器等本体 1

パッキング 1

（固定給油設備等）
主な発生箇所

付属配管 59

ホース 41

ノズル 9

（その他の機器）
主な発生箇所

付属配管 26

ホース 5

保温材・ヒーター 4

9

２ 重大事故等に係る分析（流出事故）②
平成元年から平成29年度までの流出事故に係る機器等の分布

配管 1644

パッキング 27

保温材・ヒーター 16

架台・サポート 13



塔槽類, 170, 20%

ドラム等容器, 1, 0%

熱交換器, 2, 0%

炉, 4, 0%

ボイラー, 36, 4%

ポンプ, 32, 4%

圧縮機等, 6, 1%

ローディングアーム, 
2, 0%

配管, 561, 64%

その他の移送

機器, 6, 1%

発電機, 5, 1%

電源・計測

機器, 2, 0%

固定給油設

備等, 25, 
3%

その他の機

器, 15, 2% 不明, 4, 0%

塔槽類, 643, 22%

ドラム等容器, 
14, 0%

熱交換器, 17, 1%

炉, 14, 0%

ボイラー, 91, 3%

ポンプ, 96, 3%

圧縮機等, 24, 1%

ローディングアーム, 
6, 0%

配管, 1754, 60%

その他の移送機器, 
18, 1%

発電機, 15, 0%

電源・計測機器, 
15, 1% 固定給油設備

等, 133, 5%

その他の機器, 
59, 2%

不明, 23, 1%

（重大事故に係る機器等の内訳（H1～H29））

871件 2922件

（事故に係る機器等の内訳（全数） （H1～H29））※再掲

データ数：637

件
数

使用年数

（重大事故に係る機器等の使用年数（H1～H29））

データ数：2103

件
数

使用年数

（事故に係る機器等の使用年数（全数） （H1～H29））

２ 重大事故等に係る分析（流出事故）③
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7
8

3

8

11

6

9 9

6

2 2 0 0
0

2

4

6

8

10

12

塔槽類, 40, 
32%

熱交換器, 
10, 8%

炉, 1, 1%

ポンプ, 12, 
10%圧縮機

等, 7, 6%

配管, 47, 38%

電源・計測機器, 
1, 1%

その他の機器, 
5, 4%

２ 重大事故等に係る分析（流出事故）④ 製造所

123件

データ数：71

件
数

使用年数

（事故に係る機器等の内訳（H1～H29））

（事故に係る機器等の使用年数（H1～H29））

11

重大事故に係る
機器等

発生箇所 使用年数

塔槽類 ３件 配管 （１）

塔槽類本体
（１）
その他 （１）

－

熱交換器 １件 機器等本体

ポンプ ２件 フィルター等
その他

16年

圧縮機等 １件 機器等本体 ６年

配管 ３件 配管 （２）
パッキング（１）

20年、20年
39年

その他の機器２件 機器等本体(２)
－

（重大事故に係る機器等の使用年数（H1～H29））



21
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55 52
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7

17

13

23

33

17

12
14 13

7 2
0 0

0
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35

塔槽類, 44, 20%

ボイラー, 8, 4%

ポンプ, 8, 4%

配管, 160, 71%

その他の移送機器, 
1, 0%

その他の機器, 3, 
1%

不明, 1, 0%

塔槽類, 206, 31%

熱交換器, 2, 0%
ボイラー, 12, 2%

ポンプ, 27, 4%

圧縮機等, 2, 0%

配管, 411, 61%

その他の移送機器, 
1, 0%

電源・計測機器, 
1, 0%

固定給油設備等, 
1, 0%

その他の機器, 
12, 2%

不明, 2, 0%

（重大事故に係る機器等の内訳（H1～H29））

677件

（重大事故に係る機器等の使用年数（H1～H29））

データ数：158

件
数

使用年数

（事故に係る機器等の内訳（全数） （H1～H29））

225件

データ数：481

件
数

使用年数

（事故に係る機器等の使用年数（全数） （H1～H29））

12

２ 重大事故等に係る分析（流出事故）⑤ 屋外タンク貯蔵所
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塔槽類, 3, 
9%

ボイラー, 1, 3%

ポンプ, 3, 9%

配管, 24, 73%

電源・計測

機器, 1, 3%

固定給油設

備等, 1, 3%

塔槽類, 12, 17%
ボイラー, 2, 3%

ポンプ, 4, 6%

配管, 51, 72%

電源・計測機器, 
1, 1%

固定給油設備等, 
1, 1%

（重大事故に係る機器等の内訳（H1～H29） ）

（重大事故に係る機器等の使用年数（H1～H29））

使用年数

件
数

データ数：29

２ 重大事故等に係る分析（流出事故）⑥ 屋内タンク貯蔵所
（事故に係る機器等の内訳（全数） （H1～H29））

71件

件
数

データ数：59

（事故に係る機器等の使用年数の内訳（全数） （H1～H29））

使用年数 13

33件
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塔槽類, 165, 
21%

熱交換器, 1, 0%

ボイラー, 40, 5%

ポンプ, 14, 2%

圧縮機等, 1, 0%

配管, 574, 
71%

電源・計測機器, 
1, 0%

固定給油設備等, 
3, 0%

その他の機器, 
4, 1%

不明, 3, 0%

塔槽類, 39, 
16%

ボイラー, 13, 6%

ポンプ, 5, 2%

配管, 178, 
74%

固定給油設備等, 
2, 1%

その他の機器, 
1, 0%

不明, 2, 1%

（重大事故に係る機器等の内訳（H1～H29））

240件

（重大事故に係る機器等の使用年数（H1～H29））

使用年数

件
数

データ数：201

（事故に係る機器等の内訳（全数） （H1～H29））

806件

使用年数

件
数

データ数：672

（事故に係る機器等の使用年数（全数） （H1～H29））

14

２ 重大事故等に係る分析（流出事故）⑦ 地下タンク貯蔵所
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塔槽類, 147, 27%

ドラム等容器, 1, 0%

ボイラー, 4, 1%

ポンプ, 11, 2%配管, 254, 47%

発電機, 1, 0%

電源・計測

機器, 2, 0%
固定給油設備等, 

110, 20%

その他の機器, 8, 2% 不明, 7, 1%

塔槽類, 70, 49%

ボイラー, 1, 0%ポンプ, 4, 3%

配管, 51, 36%

発電機, 1, 1%
固定給油設

備等, 13, 
9%

その他の機器, 1, 1% 不明, 1, 1%

（重大事故に係る機器等の内訳（H1～H29））

142件

（重大事故に係る機器等の使用年数（H1～H29））

使用年数

件
数

データ数：96

545件

（事故に係る機器等の内訳（全数） （H1～H29））

使用年数

件
数

データ数：338

（事故に係る機器等の使用年数（全数） （H1～H29））

15

２ 重大事故等に係る分析（流出事故）⑧ 給油取扱所
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塔槽類, 50, 
9%

ドラム等容器, 
4, 1%

熱交換器, 4, 1%

炉, 13, 3%

ボイラー, 33, 6%

ポンプ, 25, 5%

圧縮機等, 13, 2%

ローディング

アーム, 3, 1%配管, 310, 58%

発電機, 14, 3%

電源・計測機器, 7, 1%

固定給油設備等, 
16, 3%

その他

の機器, 
39, 7%

塔槽類, 
10, 6%

ドラム等容器, 
1, 1% 熱交換器, 1, 1%

炉, 4, 2%

ボイラー, 
13, 8%

ポンプ, 8, 5%

圧縮機等, 5, 3%

ローディング

アーム, 1, 1%

配管, 95, 60%

発電機, 4, 2%

電源・計測機器, 
1, 1%

固定給油設備等, 
8, 5% その他の機

器, 8, 5%

（重大事故に係る機器等の内訳（H1～H29））

159件

（重大事故に係る機器等の使用年数（H1～H29））

使用年数

件
数

データ数：114

（事故に係る機器等の内訳（全数） （H1～H29））

531件

（事故に係る機器等の使用年数（全数） （H1～H29））

使用年数

件
数

データ数：364

16

２ 重大事故等に係る分析（流出事故）⑨ 一般取扱所



２ 重大事故等に係る分析（流出事故）⑩ 移送取扱所
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使用年数

件
数

データ数：22

（重大事故に係る機器等の使用年数（H1～H29））

使用年数

件
数
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（事故に係る機器等の使用年数（全数）（H1～H29））
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18

発生箇所 使用年数

配管 ８件 ５年、10年、11年、14年、18年、25年

ホース ６件 ６年、７年、14年

ノズル １件 11年

パッキング １件 10年

軸受 １件 22年

マンホール等 １件 －

【移動タンク貯蔵所】

（重大事故に係る機器等の使用年数（H1～H29））

２ 重大事故等に係る分析（流出事故）⑪ 移動タンク貯蔵所
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危険物施設における定期点検に関する調査の概要 

 

１ 平成 30 年度長期使用に係る調査分析業務の概要 

消防法第 12 条第１項により製造所等の所有者、管理者又は占有者には、当該製造所等の

位置、構造及び設備の技術上の基準（消防法第 10条第４項）を維持する義務が課せられて

おり、さらに、危険物の規制に関する政令で定める製造所等の所有者、管理者又は占有者

には、定期点検を実施し、その点検記録の作成・保存が義務づけられている。 

定期点検において実施することとされている各点検項目の点検方法については、「製造所

等の定期点検に関する指導指針の整備について」（平成３年５月 29日付け消防危第 48号。

以下「48号通知」という。）で示されているところであるが、48号通知に基づく方法で点

検した際の判定方法など、その詳細については、示されていない。 

本調査では、定期点検を効果的に行うことができるよう、実際に危険物施設の維持管理

を行っている事業者のノウハウ等を調査した。 

 

（１）調査対象事業所等 

  ア 調査対象機器 

    平成元年から平成 29年の間に危険物施設での事故が発生した機器等の中で、特に事

故件数が多い配管及び塔槽類を主な調査対象とした（危険物施設の事故統計の詳細は

資料１－３参照）。 

  イ 調査対象危険物施設 

上記アで調査対象とした配管及び塔槽類が設置されている危険物施設で、かつ、事

故統計から事故件数が多い製造所、一般取扱所及び屋外タンク貯蔵所を主な調査対象

とした。 

  ウ 調査対象事業所 

上記イで調査対象とした一般取扱所、製造所及び屋外タンク貯蔵所を保有する事業

所のうち、石油精製・石油化学、電力・ガス等の分野において、IoT・ビッグデータ等

を活用した産業保安のスマート化を先行的に取り組んでいる事業所（「スマート保安先

行事例集（平成 29年経済産業省作成）から選定」（参考資料３参照））を中心に、業

態、地域などを考慮した上で、８事業所を選定した（表１）。 

また、一般社団法人日本化学工業協会で、会員企業の中から、維持管理において優

良な取組をしている４事業所を調査した（表２）。 

 

（２）調査方法 

表１の８事業所に対してはヒアリングによる調査、表２の４事業所に対してはアンケ

ート（参考資料４参照）による調査を実施した。 

資料１－４ 
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表１ ヒアリング調査対象事業所 

業態 地域 
操業 
開始年 

敷地面積

（概数） 
従業員数

（概数） 
危険物施設数 

石油製品製造業 
A 関東 1968 年 120 万㎡ 640 人 235 施設 
B 関東 1960 年 200 万㎡ 800 人 59 施設 

化学工業 
C 関東 1928 年 35 万㎡ 650 人 25 施設 
D 関東 1962 年 50 万㎡ 750 人 119 施設 
E 中国 1965 年 140 万㎡ 1,100 人 236 施設 

電気業 F 近畿 2004 年 100 万㎡ 630 人 7 施設 
倉庫業（石油備蓄） G 九州 1972 年 200 万㎡ 110 人 89 施設 
鉄鋼業 H 九州 1901 年 950 万㎡ 11,000 人 146 施設 

 
表２ アンケート調査対象事業所 

業態 地域 
操業 

開始年 
敷地面積

（概数） 
従業員数

（概数） 
危険物施設数 

化学工業 

I 関東 1969 年 5 万㎡ 70 名 3 施設 
J 北陸 1918 年 95 万㎡ 490 人 139 施設 
K 近畿 1960 年 23 万㎡ 740 人 53 施設 
L 中国 1967 年 6 万㎡ 320 人 4 施設 

（３）調査内容 

主な調査内容は、次のとおり。 

  ○ 日常点検や定期点検等に係る目視点検の要領・マニュアル 

  ○ 維持管理の参考としている規格 

  ○ 目視以外で実施している点検方法 

  ○ 設備、機器等の更新の時期や目安 

  ○ 点検現場での記録方法 

  ○ 使用している定期点検記録表の様式 

  ○ 定期点検記録表に対するニーズ 等 

 

２ 事業所に対する調査結果 

  12事業所（A～L）に対して実施したヒアリング・アンケート調査の結果を示す。 

 

（１）日常点検や定期点検等に係る目視点検の要領・マニュアル等 

各事業所では、日常点検や定期点検等のための自社独自の目視点検の要領・マニュア

ル等を作成している。各事業所から提供された主なマニュアル等を表３のとおり紹介す

る（詳細は資料１－５参照）。 
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表３ 目視点検のマニュアル等 

業態 マニュアル等名 概要 
資料 

１－５ 

石油製品 

製造業 

日常点検 機器点

検要領 

配管、ポンプ、塔・槽などの機器ごとに点検要領が定められ

ている。 
別紙１ 

外面腐食事例集 

外面腐食が起きやすい構造が図面で解説されている、外面腐

食が疑われる場合は、該当する事例を参考に「外面腐食シー

ト」にリストアップする。 

別紙２ 

化学工業 

配管目視検査指針 

点検箇所（本体、弁、断熱、サポート、フランジ、ガスケッ

ト、ボルトナット）ごとにポイントや判定ランク（A～E）に

ついて、写真（腐食事例）を用いて解説されている。 

別紙３ 

危険物施設検査要

領 

危険物施設ごとに、位置、構造、設備の基準の内容、点検の

着眼点・方法が定められている。 
別紙４ 

外面腐食検査の取

組みについて 

各プラントを細分化し、ブロック単位で塗装劣化状態を管理。

塗装劣化判定基準により、塗装劣化状態の評価を行う。 
別紙５ 

自主検査周期設定

表 

施設ごとに、検査対象装置等と適用法定区分、検査項目、検

査周期が表でまとめられている。 
別紙６ 

外観目視検査員認

定制度 

機器及び配管等の外観目視検査における「検査精度の標準化、

維持向上」と「外面腐食の未然防止（断熱不良箇所の早期検

出）」を目的とし、認定された検査員が外観目視検査員として、

外観目視検査を実施している。 

別紙７ 

目視検査基準（付

図） 

機器・配管について内部・外部ごとに、危険箇所等が図や写

真を用いて示されている。 
別紙８ 

電気業 機器点検箇所 機器ごとに点検箇所、着眼点が定められている。 別紙９ 

倉庫業 

配管、ポンプ設備

点検項目 

日常点検で実施する配管、ポンプ設備の点検項目が定められ

ている。 
別紙 10 

タンク月例点検結

果 

タンクの毎月点検で、屋根部、側板部、ヤード内に分けて、

それぞれの点検箇所が定められている。 
別紙 11 

 

（２）目視点検の要領・マニュアル等の作成や点検の際に参考としている規格等 

   調査の結果、次の規格等が挙げられた。 

  ア 公益社団法人 石油学会（JPI）の維持規格 

この規格は、石油精製事業所が自らの事業所において適切な設備の維持管理を行う

ことにより、その事業所の安全操業を実現し、かつ、それを継続することに資する目

的で作成されたものである。 
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     ・JPI-8S-1-2014（配管維持規格）→ 抜粋を図１に示す。 

     ・JPI-8S-2-2016（設備維持規格） 

     ・JPI-8S-3-2014（回転機維持規格 

     ・JPI-8S-4-2015（電気設備維持規格） 

     ・JPI-8S-5-2017（計装設備維持規格） 

     ・JPI-8S-6-2015（屋外貯蔵タンク維持規格） 

 

 

図１ JPI-8S-1-2014（配管維持規格）の抜粋 

目視点検（左）と附属書 A（腐食・エロージョンが起こりやすい箇所）（右） 

 

  イ 高圧ガス保安協会（KHK）の保安検査基準 
高圧ガス保安法第 35 条の保安検査について適用するものである。 

   ・KHKS0850-1（2017） 
保安検査基準（一般高圧ガス保安規則関係（スタンド及びコールド・エバポレータ関

係を除く。）） 
検査項目及び検査方法が示され、目視検査の参考として、JPI-8S-1（附属書 A：図１

参照）が添付されている。 
 
（３）目視以外で実施している点検方法等 
  ア 非破壊検査（UT、MT、PT、RT 等） 

・目視検査の結果、腐食等の異常が認められた場合に、要領やマニュアル等に基づき、

その対象部位に応じた適切な非破壊検査を適用している。 
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・リスク評価により、計画的に非破壊検査を適用している。 

・重要なプロセス配管や塔槽類等については、腐食形態ごとに非破壊検査方法を定めて

いる。 
  イ 点検ハンマー 

日常点検や定期点検時に、点検ハンマーで、フランジ、ボルト等の緩みがないか確認

している。 
 
（４）設備、機器等の更新の時期や目安等 

・余寿命管理できる設備は、余寿命に基づき更新時期を決定している。 

・設備、機器によっては、運転時間や過去の実績などから大まかに更新時期を決めてい

るものもあるが、基本的には点検結果により更新の有無を判断している。 

・計装や回転機器については、運転時間などメーカー側で示している更新の目安を考慮

するが、基本的には、点検結果により更新の有無を判断している。 

・計装機器は信頼性と保安性を確保するため、重要なものは例規で更新時期を定めている。 

・回転機の主要部品であるローターやライナー等については、更新基準を例規に定めて

いる。ただし、コンプレッサーについてはメーカー推奨の更新基準を優先している。 
 
（５）点検現場での記録方法 

点検現場でタブレットを導入している事業所は 12 事業所中５事業所である。主な内容

は次のとおり。 
・運転部門で実施している日常点検（パトロール）では、防爆型のタブレットを使用し、

液面レベルや圧力などの運転データ入力や、必要に応じて動画撮影を実施している。

タブレットでは作業手順書も確認することができる。 

・昨年から高圧ガス施設の一部でタブレットを導入している。肉厚測定値がタブレット

に自動入力され、効率的なデータ整理が可能となった。今後は、危険物施設の点検に

おいてもタブレットの導入を検討している。 

・高圧ガス施設においては、タブレットを導入している。高圧ガスは自主保安の中で、

年１回必ず点検することになっている。 

・日常点検ではタブレットを使用し、ポンプの圧力や、液面レベルなどを記録している。

腐食などの不具合を見つけた場合には、写真等で記録を残している。タブレットは非

防爆なので、ガス検知器を携行している。 

・タブレットの導入については、防爆仕様の問題など課題が多い。 
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（６）定期点検記録表 
  ア 使用している定期点検記録表の様式 

12 事業所のうち、９事業所が 48 号通知の定期点検記録表をそのまま使用し、３事業

所については、自社の施設や設備の実態に合わせたものを作成し、使用している（資料

１－５ 別紙 12 参照）。 
  イ 定期点検の実態 

・日常点検結果も踏まえながら、１年以内に１回、48 号通知の定期点検記録表により総

点検をしている。 

・日常点検などで異常が見つかれればその都度補修等を行うので、この点検記録表に「×」

が付くことはほとんどない。 

・定期点検は設備目線で静的な点検、日常点検は運転目線で動的な点検というイメージ

で、視点は違う。 

・日常点検に比べると、定期点検はあまり変化のない防油堤や基礎なども含めて点検す

るため、点検範囲は広くなり、点検視点も異なり、じっくりと見ていくというイメー

ジである。 

・日常点検での補修記録や点検周期はシステムに登録され、その情報を踏まえて定期点

検を実施している。 
  ウ 定期点検記録表に関するニーズ等 

・日常点検では、消防法や高圧ガス保安法など法律ごとに分けて実施していないが、消

防法だけでまとめられている点検表は１種類しかない。 

・許可施設ごとの点検記録表となっており、例えば蒸留精製設備には、同種類の複数の

装置が設置されているため、定期点検時にすべての装置の項目を確認するのが大変で

ある。項目によっては、日々の日常点検結果で異常のないものは、その結果をもって、

定期点検結果を「○」としているものもある。 

・日常点検等では各種チェックリストにより詳細な点検を実施しているので、定期点検

の記録は「独自様式の点検記録表」も選択できるようにして欲しい。 

・毎日点検しなければならないもの、週、月、年単位でよいものが混在しているので、

その辺りが整理されると使い易い点検表になるのではないかと思う。 

・48 号通知の点検記録フォーマットを活用して定期自主点検を実施しているが、施設

数が多く(特に屋外タンク貯蔵所)、苦慮している。許可施設毎の記録ではなく、保安

監督者単位(各部署毎)の施設区分毎の様式にできないか検討をお願いしたい。 
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・目視点検等の方法については、他者の優良な取組事例を参考にしたい。他社の取組事

例を共有化できる仕組みができないか。 
  エ 定期点検に関する参考文献 

定期点検に関する参考文献としては、一般財団法人全国危険物安全協会で発行してい

る「定期点検指導マニュアル」がある。 
定期点検記録表の点検項目ごとに、根拠条文や、点検内容、点検方法が解説（図２）

されており、消防職員向けのマニュアルであるが、事業所にとっても、参考となるマニ

ュアルであると考える。 
 

 
図２ 定期点検指導マニュアル（一般財団法人全国危険物安全協会） 

点検項目「配管（可撓部を含む）」から抜粋 

 

３ 危険物施設における定期点検要領の提案 

「２ 事業所に対する調査結果」を踏まえて、危険物施設における定期点検の要領につ

いて提案する。 

 

（１）定期点検記録表の様式 

定期点検記録表の様式については、48号通知により危険物施設の区分ごとに示されて

いる。 

  ア 追加が必要と考える点検内容 

配管の点検について、48号通知の定期点検記録表と、事業所が自主的に行っている
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点検内容を比較すると、48 号通知の定期点検記録表には、保温材付き配管の点検に関

する記載がない。 

    一方で、塔槽類関係の本体部の点検内容には、「保温材」の記載がされているので、

配管の点検内容にも同様に記載する必要があると考える。 

なお、今回調査した事業所では、保温材下の配管については外面腐食（CUI）のおそ

れが非常に高いとの認識から、特に注意を払って点検を実施している。 

以上を踏まえ、配管の「保温材」に係る定期点検記録表の挿入イメージを表４に示

す（朱書きが追加部分）。 

 

表４ 定期点検記録表の挿入イメージ 

点検項目 点検内容 点検方法 
点検 

結果 

措置年月日 

及び措置内容 

配管 

（ 可 撓 部

含む。） 

漏えいの有無 目視又は埋設配管にあっては＊注 1   

変形、損傷の有無 目視   

塗装状況及び腐食の有無 
目視（著しい腐蝕が認められた箇所

は、計器による肉厚測定） 

  

保温（冷）材の損傷、脱落等

の有無 

目視＊注 4 

 

  

地盤面との離隔状況 目視   

注 1～3 は省略 

注 4 保温（冷）材の損傷、脱落等が認められた場合には、保温（冷）下の配管が腐食しているおそれがある

ことから、保温（冷）材を外して点検することが望ましい。 

 
  イ 事業所の各危険物施設の実態に合せた定期点検記録表 

今回調査した事業所の中には、48号通知の定期点検記録表をベースとして、管轄消

防機関と協議しながら、自社の実態に合わせた定期点検記録表を作成している事業所

があった。該当のない点検項目を削除するとともに、各設備、機器には実際の名称を

記載するなど、分かりやすい点検記録表になっている。 

また、消防法令では、「定期点検を１年に１回以上行うこと」とされているが、各事

業所とも日常点検等で細かく点検しており、直近の日常点検の結果を、定期点検記録

表に転記するケースがあるなど、記録作業の重複が見受けられた。 

さらに、事業所からの定期点検記録表に関するニーズ等で「日常点検等では各種チ

ェックリストにより詳細な点検を実施しているので、定期点検の記録は「独自様式の

点検記録表」も選択できるようにして欲しい。」というニーズもあったことから、48号

定期点検記録表は事業所の実態に合わせることで、より実効性のある点検が期待でき

るものと考える。 
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ただし、48号定期点検記録表は、危険物施設の維持管理をするための点検項目が網

羅されているので、独自の点検記録表を使用する場合は、管轄消防機関と事業者が十

分協議した上で作成する必要がある。 

 

（２）優良な定期点検の取組をしている事業所の事例や維持管理の規格等の紹介 

今回調査した事業所では、自社内の腐食事例や事故事例等を基に、それぞれ独自の点

検項目や点検方法等をマニュアル化して運用している。 

また、維持管理に関する規格として、「石油学会（JPI）の各維持規格」や、定期点検

のマニュアルとして、「全国危険物安全協会の定期点検指導マニュアル」が、定期点検を

効果的に実施する上で参考となる。 

これらの優良な事業所の取組事例や維持管理規格等の中から共通事項として言える内

容は、48号通知の定期点検記録表に反映させるとともに、各取組事例等を全国の事業所

に水平展開することが、実効性のある定期点検を促進する上で効果的であると考える。 
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調査検討結果を踏まえた配管及び塔槽類に係る定期点検記録表のイメージ 

 
平成 29 年度及び 30 年度の調査検討結果を踏まえ、配管等及び塔槽類に係る定期点検記録

表のイメージを表１及び表２に示す。 
危険物施設の事故件数が特に多いこれらの箇所については、48 号通知の見直しを図るこ

とで、より適切な維持管理の実施が期待できる。 
  

資料１－６ 
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表１ 調査検討結果を踏まえた定期点検記録表（配管等）のイメージ 

点検項目 点検内容 点検方法 

配管 

（可撓部

含む。） 

漏えいの有無 

目視又は埋設配管にあっては＊1 

【確認事項】 
・表面に汚れやにじみがないか 
・周りに垂れた痕跡がないか 
・周囲で異臭がしていないか 
 
【モニタリング技術・診断技術の適応例】 
・赤外線カメラ 
（赤外線で熱異常を確認） 

・ガス検知器 
（可燃性蒸気の滞留の確認） 
 

変形、損傷の有無 

 

目視 

【確認事項】 
・変形や損傷はないか 
・異常音や異常振動が発生していないか 
・表面に変色がないか 
 
【モニタリング技術・診断技術の適応例】 
・３Ｄレーザースキャン 
（レーザーを照射し、外面腐食量を解析） 

・振動計 
（回転機器等の振動データを監視することにより、ボイラー、コンプレッサー、
回転機器等の変形や損傷を推測） 

・赤外線サーモグラフィー 
（外表面の温度を測定し、保温材の劣化部分の検出や配管の腐食潜在箇所を推測） 
 

塗装状況及び腐食の

有無 

 

目視（著しい腐蝕が認められた箇所は、計器による肉厚測定） 

【確認事項】 
・錆びが浮き出ていないか 
 
【モニタリング技術・診断技術の適応例】 
・ガイド波（ＣＵＩ） 
（超音波により、保温・保冷材を外さずに傷を確認） 

・デジタルＲＴ（ＣＵＩ） 
（放射線の量をデジタル化した電気信号として取り出し、画像化して確認） 
・パルス超音波（ＣＵＩ） 
（パルス状の渦電流により、保温材・保冷材・塗料の上から減肉等を推定） 
 

保温（冷）材の損傷、

脱落等の有無 

目視 

【確認事項】 
・損傷や脱落等はないか 
・外装板に隙間や劣化がないか 
・保温材が湿潤していないか 
 
【モニタリング技術・診断技術の適応例】 
・赤外線サーモグラフィー 
（外表面の温度を測定し、保温材の劣化部分の検出や配管の腐食潜在箇所を推測） 
・中性子水分計 
（保温材の水分量を予測し、腐食潜在箇所を推測） 
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備考１ 腐食等が起こりやすい箇所については、石油学会規格 JPI-8S-1「配管維持規格」の附属書 A「腐

食・エロージョンが起こりやすい箇所」を参照すること。  

備考２ 定期点検記録表は、管轄消防本部と協議の上、事業所の実態に合わせて作成することが望ましい。 

  

 

 

 

 

 

フランジ  

バルブ等 

漏えいの有無 

目視及びガス検知器による検知 
【確認事項】 
・フランジ面に汚れやにじみがないか 
・フランジ面から煙が出ていないか。 
・フランジ面下に垂れた痕跡がないか 
・フランジ周りで臭気がしていないか。 
 
【モニタリング技術・診断技術の適応例】 
・赤外線カメラ 
（赤外線で熱異常を確認） 

・ガス検知器 
（可燃性蒸気の滞留の確認） 
 

損傷の有無 

目視 
【確認事項】 
・変形や損傷はないか 
・表面に変色がないか 
 
【モニタリング技術・診断技術の適応例】 
・振動計 
（回転機器等の振動データを監視することにより、ボイラー、コンプレッサー、
回転機器等の変形や損傷を推測） 

 

塗装状況及び腐食の

有無 

目視 
【確認事項】 
・塗装のふくれや剥がれはないか 

・塗装の変色や腐食がないか 

 

バルブ開閉機能の適

否 

目視 
【確認事項】 
・バルブの開閉に機能不良はないか 

フランジ、ボルト等

のゆるみ等の有無 

目視又はハンマーテスト 
【確認事項】 
・フランジ、ボルト等にゆるみ等がないか目視又はハンマーテストで確
認する 

ラック・

サポート 

変形、損傷の有無 目視 
【確認事項】 

・ラック・サポートに変形、損傷はないか 

 

塗装状況及び腐食の

有無 

目視 
【確認事項】 
・ラック・サポートに塗装のふくれや剥がれはないか 
・ラック・サポートに塗装の変色や腐食がないか 
 

固定状況の適否 目視 
【確認事項】 
・ラック・サポートを固定しているボルト、ナットにゆるみ、折損、脱
落等がないか 

・ラック・サポートを固定している箇所に割れや亀裂はないか 
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表２ 調査結果を踏まえた定期点検記録表（塔槽類：20号タンク等）のイメージ 

点検項目 点検内容 点検方法 

二
十
号
タ
ン
ク
等 

屋
外
内
に
あ
る
タ
ン
ク 

本 体 部

（ジャケ

ット、コ

イル、シ

ール部等

を含む。） 

漏えいの有無 

目視 
【確認事項】 
・表面に汚れやにじみがないか 
・周りに垂れた痕跡がないか 
・周囲で異臭がしていないか 
 
【モニタリング技術・診断技術の適応例】 
・赤外線カメラ 
（赤外線で熱異常を確認） 
・ガス検知器 
（可燃性蒸気の滞留の確認） 

変形、亀裂、損

傷の有無 

目視 
【確認事項】 
・変形や損傷はないか 
・異常音や異常振動が発生していないか 
・表面に変色がないか 
 
【モニタリング技術・診断技術の適応例】 
・３Ｄレーザースキャン 
（レーザーを照射し、外面腐食量を解析） 
・フェーズドアレイ超音波探傷 
（超音波により溶接部のクラックや傷の深さ、ボルトの腐食等を観測） 
・振動計 
（回転機器等の振動データを監視することにより、ボイラー、コンプレ

ッサー、回転機器等の変形や損傷を推測） 
・赤外線サーモグラフィー 
（外表面の温度を測定し、保温材の劣化部分の検出や配管の腐食潜在箇

所を推測） 

塗装状況及び

腐食の有無 

目視又は計器による肉厚測定 

【確認事項】 
・錆びが浮き出ていないか 
 
【モニタリング技術・診断技術の適応例】 
・超音波連続板厚測定 
（超音波による塔槽内部からの外面腐食を測定） 

ボルト等のゆ

るみ等の有無 

目視又はハンマーテスト 

保温（冷）材の

損傷、脱落等の

有無 

目視 

【確認事項】 
・損傷や脱落等はないか 
・外装板に隙間や劣化がないか 
・保温材が湿潤していないか 
 
【モニタリング技術・診断技術の適応例】 
・赤外線サーモグラフィー 
（外表面の温度を測定し、保温材の劣化部分の検出や配管の腐食潜在箇
所を推測） 
・中性子水分計 
（保温材の水分量を予測し、腐食潜在箇所を推測） 

強め輪の変形、

亀裂、ゆるみ等

の有無 

目視 
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ノ ズ ル

（水抜管

を 含

む。）、マ

ンホール

等 

漏えいの有無 

目視 
【確認事項】 
・表面に汚れやにじみがないか 
・周りに垂れた痕跡がないか 
・周囲で異臭がしていないか 
 
【モニタリング技術・診断技術の適応例】 
・赤外線カメラ 
（赤外線で熱異常を確認） 
・ガス検知器 
（可燃性蒸気の滞留の確認） 

変形、損傷の有

無 

目視 
【確認事項】 
・変形や損傷はないか 
・異常音や異常振動が発生していないか 
・表面に変色がないか 
 
【モニタリング技術・診断技術の適応例】 
・３Ｄレーザースキャン 
（レーザーを照射し、外面腐食量を解析） 
・振動計 
（回転機器等の振動データを監視することにより、ボイラー、コンプレ
ッサー、回転機器等の変形や損傷を推測） 
・赤外線サーモグラフィー 
（外表面の温度を測定し、保温材の劣化部分の検出や配管の腐食潜在箇
所を推測） 

取付けボルト

の折損等の有

無 

目視 

塗装状況及び

腐食の有無 

目視又は計器による肉厚測定 

【確認事項】 
・錆びが浮き出ていないか 

 
保温材付きの塔槽類で、定点による肉厚測定で減肉傾向をみる場合は、測定箇所の保温材は容易に外せる構

造にする。 

 



様式

現在実施している浮き屋根の点検について、記入欄にできるだけ詳しくご記入してください。
選択式の場合であっても、記入欄に補足内容をできるだけ詳しくご記入ください。

1 都道府県名
2 消防本部名
3 事業所名

○定期点検（年１回以上）

1 点検頻度について （選択式） １回/月

記入欄

2-1 ポンツーン内部の点検方法 （選択式） 目視（マンホールを開けず外部のみ確認）

記入欄

2-2 ポンツーンの漏洩の有無 （選択式） 目視

記入欄

2-3 ポンツーンの変形、亀裂の有無 （選択式） 目視

記入欄

2-4 ポンツーンの塗装状況及び腐食の有無（非接液部）

（選択式） 未実施

記入欄

2-5 ポンツーンの溶接部（非接液部） （選択式） 目視（漏れの有無確認程度）

記入欄

2-6 ポンツーンの付属品 （選択式） 目視

記入欄

浮き屋根に関するアンケート（事業所毎）

○○県
○○市消防本部
○○石油株式会社○○事業所

資料２－1



2-7 ポンツーン点検その他　（実施している内容などについて自由にご記入ください。）

記入欄

3-1 デッキの漏洩の有無 （選択式） 未実施

記入欄

3-2 デッキの変形、亀裂の有無 （選択式） 未実施

記入欄

3-3 デッキの塗装状況及び腐食の有無 （選択式） 未実施

記入欄

3-4 デッキの溶接部 （選択式） 目視

記入欄

3-5 デッキの付属品 （選択式） 目視

記入欄

3-6 デッキ点検その他　（実施している内容などについて自由にご記入ください。）

記入欄

○タンク開放時の点検（定期開放点検等）

1 点検内容について （選択式） 定期点検＋α（記入欄）

記入欄

2-1 ポンツーン内部の点検方法 （選択式） 目視（内部に入らず確認）

記入欄



2-2 ポンツーンの漏洩の有無 （選択式） 目視

記入欄

2-3 ポンツーンの変形、亀裂の有無 （選択式） 未実施

記入欄

2-4 ポンツーンの塗装状況及び腐食の有無（非接液部）

（選択式） 未実施

記入欄

2-5 ポンツーンの腐食の有無（接液部） （選択式） 未実施

記入欄

2-6 ポンツーンの溶接部（非接液部） （選択式） 未実施

記入欄

2-7 ポンツーンの溶接部（接液部） （選択式） 未実施

記入欄

2-8 ポンツーンの漏れ試験 （選択式） 真空試験（部分的）

記入欄

2-9 ポンツーンの付属品 （選択式） 目視

記入欄

2-10 ポンツーン点検その他　（実施している内容などについて自由にご記入ください。）

記入欄

3-1 デッキの漏洩の有無 （選択式） 未実施

記入欄



3-2 デッキの変形、亀裂の有無 （選択式） 未実施

記入欄

3-3 デッキ上面の塗装状況及び腐食の有無（非接液部）

（選択式） 未実施

記入欄

3-4 デッキ裏面の腐食の有無（接液部） （選択式） 未実施

記入欄

3-5 デッキ上面の溶接部（非接液部） （選択式） 目視

記入欄

3-6 デッキ裏面の溶接部（接液部） （選択式） 目視

記入欄

3-7 デッキの付属品 （選択式） 目視

記入欄

3-8 デッキ点検その他　（実施している内容などについて自由にご記入ください。）

記入欄

○臨時点検（地震、大雨、暴風時等）

1 臨時点検を実施する判断基準についてご記入ください。

記入欄

2 点検内容について （選択式） 定期点検＋α（記入欄）

記入欄



○日常点検

1 点検で発見した漏洩に至っていない段階の著しい腐食や塗装剥離等に対する対応

（選択式） 仮補修実施（補修基準あり）

記入欄

○その他

1

事例の有無 （選択式） 有り（別紙に記入）

2

ポンツーン気密試験 （選択式） 未実施

記入欄

3

特性等に応じた基準の違い （選択式） 無し

記入欄

4

（選択式） 社内基準なし

記入欄

以上

（例）対応時期：１週間程度を目処
　著しい腐食：○ミリ以上の腐食に対して、FRPによる当板を取付け

　塗装剥離：できるだけ早急に、2種ケレン＋再塗装

　点検頻度を増やし（１回／１日程度）経過観察　等

点検方法や補修基準について、タンクの設置年数やシングル・ダブルデッキ等の構造の違
い、又は貯蔵量や油種毎に違いがあれば、記入欄にその違いの概略を記入いただき、様式
をコピー追加して詳細を記入してください。

（例）
シングルデッキとダブルデッキで違いあり。（ダブルデッキの詳細は様式（２）に記入）
等

点検方法や補修基準について、社内基準等があれば、可能な範囲で添付してください。

浮き屋根式タンクの供用期間中に、浮き屋根上（ポンツーン内、タンク外を含む）へ危険物が
漏洩・流出した事例（過去15年程度）があれば、別紙１にその内容をできるだけ詳しくご記入く
ださい。

タンク開放時にポンツーンに対して気密試験を実施している場合には、要領書（標準的なも
ので可）を添付いただくか、記入欄にその実施方法をできるだけ詳しく記入してください。



石油連盟
石油化学工業協会
電気事業連合会
独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構

４団体から浮き屋根に関するアンケートについては、６８事業所の事業所から回答を得た。

以下、アンケート調査項目ごとに集計した結果を示す。

定期点検（年１回以上）
1 定期点検の頻度について、アンケート結果を集計し以下の表にまとめた。また表を円グラフにした。

点検頻度 回答数
数回/月 3
１回/月 14
数回/半年 3
１回/半年 10
数回/年 10
１回/年 23
その他 5
未実施 0

合計 68

【記入欄の記載内容】

表１　定期点検の頻度

浮き屋根に関するアンケートの集計結果

　消防庁が行ったアンケート調査（平成30年12月7日付け消防危第224号　屋外タンク貯蔵所の浮き屋根の維持管理に関する
調査への御協力について（依頼））の集計結果を以下に示す。なお、調査に協力頂いた団体は以下である。

　調査を行った６８の事業所は、容量500ｋL（準特定）以上の浮き屋根式タンクを所有する約１５０の事業所（危険物保安技術協
会が保有する２０１９年１月時点でのデータに基づく）に対し、約４５％に相当する数である。

図１　定期点検の頻度

・毎週目視にて点検を実施している。

・目視によるデッキおよびポンツーン内部点検を１回/年実施。外観および任意のポンツーン数か所の蓋を開け内部に
入らず点検（確認）を１回/月実施している。

・デッキの漏洩有無と排水詰まり有無の確認を2回/月、 腐食・変形・亀裂有無の確認を1回/月、ポンツーンの漏洩有
無・腐食・変形亀裂有無の確認を1回/月実施している。

・容量1万ＫＬ以上は1回/月、容量1万ＫＬ未満では1回/3ヶ月の点検実施している。

・容量2万KL以上は1回/2ケ月、容量2万KL以下では1回/4ケ月の点検実施している。

・１回／3ヶ月

・法定点検　：１回／年、　　日常目視点検  ：１回／月
・設備管理課による外観目視点検を毎月（12回/年）実施。　検査会社による外観目視点検を5年間隔（1回/5年）で実

施。

・四半期毎（年４回）に目視にて点検を行っている。

・１回/６ヶ月、月例点検にて目視点検実施

・法定点検；1回／年（運転員実施）＋3回／年（協力会社実施）。
・浮屋根外観点検（１回／３ヵ月）、　危険物施設定期点検（１回／年）
・年２回

・ポンツーン：年間4回実施(3,6,9,11または12月）、シングルデッキ：年間4回実施（タンクによっては数回/月（通常のタン
クパトロールで確認））

【1回/半年】

【数回/年】

・３回/年　目視点検にて健全性確認。
・1回/3か月　（3月・6月・9月・12月）
・設備担当グループ年1回定期点検を実施する。運転管理グループによる自主点検は年3回点検を行い、そのうち1回

はポンツーン内の点検を実施する
・ポンツーンの点検頻度については年4回（3ヶ月毎に1回）点検を行っている。シングルデッキの点検頻度については毎

月点検を行っている。
・2回/年　　浮屋根上部構造物(上部デッキ、付属品)、　1回/年　　ポンツーン内部

【数回/月】

・浮屋根上部からの目視点検：2回/月。　ポンツーン内部点検：4回/年　(内2回は法定点検)
・2回/月の周期にて屋根板日常点検

【1回/月】

【数回/半年】

【1回/年】

・法定点検：１回／年、自主検査：１回／３ヶ月
【その他】

3

14

3

10

10

23

5

0
数回/月

１回/月

数回/半年

１回/半年

数回/年

１回/年

その他

未実施
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2-1

点検方法 回答数
目視（マンホールを開けて内部に入らず

確認）
42

目視（内部に入って確認） 12
目視（マンホールを開けず外部のみ確

認）
13

その他 1
合計 68

【記入欄の記載内容】

2-2

点検方法 回答数
目視 40
ガス検知のみ 0
目視＋ガス検知 27
その他 0
未実施 1

合計 68

【記入欄の記載内容】

定期点検におけるポンツーン内部の点検方法について、アンケート結果を集計し以下の表にまとめた。また表を円グラフ
にした。

表２　ポンツーン内部の点検方法（定期）

図２　ポンツーン内部の点検方法（定期）

定期点検におけるポンツーンの漏洩の有無の点検方法について、アンケート結果を集計し以下の表にまとめた。また表
を円グラフにした。

・マンホールの留めボルトが蝶ねじタイプのものは開放し目視確認している。また、ボルト止めタイプのものはマンホー
ルを開けず外部のみ確認している。

　（MH開）・溶接部の目視点検を実施している。

【未実施】

・ポンツーン内部は、マンホールを開けて可視範囲を目視検査およびガス検知器による可燃性ガス測定している。

全てのポンツーン内に入り塗装状態の良否、腐食の有無、変形・亀裂の有無を確認している。

【目視＋ガス検知】
　（MH閉）・外部からの目視点検をしている。

・マンホールの留めボルトが蝶ねじタイプのものは開放し目視確認している。また、ボルト止めタイプのものはマンホー
ルを開けず外部のみ確認している。　　※順次、タンク開放に合せ蝶ねじタイプへ変更している。

・マンホールを開けて内部に入らず、内部の目視点検。ただし、3年に1回マンホールを開けて内部に入り、内部の目視
点検。

・ポンツーンマンホールはフランジタイプとなっているため、目視による確認としている。

【目視（マンホールを開けて内部に入らず確認）】

【目視（内部に入って確認）】

・ポンツーン内面（上下面を含む）全面を目視し、油にじみの有無、構造部材等の変形、亀裂、溶接割れ、塗装の不具
合等の確認を行っている。

【目視（内部に入って確認）】

【その他】

【目視】

表３　ポンツーン漏洩有無の点検方法（定期）

図３　ポンツーン漏洩有無の点検方法（定期）

・ポンツーンM/Hを開放し、臭気及び可視範囲で漏洩の有無を確認している。

・ポンツーンベントパイプ(空気抜きパイプ)から臭気で確認する。
・マンホールより漏洩の有無を目視確認している。

・目視で確認し、滞液や滲み等が認められた場合、ガス検知若しくは内液の分析確認を行う。

・実施していない。

・貯液に硫化水素を含むガスがある場合には、ポンツーン蓋のベントより携帯ガス検知器にて異常の有無を確認。異常
がなければ内部を目視確認。

・目視による危険物の滞留及び滲みの有無の確認、浮き室内の臭気の確認、ガス検知器を利用した可燃性蒸気濃度
の測定

42
12

13

1 目視（マンホールを開

けて内部に入らず確

認）

目視（内部に入って確

認）

目視（マンホールを開

けず外部のみ確認）

その他

40

0

27

0 1

目視

ガス検知のみ

目視＋ガス検知

その他

未実施
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2-3

点検方法 回答数
目視 68
計器による測定 0
非破壊検査 0
その他 0
未実施 0

合計 68

【記入欄の記載内容】

2-4

点検方法 回答数
目視（腐食状況の確認程度） 67
計器による測定（部分的） 0
計器による測定（全体的） 0
その他 0
未実施 1

合計 68

【記入欄の記載内容】

・目視により変形、亀裂の有無を確認している。万一損傷が確認されれば、計測器などを用いて損傷形状、範囲などを追
加確認する。

・ポンツーンの塗装状況は目視により確認している。
・塗装の劣化状況（ひび割れ・剥離等）を目視にて確認する。腐食状況は母材と溶接線について錆こぶや錆堆積を目視
にて確認する。
・目視により塗装、腐食状況を確認、万一腐食が確認されれば、計測器などを用いて腐食範囲、深さなどを追加確認す
る。
・著しい塗装剥がれについては設備管理部門にて計器を使用した検査を実施している。
・外面目視点検による塗膜劣化調査を実施し、点数評価（自社基準）にて管理する。

表５　塗装状況及び腐食有無の点検方法
（定期）

図４　ポンツーン変形・亀裂有無の点検方法（定期）

図５　塗装状況及び腐食有無の点検方法（定期）

定期点検におけるポンツーンの塗装状況及び腐食の有無（非接液部）の点検方法について、アンケート結果を集計し以
下の表にまとめた。また表を円グラフにした。

定期点検におけるポンツーンの変形、亀裂の有無の点検方法について、アンケート結果を集計し以下の表にまとめた。
また表を円グラフにした。

・ポンツーンの変形、亀裂の有無は目視により確認。

・腐食が認められた箇所は詳細検査を実施する。
・目視点検を実施し、顕著な減肉が認められた場合には板厚確認している。
・漏洩確認の際に見える範囲での著しいポンツーンの腐食有無の確認している。

図４　ポンツーン変形・亀裂有無の点検方法
（定期）

68

0000

目視

計器による測定

非破壊検査

その他

未実施

67

0001
目視（腐食状況の確認程

度）

計器による測定（部分的）

計器による測定（全体的）

その他

未実施
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2-5

点検方法 回答数
目視（漏れの有無確認程度） 58
目視（溶接部の状態確認） 9
非破壊検査（部分的） 0
非破壊検査（全体的） 0
その他 0
未実施 1

合計 68

【記入欄の記載内容】

2-6

点検方法 回答数
目視 65
機能確認 2
整備 1
その他 0
未実施 0

合計 68

【記入欄の記載内容】

表６　ポンツーン溶接部（非接液部）の点検方法
（定期）

・目視により溶接部からの漏洩の有無を確認、万一溶接部の損傷が懸念されれば、当該部を非破壊検査などにて詳細
点検を実施する。

・目視による確認を実施している。

定期点検におけるポンツーンの溶接部（非接液部）の点検方法について、アンケート結果を集計し以下の表にまとめた。
また表を円グラフにした。

図６　ポンツーン溶接部（非接液部）の点検方法（定期）

表７　ポンツーン付属品の点検方法（定期）

定期点検におけるポンツーンの付属品の点検方法について、アンケート結果を集計し以下の表にまとめた。また表を円
グラフにした。

・目視による確認実施が大数を占める。
・目視にて腐食状況の確認を実施している。
・マンホールが蝶ねじタイプのものはパッキンの劣化状況を確認している。
・ポンツーンマンホールの外観を目視にて点検している。
・マンホール蓋、留め金具、ゴムパッキン、ウェザーフードの目視点検している。
・外部からの目視点検および水封式エマージェンシードレン管の適正水量確認している。
・ガイドポールのローラー部は動作確認し、その他の部位は目視点検をする。
・アトムス弁については１回/年の頻度で分解整備を実施。その他付属品については、目視確認のみ実施している。

・ポンツーンマンホールやベントパイプなどの付属品について、目視にて点検している。
・マンホールハッチのパッキンの破損有無と取付状況を確認している。
・漏洩確認の際に見える範囲での著しいポンツーン付属品の損傷有無の確認している。
・ゴムパッキンの劣化等を確認している。
・目視による、塗装の劣化状況及び腐食状況、異常な変形、亀裂の有無を確認している。

図７　ポンツーン付属品の点検方法（定期）

58

9

0 0
0 1

目視（漏れの有無確

認程度）

目視（溶接部の状態

確認）

非破壊検査（部分的）

非破壊検査（全体的）

その他

未実施

65

2

100

目視

機能確認

整備

その他

未実施
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2-7 定期点検におけるポンツーン点検において、その他実施している内容について以下のようであった。（抜粋）

3-1

点検方法 回答数
目視 63
ガス検知 0
目視＋ガス検知 5
その他 0
未実施 0

合計 68

【記入欄の記載内容】

3-2

点検方法 回答数
目視 67
計器使用 0
非破壊検査 0
その他 0
未実施 1
合計 68

【記入欄の記載内容】

図８　デッキ漏洩有無の点検方法（定期）

表８　デッキ漏洩有無の点検方法（定期）

【目視＋ガス検知】

・目視点検にて顕著な変形や亀裂の有無について点検し、異常の疑いがあった場合には工務部門にて非破壊検査など
の詳細点検を実施している。
・目視にて変形、亀裂の確認をする。補強リング取付部等は十分に注視する。

・運転員による日常点検を実施。内部流体の受払時等に点検を実施。

・浮屋根上より目視による確認をしている。万一損傷が確認されれば、計測器などを用いて損傷形状、範囲などを追加確
認する。

図９　デッキ変形・亀裂有無の点検方法（定期）

表９　デッキ変形・亀裂有無の点検方法
（定期）

定期点検におけるデッキへの漏洩有無の点検方法について、アンケート結果を集計し以下の表にまとめた。また表を円
グラフにした。

定期点検におけるデッキの変形、亀裂有無の点検方法について、アンケート結果を集計し以下の表にまとめた。また表
を円グラフにした。

・内部に立入り実施する目視点検時に合わせて板厚測定（抜取）
・ポンツーン内に異物があれば、分析実施。
・ポンツーンの数が多くあり、フタはボルト数点留めのため、ポンツーン内点検時に大変苦労している。

・ゲージポール及び回転止めのダブルデッキ浮屋根貫通部ガイドパイプの超音波面探傷検査を実施している。その検査
結果の減肉量見合いで開放時に交換実施している。
・製造部門にて外観目視点検を行い、腐食等が認められた場合は設備管理部門にて検査や補修等を実施している。

・点検に併せて、ローリングラダーの車輪回転部のグリースアップなども実施している。

・デッキ上から目視により漏洩有無を確認している。

・デッキ漏洩の有無を目視点検およびガス検知にて確認。

【目視】

・毎月目視にて点検を実施している。加えて、ルーフドレンに設置しているガス検知器にて漏洩を常時監視している。

・検尺(1回/月)及び原油受払後（数回/月)の点検時に目視にて確認している。

・デッキ上目視により変形、亀裂の有無を確認している。
・検尺(1回/月)及び原油受払後（数回/月)の点検時に目視にて確認している。

63

0

5

0 0

目視

ガス検知

目視＋ガス検知

その他

未実施

67

0001

目視

計器使用

非破壊検査

その他

未実施
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3-3

点検方法 回答数
目視 66
計器使用 0
非破壊検査 0
その他 1
未実施 1

合計 68

【記入欄の記載内容】

3-4

点検方法 回答数
目視 67
非破壊検査（部分的） 0
非破壊検査（全体的） 0
その他 0
未実施 1

合計 68

【記入欄の記載内容】

定期点検におけるデッキの塗装状況及び腐食有無の点検方法について、アンケート結果を集計し以下の表にまとめた。
また表を円グラフにした。

・塗装の劣化状況（ひび割れ・剥離等）を目視にて確認する。腐食状況は母材と溶接線について錆こぶや錆堆積を目視
点検をする。

・著しい腐食が認められた箇所は詳細検査
・目視点検を実施し、顕著な減肉が認められた場合には工務部門にて板厚確認している。
・デッキの塗装状況及び腐食の有無を目視点検を実施、雨水や砂塵で点検が出来ない場合は堆積を除去してから、目

視検査を実施

表１０　デッキ塗装及び腐食の点検方法
（定期）

・塗装：1回/13年でﾀﾝｸ開放点検時に塗装を実施。
・浮屋根上より目視による確認、万一腐食が確認されれば、計測器などを用いて腐食範囲、深さなどを追加確認する。

・目視点検および定点肉厚測定（年１回）を実施。

定期点検におけるデッキの溶接部の点検方法について、アンケート結果を集計し以下の表にまとめた。また表を円グラフ
にした。

図１０　デッキ塗装状況及び腐食有無の点検方法（定期）

図１１　デッキ溶接部の点検方法（定期）

表１１　デッキ溶接部の点検方法（定期）

・デッキの溶接部は目視により漏れの有無を確認。
・定期点検にて外観検査を1回/年で実施。
・浮屋根上より目視による確認、万一溶接部の損傷が懸念されれば、当該部を非破壊検査などにて詳細点検を実施す
る。
・デッキ溶接部の健全性確認を目視点検にて確認。

【その他】

【目視】

・設備管理課による外観目視点検を毎月（12回/年）実施、検査会社による外観目視点検を5年間隔（1回/5年）で実施

・目視検査にて塗装状況及び腐食の有無を確認している。

66

0011

目視

計器使用

非破壊検査

その他

未実施

67

0 001
目視

非破壊検査（部分

的）

非破壊検査（全体

的）

その他

未実施
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3-5

点検方法 回答数
目視 64
機能確認 4
整備 0
その他 0
未実施 0

合計 68

【記入欄の記載内容】

3-6 定期点検におけるデッキ点検において、その他実施している内容について、その他実施している内容について以下のよ
うであった。（抜粋）

・ウェザーシールド及びシール機構の側板との接触状況。マンホールの変形・亀裂等の有無。ルーフドレンの排水状況・
腐食・詰まりの有無等
・オートマチックエアーベントの作動確認やスラッジ測定口のゴムパッキンの確認等を併せて実施しています。

定期点検におけるデッキの付属品の点検方法について、アンケート結果を集計し以下の表にまとめた。また表を円グラフ
にした。

・フレームアレスター及びブリーザーバルブについて作動点検を1回/年実施、浮屋根排水設備の清掃を4回/年実施

図１２　デッキ付属品の点検方法（定期）

表１２　デッキ付属品の点検方法（定期）

・浮屋根上より目視による確認
・目視による、塗装の劣化状況及び腐食状況、異常な変形、亀裂の有無を確認

・デッキの付属品についてはすべて目視にて状態を確認。
・アトモス弁等は定期的に分解整備

・検尺(1回/月)及び原油受払後（数回/月)の点検時に目視にて確認している。
・1回/年、目視検査にて塗装状況及び腐食の有無を確認している。
・エマジエンシードレン、シール水位の目視確認、ガイドポール変形および亀裂の目視確認、ウェザーシールドの破損お
よび金属部の露出の目視確認、ローディングラダーの変形および傾斜の目視確認
・デッキ付属品の健全性確認を目視点検にて確認。
・アトモス弁については動作確認をし、その他の部位は目視点検をする。
・デッキ上の付属品（通気管・マンホ－ル・ル－フドレン集水口・エマ－ジェンシ－ドレン・ラダ－等）の目視確認等
・屋根マンホールやノズル、雨水排水設備、緊急排水設備などについて、異常や塗装・腐食状況等について点検を実施
している。
・各ノズルおよびガイドポールについて変形、亀裂、塗装状況および腐食の有無を目視にて確認。サンプボックスの詰ま
りの有無、チャッキ弁の作動状況の確認。エマージェンシードレンの適正水位の確認。
・デッキ上点検の際にデッキ付属品の著しい損傷有無の確認、ルーフドレン流入口金網の清掃、非常用排水装置の封水
点検、通気弁フレームアレスター清掃等

・エマージェンシードレンノズルの水位確認、ルーフドレンストレーナーの清掃
・デッキ上雨水の排水状況を目視にて確認。ルーフ雨水排水集水口の、蓋の金網清掃。エマジェンシードレン排水口の
金網清掃。
・定期点検の内容　【外観目視点検】　　側板、屋根板、ｼｬﾌﾄ、ｳｪｻﾞｰﾌｰﾄﾞ、ﾌｫｰﾑﾀﾞﾑ、ﾎﾟﾝﾂｰﾝ、ﾙｰﾌﾄﾞﾚﾝｻﾝﾌﾟ、ｴﾏｰｼﾞｪﾝ
ｼｰﾄﾞﾚﾝ、　【機能検査及びｸﾞﾘｰｽ給油】　　ｶﾞｲﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ及びｹﾞｰｼﾞﾎﾟｰﾙ、ﾛｰﾘﾝｸﾞﾗﾀﾞｰ、自動ﾌﾞﾘｰﾀﾞｰﾍﾞﾝﾄ、ｼｰﾙ間隔測定
・上部デッキの塗装劣化確認
・火山灰の除去等
・ルーフ上に設置している傾斜計で傾きが無い事を常時DCSにて監視している。
・ウェザーシールド屋根板の腐食・変形・損傷の有無、ルーフストレーナーの目詰りの有無、ルーフサポート、マンホール
部の漏洩の有無
・ウェザーシールドの変形、損傷の有無確認他、ルーフドレンの詰まりの有無、集水口の腐食の有無他、検尺口、マン
ホールの腐食の有無他
・ウェザーシールドの変形、汚損の有無、側板との接触状況確認、マンホール部の漏洩の有無
・点検時、ルーフドレン排水口付近に堆積物があれば清掃を実施。
・ルーフドレンストレーナーにゴミが認められた場合は、清掃を実施している。
・ルーフドレン、エマージェンシードレン水封、オートマチックブリーザーベント、ウエザーフード、ルーフシール、ローリング
ラダー、ルーフアース
・3年に1回、デッキ板厚測定（抜取）
・外面腐食による著しい減肉を確認した場合には、腐食の進展防止処置を実施しています。定期点検では、進展防止処
置に劣化がないか目視点検している。
・アトモス弁の分解清掃・作動テスト：2回/年、運転時検査として肉厚検査を実施
・ｴﾏｰｼﾞｪﾝｼｰﾄﾞﾚﾝの水ﾚﾍﾞﾙを測定している。（年2回）
・浮屋根全体、付属品の機能維持として、非常排水装置等の水シール確認、雨水排水管の機能（詰り）の確認、屋根シー
ル部の変形、損傷等の確認を合わせて実施

64

4

000

目視

機能確認

整備

その他

未実施
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○タンク開放時の点検（定期開放点検等）

1

点検内容 回答数
定期点検と同じ 11
定期点検＋α（記入欄） 52
その他 5

合計 68

【記入欄の記載内容】

表１３　点検内容（開放）

図１３　点検内容(開放）

・タンク内面・外面・浮き屋根内部の目視点検、浮き屋根シール取替（隔回実施）、ウェザーシールド目視点検

・気密試験、側板との間隙測定

タンク開放時の点検内容について、アンケート結果を集計し以下の表にまとめた。また表を円グラフにした。

【定期点検＋α】

①屋根上・裏面の目視検査（全面および付属品含む）②屋根板付属品（回転内梯子ﾚｰﾙ接続部、浮屋根支柱保護板溶
接部）溶接線のMT。③屋根板およびポンツーン板の肉厚測定（抜取　約1,800点）

・各部の変形、亀裂の有無、塗装状況および腐食の有無を目視点検。状況に応じて当板補修、塗装補修を行う。ポン
ツーンについては、内部に入槽し目視点検を行い、気密試験にて漏れの有無を確認。

・各部板厚測定，エマージェンシードレンの詰りの有無確認等を実施。
・浮屋根付属設備（ｳｪｻﾞｰﾌｰﾄﾞ、ﾙｰﾌﾄﾞﾚﾝ、ｴﾏｰｼﾞｪﾝｼｰﾄﾞﾚﾝ）の目視検査、肉厚測定、　検査内容：腐食の有無、ｻﾝﾌﾟﾎﾞｯ

ｸｽ金網の目詰まりの有無、ｻﾝﾌﾟﾎﾞｯｸｽ肉厚測定、ﾎﾟﾝﾂｰﾝ、ﾙｰﾌｻﾎﾟｰﾄの目視検査
・＋αについて、ポンツーン気密テスト、スイベルジョイント＆スウィングサクション分解点検、液面計分解点検、タンク元

自動弁分解点検を実施している。

・目視検査、肉厚測定、UT面探傷検査、MT検査の実施

・定期点検は実施していない。目視検査として腐食の有無を実施、腐食があれば測定を実施している。

・検査会社による目視検査。部分的に計器（デプスゲージ、肉厚測定器等）を用いた詳細点検を実施。目視検査にて検
出された不具合部は必要に応じて非破壊検査（浸透探傷試験、磁粉探傷試験や真空検査等）を用いて確認

・ポンツーン内部に入り目視点検
・板厚測定検査、腐食・孔食部検査
・屋根板について、1点以上/1ﾌﾟﾚｰﾄでとった箇所の肉厚測定を実施。
・デッキ上目視により塗装剥離が認められた場合は延命処置として再塗装を実施。

・ポンツーン：内外面目視（入槽実施）、定点板厚測定、シングルデッキ：外面目視、定点板厚測定

・ロアーデッキ肉厚測定、気密テスト、目視点検
・ポンツーン内部の目視点検，加圧漏れ試験、溶接部.の目視点検、ノズル部肉厚測定，ポンツーンの板厚測定

・目視点検：内面全面、溶接線全線、板厚測定：アウターリム、内面当て板部、浸透液漏れ検査：アウターリム、インナー
リム、仕切り板溶接線

・上部デッキ・下部デッキの板厚測定、ポンツーン隔壁・上部デッキ・下部デッキ溶接線の目視検査、腐食部のケレンに
よる減肉状況確認

・屋根板肉厚測定、ポンツーン内部目視検査、浮屋根下面側目視検査、ポンツーン板厚測定（消防危第295号）、浮屋
根シール点検等を実施している。

・定期点検にて認められた腐食箇所に対して、錆こぶ等の除去を行い残肉量の特定、補修要否を判断している。

・屋根板：目視及び、タンク毎の腐食状況により、超音波 / 磁気飽和渦流探傷法（SLOFECなど）による定点or連続肉厚
測定。ポンツーン：目視及び、補修部はバキュームテストあるいは浸透探傷試験。

・デッキ板の形状測定、水張の上浮上テストにて浮屋根の作動確認。
・ポンツーン全室の詳細点検及び肉厚測定等。デッキ板詳細点検及び肉厚測定等
・外面および内面全面目視　・デッキ板1枚あたり3点の肉厚測定。屋根付属品の肉厚測定　・全ポンツーンの加圧漏れ

試験。
・ポンツーンの上板、下板、内リム、外リムの多点肉厚測定。シングルデッキ部の屋根板の多点肉厚測定。

【その他】

・開放点検は1回／7年実施。ウェザーシールド点検手入れ、シールバック取替（開放点検３回に１回）、スクレーパー点
検、ポンツーン内部目視点検

・定期開放では、定期点検で発見された不具合の補修を実施。点検未実施。

・浮屋根上部デッキは塗装補修を実施。下部デッキは３点/枚で肉厚測定を実施。

11

52

5

定期点検と同じ

定期点検＋α（記入

欄）

その他
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2-1

点検方法 回答数
目視（内部に入らず確認） 4
目視（内部に入って確認） 61
外面のみ 0
その他 3

合計 68

【記入欄の記載内容】

2-2

点検方法 回答数
目視 52
ガス検知のみ 0
目視＋ガス検知 8
その他 4
未実施 4

合計 68

【記入欄の記載内容】

図１４　ポンツーン内部の点検方法（開放）

表１４　ポンツーン内部の点検方法（開放）

表１５　ポンツーン漏洩有無の
点検方法（開放）

図１５　ポンツーン漏洩有無の点検方法（開放）

・ポンツーン内部に入って異常の有無について確認。

タンク開放時におけるポンツーン内部の点検方法について、アンケート結果を集計し以下の表にまとめた。また表を円グ
ラフにした。

・目視によるポンツーンの点検を実施。不具合が認められた場合は、点検修理を行う。検査については、PT・VTを実施。

・マンホールを開放して内部確認、外面肉厚測定で最小値となったポンツーンについて詳細肉厚測定
・ポンツーン接液部側はタンク洗浄後、入槽し目視点検を実施する。ポンツーン非接液部側は随時、隔壁マンホールより
入槽し目視点検を実施する。
・内部の全範囲において、目視点検を実施している。

・内部に入り、油の漏洩の形跡があったか目視にて確認。

・定期開放では、定期点検で発見された不具合の補修を実施。点検未実施。

【未実施】

・開放時とオイルイン時の2回実施。

・黒油：目視にて油痕跡の有無を確認する。白油：内部塗膜溶解痕跡の有無を確認する。

・定期点検にて１回/年の内部点検を実施しているため、開放における点検はなし。

・検査員による、目視。補修部はバキュームテストあるいは浸透探傷試験。

【目視】
・すべてのポンツーン内部に入槽し、漏洩（重油付着）の有無を目視にて確認。タンク水張り検査時には、ポンツーン内

部への浸水の有無を確認。
・ポンツーン内部目視により漏洩有無を確認。

タンク開放時におけるポンツーン漏洩有無の点検方法について、アンケート結果を集計し以下の表にまとめた。また表を
円グラフにした。

・水張検査を実施する場合は水張時に漏洩の有無を確認する。

・内部入槽しての目視検査（原油もしくは雨水の浸入跡確認）

・定期点検にて１回/年の内部点検を実施しているため、開放における点検はなし。

【その他】

・定期開放では、定期点検で発見された不具合の補修を実施。点検未実施。

【その他】

・ポンツーン全室の溶接線等について発泡液による気密テスト（490PaG）を行う。

【目視＋ガス検知】

・開放清掃時にポンツーンM/H開放し目視＋ガス検知器で漏れ有無の確認を実施している。

・気密試験による確認

52

0

8

4
4

目視

ガス検知のみ

目視＋ガス検知

その他

未実施

4

61

0

3 目視（内部に入らず確

認）

目視（内部に入って確

認）

外面のみ

その他
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2-3

点検方法 回答数
目視 62
計器による測定 0
非破壊検査 3
その他 1
未実施 2

合計 68

【記入欄の記載内容】
図１６　ポンツーン変形・亀裂有無の点検方法（開放）

表１６　ポンツーン変形・亀裂有無の
点検方法（開放）

・変形箇所は記録にとどめ，経過観察する。亀裂の場合は補修溶接を行い非破壊検査にて健全性の確認を行う。

・全面目視点検および浸透液漏れ検査

【目視】

タンク開放時におけるポンツーンの変形、亀裂有無の点検方法について、アンケート結果を集計し以下の表にまとめた。
また表を円グラフにした。

・定期点検にて１回/年の内部点検を実施しているため、開放における点検はなし。
・定期開放では、定期点検で発見された不具合の補修を実施。点検未実施。

・基本的に、目視により変形、亀裂の有無を確認。万一損傷が確認されれば、計測器などを用いて損傷形状、範囲など
を追加確認する。

・浮屋根上および浮屋根マンホール内より目視による確認
・ポンツーン内・外部について，目視にて確認している。
・目視検査による異常が確認された場合、変形部の形状測定、非破壊検査（PT検査）等による確認

・ポンツーン内部とタンク内部（ポンツーン外部）から目視点検を実施し、異常の疑いがあった場合には非破壊検査など
の詳細検査を実施している。

・目視検査にて、変形、亀裂等の確認を実施。亀裂等が懸念される場合は非破壊検査実施

・デッキ板（ポンツーン内含む）付属品の溶接線は、NDI(PT)を実施する。（ショートビード注意）　ただし、保護板等が設
置されている場合は除く。

・目視にて板の変形や溶接部の亀裂有無確認。亀裂等が認められた場合は浸透探傷検査を行う
・ポンツーン内部から、変形、亀裂を目視点検。
・ポンツーンの外観及び内部の目視検査を実施する。
・目視検査　※著しい変形等を検出した場合は当該部を浸透探傷試験

【非破壊検査】

【その他】

【未実施】

・内外面全面目視検査(溶接線含む)、ポンツーン内面タック溶接部MT検査

・目視＋α（ポンツーンと側板との間隙測定）

・検査会社による目視検査。部分的に計器（デプスゲージ、肉厚測定器等）を用いて、詳細点検を実施後、不具合部は
必要に応じて非破壊検査（浸透探傷試験、磁粉探傷試験や真空検査等）を用いて確認

・変形・亀裂については目視で確認。亀裂については、加圧漏れ試験にて確認。
・外部は目視点検、内部の検査は実施せず
・非破壊検査会社による目視検査を実施している。点検結果により、塗膜に割れ等が見られた場合は詳細検査（非破

壊検査）を実施する。

62

0

3

1

2

目視

計器による測定

非破壊検査

その他

未実施
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2-4

点検方法 回答数
目視（腐食状況の確認程度） 56
計器による測定（部分的） 6
計器による測定（全体的） 3
その他 1
未実施 2

合計 68

【記入欄の記載内容】

タンク開放時におけるポンツーンの塗装状況及び腐食有無（非接液部）の点検方法について、アンケート結果を集計し以
下の表にまとめた。また表を円グラフにした。

・ポンツーン内部およびデッキ上から目視により塗装状況および腐食の有無を確認。
・内面：一部で雨水浸入による腐食あり。腐食部は補修または塗装を実施。外面：一部で雨水による腐食あり。腐食部

は補修または塗装を実施
・著しい塗装の劣化・剥離・腐食がある場合は、ケレン及び補修塗装を行う。
・基本的に、目視により塗装、腐食状況を確認。万一腐食が確認されれば、計測器などを用いて腐食範囲、深さなどを

追加確認する。

図１７　ポンツーン塗装及び腐食の点検方法（開放）

表１７　ポンツーン塗装及び腐食の
点検方法（開放）

【目視】

・塗装状況を目視で確認。腐食検査は目視にて確認し、腐食箇所をﾃﾞﾌﾟｽｹﾞｰｼﾞにて計測・記録。定点の超音波肉厚測
定を実施。

・入槽の上、詳細目視点検。　肉厚測定(部屋毎に　ポンツーン底板、天板、アウターリム、インナーリムそれぞれ3点）

・内外面全面目視検査(溶接線含む)及び外リム全面目視検査、定点肉厚測定(上板、内リム、外リム)、外リム及びガイ
ドウェル抜取りUT面探傷検査

・検査会社による目視検査。部分的に計器（デプスゲージ、肉厚測定器等）を用いて、詳細点検を実施後、不具合部は
必要に応じて非破壊検査（浸透探傷試験、磁粉探傷試験や真空検査等）を用いて確認。

・基本検査として目視検査及びポンツーンの上板、下板、内リム、外リムの肉厚測定を実施している。

【計器による測定（部分的）】

【計器による測定（全体）】

【その他】

【未実施】

・目視による確認及び錆瘤、層状酸化等の著しい腐食については、ケレンを実施した上で計器（超音波板厚計もしくは
デプスゲージ）による測定を実施する。

・内部・外部の目視点検を実施するとともに，著しい腐食が確認された箇所および各面の定点について，内部から板厚
測定(超音波検査)を実施。

・消防法通達　危第295号による板厚測定、②目視検査による腐食部板厚測定、③上板板厚測定
・目視（外面腐食点検）、デプスゲージを使用し腐食深さを測定、近傍板厚の肉厚測定。　定点肉厚測定

・目視検査、肉厚測定（上板を板毎に３点）

・腐食ありの場合、腐食深さ計測。
・内外面から目視検査
・タンク側板外面と同様のウレタン系樹脂塗料にて塗装を施工している。定期開放検査時に塗装の剥離や軽微な腐食

が発生している場合もあり、タッチアップ塗装を実施している。
・塗装状況を目視で確認。腐食検査は目視にて確認し、腐食箇所をﾃﾞﾌﾟｽｹﾞｰｼﾞにて計測・記録。定点の超音波肉厚測

定を実施。

・定期点検にて１回/年の内部点検を実施しているため、開放における点検はなし。
・定期開放では、定期点検で発見された不具合の補修を実施。点検未実施。

・すべてのポンツーン内部に入槽し、塗装状況および腐食の有無を目視にて確認。

56

6

3

1

2
目視（腐食状況の確認程

度）

計器による測定（部分的）

計器による測定（全体的）

その他

未実施
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2-5

点検方法 回答数
目視（腐食状況の確認程度） 51
計器による測定（部分的） 11
計器による測定（全体的） 1
その他 3
未実施 2

合計 68

【記入欄の記載内容】

・目視点検を実施し、顕著な減肉が認められた場合には板厚確認している。
・内外面全面目視検査　・ﾎﾟﾝﾂｰﾝ11点×8方向の肉厚測定(消防危第295号に準ずる)。　・腐食性ありの場合、ﾎﾟﾝﾂｰﾝ

全室のうち1/2をｱｳﾀｰﾘﾑおよびｲﾝﾅｰﾘﾑを概ね3等分した方向について200mm幅で全長抜き取りUTを追加。

・内面全面目視検査(溶接線含む)及び外リム全面目視検査・定点肉厚測定(下板)・外リム及びガイドウェル抜取りUT面
探傷検査

・内面：一部で雨水浸入による腐食あり。腐食部は補修または塗装を実施。外面：基本は検査なし。概ね変形、亀裂の
履歴なし。状況に応じ目視実施

・腐食がある場合は、ケレン及び補修塗装を行う。

・目視による確認及び錆瘤、層状酸化等の著しい腐食については、ケレンを実施した上で計器（超音波板厚計もしくは
デプスゲージ）による測定を実施する。

・タンク内および浮屋根マンホール内より目視による確認

・ポンツーン内部に腐食を確認し、ケレン、バフ掛け、溶接線真空検査、塗装を実施。

・タンク内部より、腐食の有無を目視にて確認。

・ポンツーン内外面の目視による確認を実施し、加えて接液部の健全性確認のため肉厚測定を実施している。

・検査会社による目視検査。部分的に計器（デプスゲージ、肉厚測定器等）を用いて、詳細点検を実施後、不具合部は必
要に応じて非破壊検査（浸透探傷試験、磁粉探傷試験や真空検査等）を用いて確認

・定点の肉厚測定、腐食部の腐食深さ測定。

・屋根板内外面の全面腐食検査。ﾎﾟﾝﾂｰﾝ底板肉厚測定：板１枚につき３箇所測定

・塗装状況を目視で確認。腐食検査は目視にて確認し、腐食箇所をﾃﾞﾌﾟｽｹﾞｰｼﾞにて計測・記録。定点の超音波肉厚測
定を実施。

・浮屋根下面に対し、目視検査（ディプスゲージ等による測定含む）を実施している。
・目視点検による腐食部について、ディプスゲージを使用し、深さ測定実施。

・ポンツーン内面は結露による腐食等の確認をする。タンク内からはリム板、下板及び補強材等の付属品の確認をす
る。

・目視によるポンツーンの点検を実施。不具合が認められた場合は、点検修理を行う。

・ポンツーン内部目視点検に合わせて、抜取の肉厚測定を実施。

【未実施】
・定期点検にて１回/年の内部点検を実施しているため、開放における点検はなし。
・定期開放では、定期点検で発見された不具合の補修を実施。点検未実施。

タンク開放時におけるポンツーンの腐食有無（接液部）の点検方法について、アンケート結果を集計し以下の表にまとめ
た。また表を円グラフにした。

図１８　ポンツーン腐食有無（接液部）の点検方法（開放）

・内外面全面目視検査　・ﾎﾟﾝﾂｰﾝ11点×8方向の肉厚測定(消防危第295号に準ずる)。　・腐食性ありの場合、ﾎﾟﾝﾂｰﾝ
全室のうち1/2をｱｳﾀｰﾘﾑおよびｲﾝﾅｰﾘﾑを概ね3等分した方向について200mm幅で全長抜き取りUTを追加。

・目視検査、肉厚測定（下板を板毎に３点）

・目視により腐食の有無を確認、万一腐食が確認されれば、計測器などを用いて腐食範囲、深さなどを追加確認する。

【目視（腐食状況の確認程度）】

表１８　ポンツーン腐食有無（接液部）の
点検方法（開放）

【計器による測定（部分的）】

・入槽の上、詳細目視点検。肉厚測定(部屋毎に　ポンツーン底板、天板、アウターリム、インナーリムそれぞれ3点）

【計器による測定（全体）】
・基本検査として目視検査を実施している。

【その他】
・ポンツーン内外面の目視による確認を実施し、加えて接液部の健全性確認のため肉厚測定を実施している。

51

11

1

3 2

目視（腐食状況の

確認程度）

計器による測定

（部分的）

計器による測定

（全体的）

その他

未実施
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2-6

点検方法 回答数
目視（漏れの有無確認） 25
目視（溶接部の状態確認） 40
非破壊検査（部分的） 0
非破壊検査（全体的） 0
その他 1
未実施 2

合計 68

【記入欄の記載内容】

・目視で割れの兆候が確認された場合、非破壊検査を行い、補修溶接を行う。

・入槽による全線目視検査を行う。腐食による欠損や外力による破断等の有無について、確認する。

・目視により溶接部の状態を確認。万一溶接部の損傷が懸念されれば、当該部を非破壊検査などにて詳細点検を実施
する。

・内部・外部の目視点検を実施し，欠陥が確認された場合は，非破壊検査等を実施。
・目視点検による腐食部について、ディプスゲージを使用し、深さ測定実施。

・目視点検を実施し、異常の疑いがあった場合にて非破壊検査などの詳細検査を実施している。

図１９　ポンツーン溶接部（非接液部）の点検方法（開放）

表１９　ポンツーン溶接部（非接液部）の
点検方法（開放）

タンク開放時におけるポンツーン溶接部（非接液部）の点検方法について、アンケート結果を集計し以下の表にまとめた。
また表を円グラフにした。

・定期開放では、定期点検で発見された不具合の補修を実施。点検未実施。

・塗膜上から全線目視検査および加圧漏れ検査

【目視（漏れの有無確認）】

【目視（溶接部の状態確認）】

【その他】

・すべてのポンツーン内部に入槽し、溶接部を目視にて確認。

・検査会社による目視検査。部分的に計器（デプスゲージ、肉厚測定器等）を用いて、詳細点検を実施後、不具合部は
・目視にて溶接部の状態確認。異常を確認した場合、PT試験にて確認。

【未実施】
・定期点検にて１回/年の内部点検を実施しているため、開放における点検はなし。

25

40

0 0
1

2

目視（漏れの有無確認）

目視（溶接部の状態確

認）

非破壊検査（部分的）

非破壊検査（全体的）

その他

未実施
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2-7

点検方法 回答数
目視（溶接部の状態確認） 61
非破壊検査（部分的） 0
非破壊検査（全体的） 2
その他 1
未実施 4

合計 68

【記入欄の記載内容】

・検査員による目視、補修部はバキュームテストあるいは浸透探傷試験。

・塗膜上から全線目視検査および加圧漏れ検査

・検査会社による目視検査。部分的に計器（デプスゲージ、肉厚測定器等）を用いて、詳細点検を実施後、不具合部は
必要に応じて非破壊検査（浸透探傷試験、磁粉探傷試験や真空検査等）を用いて確認

【未実施】

表２０　ポンツーン溶接部（接液部）の
点検方法（開放）

図２０　ポンツーン溶接部（接液部）の点検方法（開放）

【非破壊検査（全体的）】
・ポンツーン内面タック溶接線MT検査

タンク開放時におけるポンツーン溶接部（接液部）の点検方法について、アンケート結果を集計し以下の表にまとめた。ま
た表を円グラフにした。

【目視（溶接部の状態確認）】
・目視によるポンツーンの点検を実施。不具合が認められた場合は、点検修理を行う。

【その他】

・タンク開放後、タンク内部目視により溶接部状態を確認。
・内面：一部で雨水浸入による腐食あり。腐食部は補修または塗装を実施。外面：溶接部腐食等の履歴なし

・入槽による全線目視検査を行う。腐食による欠損や外力による破断等の有無について、確認する。

・目視にて溶接部の状態確認。異常を確認した場合、PT試験にて確認。
・塗装を剥がしてまでは行っていない
・目視点検による腐食・形状不良部について、必要に応じてNDI実施。

・目視により溶接部の状態を確認。万一溶接部の損傷が懸念されれば、当該部を非破壊検査などにて詳細点検を実施
する。

・ポンツーン内部に腐食を確認し、ケレン、バフ掛け、溶接線真空検査、塗装を実施。

・目視で割れの兆候が確認された場合、非破壊検査を行い、補修溶接を行う。

61

0 2
1

4
目視（溶接部の状態確

認）

非破壊検査（部分的）

非破壊検査（全体的）

その他

未実施
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2-8

点検方法 回答数
真空試験（部分的） 7
真空試験（全体的） 0
加圧漏れ試験 19
油浸透試験（部分的） 1
油浸透試験（全体的） 1
その他 14
未実施 26

合計 68

【記入欄の記載内容】

・

・補修があれば加圧漏れ試験実施

・ポンツーン内に漏油懸念がある場合、加圧漏れ試験（50mmAq）にて外面より不具合位置の特定を行う。
・微加圧試験の実施。ただし、溶接補修や一部板切取りの部分補修の場合は浸透探傷試験で代替え検査。
・点検の結果、異常の疑いがあった場合や、ポンツーンの補修工事を行った場合には、加圧漏れ試験（気密試験）を実

施している。

【油浸透試験（全体）】

【その他】
・部位、ポンツーンの大きさ等により、加圧試験、真空試験、油浸透試験から試験方法を選定する。

【未実施】

・漏洩懸念時に部分的な真空試験を実施します。

・概ね完成検査前検査（水張り検査）実施。完成検査前検査時はポンツーン内目視実施。浮屋根新基準対応でポン
ツーン改修を実施したものは改修時に気密検査実施。

・ポンツーンマンホールに治具を取付け、圧縮空気にて加圧（圧力：30mmAq）し、発泡剤にて漏洩の有無を確認。

・浮き屋根新基準適合に伴う浮き屋根改修で油浸透試験を実施した。①検査液：軽油、②判定時間：塗油後1時間後及
び5時間後

・ﾎﾟﾝﾂｰﾝ改修及び補修工事があった場合は加圧試験を実施。

・気密試験等の漏洩に関する試験は実施していない。

・50mmAq～150mmAq　空圧にて確認。外部より発泡液にて漏れ確認。

・目視にて漏れ跡等の異常が認められた場合は、非破壊検査を行い必要に応じ溶接補修を実施し、加圧漏れ試験にて
漏洩確認を実施する。

・全室（気密試験：４０ｍｍＡｇ以上）実施
・気密試験圧力：(≠300mmAq)

・水張試験時に漏洩の有無を確認。　　補修溶接箇所は真空試験を実施。
・ポンツーンの補修が発生した場合は補修したポンツーンの気密試験、または補修箇所のみ真空検査を実施

・部位、ポンツーンの大きさ等により、加圧試験、真空試験、油浸透試験から試験方法を選定する。

図２１　ポンツーン漏れ試験の点検方法（開放）

表２１　ポンツーン漏れ試験の
点検方法（開放）

タンク開放時におけるポンツーン漏れ試験の点検方法について、アンケート結果を集計し以下の表にまとめた。また表を
円グラフにした。

・概ね完成検査前検査（水張り検査）実施。完成検査前検査時はポンツーン内目視実施。水漏れなし。浮屋根新基準対
応でポンツーン改修を実施したものは改修時に気密検査実施

・空圧テスト（３０ｍｍＨ２Ｏ）、溶接線リークテスト（油浸透等による）

・インナーリム、アウターリム、仕切り板溶接線の浸透液漏れ試験

・目視検査で異常を認めた個所及びポンツーンの補修等が発生した場合に補修場所によって真空検査、油浸透試験、
浸透探傷検査を実施。

・水張検査を実施する場合は水張時に漏洩の有無を確認する。

・ゲージポール、浮き屋根回転止めポンツーンガイドパイプ交換時は、その部屋のみ気密テストを行っている

・貫通を伴うような腐食または開口を伴う工事の場合のみ実施している。試験圧力：490Pa、試験方法：ポンツーンマン
ホール内を試験圧力まで空気圧縮機で加圧後、補修部分に発泡剤を塗布し、漏れがないことを確認している。

・タンク水張り検査時に合わせて、ポンツーン部の漏洩の有無を確認している。

【真空試験（部分的）】
・ポンツーン内部に腐食を確認し、ケレン、バフ掛け、溶接線真空検査、塗装を実施。
・補修無しは未実施、補修時は対象ポンツーンを実施
・詳細目視検査にて疑義が認められた場合、真空試験を実施し漏洩の有無を確認している。
・補修部はバキュームテストあるいは浸透探傷試験。
・点検結果に対して不具合部は必要に応じて真空検査にて確認

【油浸透試験（部分的）】

【加圧漏れ試験】

・検査対象ポンツーンを空気にて昇圧（50ｍｍＡｑ）し、隣接するポンツーン及びデッキ側内リムの溶接線に発泡液をか
け、漏洩の有無を確認

（コメント）
・開放検査開始直後（補修前）に行うものと、補修後に行うものとが混在している。実施及び未実施ともに記述欄を読むだ
けでは判別できないものもあり、先述のQ＆A開放点検2-8（タンク開放時におけるポンツーン漏れ試験について）につい
ても加味する、不明な場合には、再度調査しないと判別できないものがある。

7
0

19

1
1

14

26

真空試験（部分的）

真空試験（全体的）

加圧漏れ試験

油浸透試験（部分的）

油浸透試験（全体的）

その他

未実施
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2-9

点検方法 回答数
目視 54
機能確認 5
整備 3
その他 3
未実施 3

合計 68

【記入欄の記載内容】

・付属品の目視、支柱ｶﾞｲﾄﾞ、ﾉｽﾞﾙの肉厚測定を実施。
・目視検査及び非破壊検査（肉厚測定）を実施する。
・パッキンの目視を含む。
・検査会社による目視検査。部分的に計器（デプスゲージ、肉厚測定器等）を用いて、詳細点検を実施

・ﾙｰﾌｻﾎﾟｰﾄの外面腐食検査
・１）ｳｴｻﾞｼｰﾙﾄﾞ、ﾀﾝｸｼｰﾙ機構、各ﾉｽﾞﾙ(M/H含む）：目視点検。２）回転止め、ｹﾞｰｼﾞﾎﾟｰﾙ、ﾌﾛｰﾄ液面計ﾎﾟｰﾙ：目視点検。
３）ﾌﾛｰﾄ液面計：点検、整備
・検査会社によるマンホール蓋、留め金具、ウェザーフードの目視点検
・アトモス弁の作動点検、ガイドポール及びゲージポールのガイドローラー及びスライディングプレート点検、浮屋根シー
ル目視点検を実施している。
・ルーフサポートスリーブ管打音検査（状況により板厚測定）。
・目視点検による腐食・形状不良部について、必要に応じてNDI実施。
・目視、ポンツーン内インナーパイプ（リムベント）肉厚測定
・ガイドポールのローラー部は動作確認し、その他は目視検査を実施する。付属ノズルについては、肉厚測定を実施す
る。
・ポンツーンマンホールやベントパイプなどの付属品について、目視にて点検している。

タンク開放時におけるポンツーン付属品の点検方法について、アンケート結果を集計し以下の表にまとめた。また表を円
グラフにした。

表２２　ポンツーン付属品の
点検方法（開放）

・シールガスベントは、肉厚測定も実施。

図２２　ポンツーン付属品の点検方法（開放）

・目視によるポンツーンの点検を実施。不具合が認められた場合は、点検修理を行う。
・ポンツーン蓋の腐食状況について目視確認。
・概ね完成検査前検査（水張り検査）実施。完成検査前検査時に動作確認実施。マンホールガスケット、ボルト、ナット等
は目視で確認。支柱は開放前に目視、肉厚測定実施。
・割れの場合は補修溶接を行い非破壊検査にて健全性の確認を行う。
・目視点検及びノズル部肉厚測定
・目視点検および水封式エマージェンシードレン管の適正水量確認
・ポンツーンマンホールノズル及び蓋の整備
・アトモス弁点検整備、・浮き屋根回転止め，ルーフストッパー目視点検、ポンツーンマンホール点検
・定期点検にて１回/年の内部点検を実施しているため、開放における点検はなし。
・①ポンツーンマンホール蓋の腐食確認。②ウエザーフードの可動状況確認。③火災検知器設備の作動確認　　など

・リムプレート（側板/隔壁）、スリーブ（貫通部）、アングルなどの付属品を目視点検

・ガイドパイプの腐食、変形、亀裂の有無を目視にて確認。
・ポンツーン，デッキ含め浮屋根廻りのシール機構
・腐食状況の確認及び肉厚測定を実施。
・支柱ガイドおよびノズルの下端及び上端より50mmを各4点×全数肉厚測定
・腐食性ありの場合、支柱ガイドおよび屋根貫通ノズルを20本程度抜き取りで全長×20mm幅UT

54

5

3
3 3

目視

機能確認

整備

その他

未実施
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2-10

3-1

点検方法 回答数
目視 61
ガス検知 0
目視＋ガス検知 1
その他 2
未実施 4

合計 68

【記入欄の記載内容】

・ポンツーン全室の目視検査を実施し、最も腐食している浮き室を対象に板厚測定を実施する。
・点検の容易さと漏洩の早期発見につなげるため、ポンツーン内部を白色で塗装している。

・目視によるデッキの点検を実施。不具合が認められた場合は、点検修理を行う。
・浮屋根上および浮屋根マンホール内より目視による確認
・黒油：目視にて油痕跡の有無を確認する。白油：塗膜溶解痕跡の有無を確認する。
・水張試験時に漏洩の有無を確認。
・目視検査を実施し滲み箇所や滲み跡の有無の確認を実施
・水張り検査時に確認実施。波返し部はデッキ上から振動を与えて検査実施。
・検査会社による目視検査。部分的に計器（デプスゲージ、肉厚測定器等）を用いて、詳細点検を実施後、不具合部は

必要に応じて非破壊検査（浸透探傷試験、磁粉探傷試験や真空検査等）を用いて確認

表２３　デッキ漏洩有無の点検方法（開放）

図２３　デッキ漏洩有無の点検方法（開放）

タンク開放時におけるポンツーン点検において、その他実施している内容について以下のようであった。（抜粋）

タンク開放時におけるデッキ漏洩有無の点検方法について、アンケート結果を集計し以下の表にまとめた。また表を円グ
ラフにした。

・タブルデッキであるため、デッキ部への漏洩なし。
・日常点検において確認しているため、開放検査時に別途実施はしていない。

【その他】

【目視】

・ポンツーン内部に腐食を確認し、ケレン、バフ掛け、溶接線真空検査、塗装を実施。
・水張試験時に漏洩の有無を確認。補修溶接箇所は真空試験を実施。

【未実施】
・定期点検にて１回/年の内部点検を実施しているため、開放における点検はなし。

・ソフトシールの目視検査（摩耗、クラックの有無）、ソフトシールの劣化検査（シート厚さ、引っ張り強度、伸び、硬さ）
・腐食防止措置として、内部塗装を実施。
・検査目的：FRTのポンツーンの内面は、発錆によるスケールの付着や腐食の有無、溶接部のにじみや漏れの有無を検
査する。検査内容：外面天板腐食及びマンホール蓋シール不良による雨水の漏れ込み有無。検査方法：目視検査。

・【定点肉厚測定】・原油ﾀﾝｸに関しては全室肉厚測定実施（ﾎﾟﾝﾂｰﾝ底板、ｲﾝﾅｰﾘﾑ、ｱｳﾀｰﾘﾑ各1点）。・ﾀﾝｸﾐｷｻｰ取付上
部のﾎﾟﾝﾂｰﾝに切欠き部がある箇所は切欠きの天板を肉厚測定。・ﾘﾑﾍﾞﾝﾄ配管、ﾎﾟﾝﾂｰﾝ貫通部（回転止め等）、貫通ﾏﾝ
ﾎｰﾙ等のﾍﾞｰﾊﾟｰｿﾞｰﾝが存在し局部腐食の懸念がある箇所。
・タンク開放前に事前の目視検査等を行い、必要に応じてタンク開放時の補修計画に反映している。

・屋根板を溶接補修した場合は、ＰＴおよび油浸透検査を実施。・地中タンクについてはシャフト部のシールを隔回の開放
点検で取替実施
・ポンツーンマンホールパッキンの取替を行う。ポンツーンの腐食状況に応じて当板補修、塗装補修を行う。
・目視検査、定点肉厚測定、腐食部腐食深さ、肉厚測定

61

0
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4

目視

ガス検知

目視＋ガス検知

その他

未実施
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3-2

点検方法 回答数
目視 64
計器による測定 0
非破壊検査 0
その他 0
未実施 4

合計 68

【記入欄の記載内容】

・検査会社による目視検査。部分的に計器（デプスゲージ、肉厚測定器等）を用いて、詳細点検を実施後、不具合部は
必要に応じて非破壊検査（浸透探傷試験、磁粉探傷試験や真空検査等）を用いて確認

・変形箇所は記録にとどめ，経過観察する。亀裂の場合は補修溶接を行い非破壊検査にて健全性の確認を行う。
・変形箇所は記録にとどめ，経過観察する。亀裂の場合は補修溶接を行い非破壊検査にて健全性の確認を行う。

【目視】

・台風などの強風により繰り返し応力が発生する箇所（屋根支柱部補強板やポンツーン内部のリブ板溶接部など）は非
破壊検査（MT、PT）を＋αで実施している。

・基本的に、目視により変形、亀裂の有無を確認している。万一損傷が確認されれば、計測器などを用いて損傷形状、
範囲などを追加確認する。

・外観目視検査を実施しており、検査結果により非破壊検査を行うこととしているが、これまで外観目視検査で変形、亀
裂等の不具合は確認されていない。

・目視点検による腐食・形状不良部について、必要に応じてNDI実施。

表２４　デッキの変形・亀裂有無の
点検方法（開放）

図２４　デッキの変形・亀裂有無の点検方法（開放）

【未実施】

タンク開放時におけるデッキの変形、亀裂有無の点検方法について、アンケート結果を集計し以下の表にまとめた。また
表を円グラフにした。

・定期点検にて１回/年の内部点検を実施しているため、開放における点検はなし。
・目視検査と臭気有無の確認を実施している。ガス検は実施していない。
・対象タンクは、全てタブルデッキであるため実施していない。

・デッキの変形、亀裂の目視点検および形状測定を実施。
・目視にて変形、亀裂の確認をする。　・補強リング取付部等は十分に注視する。
・タンク内外面から目視にて顕著な変形や亀裂の有無について点検し、異常の疑いがあった場合には非破壊検査など

の詳細点検を実施している。
・著しいデッキの変形、亀裂の有無を目視点検を実施

・日常点検において確認しているため、開放検査時に別途実施はしていない。

64

000

4 目視

計器による測定

非破壊検査

その他

未実施

18 / 33 ページ



3-3

点検方法 回答数
目視 56
計器による測定 7
非破壊検査 2
その他 2
未実施 1

合計 68

【記入欄の記載内容】

図２５　デッキ上面の塗装及び腐食状況の
点検方法（開放）

図２５　デッキ上面の塗装及び腐食状況の点検方法（開放）

タンク開放時におけるデッキ上面の塗装状況及び腐食有無（非接液部）の点検方法について、アンケート結果を集計し以
下の表にまとめた。また表を円グラフにした。

・検査会社による目視検査。部分的に計器（デプスゲージ、肉厚測定器等）を用いて、詳細点検を実施後、不具合部は
必要に応じて非破壊検査（浸透探傷試験、磁粉探傷試験や真空検査等）を用いて確認

・全体的な目視確認と併せて，定点および著しい腐食が認められた箇所の板厚測定(超音波検査)を実施。

・側板外面と同様のウレタン系樹脂塗料にて塗装を施工している。定期開放検査時に外面腐食が発生している場合も
あり、嵌め板交換又は、タッチアップ塗装を実施している。

・目視（外面腐食点検）、デプスゲージを使用し腐食深さを測定、近傍板厚の肉厚測定。・定点肉厚測定
・定期開放の前年度に錆、剥がれ、傷等について目視検査を行っている。
・浮屋根（ポンツーン含む）上面の塗装修理に合わせて、発錆箇所確認を実施している。（発錆状況によっては、ディプス
ゲージによる測定含む）
・目視点検による腐食部について、ディプスゲージを使用し、深さ測定実施。

・塗装の劣化状況（ひび割れ・剥離等）を目視にて確認する。腐食状況は母材と溶接線について錆こぶや堆積を目視に
て確認する。

・デッキ上目視により塗装状況および腐食の有無を確認。
・著しい塗装の劣化・剥離・腐食がある場合は、ケレン及び補修塗装を行う。
・目視点検、・浮き屋根上部板全面塗装
・上部デッキ上面の目視検査にて発見された不具合は、塗装補修を実施。下部デッキは上記定期点検にて１回/年の内
部点検を実施しているため、開放における点検はなし。
・基本的に、目視により塗装、腐食状況を確認している。万一腐食が確認されれば、計測器などを用いて腐食範囲、深さ
などを追加確認する。
・腐食を確認した箇所のケレン・塗装補修、取替え補修・真空試験を実施。取替え補修・真空試験
・腐食の有無。・目視にて，不適合箇所があれば別途修理を実施する。

・該当なし
・目視検査、肉厚測定（上板を板毎に３点）

【未実施】

・デッキ全面目視点検及び肉厚測定
・目視点検：デッキ全面。板厚測定：各板１～３箇所

・デッキ上面の塗装状況及び腐食の目視点検および肉厚測定を実施。

・全体的な目視確認と併せて，定点および著しい腐食が認められた箇所の板厚測定(超音波検査)を実施。
・塗装状況を目視で確認。腐食検査は目視にて確認し、腐食箇所をﾃﾞﾌﾟｽｹﾞｰｼﾞにて計測・記録。定点の超音波肉厚測

定を実施。
・目視（外面腐食点検）、デプスゲージを使用し腐食深さを測定、近傍板厚の肉厚測定。定点肉厚測定
・目視検査、定点肉厚測定を実施。腐食部位について前処理（ブラスト等）を実施し、詳細肉厚を確認。

【計器による測定】

【目視】

【非破壊検査】

【その他】

56
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1

目視

計器による測定

非破壊検査

その他

未実施
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3-4

点検方法 回答数
目視 47
計器による測定 13
非破壊検査 3
その他 3
未実施 1

合計 67 ※
※ダブルデッキタイプのデッキ裏面はポ
ンツーン内部となり接液しない。そのため
選択式回答に的確な選択肢がなく、1件
空欄回答

【記入欄の記載内容】

図２６　デッキ裏面の腐食有無（接液部）の
点検方法（開放）

図２６　デッキ裏面の腐食有無（接液部）の点検方法（開放）

タンク開放時におけるデッキ裏面の腐食有無（接液部）の点検方法について、アンケート結果を集計し以下の表にまとめ
た。また表を円グラフにした。

・目視によるデッキの点検を実施。不具合が認められた場合は、点検修理を行う。
・著しい塗装の劣化・剥離・腐食がある場合は、ケレン及び補修塗装を行う。
・下部デッキ裏面に塗装はないため、開放時表面錆は発生する。しかし、開放点検における３点/枚の肉厚測定におい

て問題なし。
・タンク内部より、デッキ裏面の腐食の有無を目視にて確認。
・裏面側からは目視のみの確認となるが、上面からの肉厚測定により裏面減肉状況を評価している。

・検査会社による外観目視検査を実施

・超音波厚さ測定を実施する。板１枚につき３点測定。

・屋根板内外面の全面腐食検査、屋根板肉厚測定：板１枚につき３点測定

・定点肉厚測定

・目視検査、肉厚測定（下板を板毎に３点）

・目視検査＋肉厚測定を実施している。
【未実施】

・記述なし

【非破壊検査】

【その他】

・目視検査。　非接液側より肉厚測定　→板毎3点、　　→ﾍﾞｰﾊﾟｰ溜り懸念部については抜取りで詳細検査

・板一枚当たり、3点程度の肉厚測定を実施し確認している。

・形状不良、損傷等の有無、腐食状況、その他設備の健全性を損なう不具合がないか目視検査を行っている。

・タンク開放後、タンク内部目視によりデッキ裏面の腐食を確認。デッキ上からの肉厚測定によりデッキ裏面腐食の程度
を確認。

・デッキ上面より超音波厚さ測定を実施している。最小厚さ以下が認められた箇所については、嵌め板交換を実施して
いる。

・目視点検による腐食部について、ディプスゲージを使用し、深さ測定実施。
・浮屋根下面に対し、目視検査（ディプスゲージ等による測定含む）を実施している。

・デッキ上面より、定点の超音波肉厚測定を実施。
・裏面側からは目視のみの確認となるが、デッキ上面からの肉厚測定により裏面減肉状況を評価している。

【計器による測定】

・目視及び、タンク毎の腐食状況により、超音波 / 磁気飽和渦流探傷法（SLOFECなど）による定点or連続肉厚測定。
・肉厚測定　板一枚当たり5点

・タンク内部から、デッキ裏面腐食状況の目視点検を実施。（ディプスゲージを用いる）
・目視点検を実施し、顕著な減肉が認められた場合には板厚確認している。また、タンクの構造によってベーパース

ペースが懸念される部位について、板厚測定を実施している。
・基本検査として目視検査を実施している。ダブルデッキの場合は肉厚測定も実施している。
・検査会社による目視検査。部分的に計器（デプスゲージ、肉厚測定器等）を用いて、詳細点検を実施後、不具合部は

必要に応じて非破壊検査（浸透探傷試験、磁粉探傷試験や真空検査等）を用いて確認

【目視】

47
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目視

計器による測定

非破壊検査

その他

未実施
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3-5

点検方法 回答数
目視 65
非破壊検査（部分的） 2
非破壊検査（全体的） 0
その他 1
未実施 0

合計 68

【記入欄の記載内容】

表２７　デッキ上面溶接部(非接液部）の
点検方法（開放）

図２７　デッキ上面溶接部(非接液部）の点検方法（開放）

タンク開放時におけるデッキ上面の溶接部（非接液部）の点検方法について、アンケート結果を集計し以下の表にまとめ
た。また表を円グラフにした。

・目視を実施している。必要に応じてブラスト又はケレン等で処理したあとにＭＴ検査を実施している。
・詳細な目視検査により健全性の確認を実施している。
・目視で割れの兆候が確認された場合、非破壊検査を行い、補修溶接を行う。

・検査員による目視点検及び過去肉盛溶接補修部の浸透探傷試験を実施。

・定期開放の前年度に錆、剥がれ、傷等について目視検査を行っている。
・塗装を剥がしてまで点検は行っていない。
・上部デッキ上面の目視検査にて発見された腐食部は、塗装補修を実施。下部デッキは上記定期点検にて１回/年の

内部点検を実施しているため、開放における点検はなし。
・目視により溶接部の状態を確認している。万一溶接部の損傷が懸念されれば、当該部を非破壊検査などにて詳細点

検を実施する。
・腐食等の不適合無し・目視にて，不適合箇所があれば別途修理を実施する。
・全体的な目視確認と併せて，著しい腐食が認められた箇所の計器による検査を実施。・不適合箇所があれば別途修

理を実施する。
・検査会社による目視検査。部分的に計器（デプスゲージ、肉厚測定器等）を用いて、詳細点検を実施後、不具合部は

必要に応じて非破壊検査（浸透探傷試験、磁粉探傷試験や真空検査等）を用いて確認。
・外観目視検査を実施しており、検査結果により非破壊検査を行うこととしているが、これまで外観目視検査で変形、異

常は確認されていない。
・目視にて確認。デッキ板とポンツーンとの取り合い溶接部（ｺﾝﾌﾟﾚｯｼｮﾝﾘﾝｸﾞ）のみPT試験を実施。
・基本検査として目視検査を実施している。目視で気になる箇所はPT及びバキュームテストを実施している。
・目視点検による腐食・形状不良部について、必要に応じて非破壊検査を実施。

【非破壊検査（部分的）】

【未実施】
・記述なし

【目視】

65

2

010
目視

非破壊検査（部分

的）

非破壊検査（全体

的）

その他

未実施
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3-6

点検方法 回答数
目視 57
非破壊検査（部分的） 1
非破壊検査（全体的） 0
その他 1
未実施 8

合計 67 ※
※ダブルデッキタイプのデッキ裏面はポ
ンツーン内部となり接液しない。そのため
選択式回答に的確な選択肢がなく、1件
空欄回答

【記入欄の記載内容】
図２８　デッキ裏面溶接部(接液部）の点検方法（開放）

【目視】
・目視によるデッキの点検を実施。不具合が認められた場合は、点検修理を行う。
・タンク開放後、タンク内部目視により溶接部状態を確認。
・目視で割れの兆候が確認された場合、非破壊検査を行い、補修溶接を行う。
・上部デッキ裏面は上記定期点検にて１回/年の内部点検を実施しているため、開放における点検はなし。下部デッキ

裏面は開放時の目視検査実施。
・デッキ（上部板）の裏面はポンツーンとなるため、接液部は無し。
・浮屋根マンホール内より目視による確認
・タンク内部より、デッキ裏面の溶接部を目視にて確認。
・腐食等の不適合無し。・目視にて，不適合箇所があれば別途修理を実施する。
・塗装を剥がしてまでは行っていない
・検査会社による外観目視検査を実施
・浮屋根下面に対し、目視検査の範囲内で実施している。

・タンク内部から、デッキ裏面腐食状況の目視検査を実施。
・目視点検を実施し、異常の疑いがあった場合には非破壊検査などの詳細検査を実施している。
・基本検査として目視検査を実施している。目視で気になる箇所はPT等を実施している。
・検査会社による目視検査。部分的に計器（デプスゲージ、肉厚測定器等）を用いて、詳細点検を実施後、不具合部は

必要に応じて非破壊検査（浸透探傷試験、磁粉探傷試験や真空検査等）を用いて確認

・目視点検による腐食・形状不良部について、必要に応じてNDI実施。
・外面溶接線の健全性を確認しているため、裏面溶接線の検査については未実施。

表２８　デッキ裏面溶接部(接液部）の
点検方法（開放）

タンク開放時におけるデッキ裏面の溶接部（接液部）の点検方法について、アンケート結果を集計し以下の表にまとめ
た。また表を円グラフにした。

【その他】
・全面目視およびデッキ板1枚あたり3点の肉厚測定

【未実施】

・外面溶接線の健全性を確認しているため、裏面溶接線の検査については未実施。

【非破壊検査（部分的）】
・基本的に目視検査をしているが、補強リングの溶接部は割れが発生しやすため、非破壊検査（MT）を実施している。

・一部断続溶接が行っているが、補助的な溶接のため検査は行わない。
・重ね溶接部のため確認できず。

57

1
0

1

8

目視

非破壊検査（部分

的）

非破壊検査（全体

的）

その他

未実施
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3-7

点検方法 回答数
目視 51
機能確認 5
整備 8
その他 4
未実施 0

合計 68

【記入欄の記載内容】
図２９　デッキ付属品の点検方法（開放）

表２９　デッキ付属品の点検方法（開放）

タンク開放時におけるデッキ付属品の点検方法について、アンケート結果を集計し以下の表にまとめた。また表を円グラ
フにした。

・通気管、ﾘﾑﾍﾞﾝﾄﾞ、ｵｰﾄﾏﾁｯｸﾌﾞﾘｻﾞｰﾍﾞﾝﾄ：開放点検整備。ｴﾏｼﾞｪｰｼﾄﾞﾚﾝ、各ﾉｽﾞﾙ(M/H含む）：目視点検。ﾙｰﾌﾄﾞﾚﾝ、ｽｲﾍﾞ
ﾙｼﾞｮｲﾝﾄ：開放点検整備実施、加圧漏れ試験。
・シール装置、ローリングラダー、ワックススクレーパー、アウターリム、インナーリムを目視点検している。
・シール装置、ワックススクレーパー、アウターリム、インナーリム、ローディングラダーを目視点検している。

・オートマチックブリーダーベントの機能点検実施、エマージェンシードレンの外観目視等を実施している。
・目視点検による腐食、形状不良部について、必要に応じてNDI実施。
・ブリーザーバルブの分解整備点検。浮上テストにて、ラダーの動き・回転止めポール作動・ウエザーシールド作動確認
を実施。
・アトモス弁については動作確認をし、その他は目視を実施する。付属ノズルについては肉厚測定を実施する。
・屋根マンホールやノズル、雨水排水設備、緊急排水設備、その周辺のデッキ板について、異常の有無や腐食状況等に
ついて点検を実施している。
・各ノズル及びガイドポールについて変形、亀裂、塗装状況および腐食の有無を目視にて確認、4方向の肉厚測定を実
施。
・ローリングラダー、支柱，排水管類、ゲージポール廻りシール機構他 付属品点検一式

・デッキポスト・スリーブ部肉厚測定
・デッキの付属品についてはすべて目視にて状態を確認。
・ノズル類、ルーフドレンは肉厚測定実施。（スイベルジョイントは分解点検実施）　支柱は開放前に目視、肉厚測定実
施。　リムベント（アトモス弁、フレームアレスター）は分解点検実施。　減肉部は補修実施
・目視で割れの兆候が確認された場合、非破壊検査を行い、補修溶接を行う。
・溶接線全線目視点検及びノズル部肉厚測定
・フォームダム目視点検。・漲水堰板目視点検清掃
・上部デッキ付属品は上記定期点検にて１回/年の内部点検を実施しているため、開放における点検はなし。下部デッキ
付属品は開放時目視点検実施。
・ブリザーバルブ：分解整備。浮き屋根排水装置：分解整備。緊急排水装置、オートマチックブリザーベント：目視検査。
ゲージポール・回転止め：目視検査。
・デッキポスト、自動空気抜き、検尺口、液面計、センターサンプ、ウレタンシール設備、仕切り板、ローリングラダーなど
の付属品を目視点検、整備、機能確認などを実施している。
・ウェザーシールドの取外し点検整備を実施。
・自動排気弁、ブリーザーバルブ、フレームアレスター、エマゼンシードレン管、ルーフドレン管の点検を行う。
・腐食等の不適合無し。・目視にて，不適合箇所があれば別途修理を計画実施する。・ﾌﾞﾘｰｻﾞﾍﾞﾝﾄ ・自動ﾌﾞﾘｰﾀﾞｰ ・ｴｱｰ
ｼﾞｪﾝｼｰﾄﾞﾚﾝ ・ﾛｰﾘﾝｸﾞﾗﾀﾞｰ ・ｳｴｻﾞｰﾌｰﾄﾞ。　・ｿﾌﾄｼｰﾙ(ｳﾚﾀﾝﾌｫｰﾑ) ・ﾙｰﾌｻﾎﾟｰﾄ
・外観目視点検に加え，エマージェンシードレンの詰りの有無等を確認。　・不適合箇所があれば別途修理を計画実施す
る。
・デッキ内・外部について，目視にて確認している。
・ﾙｰﾌﾄﾞﾚﾝﾊﾟｲﾌﾟのｽｲﾍﾞﾙｼﾞｮｲﾝﾄの目視、作動点検。　ｴﾏｰｼﾞｪﾝｼｰﾄﾞﾚﾝの本体及びｴｷｽﾊﾟﾝﾄﾞﾒﾀﾙの腐食検査。　ｶﾞｲﾄﾞﾎﾟｰﾙ
の変形、腐食検査、自動ﾌﾞﾘｰﾀﾞｰ点検
・外観目視検査、センターサンプボックス及びエマージェンシーボックスについては、超音波厚さ測定を実施している。

・各部品の点検・整備を実施（スイベルジョイント等）
・ノズル及びマンホール　肉厚測定。　・ブリザー弁、フレームアレスター分解整備。　・雨水排水升、非常用排水升目視、
肉厚測定

・付属品の目視検査による腐食及び損傷の有無確認、ノズル類の目視点検及び肉厚測定、ルーフドレンサンプの目視点
検及び肉厚測定、非常用排水設備の目視点検及び肉厚測定、通気弁フレームアレスターの整備。
・支柱ガイドおよびノズルの下端及び上端より50mmを各4点×全数肉厚測定。・腐食性ありの場合、支柱ガイドおよび屋
根貫通ノズルを20本程度抜き取りで全長×20mm幅UT
・目視検査　・付属ノズル(デッキポスト含む)肉厚測定。
・付属品の目視、ﾙｰﾌM/Hの肉厚測定を実施している。
・目視検査及び非破壊検査（肉厚測定）を実施する。
・検査会社による目視検査。部分的に計器（デプスゲージ、肉厚測定器等）を用いて、詳細点検を実施。

・ワックススクレーパー、カウンターウエイト、ウェザーシールドを目視点検している。
・形状不良、損傷等の有無、腐食状況、その他設備の健全性を損なう不具合がないか目視検査を行っている。
・アトモス弁、フレームアレスター、オートマチックブリーザー分解整備を年１回実施
・フレームアレスター、ブリザーバルブ、浮屋根排水装置、浮屋根サポート等の分解整備、作動確認を実施。

51
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8
4

0

目視

機能確認

整備

その他

未実施
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3-8 タンク開放時におけるデッキ点検において、その他実施している内容について以下のようであった。（抜粋）

・ルーフドレンは点検復旧後、気密検査実施。
・屋根デッキ板を１点／枚肉厚測定している。
・屋根板を溶接補修した場合は、ＰＴおよび油浸透検査を実施。
・浮屋根上より代表点（数点）の肉厚測定。
・デッキの腐食状況に応じて当板補修、塗装補修を行う。
・目視検査、定点肉厚測定、腐食部腐食深さ、肉厚測定
・デッキ板については、設置後約40年が経過し、経年劣化による減肉が進行している状況であることから、今後は全面探
傷検査を行い、減肉傾向を把握し、計画的な更新が必要であると考えている。
・ガイドポール肉厚測定（他社不具合事例反映）。・ルーフドレン配管目視、肉厚測定、スイベルジョイント整備。・ルーフド
レン肉厚測定　・ルーフサポート目視、塗装
・ガイドポール肉厚測定（他社不具合事例反映）　・ルーフドレン配管目視、肉厚測定、スイベルジョイント整備　・ルーフド
レン肉厚測定　・ルーフサポート目視、塗装　・ルーフサポートガイド肉厚測定
・ｼﾝｸﾞﾙﾃﾞｯｷ上面、ﾎﾟﾝﾂｰﾝ室内外面：開放検査都度全面塗装補修
・板1枚あたり、３点以上の板厚測定
・タンク開放前に事前の目視検査等を行い、必要に応じてタンク開放時の補修計画に反映している。

・点検時、腐食箇所のタッチアップ塗装を実施。
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○臨時点検（地震、大雨、暴風時等）
1 臨時点検を実施する判断基準について、以下のようであった。（抜粋）

・地震　　：二次点検として（必要に応じ）、大雨、暴風：甲号防災活動(※)解除後。　　※：台風等により事業所へ被害の恐
れがあると判断した際に発令
・設備の設計基準を超える自然災害等の場合に実施
・地震規模25ガル以上にて点検
・地震：震度３以上で実施。台風通過後に実施。
・地震発生/大雨時/台風通過等の後　ルーフ上の目視点検実施。
・タンクレベルの異変動時、ルーフドレン排水異常時、天災時（大雨、地震等）
・地震の場合、２５ガル以上もしくは震度４以上で実施する。　・台風接近前と通過後に実施する。　・暴風、大雨警報発令
時等、必要と判断した場合に実施する。
・感振計２５ガル以上で点検実施。大雨、暴風雨については特に無し
・震度３以上の地震発生時
・地震：震度4以上

・震度４以上の地震、台風および大雨後に実施する。
・地震・津波、強風・大雨・波浪等荒天が発生した場合および風速20m/s以上の強風および雨量が50mm/h以上の大雨
が発生した場合に臨時点検を実施。
・発電所で地震発生した場合、点検を実施している。
・他所の事故事例の水平展開，行政からの要請時
・台風襲来時，事業所で震度３以上の地震が発生したとき
・その他，必要に応じて実施
・震度４以上の地震発生時または，地震により地震観測装置が動作し，地表面の加速度が８ガルを超えた場合
・震度４以上の地震が発生した場合
・雨天等の点検基準はないが雨天時にはルーフドレン抜き状態を確認することとしている。ドレン抜きの状態により、デッ
キ上の目視確認も行うようにしている。
・地震時には工場点検基準に則り点検。
・判断基準なし
・台風暴風雨圏に入った場合、台風通過後に実施する。
・震度５弱（８０ガル以上）の地震が発生した場合、沈静化後に実施する。
・その他、竜巻等の異常気象が発生した場合、沈静化後に実施する。
①地震加速度（25ｇａｌ以上）の場合、設備の臨時点検を実施する。
②大雨（50㎜/時以上）の場合、設備の臨時点検を実施する。
・地震：８ＧＡＬ以上でパトロール実施。
・事業所規則・基準により現場目視点検実施

例）地震時は加速度25gal以上
・事業所規則・基準により現場目視点検実施

例）地震時は加速度40gal以上
・地震発生後に市消防局より要請があった時
・他社事例水平展開
・地震：強い揺れを感じたとき、及び弱い地震であっても長時間ゆっくりとした揺れを感じたとき
・台風：台風接近前、通過後に点検実施

※大雨、暴風時は、状況により判断
・台風：予防処置指令発令（気象情報を勘案し発令）時
・地震：震度６弱以上又は震度３以上で設備被害発生もしくは発生の恐れがある時
・震度３以上の地震が発生時に点検実施。
・異常処置標準で定めており、台風通過前後・地震鎮静後（震度３以上）設備点検を行う

(1)震度5弱以上の地震を観測した場合。
(2)平均風速25ｍ/ｓ以上又は最大瞬間風速40ｍ/ｓ以上を観測した場合。
(3)降雨量が、浮き屋根の通常の排水能力を超えた場合。
(4)竜巻が基地内を通過した場合
①地震：震度５弱以上又は80ガル以上、ｽﾛｯｼﾝｸﾞ250mm以上、 台風：瞬間最高風速30m/s以上、 大雨：降水量40mm/h
以上、 大雪：積雪111cm以上
②地震：震度５強以上又は250ガル以上、ｽﾛｯｼﾝｸﾞ500mm以上、 台風：瞬間最高風速50m/s以上、 大雨：降水量
100mm/h以上、 大雪：積雪111cm以上
①瞬間最大風速２５ｍ／sec以上
②１時間当りの最大雨量　５０ｍｍ超
③震度　４以上

・最大瞬間風速25m/s以上、最大降雨量50mmを超える場合、地震にて震度4又は5弱が観測された場合に浮屋根上の
臨時点検を実施。
①台風事前措置指令発令時

台風が24時間以内に基地に接近し、強風域（平均風速が15m/s以上の風が吹いている領域）に入ることが予想される
場合。
②台風事前措置指令解除時
③異常気象観測後平均風速25ｍ/ｓ以上、瞬間最大風速35ｍ/ｓ以上、雨量40ｍｍ/ｈ以上のいずれかを観測した場合。
④地震発生時 10ガル以上（1次点検）
⑤地震発生時 25ガル以上（2次点検）
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① 風（２５m/ｓ）以上、② 雨（50㎜/H）以上、　③ 地震（震度4以上）、④ 津波等
・瞬間最大風速  25ｍ/sec以上
・1時間当たりの最大降水量　50ｍｍ超え
・震度 　4以上　 　の発生後／通過後に臨時点検を実施する。
・強風後

最大瞬間風速 25m/s以上：浮屋根目視点検
最大瞬間風速 30m/s以上：浮屋根目視点検およびポンツーン内部の目視点検

・大雨後
1時間当たりの降水量50mm超：浮屋根目視点検
1時間当たりの降水量100mm超：浮屋根目視点検およびポンツーン内部の目視点検

・地震後
震度4～5弱：浮屋根目視点検
震度5強以上：浮屋根目視点検およびポンツーン内部の目視点検

・40ガル以上の地震
・大雨 : 雨量64mm/h以上、暴風 : 60m/s以上、地震 : 150gal以上
・浮き屋根ﾀﾝｸにて、タンク設計値以上(下記記載）の強風、大雨、又は大きな地震が発生した場合。
・ 尚、点検実施期間については、事後速やかに（１ヶ月以内）実施する事とする。

風速・・・60ｍ/S以上
降雨量・・・浮き屋根改修実施ﾀﾝｸ＝60mm/H以上

・地震時に点検を実施
・下記基準値を設け、基準値を超えた場合は臨時点検を実施している。　①強風時（10分平均で20m/sを越えた場合）
②豪雨時（降り始めから連続して総雨量５０㎜以上）
①台風接近時、瞬間最大風速40ｍ/ｈ以上が発生した場合。
②地震、大雨、暴風等により液面計スロッシングアラーム発報時。
・地震・・・80gal以上、地震発生時措置手順表に則り25gal以上で一次点検実施。　・大雨（洪水）注意報発令（台風も含
む）発令下に於ける降雨時。　・暴風時・・・瞬間最大風速30m/s以上、強風対策要領に則り点検

・地震：
震度３　簡易点検：　計器室等で警報等の発生の有無　を確認する

　震度４　一次点検：　巡視による簡便かつ迅速な点検を実施する。概ね１０分～２０分程度で確認する。
　震度５　二次点検：　設備点検リストに基づき詳細な点検を実施する。

・強風後
最大瞬間風速25m/sec以上

・大雨
1時間当たり最大降水量50mm超

・その他
高潮・波浪警報、それらの特別警報の区域に含まれた場合

・上記に加え、浮き屋根タンクの浮き室内部破損の有無は、「瞬間最大風速30m/sec以上」、「最大降水量100mm/h超の
雨」、「震度5強以上の地震」時に実施

・瞬間最大風速30ｍ/ｓｅｃ.以上・1時間当たりの最大降水量100ｍｍ超・震度5強以上で浮き屋根タンクの浮き室内部破損
の有無を確認
・地震 ： 震度4以上 浮屋根外観目視点検、震度5強以上 左記＋浮き室内部点検
・大雨 ： 50mm/h超 浮屋根外観目視点検、100mm/h超 左記＋浮き室内部点検
・暴風 ： 25m/s以上 浮屋根外観目視点検、30m/s以上 左記＋浮き室内部点検

※ 社内規準『地震強風等終息後の対応要領』による。
①瞬間最大風速25m/s以上、または1時間当たりの最大降水量が50mm超となった場合、または震度４および5弱の地震
が発生した場合
②瞬間最大風速30m/s以上または1時間当たりの最大降水量が100mm超となった場合、または震度５強以上の地震が
発生した場合
①浮き屋根タンクの浮き屋根の外観目視による異常の有無
・瞬間最大風速：25m/sec以上　・1時間当たり最大降水量：50mm超　・震度4or5弱
②浮き屋根タンクの浮き室内部破損の有無（ポンツーン）
・瞬間最大風速：30m/sec以上　・1時間当たり最大降水量：100mm超　・震度5強
・瞬間最大風速25/ms以上　・大雨40mm/hr超　・震度4or5弱  －点検内容の①
・瞬間最大風速30/ms以上　・大雨100mm/hr超　・震度5強以上　－点検内容の②
・地震＝震度4以上、暴雨風＝瞬間風速25m/s以上，大雨＝50㎜/h以上、津波＝構内浸水
・地震時40gal以上もしくは震度4以上　・強風時平均風速20ｍ/s以上　・降水量50ｍｍ以上の場合は臨時点検を実施す
る。

・地震；50ガル以上は精密点検、50ガル未満でスロッシングが300mm以上の場合。暴風；台風通過後。
・瞬間最大風速25m/sec以上＆最大降水量（50mm/hr）＆震度４～５弱は浮き屋根の外観目視点検
・瞬間最大風速30m/sec以上＆最大降水量（100mm/hr）＆震度５強以上は浮き屋根の浮き室内部破損の有無点検
・地震：震度4および5弱（ポンツーン内部は5強以上）
・最大降水量50mm/時間超（ポンツーン内部は100mm/時間超）
・瞬間最大風速25m/s超（ポンツーン内部は30m/s超）
①【風】　瞬間最大風速25m/s以上： 浮屋根外面目視点検

 瞬間最大風速30m/s以上： 浮屋根外面目視点検＋ポンツーン点検
②【雨】　1時間当り最大降雨50㎜超： 浮屋根外面目視点検

 1時間当り最大降雨100㎜超： 浮屋根外面目視点検＋ポンツーン点検
③【地震】　震度4及び5弱 ： 浮屋根外面目視点検

震度5強以上、25ガル以上、スロッシング幅が500mm以上のいずれかの場合：　浮屋根外面目視点検＋ポン
ツーン点検
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2

点検内容 回答数
定期点検と同じ 17
定期点検＋α（記入欄） 20
その他（記入欄） 31

合計 68

【記入欄の記載内容】

表３０　点検内容（臨時）

図３０　点検内容（臨時）

臨時点検時における点検内容について、アンケート結果を集計し以下の表にまとめた。また表を円グラフにした。

・ポンツーン内部を含む浮屋根の損傷状況を確認
・巡視点検を行い、異常を認めた箇所については修繕を実施
・液面変位（ﾀﾝｸｽﾛｯｼﾝｸﾞ）の調査実施
・地震が発生した場合は、タンク液面変位をタンク形状（CRT・FRT等）ごとに液面計　 の液面変位を所定記録用紙に記
録、記載し提出する。
・目視による外観点検を実施。設備の異常が認められるものおよび予想される場合は詳細点検（分解点検等）を実施。

・ルーフデッキの変形/歪み、ポンツーン蓋の状態確認。
・大雨時は特にFRTﾙｰﾌ上の排水ｼｽﾃﾑを入念に点検している。
・ポンツーンは漏洩の有無を確認する。
・デッキは変形、亀裂の有無を確認する。
・目視外観点検実施
・平日通常時間帯は定期点検と同じく目視（マンホールを開けて内部に入らず確認）を実施
・外部からの目視点検
・自然現象終息後にマンホールを開放し、浮き室内には入らず、目視及びガス検知器を使用して点検を実施。
①ルーフ上点検
②ポンツーン内部点検(原則外周（48室)のみ、そこで被害が確認された場合は全ポンツーンを実施する)
・浮き屋根タンクの浮き屋根外観目視による異常の有無
・浮き屋根のデッキおよびポンツーンマンホール開による目視点検を実施。
・浮屋根および浮屋根付属品の変形、破損、沈下等の有無について外観より目視点検を実施
・地震・津波、強風・大雨・波浪等荒天が発生した場合

→日常巡視点検に準じ実施
・風速20m/s以上の強風および雨量が50mm/h以上の大雨が発生した場合

→危険物定期点検表のうち屋外タンク貯蔵所定期点検記録表に基づき実施
・震度1～4の場合、燃料タンク廻りの外観点検
・震度4以上の場合、燃料タンク廻りの外観点検+精密点検を実施している。

※精密点検とは燃料タンクの基礎、底板（アニュラ）、側板、浮き屋根、付属品（弁他）、ルーフドレンに関する「変形・損
傷」、「油漏洩」等の点検を実施している。
【点検項目】

・タンク本体（屋根板含む）　・配管　・フレキシブルチューブ
【点検内容】

・変形,亀裂の有無　・漏洩の有無　・液状化現象の有無　・シール機構の確認
・他所事故の水平展開，行政からの要請時においては，内容に応じた点検を実施
・台風襲来時，事業所で震度３以上の地震が発生したときは，日常点検と同様に全体的な外観目視点検を実施。

・大雨時には、ルーフドレン抜き状態を確認し、問題なく排出されているか、油分等が出ていないか確認する。
・地震時にはデッキ上に油分等が無いか、デッキ及びポンツーンに問題はないか目視により点検、確認する。(但し、詳細
点検項目はなし)
・地震発生後には、目視にてタンク本体等に損傷のないことを確認
・直後点検として外観目視による確認を行う。
・翌日にマンホールを開放して内部の目視による確認を行う。
①定期点検内容と同じ。
②雨水排出ドレン配管出口からの雨水排出状況、ルーフ上の雨水溜まり状況。
・地震発生時（8GAL以上）はスロッシング調査を行う。
・大雨時はルーフドレン出口の油膜確認、排水溝の枯草除去、ためますの油膜確認を特に注意して行っている。
暴風時は飛来物による本体への損傷の有無の確認。暴風によるスロッシングが多発するため、浮き屋根部の点検を特
に注意して行っている。
・浮き屋根、他各所の液漏れ，損傷がないかを確認

※加速度150gal以上、また基準以上の大雨・暴風となった場合は浮き室（ポンツーン）マンホールを全室開放し目視に
て異常（破損・漏洩等）が無い事を点検。
・浮き屋根，タラップ（浮き屋根付帯設備）の液漏れ，損傷確認
・基礎：き裂、沈下、ボルトの緩みの有無
・タンク本体：変形、き裂、漏洩の有無
・配管：取り合い部の変形、漏洩の有無

17

20

31

定期点検と同じ

定期点検＋α（記

入欄）

その他（記入欄）
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・台風：浮き屋根排水状況の目視点検
・地震：タンク本体の変形・亀裂の目視点検
・タンクポンツーン仮補修箇所の目視点検を実施する。
・台風通過前後・地震鎮静後の点検については、上記標準の中でチェックリストを設けている。
・台風通過前後：屋根上点検（ルーフドレン排水口の清掃およびポンツーン内部）
・地震鎮静後：タンク本体・基礎部、ルーフ上の設備およびポンツーン内部の異常有無、防油堤等の損壊有無
・最大瞬間風速30m/s以上、降雨量100mmを超える場合、震度５強以上が観測された場合はポンツーン内部点検を追加
で実施。

・浮屋根外観目視点検は、デッキやポンツーン、付属品の漏洩や損傷、変形、その他異常の有無について目視点検を実
施している。
・浮き室内部点検は、マンホールを開けて覗き込んで目視点検を実施し、異常の疑いがあった場合には状況に応じて詳
細確認している。
・①の場合：浮屋根タンクの浮屋根の外観目視による異常の有無
・②の場合：上記①の点検に加えて、浮屋根タンクの浮き室内部破損の有無を点検(ダブルデッキは外周の浮き室を対
象)
・浮き屋根タンクの浮き屋根の外観目視による異常の有無
・浮き屋根タンクの浮き室内部破損の有無（ポンツーン）
・デッキの外観目視による異常の有無
・ポンツーン内部の破損の有無
・タンク外周外観、ルーフドレン、浮屋根上部、ポンツーン内部の異常有無漏洩を目視点検
・浮き屋根タンクの浮き屋根（デッキ上）の外観目視点検
・瞬間最大風速：30m/sec以上、1時間当たり最大降水量：100mm超、震度5強以上の場合は、浮き室内部（ポンツーン）
の目視点検も実施（ダブルデッキは最外周のみ点検）
・油、ガス等の臭気およびタンクの変形等を防油堤の外回りを自転車等で点検する。・ルーフ排水弁からの油流出がない
か確認し、目視で、タンクルーフの傾き、損傷、漏油の有無を確認する。

①陸上タンクのルーフドレンストレーナーにゴミ等がないこと。
②浮き屋根の変形、傾き、異常な滞水、漏油がないこと。
③浮き室の損傷、油、水等の侵入がないこと。
④各タンクの漏れ、亀裂、破損はないこと。
⑤タンク本体の沈下、傾き、側板、屋根に亀裂、湾曲はないこと。

・浮き屋根（浮き室内含む）に亀裂、変形、沈降、傾き、漏油はないこと。
・内容物の漏れはないか
・付属機器、配管に異常はないか

・地震；点検表に従い点検実施。
・スロッシング；ルーフ点検、シール部よりの漏えい有無点検。
・暴風・台風；ウエザーフード点検
・大雨；基準はないが日常点検としてルーフドレン排出状況を確認。
・瞬間最大風速25m/sec以上＆最大降水量（50mm/hr）＆震度４～５弱は浮き屋根の外観目視点検
・瞬間最大風速30m/sec以上＆最大降水量（100mm/hr）＆震度５強以上は浮き屋根の浮き室内部破損の有無点検
・浮き屋根タンクの浮屋根の外観目視による異常の有無
・屋根タンクの浮屋室内部破損の有無（降水100mm超又は、風速30m/s超、震度5強以上）
・デッキ上への漏洩の有無、ポンツーンM/Hを開放し、ポンツー内部の漏洩の有無を確認している。
・通常の点検が困難な場合は、監視カメラで外観目視とする。
・浮き屋根タンクの浮屋根の外観目視による異常の有無。
・さらに、瞬間最大瞬間風速30m/S以上、最大降水量100㎜超、震度5強以上の場合は浮屋根タンクのポンツーン内部破
損の有無。
１．漏洩の有無　２．変形・損傷の有無　３．塗装状況・腐食の有無　４．アースの断線有無　５．タンク周囲異常の有無
６．ベント等の閉塞有無　７．ルーフドレン排水状況　８．浮き屋根部の歪み
・浮き屋根タンクの浮屋根の外観目視による異常の有無
・浮き屋根タンクの浮き室内部破損の有無　「瞬間最大風速30m/sec以上」、「最大降水量100mm/h超の雨」、「震度5強
以上の地震」時に実施する。

・地上からのタンク点検又は監視カメラによる点検　・ルーフドレンの排水に油分が含まれていないか確認　・受払い量を
超える内容量に変化がないか確認(アラームあり)　　【スロッシングの疑いがあるタンクについて以下追加実施】・屋根板
上点検実施
・ルーフ上及びポンツーン内の点検（目視点検、ガス検）
・80ｶﾞﾙ未満の地震時の対応（80ｶﾞﾙ以上の地震の場合は安全確保出来次第実施）　・ウエーザーフードの変形破損状
況。　・アトモス弁・ＰＶ弁の変形破損状況。　・ローリングラダー車輪脱輪・変形状況。　・ルーフ上・屋根板の傾き、変形破
損。
・定期点検＋下記項目を確認：①ルーフに著しい傾きが無い事　②局部的に滞水が無い事　③滞水状況をスケール等で
確認　④ポンツーン点検（ガス検知器にてガス濃度確認）＊浮き屋根構造強化未完タンク
・タンクポンツーンの内部及びマンホール閉鎖状況に異常がないか点検。　・タンク屋根上および液面計点検。
・地震・・・定期点検と同じ、タンク屋根上に異常が無いか点検する
・大雨（洪水）・・・事前にタンク排水系統点検

降雨時は，タンクレベルの増減を確認
通過後、浮き屋根の通常の排水能力を超える降雨量を目安
に定期点検と同じ。
20㎜～30㎜／Hr日常巡回点検に基づき点検実施

・暴風時・・・定期点検と同じ、強風被害防止対策表に則り実施
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○日常点検
1

対応方法 回答数
仮補修実施（補修基準あり） 18
仮補修実施（補修基準なし） 39
仮補修未実施 8
恒久的補修を実施 3
合計 68

【記入欄の記載内容】
図３１　補修の対応方法

表３１　補修の対応方法

・著しい腐食：腐食部に対して補修材（スーパーＥメタル）を塗布し、仮補修を行う。
・著しい腐食：著しい腐食に対して、FRP等による樹脂塗布
・塗装剥離：できるだけ早急に、2種、3種ケレン＋再塗装
・対応時期：１週間程度を目処
・著しい腐食：必要最小板厚を下回った場合に応急処置として応急処置（ｽｰﾊﾟｰﾒﾀﾙ等）を実施

但し、補修実績はなし
・塗装剥離：２週間程度を目処に、2種ケレン＋再塗装
・日常点検等で腐食の発生が認められた場合は、タッチアップ塗装を実施している。
・製造部門による点検で腐食等が認められた場合、設備部門において検査や補修等を実施し、その結果により開放点検
時期を早めて、計画的に補修を実施する。
・著しい腐食：スーパーメタル等の応急補修材による仮補修
・塗装剥離：塗装劣化部の3種ケレン＋塗装
・塗装剥離：できるだけ早急に、2種ケレン＋再塗装
・著しい腐食：デブコン（金属セメント）補修。　　塗装剥離：3種ケレン（手ケレン）＋再塗装
・点検で発見した漏洩に至っていない段階の著しい腐食や塗装剥離等は無し
・腐食状況等により、都度、補修内容を検討し対応
・状況により対応を判断
・仮補修実施の可否については、現場の状況を確認した上で、都度判断している。
・ポンツーン内部は錆止め塗装を実施しており、著しい腐食は認められていない。なお、定期点検で認められた塗装剥離
箇所については、開放工事にて塗装を実施し腐食防止に努めている。

日常点検にて発見された漏洩に至っていない著しい腐食や塗装剥離等に対する対応について、アンケート結果を集計し
以下の表にまとめた。また表を円グラフにした。

・対応時期　：発見から１週間以内を目途に著しい腐食：検査部門の検査結果により対応
・塗装剥離　：状況に応じて対応（ケレン、再塗装）
・対応時期　　腐食：原則として当日中に応急処置（鉄ｾﾒﾝﾄ等）を実施する。

　塗装：早い段階で作業を計画し、腐食進行防止のためタッチアップ塗装を実施する。
・保全管理部門に連絡するとともに、日常点検を強化する。
・エポキシ樹脂または塗装による仮補修を実施。
・著しい腐食は事象無し。
・塗装剥離は軽度な時点でケレン・塗装を行う。
・日常点検で著しい腐食は見受けられていない。
・開放点検時にアッパーデッキ部の塗装を実施している。
・腐食減肉部に対して、金属パテによる補修。　塗装剥離：できるだけ早急に、2種ケレン＋再塗装。　点検頻度を増やし
（１回／１日程度）経過観察　等
・塗装剥離：できるだけ早急に、２種ケレン＋再塗装。　点検頻度を増やし（１回/１日程度）経過観察　等
・手工具によるケレン、タッチアップ塗装。　　次回開放時にブラストによる本塗装
・浮き屋根（ﾊﾛｹﾞﾝ化物消火設備のVE下部）に関して、開口部あり。　ｺｰｷﾝｸﾞによる応急補修を実施済み。　恒久補修は
開放点検時に当て板補修等を実施。
・対応時期：特に取り決めはなし。　　著しい腐食や減肉：特に減肉が激しい場合は、金属補修材(デブコン)にて仮補修。
塗装剥離：できるだけ早急に、ケレン＋再塗装。　程度によるが、点検頻度を増やし（１回／１か月程度）経過観察

・当社業務課員（運転員）にてケレン作業行い、さび止め塗装等仮補修
・腐食が確認されれば、計測器などを用いて腐食範囲、深さなどを確認し、応急対策として腐食抑制のため補修塗装を実
施する。その後、タンク開放点検時に恒久的な補修を実施する。
・著しい腐食　：　経年監視。　塗装剥離　：　経年監視
・腐食・塗装剥離状況に応じて適宜補修方法を検討。現時点で日常点検による腐食・塗装剥離状況は異常なし。
・これまで対応実績なし。状況に応じて適切な修繕を行う。
・対応時期：できるだけ早急に対応　・著しい腐食：当板取付，または取替　・塗装剥離：３種ケレン（手ケレン）＋再塗装

・事象が確認された場合は，日常点検を重点的に行う等により傾向管理し，状況によるが，補修は開放点検時に実施す
る。
・対応時期：可能な限り早急に対応を行う。　・著しい腐食：金属補修材による応急補修等　・塗装剥離：２種または３種ケ
レン＋再塗装

・塗装剥離：年度当初に発注しているタッチアップ塗装の中で塗装補修を行う。
・補修基準については、タンク保守標準にて定めている。

18

39

8
3 仮補修実施（補修

基準あり）

仮補修実施（補修

基準なし）

仮補修未実施

恒久的補修を実施
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・開放点検以外で対応は行っていない。
・著しい腐食に対する対応は、これまで発生していないため無し。　・塗装剥離及び発錆箇所の対応として、仮設足場設
置不要範囲に対し、供用中適用可能なケレン方法（手工具）＋再塗装にて塗装修理を実施する。
・工事・検査管理部門に検査依頼し、その結果をもって判断している。
・対応時期：即日または速やかに実施
・著しい腐食：残肉厚3.2ミリ以下の腐食に対して、冷間溶接材施工（スーパーメタル）

日常重点監視項目として（1回／6M程度）経過観察実施
・塗装剥離：次回、定期開放点検時に再塗装
・サビシャット等の防食塗装塗布
・メタルパテ等での漏洩防止対策
対応時期：2～3日程度を目処
　著しい腐食：腐食進行防止の目的でマルチメタルを施工する。
　塗装剥離：できるだけ早急に、2種ケレン＋再塗装
　施工後の点検：年次点検にて、腐食防止箇所の施工状況確認及び異常の有無を確認する。
（個々に状況が異なるため、状況により判断としている。）
・腐食・塗装剥離（錆除去可能な場合）

⇒ 冷間補修・塗装補修など（状況に応じた補修方法を選択）
時期もリスクに応じた状況による。

・外面の防食塗装は次回開放検査までに､本体に著しい発錆が生じないことを目安に補修の要否を判定する｡
・過去の日常点検で著しい腐食や塗装剥離を確認したことはない。
・今後、日常点検にて著しい腐食等を発見した場合は、その時点で対応詳細を検討する。
・対応時期：著しい腐食を認めた場合速やかに実施。
・応急補修前処理：入念な手工具によるケレンおよび脱脂処理。
・応急補修内容：エポキシ硬化剤パテ、アクリル樹脂硬化剤シート、ＦＲＰ等を状況に合わせて適用。
・腐食状況に応じ、著しい箇所の塗装を実施する
・対応時期：2か月以内を目標
・著しい腐食：樹脂で環境遮断し腐食進展を抑制
・塗装剥離：腐食進展の傾向が窺える場合は2種ｹﾚﾝ　錆不活性剤+耐候性塗料を塗装

※樹脂補修箇所は恒久補修するまで年1回の点検を行う。
・著しい腐食の対応

対応基準 ： 1.3mm以上の腐食に対して金属パテ等を取付け
　対応時期 ： 漏洩リスク（腐食深さ）に応じて設定
　その他　　： 工務部門にて経過監視している

・著しい腐食の場合は、塗装を実施。（軽微な場合は、年１回の定期点検で次回経過観察）
・著しい腐食：応急補修材（デブコン）による処置をおこなったことがある。定期開放時に恒久補修の実施。
・著しい腐食があれば金属パテ等による補強を実施。
・著しい腐食は、点検頻度を増やし経過観察等（腐食状況により頻度決定）その部分の塗装剥離は、出来るだけ早く再塗
装　休止タンクは、除く
・著しい腐食は、点検頻度を増やし経過観察等 (腐食状況により頻度決定)その部分の塗装剥離は、できるだけ早く再塗
装
・目視点検・肉厚測定の確認後、塗装補修等を実施する
・著しい腐食のうち、残存肉厚3.2mm以上の場合、塗装等の防食措置を実施。
・著しい腐食のうち、残存肉厚3.2mm未満の場合、□300×4.5mmの鋼板を接着剤で補強し、恒久補修時期について検討
する。
・残肉3.2mmを満足しない外面腐食進行を認めた場合、環境遮断を目的とし、接着剤による応急補修を実施。
・応急補修（再塗装等）を行い、機能を維持している。タンク開放時に恒久補修を計画し、実施している。
・塗装剥離時は、速やか（おおむね１週間以内）に3種ケレン及び塗装を実施する
・腐食、塗装剥離：できるだけ早急に、2種ケレン＋再塗装
・対応時期：即日～1ヶ月程度を目処（腐食や塗装の状況による）
著しい腐食：板厚3.2㎜を次回開放までに下回ると予測される箇所には、応急補修材（デブコン、ベロメタル、FRP）等の取
付け
塗装剥離：塗装の損傷程度により、できるだけ早急に塗装、年次計画の塗装。又は次回開放時の塗装補修かを判断す
る。
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○その他
1

漏洩・流出事例の有無 回答数
有り（別紙に記入） 27
無し 41

合計 27

2

気密試験の実施有無 回答数
未実施 46
実施（要領書添付） 1
実施（記入欄に記入） 21

合計 68

【記入欄の記載内容】

図３２　漏洩・流出事例の有無

図３３　気密試験の実施状況

表３３　気密試験の実施状況

表３２　漏洩・流出事例の有無

タンク開放時にポンツーンに対して気密試験を実施している場合の実施方法について、以下に集計した結果を表と円グ
ラフにし、主な記載内容を列記した。

浮き屋根式タンクの供用期間中に、浮き屋根上（ポンツーン内、タンク外を含む）へ危険物が漏洩・流出した事例（過去15
年程度）の有無について、アンケート結果を集計し以下の表にまとめた。また表を円グラフにした。

・試験圧力490PaG(50mmAq)にて気密試験(発泡液塗布)を行い、漏れがある場合は補修を行う。
・一般の開放点検時は実施しないがポンツーン更新、改修、補修時に実施する。ポンツーンマンホールに不活性ガス供
給ノズルおよびマノメーター付きのテスト用マンホールを設置し石鹸水による溶接部の発泡試験を行う。
・空圧テスト（３０ｍｍＨ２Ｏ）、溶接線リークテスト（油浸透等による）
・ポンツーンマンホールより圧縮空気を封入し、３０分保持し、各シール部、圧力降下を確認する。
・検査対象ポンツーンを空気にて昇圧（50ｍｍＡｑ）し，隣接するポンツーン及びデッキ側内リムの溶接線に発泡液をか
け，漏洩の有無を確認する。
・ポンツーンマンホールに治具を取付。圧縮空気にて微加圧を行う。　（圧力：30mmAq、保持時間：10分以上）、発泡剤
（石鹸水）を用いて漏洩のないことを確認。
・浮き屋根新基準適合に伴う浮き屋根改修で気密試験を実施した。検査方法：加圧による気密試験（空気）、検査圧力：
36mmAq以上（簡易マノメータで圧力確認）、保持時間：10分以上
・マンホールの液密化対応工事は以下の方法で実施（以前は未実施）。エアー抜き弁から空気を入れる。マノメーターに
て圧力を計測。目視できる部分は発泡液により確認。目視できない部分は放置により降圧の有無を確認。
・ポンツーンのベント配管に窒素を繋ぎ、減圧弁にて0.49kPaの圧力をかけ発泡液による気密試験を実施する。
・50mmAq～150mmAq　空圧にて確認。外部より発泡液にて漏れ確認。下部の溶接継ぎ手が内側からの重ね溶接になっ
てる箇所は、ハンマリングして、錆等を落として実施。
・ﾎﾟﾝﾂｰﾝ各室の気密性を保持する全溶接線を発砲剤を用いた加圧による気密試験を実施。圧源：空気、試験圧力　：
40mmＡｑ、保持期間　：10分以上
・実施したポンツーン気密試験報告書を添付
・ポンツーン各室に設置したエアーベントへエアーホースを接続し、空気にて2.95kPaまで加圧する。２分間状態を保持し、
漏れがないことを確認する。
・ベントパイプに冶具を取り付け、エアー注入用ホースとマノメーターを取り付け、0.49kPa以上の圧力をかけて規定圧力
昇圧後、試験個所に石鹸水等の発泡剤をかけて漏えいのないことを確認する。
・ポンツーン１室毎に空気による気密試験を実施し、漏洩が無いことを確認。気密試験圧力：(≠300mmAq)
・補修時にポンツーンに圧力　600Paで気密試験を行い、発砲剤を用いて漏れを確認している。連続溶接線に対しては、
真空度-53.3KPa以上にて真空試験を実施。
・目視検査により、漏えい有無の確認の必要のある溶接線に実施する。浸透液漏れ試験要領：浸透液は蛍光漏えい試
験剤を水１Lに１～1.5g溶解したものを使用する。浸透液を塗布した継手の裏面側に浸透液が浸透してくるか否かを検査
する。検査は浸透液を塗布してから30分経過してから行う。　真空試験要領：真空度は400mmHg以上、保持時間は5秒以
上で行う。判定：漏れの無いこと

27

41

有り（別紙に記入）

無し

461

21 未実施

実施（要領書添付）

実施（記入欄に記

入）
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・加圧漏れ試験圧力について、最大300mmAq、最低30mmAqと幅が見られた。圧力50mmAqとする回答が多くみられた。

・ポンツーンの補修工事を実施した場合や、漏水・漏洩（油分の付着）が疑われてた場合に、気密試験（加圧試験）を実施
している。気密試験は、ポンツーンに設置しているベントから加圧して50mmAqで保持し、圧力降下の有無なと石鹸水など
による漏洩検査を実施している。
・ポンツーンの板を取替える等の工事を実施した場合は、ポンツーン内に50mmH2Oの空圧を掛け、当該部位について発
泡水を用いて漏洩のないことを確認している。
・ポンツーン内部の溶接線全線に対して真空漏洩検査を実施。当該検査ができない箇所についてはＰＴ（浸透探傷）検査
を実施。
・ポンツーンマンホールを閉止し、ベント管から500Paに加圧した後に圧力保持および監視を行う。同時に溶接線へ石鹸
水を散布し、漏れが無いことを確認する。10分以上圧力が保持できていれば異常無しと判断。
・ポンツーンM/Hを閉止し、加圧保持（10分）、石鹸水での漏れ確認を実施。
・ポンツーン構造強化時に実施、それ以降は未実施。

（コメント）
・開放検査開始直後（補修前）に行うものと、補修後に行うものとが混在している。実施及び未実施ともに記述欄を読むだ
けでは判別できないものもあり、先述のQ＆A開放点検2-8（タンク開放時におけるポンツーン漏れ試験について）につい
ても加味する、不明な場合には、再度調査しないと判別できないものがある。
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3

項目 回答数
無し 66
有り（様式（ｺﾋﾟｰ）に記入） 0
有り（記入欄に記入） 2
合計 68

【記入欄の記載内容】

4

点検方法 回答数
社内基準なし 19
社内基準有り（添付） 3
社内基準有り（添付不可） 44
回答なし 2

合計 68

【記入欄の記載内容】

図３５　社内基準の有無

表３５　社内基準の有無

図３４　点検方法及び補修基準の違い

表３４　点検方法及び補修基準の違い

点検方法や補修基準について、タンクの設置年数やシングル・ダブルデッキ等の構造の違い、又は貯蔵量や油種毎に違
いがあれば、その違いの概略について回答された内容を以下に集計した。違いの有無について、選択式の回答結果を
表と円グラフにした。加え、記述式の回答については、主な内容をまとめた。

点検方法や補修基準について社内基準等があるか調査し、以下に結果を集計し表と円グラフにした。また記載内容につ
いて列記した。

・補修基準：デッキおよびポンツーン主要部に関して、次回開放時まで肉厚3.2mmを下回らぬよう補修を行う。
・タンク開放時の点検は、法規（通達含む）、所轄消防局からの指導、自社基準等に準じて点検を実施している。（目視、
非破壊検査、気密試験等）
・定期点検要領、台風対策要領、タンク検査仕様書を作成している。

・各燃料タンクで油種が違うが点検内容は同じ。
・全て同じ構造であり，点検方法・補修方法は同じである。
・特性等に応じた基準の違いは無し。いずれのタンクも、浮屋根については目視検査を基本の結果とし、塗装劣化や異常
の有無など認められれば、拡大検査（詳細検査）を実施する運用としています。
・原油・未洗ナフサ等の腐食性があるものに関しては、気液境界部の肉厚測定を手厚くする。
・屋根（接液側）に減肉を認めた場合は、最上段の減肉状況をあわせて確認するようにしている。

・定期点検は法定点検に基づき行い、開放時の点検については「屋外貯蔵タンク検査作業指図書」（社外秘）に基づき実
施。
・点検方法：基準なし、補修基準：メーカ推奨　ポンツーン板厚3.2mm以下（旧法タンク　政令１１条の４　参考）
・設備仕様標準では、定期検査の点検内容として漏洩、亀裂、変形、塗装状況及び腐食の有無、排水の状況を、その点
検方法は、目視、肉厚測定について仕様を決めている。　定期開放検査では、屋根板表面及び裏面の形状不良、ポン
・点検方法の社内基準等は定めていない。補修基準は次としている。①屋根板（4.5mm） ：残板厚3.1mm以下は溶接肉盛
り補修、②ポンツーン上板（6.0mm） ：残板厚3.1mm以下は溶接肉盛り補修、③ポンツーン外リム板：残板厚3.5mm以下は
・日常点検＝燃料設備パトロール要領（添付参照）、定期点検＝消防法第１４条の３の２　および　消防危第48号

・溶接等の一般的な基準書による部分も多いが、基準書が多数になるのでタンク検査基準のみを添付する。
・点検方法については、社内基準「設備設計施工技術基準」が有りますが、補修基準については社内基準は有りませ
ん。　※ 社内資料故、添付は出来ません。
・「気密試験をすること」程度の手順書しか社内基準はなく、手順の詳細についてはＫＨＧＫの講習資料等を用いて実施し
ている。
・浮き屋根、ポンツーンの詳細基準はなし、点検方法について記載があるのは、以下の基準『平底貯槽（タンク）保全標
準』

19

3

44

2 社内基準なし

社内基準有り（添

付）

社内基準有り（添

付不可）

回答なし

66

0

2

無し

有り（様式（ｺﾋﾟｰ）に記

入）

有り（記入欄に記入）
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別紙 浮き屋根に係る流出事例（事例毎）

選択式の場合であっても、補足内容を記入欄にできるだけ詳しくご記入ください。

1 都道府県名

2 消防本部名

3 事業所名

○流出事例の概要

1 タンク種別 *1 　　　（選択式）

2 浮き屋根形式*2　　　　 　　　（選択式）

3 容量 KL

4 内径 ｍｍ

5 高さ ｍｍ

6 内容物

7 漏洩場所 （選択式）

記入欄

8 漏洩の原因 （選択式）

記入欄

9 流出の程度 （選択式）

10 概要

　浮き屋根式タンクの供用期間中に、浮き屋根上（ポンツーン内を含む）へ危険物が流出（にじみ、
漏えい等）した事例について、事例毎に内容をできるだけ詳しくご記入ください。

　例を参考に、応急措置に至った経緯、応急措置の具体的内容、措置後の点検頻度、また
恒久措置までの期間について記載してください。

#REF!

#REF!

#REF!



○補修方法について

1 補修方法 （選択式）

記入欄

2 １の補修方法に至った経緯 （選択式）

3 応急措置（仮補修）の具体的内容 （選択式）

記入欄

4 応急措置後の点検頻度 （選択式）

記入欄

5 応急措置後、恒久補修までの期間 年 月

6 当該仮補修で使用可能と考える期間の程度 年 月　程度

*1　特定新法タンク：　昭和52年２月15日以降に設置許可申請がされた特定屋外タンク貯蔵所、又は昭和52年２月15日より
前に設置許可を受けた、若しくは設置許可申請がされていた特定屋外タンク貯蔵所で、その構造及び設備が危険物の規制
に関する政令第11条第１項第３号の２及び第４号に定める技術上の基準に適合したもの
特定旧法タンク：　昭和52年２月15日より前に設置許可を受けた、又は設置許可申請がされていた特定屋外タンク貯蔵所
で、その構造及び設備が危険物の規制に関する政令第11条第１項第３号の２及び第４号に定める技術上の基準に適合し
なかったもの
*2　シングルデッキ（耐震基準該当）：　危険物の規制に関する技術上の基準の細目を定める告示（昭和49年自治省告示
第99号）第４条の21の３に規定するもの（一枚板構造の浮き屋根のうち、容量２万キロリットル以上又はHcが2.0メートル以
上となるもの。）



№ 都道府県 容量（ｋＬ） 内容物 浮き屋根形式 漏洩場所 漏洩原因

1 北海道 9,900 原油 シングルデッキ その他 地震

2 北海道 114,832 原油 ダブルデッキ その他 地震

3 北海道 114,832 原油 ダブルデッキ その他 地震

4 北海道 114,832 原油 ダブルデッキ ポンツーン溶接部 地震

5 北海道 114,832 原油 ダブルデッキ ポンツーン溶接部 地震

6 北海道 114,832 原油 ダブルデッキ ポンツーン溶接部 地震

7 北海道 114,832 原油 ダブルデッキ ポンツーン溶接部 地震

8 北海道 114,832 原油 ダブルデッキ ポンツーン溶接部 その他

9 北海道 114,832 原油 ダブルデッキ ポンツーン溶接部 その他

10 北海道 114,832 原油 ダブルデッキ ポンツーン溶接部 その他

11 北海道 114,832 原油 ダブルデッキ ポンツーン溶接部 その他

12 北海道 114,832 原油 ダブルデッキ ポンツーン溶接部 地震

13 北海道 114,832 原油 ダブルデッキ ポンツーン溶接部 その他

14 北海道 114,832 原油 ダブルデッキ ポンツーン溶接部 その他

15 北海道 114,832 原油 ダブルデッキ ポンツーン溶接部 その他

16 北海道 114,832 原油 ダブルデッキ ポンツーン溶接部 その他

17 北海道 114,832 原油 ダブルデッキ ポンツーン溶接部 その他

18 北海道 114,832 原油 ダブルデッキ ポンツーン溶接部 その他

19 北海道 114,832 原油 ダブルデッキ ポンツーン溶接部 その他

20 北海道 114,832 原油 ダブルデッキ ポンツーン溶接部 その他

21 北海道 114,832 原油 ダブルデッキ ポンツーン溶接部 その他

22 北海道 114,900 原油 ダブルデッキ ポンツーン溶接部 地震

23 北海道 114,800 原油 ダブルデッキ ポンツーン溶接部 地震

24 北海道 114,800 原油 ダブルデッキ ポンツーン溶接部 その他

25 北海道 114,800 原油 ダブルデッキ ポンツーン溶接部 その他

26 北海道 114,900 原油 ダブルデッキ ポンツーン溶接部 その他

27 北海道 114,800 原油 ダブルデッキ デッキ母材部 地震

28 北海道 114,800 原油 ダブルデッキ デッキ母材部 地震

29 北海道 114,800 原油 ダブルデッキ デッキ母材部 地震

30 北海道 114,800 原油 ダブルデッキ ポンツーン母材部 地震

31 宮城県 65,700 原油 シングルデッキ（耐震基準該当） ポンツーン溶接部 経年劣化

32 宮城県 98,000 原油 シングルデッキ（耐震基準該当） デッキ溶接部 経年劣化

33 宮城県 98,240 灯油 シングルデッキ（耐震基準該当） ポンツーン母材部 経年劣化

34 宮城県 98,130 灯油 シングルデッキ（耐震基準該当） ポンツーン母材部 経年劣化

35 宮城県 65,700 原油 シングルデッキ（耐震基準該当） デッキ溶接部 経年劣化

36 宮城県 65,700 原油 シングルデッキ（耐震基準該当） デッキ溶接部 経年劣化

37 宮城県 65,700 原油 シングルデッキ（耐震基準該当） デッキ溶接部 経年劣化

38 宮城県 10,950 ガソリン シングルデッキ デッキ溶接部 滞水

39 宮城県 98,240 灯油 ダブルデッキ デッキ母材部 経年劣化

40 宮城県 97,960 灯油 シングルデッキ（耐震基準該当） ポンツーン溶接部 経年劣化

41 宮城県 65,700 原油 シングルデッキ デッキ母材部 経年劣化

42 宮城県 19,990 ガソリン シングルデッキ ポンツーン母材部 経年劣化

43 宮城県 98,060 原油 ダブルデッキ デッキ母材部 経年劣化

44 宮城県 97,960 原油 ダブルデッキ デッキ母材部 経年劣化

45 宮城県 98,240 原油 ダブルデッキ デッキ母材部 経年劣化

46 宮城県 98,240 原油 ダブルデッキ デッキ溶接部 経年劣化

47 宮城県 53,370 軽油 シングルデッキ（耐震基準該当） デッキ溶接部 経年劣化

48 宮城県 98,630 原油 ダブルデッキ デッキ溶接部 経年劣化

49 宮城県 98,240 灯油 ダブルデッキ デッキ溶接部 経年劣化

50 宮城県 53,360 ｶﾞｿﾘﾝ シングルデッキ（耐震基準該当） デッキ溶接部 溶接不良

51 宮城県 53,370 軽油 シングルデッキ（耐震基準該当） デッキ溶接部 経年劣化

52 宮城県 65,700 原油 シングルデッキ（耐震基準該当） デッキ母材部 経年劣化

53 宮城県 5,540 ガソリン シングルデッキ デッキ溶接部 滞水

54 宮城県 98,060 原油 ダブルデッキ デッキ溶接部 経年劣化

　浮き屋根に関するアンケート（事業所毎）調査先（６８事業所）のうち、２７の事業所から計１７３件の浮き屋根に係る流出
事例（事例毎）の別紙回答があった。その流出事例を一覧表にした。

浮き屋根に係る流出事例（事例毎）の一覧表

1 / 3



№ 都道府県 容量（ｋＬ） 内容物 浮き屋根形式 漏洩場所 漏洩原因

55 宮城県 5,550 ガソリン シングルデッキ（耐震基準該当） デッキ母材部 塗装剥離

56 宮城県 65,700 原油 シングルデッキ ポンツーン母材部 経年劣化

57 秋田県 35,000 原油 ダブルデッキ 付属品 その他

58 秋田県 35,000 原油 ダブルデッキ ポンツーン溶接部 その他

59 福島県 50,000 原油 ダブルデッキ 調査中 調査中

60 茨城県 50,000 重油 ダブルデッキ ポンツーン溶接部 地震

61 茨城県 4,990 ナフサ ダブルデッキ ポンツーン溶接部 地震

62 茨城県 29,026 ガソリン シングルデッキ 付属品 地震

63 茨城県 53,122 ナフサ シングルデッキ ポンツーン溶接部 地震

64 茨城県 43,049 原油 ダブルデッキ ポンツーン母材部 地震

65 茨城県 125,294 原油 シングルデッキ ポンツーン母材部 地震

66 茨城県 123,239 原油 ダブルデッキ ポンツーン溶接部 地震

67 茨城県 125,057 原油 シングルデッキ ポンツーン母材部 地震

68 茨城県 153,968 原油 ダブルデッキ ポンツーン溶接部 地震

69 茨城県 154,410 原油 ダブルデッキ ポンツーン溶接部 地震

70 茨城県 154,743 原油 シングルデッキ ポンツーン溶接部 地震

71 茨城県 154,918 原油 シングルデッキ その他 地震

72 茨城県 97,047 原油 シングルデッキ ポンツーン溶接部 その他

73 茨城県 154,580 原油 シングルデッキ（耐震基準該当） ポンツーン溶接部 その他

74 千葉県 65,000 灯油 シングルデッキ（耐震基準該当） ポンツーン母材部 溶接不良

75 千葉県 100,000 原油 シングルデッキ（耐震基準該当） 付属品 湿気

76 千葉県 100,000 原油 シングルデッキ（耐震基準該当） デッキ母材部 その他

77 千葉県 100,000 ナフサ シングルデッキ（耐震基準該当） デッキ母材部 塗装剥離

78 千葉県 65,000 ジェット燃料 シングルデッキ（耐震基準該当） 付属品 滞水

79 千葉県 100,000 ナフサ シングルデッキ（耐震基準該当） その他 その他

80 千葉県 12,000 ナフサ シングルデッキ デッキ母材部 地震

81 千葉県 75,000 原油 シングルデッキ デッキ母材部 地震

82 千葉県 75,000 原油 シングルデッキ デッキ母材部 地震

83 神奈川県 4,253 ガソリン シングルデッキ ポンツーン溶接部 溶接不良

84 神奈川県 4,240 ガソリン シングルデッキ ポンツーン溶接部 溶接不良

85 神奈川県 7,927 ナフサ シングルデッキ デッキ母材部 溶接不良

86 神奈川県 7,927 C8留分 シングルデッキ ポンツーン溶接部 溶接不良

87 神奈川県 9,771 ナフサ シングルデッキ ポンツーン母材部 溶接不良

88 神奈川県 9,950 ナフサ シングルデッキ ポンツーン母材部 溶接不良

89 神奈川県 9,950 ナフサ シングルデッキ デッキ溶接部 溶接不良

90 神奈川県 9,990 灯油 シングルデッキ 付属品 経年劣化

91 神奈川県 31,593 原油 シングルデッキ 付属品 経年劣化

92 神奈川県 5,217 ナフサ シングルデッキ デッキ溶接部 経年劣化

93 神奈川県 5,576 キシレン シングルデッキ デッキ溶接部 塗装剥離

94 神奈川県 995 スロップ油 シングルデッキ ポンツーン溶接部 溶接不良

95 神奈川県 3,850 ガソリン シングルデッキ デッキ溶接部 経年劣化

96 神奈川県 29,051 原油 シングルデッキ デッキ溶接部 溶接不良

97 神奈川県 47,236 軽油 シングルデッキ デッキ溶接部 経年劣化

98 神奈川県 34,625 原油 シングルデッキ デッキ母材部 溶接不良

99 神奈川県 27,326 原油 シングルデッキ ポンツーン溶接部 溶接不良

100 神奈川県 9,800 スロップ油 ダブルデッキ ポンツーン溶接部 溶接不良

101 神奈川県 9,800 ガソリン シングルデッキ デッキ溶接部 溶接不良

102 神奈川県 9,800 ガソリン シングルデッキ その他 その他

103 神奈川県 31,291 ガソリン シングルデッキ ポンツーン母材部 経年劣化

104 神奈川県 9,276 ナフサ シングルデッキ（耐震基準該当） デッキ溶接部 経年劣化

105 神奈川県 5,000 ナフサ シングルデッキ（耐震基準該当） デッキ溶接部 経年劣化

106 神奈川県 5,000 ガソリン シングルデッキ（耐震基準該当） デッキ溶接部 経年劣化

107 神奈川県 40,978 ナフサ シングルデッキ（耐震基準該当） ポンツーン母材部 その他

108 神奈川県 46,363 原油 シングルデッキ（耐震基準該当） デッキ溶接部 経年劣化

109 神奈川県 46,363 原油 シングルデッキ（耐震基準該当） デッキ溶接部 経年劣化

110 神奈川県 46,363 原油 シングルデッキ（耐震基準該当） デッキ溶接部 経年劣化

111 神奈川県 46,363 原油 シングルデッキ（耐震基準該当） デッキ溶接部 経年劣化

112 神奈川県 9,800 ナフサ シングルデッキ（耐震基準該当） その他 経年劣化

113 神奈川県 17,420 ナフサ シングルデッキ（耐震基準該当） デッキ溶接部 経年劣化

114 神奈川県 46,363 原油・ナフサ シングルデッキ（耐震基準該当） デッキ溶接部 経年劣化
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№ 都道府県 容量（ｋＬ） 内容物 浮き屋根形式 漏洩場所 漏洩原因

115 神奈川県 3,040 ガソリン シングルデッキ ポンツーン母材部 湿気

116 神奈川県 18,583 ガソリン シングルデッキ（耐震基準該当） 付属品 その他

117 神奈川県 11,256 重油 シングルデッキ（耐震基準該当） デッキ母材部 滞水

118 神奈川県 72,407 原油 シングルデッキ（耐震基準該当） デッキ母材部 滞水

119 神奈川県 48,196 原油 シングルデッキ その他 その他

120 神奈川県 18,583 ガソリン シングルデッキ（耐震基準該当） ポンツーン溶接部 溶接不良

121 神奈川県 72,407 原油 シングルデッキ（耐震基準該当） 付属品 その他

122 神奈川県 99,263 原油 シングルデッキ デッキ母材部 滞水

123 神奈川県 48,108 ナフサ シングルデッキ（耐震基準該当） その他 滞水

124 神奈川県 72,407 原油 シングルデッキ（耐震基準該当） 付属品 その他

125 神奈川県 72,428 原油 シングルデッキ（耐震基準該当） 付属品 その他

126 神奈川県 18,583 原油 シングルデッキ（耐震基準該当） その他 その他

127 新潟県 27,800 原油 ダブルデッキ 付属品 地震

128 新潟県 27,700 原油 ダブルデッキ 付属品 地震

129 福井県 50,000 重油 ダブルデッキ 付属品 その他

130 愛知県 55,000 原油 シングルデッキ デッキ溶接部 溶接不良

131 愛知県 27,000 灯油 シングルデッキ（耐震基準該当） その他 その他

132 三重県 67,220 ナフサ シングルデッキ ポンツーン溶接部 経年劣化

133 大阪府 50,000 原油 シングルデッキ（耐震基準該当） ポンツーン母材部 その他

134 大阪府 9,610 ナフサ シングルデッキ（耐震基準該当） ポンツーン溶接部 その他

135 大阪府 15,000 ガソリン シングルデッキ（耐震基準該当） 付属品 その他

136 大阪府 50,000 原油 シングルデッキ（耐震基準該当） 付属品 滞水

137 大阪府 50,000 原油 シングルデッキ（耐震基準該当） ポンツーン溶接部 湿気

138 大阪府 110,000 原油 シングルデッキ（耐震基準該当） デッキ溶接部 経年劣化

139 大阪府 81,320 原油 シングルデッキ（耐震基準該当） デッキ母材部 経年劣化

140 大阪府 8,830 揮発油 シングルデッキ その他 その他

141 和歌山県 9,900 軽油 シングルデッキ（耐震基準該当） 付属品 経年劣化

142 岡山県 2,000 ガソリン シングルデッキ ポンツーン溶接部 溶接不良

143 岡山県 3,690 C8留分 シングルデッキ ポンツーン溶接部 溶接不良

144 岡山県 108,000 原油 シングルデッキ ポンツーン母材部 経年劣化

145 岡山県 108,000 原油 シングルデッキ デッキ母材部 経年劣化

146 岡山県 3,690 ガソリン シングルデッキ ポンツーン溶接部 溶接不良

147 岡山県 3,690 ガソリン シングルデッキ ポンツーン母材部 経年劣化

148 岡山県 2,000 ガソリン シングルデッキ 付属品 経年劣化

149 岡山県 9,170 C8留分 シングルデッキ ポンツーン母材部 その他

150 岡山県 9,170 C8留分 シングルデッキ ポンツーン溶接部 溶接不良

151 岡山県 48,370 ガソリン シングルデッキ ポンツーン溶接部 溶接不良

152 岡山県 48,370 ガソリン シングルデッキ ポンツーン母材部 経年劣化

153 岡山県 9,190 ガソリン シングルデッキ ポンツーン母材部 経年劣化

154 山口県 13,395 ナフサ シングルデッキ その他 その他

155 山口県 48,210 原油 シングルデッキ デッキ母材部 その他

156 山口県 68,247 原油 シングルデッキ デッキ母材部 その他

157 山口県 46,822 ナフサ シングルデッキ（耐震基準該当） ポンツーン母材部 その他

158 山口県 61,200 原油 シングルデッキ（耐震基準該当） デッキ溶接部 その他

159 山口県 46,822 ナフサ シングルデッキ（耐震基準該当） ポンツーン母材部 湿気

160 山口県 4,555 ガソリン ダブルデッキ ポンツーン母材部 その他

161 山口県 1,995 ガソリン ダブルデッキ ポンツーン溶接部 その他

162 大分県 25,000 原油 シングルデッキ（耐震基準該当） 付属品 滞水

163 大分県 10,000 原油 シングルデッキ（耐震基準該当） デッキ溶接部 台風

164 大分県 100,000 原油 シングルデッキ（耐震基準該当） その他 地震

165 大分県 60,000 原油 シングルデッキ（耐震基準該当） デッキ母材部 地震

166 大分県 20,000 ナフサ シングルデッキ（耐震基準該当） デッキ母材部 地震

167 大分県 20,000 ナフサ シングルデッキ（耐震基準該当） デッキ母材部 地震

168 大分県 20,000 ガソリン シングルデッキ（耐震基準該当） その他 地震

169 大分県 75,000 原油 シングルデッキ（耐震基準該当） 付属品 その他

170 鹿児島県 121,000 原油 シングルデッキ（耐震基準該当）その他（記入欄） その他

171 鹿児島県 121,000 原油 シングルデッキ（耐震基準該当）その他（記入欄） その他

172 鹿児島県 121,000 原油 シングルデッキ（耐震基準該当）ポンツーン溶接部 その他

173 不明　※ 25,000 ナフサ シングルデッキ その他 台風
※匿名回答による
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以下、漏洩事案の調査項目ごとに集計した結果を示す。

・流出事例の概要について
1

タンク種別 件数
特定新法タンク 50
特定旧法タンク 122
準特定タンク 1

合計 173

2

浮き屋根形式 件数
シングルデッキ 58
シングルデッキ（耐震基準該当） 63
ダブルデッキ 52

合計 173

　浮き屋根に関するアンケート（事業所毎）に回答のあった６８事業所のうち、２７事業所から浮き屋根に係る流出事例（事例
毎）の回答があり、合計１７３件の漏洩事例の回答を得た。

浮き屋根に係る流出事例（事例毎）の集計結果

タンク種別ごとの流出件数について、アンケート結果を集計し以下の表にまとめた。また表を円グラフにした。

表１　タンク種別ごとの流出件数

図１　タンク種別ごとの流出件数

表２　浮き屋根形式ごとの流出件数

図２　浮き屋根形式ごとの流出件数

・特定新法タンクより特定旧法タンクの方が件数多い。設置基数の割合が、特定旧法タンクの方が多いことから、比例し
て多いと考えられる。
・特定新法タンクも流出事例が多く見られた。

・どの浮き屋根形式にも流出事例がみられ、浮き屋根形式の違いによる差異はみられなかった。

浮き屋根形式ごとの流出件数について、アンケート結果を集計し以下の表にまとめた。また表を円グラフにした。

50

122

1

特定新法タンク

特定旧法タンク

準特定タンク

58

63

52 シングルデッキ

シングルデッキ（耐

震基準該当）

ダブルデッキ
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3

容量 回答数
1,000ｋＬ未満 1 （準特定）
1,000ｋL以上10,000ｋＬ未満 36 （特定）
10,000ｋL以上20,000ｋＬ未満 11 　↓
20,000ｋL以上50,000ｋＬ未満 31 　↓
50,000ｋL以上100,000ｋＬ未満 46 　↓
100,000ｋL以上 48 　↓

合計 173

4

内径 回答数
10m未満 0
10m以上30m未満 28
30m以上50m未満 30
50m以上70m未満 45
70m以上 70

合計 173

5

高さ 回答数
10m未満 1
10m以上15m未満 25
15m以上20m未満 51
20m以上 96

合計 173

タンク高さ別の流出件数について、アンケート結果を集計し以下の表にまとめた。また表を円グラフにした。

表５　高さ別の流出件数

図５　高さ別の流出件数

表４　内径別の流出件数

図４　内径別の流出件数

図３　容量ごとの流出件数

・容量毎に流出件数を整理したが、事例数の偏りはみられなかった。

・タンク内径別に流出件数を整理したが、事例数の偏りはみられなかった。

・タンク高さ別に流出件数を整理したが、事例数の偏りはみられなかった。

表３　容量ごとの流出件数

タンク内径別の流出件数について、アンケート結果を集計し以下の表にまとめた。また表を円グラフにした。

タンク容量ごとの流出件数について、アンケート結果を集計し以下の表にまとめた。また表を円グラフにした。
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28
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45

70
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10m以上30m未満

30m以上50m未満
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70m以上

1
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5196
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10m以上15m未満

15m以上20m未満

20m以上

1

36
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31
46

48

1,000ｋＬ未満

1,000ｋL以上10,000ｋＬ未

満

10,000ｋL以上20,000ｋＬ未

満

20,000ｋL以上50,000ｋＬ未

満
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6

内容物 件数
原油 97
原油・ナフサ 1
ナフサ 24
ガソリン 28
重油 3
軽油 4
灯油 9
スロップ油 2
Ｃ８留分 4
キシレン 1

合計 173

7

漏洩場所 件数
ポンツーン母材部 23
ポンツーン溶接部 52
デッキ母材部 27
デッキ溶接部 33
付属品 19
調査中 3
その他 16

合計 173

以下の漏洩場所の記述については、もっとも多かった回答を一番目に、2番目以降はそれ以外で目立ったものを記載し

・ポンツーン母材部、及び溶接部に割れ
・浮き屋根デッキ板母材部に3か所、デッキ板溶接線に一か所
・母材部の割れ（約100㎜L）ポンツーン２室に流出
・底板母材部の板厚：4.5mm
・底板母材部（底板裏面側に取付けられたストッパー溶接部）各1ヶ所底板の板厚：4.5mm、アウターリム板の板厚6.0mm

・漏洩箇所としてポンツーン及びデッキを合わせると７５％を超え、その大多数を占めている。　ポンツーン及びデッキの
いづれも漏洩箇所は、溶接部か母材部である

漏洩場所の記述部について、アンケート記入欄に記載される内容を以下まとめた。

漏洩場所について、アンケート結果を集計し以下の表にまとめた。また表を円グラフにした。

内容物ごとの流出件数について、アンケート結果を集計し以下の表にまとめた。また表を円グラフにした。

表６　内容物ごとの流出件数

図６　内容物ごとの流出件数

表７　漏洩場所ごとの流出件数

・どの内容物にも流出がみられた。原油やナフサなど大容量貯蔵するタンクは、浮き屋根形式が多く採用されている。そ
の浮き屋根を対象としているため、内容物として原油やナフサなどの件数が必然的に多くなっていると考える。

図７　漏洩場所ごとの流出件数

【ポンツーン母材部】
・ポンツーン内部　ロアーデッキ（漏洩部の板厚：6ｍｍ）
・漏洩部の板厚：4.5mm
・ポンツーンアウターリムに開孔し油滞留
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1
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3
4
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4

1 原油

原油・ナフサ

ナフサ

ガソリン

重油

軽油
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Ｃ８留分
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52
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ポンツーン母材部

ポンツーン溶接部

デッキ母材部
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・ポンツーン内センターリングと下板との溶接線、漏洩部の板厚：4.5mm

・漏洩部のシングルデッキ母材板厚：4.5mm
・ポンツーン内部　ロアーデッキ（漏洩部の板厚：6ｍｍ）

・アウターリムとロアーデッキ隅肉溶接部
・ポンツーン底板相互溶接線　漏洩部の板厚：6.0mm
・ポンツーン１室内　下板溶接線ににじみ
・ポンツーンのルーフサポートスリーブ保護板隅肉溶接線
・ポンツーン内トラス干渉部で、下板とノズル取り合い部の隅肉溶接部
・外リム底部の溶接線部分、及びポンツーンの内リムサポート付け根部分の溶接線。
・ポンツーン溶接部全周90mの全体的に何らかの損傷、ポンツーン底板のLアングルに割れ、ポンツーンアウトリムの

下側角部にアヒルの口型の割れ、 ポンツーンインナーリムの上方角に押しつぶされたような変形あり

・タンクシール部と側板との隙間（配管内の滞油を窒素パージにてタンクに回収する際、配管内部に残存していたガス
溜まり部分が浮屋根シール部より油を同伴し吹き出し）

・浮屋根中央のサンプルハッチから漏洩　（滞水による）

【その他】

・ポンツーンのインナーパイプ（シールガスベント）

・シングルデッキ溶接に長さ850ｍｍ、幅最大23ｍｍの割れを確認。

・浮き屋根デッキ母材中央部で割れ発生。（減肉なく、裏面溶接線起点と推測される。）
・浮き屋根デッキ板×コンプレッションリング溶接線
・過去施工された当板補修溶接線より滲み

・側板と浮き屋根シール装置の接触面　（地震の液面揺動に伴う噴出し漏洩）

・滞水によるデッキ板のたわみ変形から、非常用排水設備(エマージェンシールーフドレン)から逆流

・台風により、浮き屋根全体が沈没

・エマージェンシールーフドレン

・溶接欠陥部が起点となり、ポンツーン内リム×コンプレッションリング溶接線割れと推定
・浮き屋根デッキ板4箇所

・屋根補修当板母材より油のにじみ
・屋根補修三枚重ね溶接部より油のにじみ

・リブとポンツーンの溶接線、及び、底部に設けられた切り欠き部屋の天板母材から漏洩した。

・インナーりム板×補強板溶接線に樹脂状に固化した垂れた痕跡を確認した。漏洩部の板厚：4.5mm
・ポンツーン底板×インナーりム板×仕切板の三点交差溶接線に樹脂状の固形物を確認した。漏洩部の板厚：4.5mm

・ﾛｰﾘﾝｸﾞﾗﾀﾞｰｻﾎﾟｰﾄ近傍　漏洩部の板厚：4.5mm
・デッキ元厚4.5mmに対し、３箇所の腐食による開孔

・底板とアウターリム板の溶接線部、底板の板厚：4.5mm、アウターリム板の板厚6.0mm
・底板とアウターリム板の補強リングアングル溶接部、ポンツーン底板板厚：4.5mm、アウターリム板補強リングアング

ル：L65*65、板厚6.0mm
・底板の重ね溶接線部、底板の板厚：6.0mm

・Lアングル×ポンツーン底板のタック溶接止端部：漏洩部の板厚：4.5mm

・ポンツーン仕切板溶接線部、底板の板厚：4.5mm、仕切板の板厚6.0mm
・内側中間リム板との溶接線部、底板の板厚：4.5mm、内側中間リム板の板厚
・底板と仕切板の溶接線部：底板の板厚：4.5mm、仕切板の板厚4.5mm
・底板とリング板継ぎ溶接線部：底板の板厚：4.5mm、リング板の板厚4.5mm
・ポンツーン底板と内側リム板の溶接線部：底板の板厚：4.5mm、内側リム板の板厚6.0mm

・地震により、ポンツーン内油溜まりおよび油侵入、浮き屋根上、ルーフドレン排水口から

・エマジェンシードレン管内にピンホールが発生し若干流出
・保護板溶接線(約25㎜L）

・非常用排水設備(エマージェンシールーフドレン)の封水量減少により、シール機能の低下からデッキ上へ漏洩

・エマージェンシードレン管フランジ部

・側板と浮き屋根シール装置の接触面　（内容物の受入時のエアー噴出しに伴う漏洩）

・屋根デッキ板溶接線に油滲みを確認
・浮き屋根デッキ板母材部（裏面に溶接線あり）１か所 割れ約15㎜L

【デッキ溶接部】
・デッキ溶接部：板厚4.5mm

【付属品】

【デッキ母材部】

【ポンツーン溶接部】

・浮屋根デッキ油側の旧付属品補強材取付け溶接線および屋根骨取り付け用外面保護板近傍のデッキ板母材2箇所
の計3箇所より同時に漏洩。：漏洩部の板厚：4.5mm（地震時）

・シングルデッキ母材のポンツーンとの付け根部分より油の漏洩を確認。
・バキュームベント補強板溶接線近傍のデッキ板母材：漏洩部の板厚：4.5mm

・浮き屋根デッキ板母材割れ（計8箇所）
・ポンツーン近傍の屋根板部分。溶接の歪みにより多少凸の形状となった屋根板の頂の箇所の穿孔。
・シングルデッキ板母材部に約1mmφの穿孔が1箇所認められた。
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8

漏洩の原因 件数
溶接不良 22
滞水 9
湿気 4
塗装剥離 3
経年劣化 48
地震 36
台風 2
調査中 1
その他 48

合計 173

漏洩の原因について
　今回の調査結果としてもっとも多い回答数となった漏洩の原因は経年劣化とその他である。しかし、この二つの内容を
読むと、溶接不良や滞水、地震などの原因と思われるものや、原因の特定に至っていないもの、及び複数の原因が考
えられるものが含まれている。
　詳しい分析を行うには、一件づつ時間をかけて調べる必要がある。

・ブリーザーノズルはベーパークッション目的でノズル下部がボックスの形状をしていた。ノズル内部が何らかの要因で
負圧となり、PVベントが作動し外気を吸引したことで、ボックス上部で結露が発生し、サワーウォーターとなったことによ
り、局部減肉による開口が発生したと推測。

・センターポンツーンは建設当初より浮き屋根に勾配を取るために砂を充填しウエイト調整をしていた。この砂が長年
の運転中に吸湿し、デッキ板が湿食を起こし開孔した。

・デッキ上に雨水滞留部があり、塗膜劣化/外面腐食を誘因し、溶接線から漏洩
・補修した塗装の仕様が求めた使用で行われておらず、素地調整に不備があったため塗装内部で錆が成長し、開口

に至った。
・局部的な塗装劣化（キズ状）による外面減肉

【経年劣化】

漏洩の原因について記述部について、アンケート記入欄に記載される内容を以下まとめた。
以下、記述部については、もっとも多かった回答を一番目に、2番目以降はそれ以外で目立ったものを記載した。
【溶接不良】

漏洩の原因について、アンケート結果を集計し以下の表にまとめた。また表を円グラフにした。

【滞水】
・デッキ上に雨水滞留部があり、塗膜劣化/外面腐食を誘因し、溶接線から漏洩
・発災前、降雨しており、屋根板に局部的に滞水が発生している状況だった。滞水付近はデッキからピン穴までの高さ

が低くなっており、滞水したことで喫水面が上昇し、ピン穴から漏洩した。

・ポンツーン内に出来た気層部で、水分が乾湿状態を繰り返す事によって、ポンツーン内面側から腐食した。

・インナーリムのリブ板が下板に直接溶接されている部位で、下板母材に割れ発生

・経年劣化や溶接線の内在欠陥、震災及びその後の余震などの液面搖動等により、ﾃﾞｯｷ溶接線に負荷が掛り、割れ
に至ったと考える

・溶接線に破断有り。※震災の影響も考えられる。
・ルーフドレン管内面の腐食
・母材部孔食による貫孔
・溶接欠陥と溶接線減肉による漏えい発生と推定
・錆の付着/堆積を十分に除去せずに検査したことによる腐食の見逃し

・突き合わせ溶接部の開先ルート間隔不足による溶込不良からクラックが発生した。

・建設時の溶接不良部（内在欠陥）が、塗膜の経年劣化部で外面腐食が進行し、開口に至ったと考える
・ポンツーン内部トラス断続溶接線とロアーデッキ相互溶接線が近接しており、断続溶接線側で割れが発生し、最終的

・漏洩発生箇所は雨水の滞留および砂塵の付着しやすい箇所であり、雨水、砂塵下で外面腐食が進行したことにより
・タンクデッキ板塗装に耐水性が高いが、耐候性（耐紫外線）に比較的弱い塗料を採用したことで、紫外線などによる

塗膜劣化により、塗膜内に雨水が侵入した。破損した塗膜内に雨水が（飛来塩分含む）侵入し塗膜内にて外面腐食を発
生させ、開孔に到った。

・長年使用による経年的な減肉や繰り返しの液面搖動等によりデッキ板の凹凸が大きくなった。降雨によって排水しき
れないデッキ板凹み部に水が溜まり、雨水の重みによりデッキ板が沈み込み、ルーフサポートの固定ピン高さが喫水レ
ベルに達したことから、ルーフサポート固定ピンから漏出した。　同じような変形により非常用排水口から逆流。
【湿気】

【塗膜剥離】

・外面腐食、または内面腐食、のほかに前述の溶接不良及び滞水による理由が多くあった。溶接不良部については、
設置時当初の溶接不良部が起点となり、経年使用により割れに繋がった

図８　漏洩の原因ごとの流出件数

・震災による影響が原因の可能性。

表８　漏洩の原因ごとの流出件数

・取替・補修時の溶接線のうち、狭所での溶接施工時の不良
・溶接欠陥（溶け込み不足と形状不良）の顕在化

・溶接欠陥と溶接線減肉による漏えい発生

・取替時に隠れる部分を一部溶接されていなかったため

・ルーフサポートスリーブ保護板上に取り付ける補強リング部において、溶接により保護板を引っ張る方向に大きな応
力が作用したため、保護板隅肉溶接線の弱い部位（応力集中部）から亀裂が生じ、数年後に浮屋根の昇降運動や搖動

22

9 4

3

48
36

2

1

48

溶接不良

滞水

湿気

塗装剥離

経年劣化

地震

台風

調査中

その他
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9

流出程度 件数
にじみ 92
漏洩（拭き取れる程度） 23
漏洩（タンクを開放せずに回収可能な程度） 19
滞油 38
滞水 0
空欄 1

合計 173

表９　流出の程度ごとの流出件数

・ポンツーンの接液側にラフター（Cチャンネル）が施工されており、そのラフター先端部の溶接始端部を起点に屋根板
の揺動による繰り返し応力で疲労亀裂が発生し、貫通に至った。

・管の取付けフランジ部のボルト締め付け不良

流出の程度について、アンケート結果を集計し以下の表にまとめた。また表を円グラフにした。

・流出の程度について、にじみ及び漏洩を合わせると７５％程度、滞油が２５％程度であった。

・浮屋根上下動によるタック溶接止端部への応力集中が原因と推定

【その他】
・調査中、原因が特定できていない、または推定程度で原因の特定に至っていない　とする回答がもっとも多かった。

・地震等による波打ち現象により、荷重がリブ先端に繰り返し作用したことで、リブ部溶接止端部を起点として疲労割れ
が生じました。別のポンツーンでは、ポンツーン切り欠き部屋に、内部流体の腐食性ガスが滞留し腐食が発生した。

・ポンツーン下板材が溶接で継ぎ足して製作されており、その継ぎ足し部で溶け込み不良が発生
・タンク建設時に屋根板内面へ補強アングルを溶接した際、施工不良によって孔が形成され、同部位外面で経年的な

腐食による減肉が進行したことで、開孔に至ったと推定。
・地震等によりポンツーンに過大な応力が作用し、特に中間リム板のタック溶接は補強部材の近傍のため応力集中

し、脆性破壊による亀裂が発生、その後経年的な液面揺動などによる延性破壊により亀裂が進展して貫通に至ったと考

・本来あるべき隅肉溶接が、施工されていなかった。

【地震】【台風】　近年発生した地震及び大型台風による破損と回答あり

・エマージェンシードレンから漏洩したものと推測（水封措置の不備）

図９　流出の程度ごとの流出件数

・ポンツーン補強用アングルのタック溶接部応力疲労割れ
・燃料受入時の、オペレーションミスにより配管内のガスと同伴して、外周シール部から噴出した。
・屋根板外面の経年腐食による開口。
・主排水管の配管を交換をした際に、固定管の場所に誤ってスイベルジョイントを取り付けてしまったことで、正しく折れ

曲がらず配管が破損した。その後の液払出しにて液面とともに屋根が下がり、破損した管がつっかえ棒のように底部と
垂直になった。そこに液面が更に下がり、屋根を押し上げるようにして、配管が屋根を破損させた。

・台風でない強風により、タンク液面の揺動が発生したため、ポンツーン内部の溶接部が疲労破壊した。東日本大震災
及びその余震等によりポンツーン内部の溶接部に負荷が蓄積されていたものと推定する。

・浮屋根主排水管の取替を行った。排水弁を閉止した状態で、降雨により屋根に滞水し、エマージェンシールーフドレ
ンから逆流し、漏洩した。

92

23

19

38

0 1
にじみ

漏洩（拭き取れる程

度）

漏洩（タンクを開放

せずに回収可能な

程度）

滞油
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・補修方法について
1

補修方法 件数
タンクの定期開放まで仮補修のみ 75
応急措置→恒久的補修 33
その他 62
空欄 3

合計 173

2

補修に至った経緯 件数
事業所の判断 67
消防との協議の結果 91
その他 9
空欄 6

合計 173

【応急措置→恒久的補修】
・にじみ程度であったため、応急措置の上経過観察とし、直近の開放検査時に肉盛り補修や取替補修などの恒久補修

を実施した。
【その他】

・即、液抜きし臨時開放した。
・地震時のスロッシングによる液漏洩である。
・送液配管内エアー混入などにより、エアー吹き出しに伴う外周シール部からの漏洩事例であるので、補修が発生して

いない。

【タンクの定期開放まで仮補修のみ】
・にじみ程度であったため、応急措置の上、経過観察とした。（現在進行中のもの）

・流出の程度について、にじみ及び漏洩（拭き取れる程度）を合わせると７５％程度であった。滞油が２５％みられた。

アンケート記入欄に記載される内容を以下まとめた。

図１０　補修方法ごとの件数

補修に至った経緯について、アンケート結果を集計し以下の表にまとめた。また表を円グラフにした。

定期開放まで仮補修のみ実施したのか、または応急措置を実施後、速やかに恒久的補修に至ったのかなどの補修方
法について、アンケート結果を集計し以下の表にまとめた。また表を円グラフにした。

表１０　補修方法ごとの件数

表１１　補修に至った経緯ごとの件数

図１１　補修に至った経緯ごとの件数

75

33

62

3

タンクの定期開放

まで仮補修のみ

応急措置→恒久的

補修

その他

空欄

67

91

9 6 事業所の判断

消防との協議の結

果

その他

空欄
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3

応急措置（仮補修）方法 件数
金属パテ 69
シリコンパテ 5
FRP 15
その他 62
空欄 22

合計 173

【金属パテ】

・１層目：レクターシール、２層目：ベロメタル
・１層目：鉛、２層目：ベロメタル、フロロシリコン７３０
・デブコン＋鉄板
・デブコン＋エラストマー
・固形石鹸で開口部を塞ぎ、デブコンAで固める
・固形石鹸で開口部を塞ぎ、マルチメタルで固める
・アルミテープで開口部を塞ぎ、デブコンで固める

【シリコンパテ】

【FRP】

【その他】

・アウターリム肉盛り補修、内部底板の当て板補修、上板、及び間仕切り板のデブコン補修

・多くの仮補修方法が見られた。流出程度にもよるが、同じ程度のにじみや漏洩量であっても、仮補修方法が異なってい

図１２　応急措置に用いられた材料ごとの件数

金属パテ、シリコンパテ、及びFRP等について、具体的な補修について、記述回答のあった事案について、以下にまとめ

・にじみ箇所近傍の塗装剥離後、仮補修を実施した。１層目：プライマーA、２層目：シリコンFE2000、３層目：シーラント
70、 ４層目FRSコート　フロロシリコン
・にじみ箇所近傍の塗装剥離後、仮補修を実施した。１層目：フロロシリコン730、２層目：プライマーD、３層目：シール剤
SH-790　４層目：コーティング剤　SE-5070

表１２　応急措置に用いられた材料ごとの件数

・ストップホールの設置（2か所）、添え板設置（150×150）、FRP塗布（300×500）、FRP仕様：MC450ﾁｮｯﾌﾟﾄﾞｽﾄﾗﾝﾄﾞﾏｯﾄ＋
WR570ﾛ-ﾋﾞﾝｸﾞｸﾛｽ＋#30Pサーフェイス＝FC-30C/S/G」

・FRP仕様：MC450チョップドストランドマット＋WR570ロ－ビングクロス＋#30Pサーフェイス＝FC-30C/S/G」

・3層補修、１層目：アクアパテ、２層目：ウルトラシール、３層目：エラストマー

・スーパーEメタル

・金属パテ＋FRPによる補修、金属パテ仕様：MM-メタルoL-スチールセラミック、FRP仕様：MC450ﾁｮｯﾌﾟﾄﾞｽﾄﾗﾝﾄﾞﾏｯﾄ＋
WR570ﾛ-ﾋﾞﾝｸﾞｸﾛｽ＋#30Pサーフェイス＝FC-30C/S/G」
・商品名：シールパテ、デンゾーテープ。　ポンツーン屋根開口箇所は、シールパテおよびデンゾーテープで仮補修を実
施した。
・モルタル充填と水シール工法にて仮補修
・漏洩箇所を木栓にて塞ぎ、3層の異なる機能を有した応急補修を行った。（1層目：エポキシ硬化剤パテ(商品名　ピグ
パティ)、2層目：アクリル樹脂硬化剤シート(商品名　ジップパッチ)、3層目：ウレタンエラストマーパテ(商品名　MM-エラス

・土嚢設置。
・固形石鹸で開口部を塞いだうえで清掃し、Devcon NEWファススティック + Three Bond 液状ガスケット1215を塗布し
た。
・固形石鹸で開口部を塞いだうえで清掃し、 ﾍﾞﾛﾒﾀﾙｽｰﾊﾟｰﾗﾋﾟｯﾄﾞ + ﾊﾏﾀｲﾄ SM-101を塗布した。

応急措置（仮補修）の具体的な内容について、アンケート結果を集計し以下の表にまとめた。また表を円グラフにした。

69

5
15

62

22
金属パテ

シリコンパテ

FRP

その他

空欄

8/10



4

応急措置の点検頻度 件数
数回/日 5
１回/日 18
数回/週 0
１回/週 23
その他（記入欄） 115
空欄 12
合計 173

・常時監視。

・酸素濃度管理頻度は、当初毎日測定していたが測定値に大きな変化が認められなかったので週1回の測定を実施。

5

応急措置の期間 回答数
0年（速やかに応急措置実施） 22
0年超～1年以下 28
1年超～2年以下 23
2年超～3年以下 15
3年超～4年以下 11
4年超～5年以下 5
5年超～6年以下 8
6年超～7年以下 7
7年超～8年以下 2
8年超～9年以下 3
空欄or - or NA 49

回答数　 173
最小（年） 0
最大（年） 8.75

・本漏洩は設備に起因するものではないため、設備の点検は実施せず、設備使用上の再発防止を行っています。
・3か月ごとに目視点検実施。
・震度３以上の地震発生時やゲリラ豪雨発生時に点検実施。

・【数回/日】【１回/日】　１回/日以上の点検を実施している回答は、応急措置後速やかに液抜き作業し臨時開放点検な
どを実施した事例が多く含まれている。
・【空欄】　回答数が多い理由として、地震による浮き屋根上への漏洩、送液時のエアー混入により外周シール部からの
吹き出し漏洩、及び漏洩確知後に速やかに液抜きした事例が多く含まれる。

表１３　応急措置後の点検頻度ごとの件数

図１３　応急措置後の点検頻度ごとの件数

・月２回定期点検で漏洩の有無を点検。その他震度4以上の地震発生後及び台風通過後に漏洩の有無について点

【その他】　回答数が多い理由として、地震による浮き屋根上への漏洩、送液時のエアー混入により外周シール部から
の吹き出し漏洩、及び漏洩確知後に速やかに液抜きした事例が多く含まれる。
　以下、その他の回答について、記述される内容を抜粋した。

応急措置後の点検頻度について、アンケート記入欄のその他に記載される内容を以下まとめた。

応急措置後の点検頻度について、アンケート結果を集計し以下の表にまとめた。また表を円グラフにした。

・数値回答のあった124件の回答数に対し、空欄、横バー及びNAの49件の回答があった。

・0年から3年以下までの期間で恒久補修とした回答が88件であった。これは回答のあった124件に対し、半数を超える約
71％に当たる。

・仮補修から恒久補修までの期間について、最大8.75年、最低0年（速やかに恒久補修実施）と幅のある回答結果であっ
た。

・漏洩が発生するのは、タンクレベル上昇時である原油揚荷中である事から、揚荷は監視が出来る日中に限定し、揚
荷中は監視人をタンク上部に常駐させた。また、タンク静置中は1日1回、原油の払出し中は2時間に一回漏洩の有無を
確認する事とした。

・4ヶ月毎のタンク設備自主点検時、及びサンプリング等の浮屋根上作業（約4回／年）時に、デブコン補修を行なった
ポンツーンを重点に内部の状況確認を実施し、ポンツーンの健全性を確認する。また80gal以上の地震発生時にも前記
と同じ内容で臨時点検を実施する。

応急措置から恒久補修までの期間について、アンケート結果を集計し以下の表にまとめた。また表を円グラフにした。

表１４　応急措置から恒久補修までの期間ごとの件数

図１４　応急措置から恒久補修までの期間ごとの件数
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0年（速やかに応

急措置実施）
0年超～1年以下

1年超～2年以下

2年超～3年以下

3年超～4年以下

4年超～5年以下

5年超～6年以下

6年超～7年以下
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仮補修による使用可能と
考える期間

回答数

0年（速やかに恒久補修実施） 31
0年超～1年以下 3
1年超～2年以下 2
2年超～3年以下 20
3年超～4年以下 0
4年超～5年以下 12
5年超～6年以下 0
6年超～7年以下 1
7年超～8年以下 0
8年超～9年以下 27
9年超～10年以下 6
空欄or - or NA 71

回答数 173
最小 0
最大 10

・仮補修で使用と考える期間について、最大10年、最低0年（速やかに恒久補修実施）と幅のある回答結果であった。
・数値回答のあった102件の回答数に対し、空欄、横バー及びNAの71件の回答があった。

当該仮補修で使用可能と考える期間について、アンケート結果を集計し以下の表にまとめた。また表を円グラフにした。

・0年から3年以下までの期間で恒久補修とした回答が56件であった。これは回答のあった102件に対し、半数を超える約
55％に当たる。

表１５　仮補修で使用可能と考えられる期間ごとの件

図１５　仮補修で使用可能と考えられる期間ごとの件数
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2年超～3年以下

3年超～4年以下
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浮き屋根に係る規制及び規格の比較表（国内） 

消防法 
JIS規格（JIS B 8501:2013）  

鋼製石油貯槽の構造（全溶接製） 

JPI規格（JPI-8S-6-2015） 

屋外貯蔵タンク維持規格 

種別 
【規則第 20条の 4】 

液面揺動によって損傷を生じな

い浮き屋根（耐震浮き屋根） 
左欄以外の浮き屋根 記載なし ――― 

構造区分 
【告示第 4条の 21の 3】 

一枚板構造 

（シングルデッキ） 

一枚板構造 

（シングルデッキ） 

二枚板構造 

（ダブルデッキ） 

一枚板構造 

（シングルデッキ） 

二枚板構造 

（ダブルデッキ） 
――― 

容量等 
【告示第 4条の 21の 3】 

○容量２万kl以上又は 

○容量２万kl未満でHc*が2.0m以

上のもの 

○容量１千kl以上で左欄

に該当しないもの 
○容量１千 kl以上 記載なし ――― 

耐震強度 
【告示第 4条の 21の 4】 

○浮き部分に生じる応力が許容

値以下 

・円周方向面外曲げモーメント 

・水平面内曲げモーメント 

・円周方向圧縮力 

適用外 

耐震強度の記載なし 

○シングルデッキの浮き屋根強さは、浮力に求める要件（250mm降

雨滞水時、２室破損時）の状態によって生じるデッキの発生から

発生する半径方向の荷重に対し、ポンツーンが破損してはならな

い 

○消防法及び JIS規格（JIS B 

8501）を満たしているか確認

し、必要であれば補修実施 

浮力 
【告示第 4条の 22】 

○浮き部分が完全に仕切られたもの 
○ポンツーンの各室仕切り板は、それぞれ各室が水密となるよう

に、少なくとも片側は、必ず連続すみ肉溶接とする 

――― 

○浮き部分の連続する３室に加

え回転止め検尺管等が貫通し

ている室及びデッキ部分が破

損した場合において沈下しな

いもの 

○浮き部分の連続する２

室及びデッキ部分が破

損した場合において沈

下しないもの 

○浮き部分の連続する

２室が破損した場合

において沈下しない

もの 

○条件の最も悪いポンツーン２

室とデッキが同時に破損した

場合において沈下しないもの 

○条件の最も悪い隔室２室が破

損した場合において沈下しな

いもの 

○浮き屋根上に水が250mm滞水した場合において沈下しないもの 

○浮力は貯蔵する危険物の比重が 0.7以上であるときは 0.7として計算すること。 

○貯槽の水平投影面積に対し、250mm に相当する降雨が全てデッキ

上にたまったとき沈下しないもの 

○浮力は、貯蔵液体の比重 0.7以上であるときは 0.7とし、0.7未

満のときはその値を用いて、 

最小厚さ 
【昭和52年政令第10号附則第3項第

2号、告示第４条の17第3号】 
3.2mm又は4.5mm 4.5mm 

○消防法及び JIS規格（JIS B 

8501）を満たしているか確認

し、必要であれば補修実施 
溶接方法 
【告示第 4条の 22】 ○浮き部分の溶接及び浮き部分と浮き部分以外の溶接は、完全溶け込み溶接又は同等

以上の溶接強度を有する溶接方法 

○デッキ板は重ね継手とし、板の上面から全厚連続すみ肉溶接、重ね

代25mm以上 

○剛性の大きい部材から300mm以内のデッキ板継手は、板下面からピッ

チ250mm、長さ50mm以上の断続全厚すみ肉溶接 

○溶接補修は関連法規、規格及び

これらと同等と認められる基準

に従う溶接方法 

溶接部の試験 
【規則第 20条の 9】 

○浮き屋根の総体に係る溶接部は、真空試験、加圧漏れ試験、浸透液漏れ試験等によっ

て漏れが無いもの 

○浮き屋根の溶接部は、空気圧試験、真空試験及びその他適切な方法

による漏れ試験によって漏れがないもの（空気圧の場合、最低353Pa

とし、設計圧力を超えてはならない） 

○貯槽本体の水張試験の水張り水抜きのときに浮き屋根の作動状況、

シール部の状態及びデッキの漏れを調べる。ダブルデッキ形の屋根

では、下部デッキの上面で漏れを調べる。 

○点検時：目視にて異常が認めら

れた場合、非破壊検査 

○溶接線補修後：磁粉探傷試験ま

たは浸透探傷試験、必要に応じ

て漏れ試験 
付属品等 
【告示第 4条の 22】 

○各浮き室に危険物や水が浸入しない構造のマンホール 

○降水量に応じた排水設備 

○排水能力を超えた場合の非常用排水設備 

○各浮き室には、水又は貯蔵液が入らない構造とし、ふた板は風で飛

ばされない構造とする 

○降雨量に応じた排水設備 

○消防法及び JIS規格（JIS B 

8501）を満たしているか確認

し、必要であれば補修実施 

○排水設備からの危険物の流出

防止機能 
適用外 記載なし 

○着底時の破損防止用通気管 

○回転を防止する機構 

○外周部はたわみ性、密着性のある材料 

○滑動部分は発火しない材料、構造 

○着底時の破損防止用通気管 

○屋根を常に貯槽の中心位置に保持し、かつ、回転を防止するための

機構 

○外周部はたわみ性、密着性のあるシール 

○滑動部分は発火しない材料及び構造 

定期点検 
【規則第 62条の 4】 

○１年に１回以上 

○技術上の基準に適合しているかどうかについて 
――― 

○消防法に準拠 

○性能維持の確認のため、１年に

１回以上 
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浮き屋根式屋外貯蔵タンクの漏洩調査結果（H29.11.17消防危230号）

・全国の浮き屋根式タンク（シングル、ダブル、容量問わず）について、直近の点検記録を確認し、ポンツーン内の異状の有無を調査。

発見時期 発見種類 漏洩程度 対応種類 応急措置方法 基数 石連調査 使用中 恒久補修済 備考 記号

今回 A社 滞油 臨時開放 7 (7) 0 A

水平展開 にじみ 臨時開放 - 2 (2) 0 B

その他※1 臨時開放 1 (1) 0 ※1樹脂状の固形物 C

臨時点検 にじみ 応急措置 拭き取り 1 1 D

過去 臨時点検 滞油 臨時開放 - 1 (1) 0 E

（台風等） にじみ 応急措置 鉄パテ 10 9 １基　定期開放中 F

定期点検 滞油 臨時開放 - 1 (1) 0 G

未措置 - 1 (1) 0 放置後、今回臨時開放　※発端タンク H

1 0 放置後、休止中に発覚 I

にじみ 応急措置 鉄パテ 5 5 J

シリコン 4 4 K

拭き取り 2 2 L

未措置 3 (3) 0 放置後、今回臨時開放 M

- 1 1 放置後、今回応急措置（パテ）実施 N

3 3 放置後、今回拭き取り　経過観察 O

その他※2 臨時開放 - 1 0 ※2　可燃性ガス検知 P

開放点検 にじみ 補修 - 4 2 4 Q

48 (16) （全２２８１基）
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浮き屋根式タンクのポンツーン内部漏洩の
推定原因と対策について

2018年8月22日
浮き屋根の安全対策に関するワーキンググループ

1
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浮屋根式タンク ポンツーン漏洩タンクリスト

2018/8/16

No
浮き室内部の
漏洩覚知日

不備の原因 原因No 備考

1 2017年10月25日 ・溶接欠陥：1室(No.28) (2-4) 事例 2-4-5

2 2017年10月18日 ・補強材拘束による割れ：３室（No.8、15、21） (2-2) 事例 2-2-1

3 2017年10月25日 ・溶接欠陥：2室(No.2, 10) (2-4) 事例 2-4-7

4 2017年10月25日
・溶接不備：2室（No.9, 10）
・溶接欠陥：2室(No.2, 5)

(2-3)
(2-4)

事例 2-3-5
事例 2-4-6
事例 2-4-4

5 2017年10月11日 ・インナーパイプ腐食穿孔：1室 (1-2) 事例 1-2-1

6 2017年10月23日 ・ポンツーン内面腐食：１室（No.3） (1-1) 事例 1-1-1

7 2017年11月28日 ・溶接欠陥：１室（No.9） (2-4) 事例 2-4-3

8 2017年10月23日 ・溶接欠陥：１室（No.7） (2-4) 事例 2-4-7

9 2017年12月7日
・溶接線際の応力集中による割れ：１室（No.18）
・溶接不備：１室（No.5）

(2-1)
(2-3)

事例 2-1-2
事例 2-3-2

10 2017年11月29日

・溶接不備：１室（No.14）
・溶接欠陥：１室（No.14）
・材料不良：１室（No.11）

(2-3)
(2-4)
(2-5)

事例 2-3-4
事例 2-4-2
事例 2-5-1

11 2017年11月30日 ・インナーパイプ腐食穿孔：1室（No.2） (1-2) 事例 1-2-2

12 2017年12月7日
・溶接線際の応力集中による割れ：１室（No.6）
・溶接不備：2室（No.5、6）

(2-1)
(2-3)

事例 2-1-1
事例 2-3-1

13 2017年11月13日 ・ポンツーン内面腐食：１室（No.11） (1-1) 事例 1-1-2

14 2017年12月11日 ・溶接線際の応力集中による割れ：１室（No.57） (2-1) 事例 2-1-3

15 2017年7月8日 ・溶接不備：１室（No.32） (2-3) 事例 2-3-3

16 2017年12月5日 ・溶接欠陥：３室（No.2、6、10） (2-4) 事例 2-4-8

（17） 2018年6月4日 ポンツーン点検中に、２ヶ所のポンツーンに滞油 追記

（18） 2018年6月28日 ポンツーン（浮き室）への滞油 追記

2
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浮屋根式タンクのポンツーン内部漏洩（総括）

 2017年度の点検により、ポンツーン内への油にじみ、漏洩が合計16基で確認されました。

 当該タンクを開放し、詳細な検査を行い、推定原因および対策案が纏まりましたので報告致します。
 推定原因は、(1)腐食減肉起因と(2)溶接施工起因に大別されます。
 具体的には、タンク開放時のポンツーン内部検査において、(1)腐食検査時の錆や汚れの除

去や検査範囲が十分でなかったこと、(2)溶接の品質に対する注意が十分でなかったこと
 対策

設備管理：運転中定期点検にて漏洩が無いことを確実に確認するとともに、次回タンク開
放時に水平展開検査を実施し、自社検査基準に反映

施工管理：今回の知見をユーザー側からメーカー側にフィードバック

 上記に加え、下記の対応を実施します。
 浮き屋根式タンクのポンツーンの定期点検、および地震、強風、豪雨後の点検の確実な実施
 石災法の異常現象としての認識、実行の強化（社内教育資料の見直し）
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【腐食減肉に起因する不具合】
(1-1) 内面腐食穿孔

⇒ 錆の付着/堆積を十分に除去せずに検査したことによる腐食の見逃し（事例1-1-1）

⇒ ポンツーン内に異常なスケール堆積が見られ、内面腐食を加速（事例1-1-2）

(1-2) インナーパイプ腐食穿孔
⇒ インナーパイプの肉厚測定箇所が内面腐食による最小板厚部（気液境界～気層部）を捉えていなかった（事例

1-2-1, 1-2-2）

浮屋根式タンクのポンツーン内部漏洩（推定原因別分類）

(1-1) 内面腐食

(1-2) 
インナーパイプ
内面腐食

(2-1) 溶接線際の
応力集中

(2-1) 
溶接線際の
応力集中 (2-2) 補強材拘束

による応力集中

外リム
内リム

下板

上板

トラス

中間リム板

コンプレッションリング
デッキ
デッキ補強材

【溶接施工に起因する不具合】
(2-1) 溶接線際の応力集中による割れ

⇒ 内リムに4枚の板が1か所に溶接され、かつ内リムが拘束された部位で、内リム母材に割れ発生（事例2-1-1）

⇒ トラス/サポートが下板に直接溶接されている部位、あるいは中間リム板が下板に直接タック溶接されている部位
で、下板母材に割れ発生（事例2-1-2, 2-1-3）

(2-2) 補強材拘束による割れ
⇒ デッキ放射方向補強材のピン構造接続部を誤って溶接で拘束したことによる内リム母材の割れ（事例2-2-1 ）
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【溶接施工に起因する不具合】
(2-3) 溶接不備

⇒ ポンツーン貫通パイプが下板重ね部を貫通している部位で下板あるいは補強板が全周溶接されていなかったため、
油の浸入路が形成（事例2-3-1, 2-3-2, 2-3-3）

⇒ 仕切り板を跨いだ下板あるいは内リム下部取替時に仕切り板を切欠かなかったため、仕切り板に隠れた部分で内
リムと下板が溶接されていなかったため、油の浸入路が形成（事例2-3-4, 2-3-5）

(2-4) 溶接欠陥
⇒ 取替・補修時の溶接線のうち、狭所の溶接（内リムの補強リブの陰など）/局部的な溶接補修、あるいは当て板

コーナー部がR加工/カットされていない不連続溶接部、などで溶接欠陥発生（事例2-4-1, 2-4-2, 2-4-3, 2-4-4, 2-4-5）

⇒ 建設時の溶接線のうち、溶接手直しあるいは3交点が有る場合など不連続溶接部で溶接欠陥発生（事例2-4-6, 2-
4-7）

⇒ 建設時の溶接線のうち、内リムと下板の溶接線の仕切板付近で溶接欠陥発生（事例2-4-8）

(2-5) 板材製作不良
⇒ ポンツーン下板材が溶接で継ぎ足して製作されており、その継ぎ足し部で溶け込み不良が発生（事例2-5-1）

浮屋根式タンクのポンツーン内部漏洩（推定原因別分類）

(2-3) 
ポンツーン貫通部
の溶接不備

(2-4) 狭所の溶接
の溶接欠陥

外リム 内リム

下板

上板

内リム
補強リブ

(2-3) 仕切り板
に隠れた部分の
溶接不備

(2-4) 
当て板コーナー
部の溶接欠陥

(2-4) 溶接手直し
部の溶接欠陥

(2-4) 下板3交点
の溶接欠陥

(2-4) 内リムと下板
の溶接欠陥

(2-5) 下板の
製作不良

液面計
ノズル

支柱
ガイド

補強板

当て板

仕切り 仕切り
仕切り

下板
重ね部

外リム

内リム
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(1-1) ポンツーン内面腐食事例 (1-2) インナーパイプ腐食事例
事例1-1-2 事例1-2-1

 今後、タンク開放時に以下の点に注意して点検を行う
⇒ ポンツーン内面腐食検査時、錆の付着/堆積により検査困難な場合には、錆を除去して検査
⇒ 年次点検でポンツーン内に異常なスケール堆積が見られた場合には次回開放時に内面腐食に注意して検査
⇒ インナーパイプの内面腐食は、特に気液境界～気層部内面腐食に注意して検査
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(2-1) 溶接線際の応力集中による割れ事例
事例2-1-1 事例2-1-1の隣接ポンツーン

（漏洩無し）

 今後、タンク開放時に以下の点に注意して点検を行う
⇒ 内リムに3枚以上の板が1か所に溶接され、かつ内リムが拘束されている場合、内リム母材を点検

非貫通きず（漏洩無し）
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(2-1) 溶接線際の応力集中による割れ事例

事例2-1-3

事例2-1-2

 今後、タンク開放時に以下の点に注意して点検を行う
⇒ トラス/サポートが下板に直接溶接されている部位、あるいは中間リム板が下板に直接タック溶接されている

部位を点検
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(2-2) 補強材拘束による割れ事例 (2-3) 溶接不備事例
事例2-2-1（3室） 事例2-3-3

 次回、タンク開放時に以下の点に注意して点検を行う
⇒ デッキ放射方向補強材はピン構造接続部の拘束有無を点検
⇒ ポンツーン貫通パイプが下板重ね部を貫通する場合、ポン

ツーン貫通パイプと下板の溶接部が全周溶接されていること
を点検

⇒ 仕切り板を跨いで下板あるいは内リム下部を取替えた場合、
仕切り板切欠き部の下板溶接部を点検
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(2-4) 溶接欠陥事例
事例2-4-1 事例2-4-3

漏洩部の溶接方法 正規の溶接方法

 次回、タンク開放時に以下の点に注意して点検を行う
⇒ 過去の取替・補修時の溶接部について、狭所の溶接（内リムの補強リブの陰、など）/局部的な溶接補修部、

あるいは当て板コーナー部の不連続溶接部を点検
⇒ 建設時の溶接部について、溶接手直し部あるいは3交点が有る場合など、不連続溶接部を点検

 建設時の溶接線のうち、内リムと下板の溶接線の仕切板付近で漏洩に至った溶接欠陥は、いずれも同一工場で同
時期、同会社により施工されたものであり、それらの全溶接線は点検済み
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(2-5) 板材製作不良
事例2-5-1

 板材製作不良
⇒ ポンツーン下板材が溶接で継ぎ足して製作されており、その継ぎ足し部で溶け込

み不良が発生（極めて稀な事例）

板材を溶接補修した様な組織が
認められ、溶接欠陥起因と推定

綺麗に仕上げられており、素
材の段階で補修された板を
使用したものと推定



資料２－４  

（資料ＷＧ２－５） 

平成 31年２月 27日 

危険物保安技術協会 

浮き屋根の漏洩事故事例調査結果の概要 

１ 調査内容 

 消防庁が実施した各事業所に対するアンケート結果や第１回ＷＧにおける事故事例、近年危

険物保安技術協会が実施した浮き屋根の漏洩事故の現地調査（表１）から、浮き屋根ポンツー

ンにおける開放時自主検査、漏洩の主な原因、それに対する有効と思われる対策案について取

り纏めた。 

２ 開放時自主検査 

 各事業所が実施している開放時の浮き屋根ポンツーンに係る自主検査は、目視検査が主体と

なっている。多くの事業所は目視検査のみの実施となっているが、目視検査の結果を受けて、

以下の試験を追加で実施する事業所も見受けられる。 

・加圧漏れ試験  （漏水・漏洩が疑われた場合のみ） 

・浸透液漏れ試験 （目視検査において疑義が発生した場合のみ）

・真空試験 （目視検査において疑義が発生した場合のみ） 

３ ポンツーン漏洩の主な原因 

漏洩の発生箇所は様々ではあるが、ほとんどの事例で溶接部あるいは母材での貫通孔から内

容物がポンツーンに浸入している。 

４ 有効と思われる対策 

（１）溶接部：加圧漏れ試験（石鹸水を用いる）

試験対象：ポンツーンの溶接部全線

（２）母材部：詳細な目視検査

試験対象：ポンツーン母材内外面全面

  塗装されているものは塗装の状態（膨れ・剥離の有無）を確認。 

  塗装されていないものはミルスケール等を除去した状態で確認。 

  腐食が確認された箇所については、上記加圧漏れ試験を実施する際にあわせて確認。 

（３）構造等：本来設計との整合性や応力集中の確認等

不要な構造（事例２：リムベントの腐食）

極端な応力集中が発生する構造（事例３：本来設計と異なる溶接）

５ デッキ部の漏洩 

 今回取り纏めたのはポンツーンへの漏洩事案だが、デッキにおいても雨水溜まりによるエマ

ージェンシードレンからの逆流や、ルーフドレン配管の使用する部品の取り間違えによるデッ

キの損傷等の事案も発生しており、これらについても今後検討が必要である。



1 9,610
シングル

ハイデッキ
平成24年3月

目視検査（ポンツーン内含む）
肉厚測定（原油タンクは全室）
デッキ板は板毎3点測定

加圧漏れ試験
（溶接線補修や、一部板切
り取り等の部分補修であれ
ば、浸透探傷試験）

有 不明 平成29年7月 0.37KL

ポンツーン貫通附属品取付部溶接線から
流出、ポンツーン下板×貫通部の溶接線一
部未施だったことで、ポンツーンが液密に
なっていなかった。
設計図面では溶接指示あり。

ポンツーン全体に対しての加圧漏れ試験
（溶接線には石けん水を用いる）

2 9,900
シングル

ハイデッキ
平成26年11月

目視検査（ポンツーン内含む）
目視検査で腐食が認められた
場合は肉厚測定
漏水・漏洩（油分の付着）が疑
われてた場合には加圧漏れ試
験を実施している。

加圧漏れ試験 不明
ポンツーン全室の目視点
検、溶接線全線PT検査ま
たは真空試験を実施。

平成27年12月 3KL リムベント配管腐食により貫通 不要な構造の見直し

3 40,978
シングル

ハイデッキ
平成27年10月 有 不明 平成28年6月 滞油

内リム×補ガセット接合部、内リム母材割
れ
ピン接合が溶接により剛接合となったため
平成28年発見時コーキング等による応急措
置を実施

過度な応力集中を起こす構造の見直し

4 997
シングル

ハイデッキ
― 不明

漏洩したポンツーンは石
けん水を用いた加圧漏れ
試験とバキューム試験
（下板相互のみ）を実施。
漏れは確認できなかっ
た。
PT検査により溶接部に貫
通孔が発見された。

平成28年5月 滲み 下板相互溶接線より滲み
ポンツーン全体に対しての加圧漏れ試験
（溶接線には石けん水を用いる）
溶接線に対する浸透液漏れ試験

5 27,326
シングル

ハイデッキ
平成24年2月 不明 不明 平成26年6月

滞油
（拭き取れ
る程度）

ポンツーン溶接部
原因は不明（溶接欠陥の顕在化と事業所
は推定）
※開放検査これから

－

6 9,800
シングル

ハイデッキ
平成21年10月 不明 不明 平成29年8月 滲み

ポンツーン下板溶接線に滲み
原因は不明（溶接欠陥の顕在化と事業所
は推定）
※開放検査これから

－

7 2,000
シングル

ハイデッキ
平成26年12月 有

全室浸透液漏れ試験を実
施
（接液部のみ）

平成28年10月 0.16KL
スラグ巻き込み等溶接欠陥により下板×内
リム、下板×外リム、下板相互溶接線より
漏洩

ポンツーン全体に対しての加圧漏れ試験
（溶接線には石けん水を用いる）
溶接線に対する浸透液漏れ試験

8 108,000
シングル

ローデッキ
平成26年4月 無 不明 平成29年10月 満液 ポンツーン下板母材腐食により貫通、漏洩 詳細な目視検査

9 108,000
シングル

ハイデッキ
平成28年8月 無

漏れたポンツーンは浸透
液漏れ試験を実施（接液
部のみ）
全室加圧漏れ試験を実施
（上板×リム板、上板相
互は除く）

平成30年6月

21.5KL
(1室満液)

4.3KL
(1室滞油)

下板×円周リング端部母材割れ
（内圧変化による割れ）
下板相互溶接線初期欠陥

ポンツーン全体に対しての加圧漏れ試験
（溶接線には石けん水を用いる）
溶接線に対する浸透液漏れ試験
溶接線に対するPT、MT
過度な応力集中を起こす構造の見直し

目視検査（ポンツーン内含む）

ポンツーンの板を取り替え
た場合は工事箇所に対して
加圧漏れ試験を実施。

漏洩事故との関連は不明。
但し定期開放点検等に「所
内事故の水平展開検査」の
記載有り。

１、屋根板：目視及び、タンク
毎の腐食状況により、超音波
/ 磁気飽和渦流探傷法
（SLOFECなど）による定点or
連続肉厚測定。

２、ポンツーン：目視検査
目視検査により、漏えい有無
の確認の必要のある溶接線に
は浸透液漏れ試験あるいは真
空試験を実施

バキュームテスト又は浸透
探傷試験

漏洩概要

表１　浮き屋根漏洩事故の概要と自主点検状況

許可
容量

浮き屋根形式 漏洩原因に対して有効な対策
漏洩を受けて
実施した検査

漏洩発覚時期 漏洩量
直近の保安
完前検査

開放時検査 工事後検査
漏洩箇所
工事有無



資料２－５   

（資料ＷＧ２－６） 

平成 31年２月 27日 
危険物保安技術協会 

 
浮き屋根の安全対策について 

 
浮き屋根のデッキ上への貯蔵危険物流出は、ルーフドレンを通じてタンク外に流出され

るおそれがあること、また、ポンツーン内への貯蔵危険物流出は、浮き屋根を沈下させる

おそれがあることから、こうした事態を未然に防ぐための取り組みは極めて重要であると

ともに、万が一このような状況が発生した場合には、適切な対応が求められるのは言うま

でもない。今後、浮き屋根の維持管理を適切に行うためにどのような対応をすればよいか

検討する。 
 
１ タンク開放時に実施する点検等 

一定の指定数量の倍数以上の屋外タンク貯蔵所にあっては、年に 1 回以上の定期点検

の実施が法令で義務付けられているが、タンク供用中にあっては安全面の観点から効果

的な点検の実施が難しい。従って、タンクを開放したときに浮き屋根の詳細な点検を実

施することが必要になると考える。 
（１）点検の対象部位 

特定屋外タンク貯蔵所の浮き屋根（シングルデッキ、ダブルデッキ） 
（２）点検の内容 

ア 目視検査 

・デッキ板の溶接線及び板の腐食等の状況について、デッキ板上から目視検査を

実施 
・ポンツーン内の溶接線及び板の腐食の状況について、目視検査を実施 

イ 加圧漏れ試験 

・全てのポンツーン室に対して加圧漏れ試験を実施 
・溶接線全線に石鹸水を適用し、漏れがないことを確認する 
・加圧漏れ試験により漏れが確認された場合は、当該ポンツーン室に対してさら

に詳細な点検（MT、PT、浸透液漏れ試験等）を実施して漏れの箇所を特定 
ウ 板厚試験 

・ポンツーン底板に対して、板厚試験を実施 
（３）不具合箇所の対応 

・不具合箇所に対しては恒久的な溶接補修の実施が必要 
ア デッキ板に係る溶接補修 

 変更申請→漏れ試験（従来どおり） 
イ ポンツーンに係る溶接補修 

 本体変更申請→加圧漏れ試験（溶接補修部に石鹸水を適用） 



（４）不要な設備や過度に応力が集中する構造の確認等 

上記（２）で示した点検内容の他、ポンツーン内への流出事故を引き起こすリスク

が高い不要な設備又は過度に応力が集中する構造について確認する必要がある。これ

らの設備又は構造が確認された場合は、当該設備の撤去及び当該構造の見直しを検討

することが望ましい。 
 

２ 供用中に発生した浮き屋根上への流出事故の対応 

万が一、供用中に浮き屋根上への危険物流出事故が発生した場合は、流出の状況に応

じた適切な対応が必要になると考える。 
（１）恒久的な溶接補修による対応 

ポンツーン内に、喫水線を超えるようなレベルまで危険物が流出しているような場

合は、他のポンツーンにおいても同様の事案が起きる蓋然性が高く、それに伴って浮

き屋根が沈下するリスクが高いと考えられることから、速やかにタンクを開放し、恒

久的な溶接補修の実施が必要であると考える。他にも、引火点の低い危険物を貯蔵し

ている場合等、重大な事故を引き起こすリスクが高いと考えられるものについても恒

久的な溶接補修の実施が必要と考える（恒久的な溶接補修による対応が必要となる具

体的な例については引き続き検討が必要）。 
 

（２）応急措置による対応 

タンク開放時に浮き屋根の詳細点検を実施したもののうち、上記（１）に該当せず、

ただちに浮き屋根の沈下につながるような危険物の流出事故ではないと判断されたも

のについては、溶接補修によらない応急措置を速やかに講じるとともに、次回開放ま

での間、当該箇所から再び危険物の流出がないことを適切な頻度で確認すること（例

えば、この頻度については通常の点検頻度の 2 倍程度とするほか、地震、強風等で浮

き屋根に外力が作用した場合についても当該箇所の状況について確認すること）によ

り、引き続きタンクの使用を可能とする。 
また、継続使用を認める場合にあっては、当該漏洩箇所以外の部分の健全性が担保

できることが必要と考えられる。このため、平時のタンク開放時において、上記のよ

うな浮き屋根の点検等が確実に行われている必要があり、その実施状況等を客観的に

確認することができること（第三者により確認されている等）が望ましいと考える。 
＜応急措置による対応が可能な例＞ 
・流出した危険物の回収が容易であり、かつ、応急措置を講じることで危険物の流

出が継続的に止まる場合 
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モニタリング技術・診断技術に関する調査の概要 

 

１ 平成 29 年度長期使用に係る調査検討業務の概要 

平成 29 年にインフラ施設の維持管理に関し、既に利用されているモニタリング技術・診

断技術や、研究が進められている内容について、幅広く調査をした結果を示す。 

（１）ヒアリング調査 

非破壊検査を実施している企業は多数存在するが、その中で幅広く検査を実施してい

る企業と特異な診断技術を有する企業から、危険物施設のモニタリング・診断に適応可

能性がある技術を９件聴取した。 

聴取結果を表１に示す。 

 

表１ 非破壊検査企業から聴取したモニタリング技術・診断技術 

対象場所 技術名 技術の概要 検出原理 

配管 

 

インナースルー 斜角の超音波探触子二つ（ツインセンサ

ー）を軸方向に走査して減肉部を特定

し、その場所は周方向に垂直探傷して肉

厚測定する。 

超音波 

ラックスルー 配管と梁の接触部の腐食をツインセン

サーで診断し、腐食深さを推定する。 
超音波 

NIPS  *1 

 

レーザーフィルムデジタイザーによる

画像処理で保温材を外さずに配管の内

面・外面腐食を測定する。 

ガンマ線 

CUI-View Ⅱ *2 

 

エネルギー弁別型の CdTe 素子ライン

センサを用いて配管の減肉を定量的に

測定する。 

エックス線、 

ガンマ線 

フェーズドアレイ超

音波探傷 

複数の振動子を有した探触子を用いて

複数の屈折角で一度にスキャンするこ

とで溶接部のクラック、キズの深さ、ボ

ルトの腐食等を測定する。 
 

超音波 

（原子力技術

の応用） 

電位差法 防油堤貫通配管の外面腐食を測定する。

貫通部前後の電位差と健全部の電位差

との変化率から腐食程度を診断する。 

直流パルス電

流 

タンク底板 FSM法（指紋照合法）

*3 
EPD 法（電位差法）

*4 

タンクの犬走り部又は側板下部に格子

状にセンシングピンとカレントピンを

取り付け、電流を 2 方向から流してそ

れぞれの電位差を測定し、電位差変化率

から底板の肉厚分布を得る。 

直流パルス電

流 

（運転中タン

ク外部から検

査） 

資料３－１ 
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対象場所 技術名 技術の概要 検出原理 

タンク底板連続板厚

測定装置 

多数の超音波厚さ計を組み込んだ測定

器で 30～40cm 幅でタンク底板の厚さ

を測定する。2～5mm ピッチで肉厚測

定が可能。 

超音波 

（タンク開放

時に検査） 

その他 

 

ATOM *5 

 

熱交換器チューブの外面腐食を超音波

で測定する。 
超音波 

*1  NIPS：Nippi Image Processing system（ガンマ線による検査法） 
*2  CUI-View Ⅱ：Corrosion Under Insulation-ViewⅡ（保温下腐食検査法） 
*3  FSM 法：Field Signature Method（指紋照合法） 
*4  EPD 法：Electro Potential Drop（電位差法） 
*5  ATOM：Automatic Tube Outside Mapping system 

 

（２）文献調査 

原子力施設、高圧ガス施設、電力施設、都市ガス施設、土木関連施設、化学プラント

施設、その他共通的施設で利用されている技術の中から危険物施設のモニタリング・診

断に適応可能性がある技術を 11件抽出した（調査結果は資料３－２別表１参照）。 

 

（３）社会インフラの老朽化対策技術調査 

国の戦略的イノベーション創造プログラム（SIP）において、「インフラ維持管理・更

新・マネジメント技術」の開発技術チームが研究開発しているテーマの中で、危険物施

設の維持管理等にも適応可能と考えられるテーマを 10件抽出した（調査結果は資料３－

２別表２参照）。 

 

（４）モニタリング技術に関する海外事例調査 

国土交通省の「社会インフラのモニタリング技術活用推進検討委員会」で報告されて

いる海外のモニタリング技術から危険物施設に適応可能性のある技術を４件抽出した

（調査結果は資料３－２別表３参照）。 

 

２ 平成 30 年度長期使用に係る調査分析業務の概要 

（１）平成 30年度長期使用に係る調査分析業務の概要 

平成 30 年度の調査では、モニタリング技術・診断技術について、平成 29年度に調査し

た技術や研究内容、他省庁等で過去に調査した内容等を参考に、危険物施設のモニタリン

グや診断に適用可能性があるものに絞って調査を行った。 

 

（２）調査対象モニタリング技術・診断技術 

  ア 事業所で導入又は導入を検討しているモニタリング技術・診断技術 
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イ 検査会社、エンジニアリング会社、メンテナンス会社で取り扱っているモニタリング

技術・診断技術 

 

（３）調査方法 

ア 事業所 

資料１－４ １（１）イで調査対象とした事業所に対して、ヒアリング又はアンケー

トによる調査を実施した。 

イ 検査会社、エンジニアリング会社、メンテナンス会社 

それぞれの関係業界団体（一般社団法人日本非破壊検査工業会、一般財団法人エンジ

ニアリング協会、日本メンテナンス工業会）の協力を得て、団体で策定しているガイド

ライン等の調査や、それぞれの会員企業に対するアンケート調査（参考資料５参照）を

実施した。 

 

（４）主な調査内容 

ア 事業所 

・導入しているモニタリング技術・診断技術 

（技術名・概要、対象部位、導入効果、課題等） 

・導入を検討しているモニタリング・診断技術 

（技術名・概要、対象部位、導入を検討している理由、導入に向けての課題等） 

イ 検査会社、エンジニアリング会社、メンテナンス会社  

・業界団体で策定されているガイドライン等 

・会員企業で取り扱っているモニタリング技術・診断技術 

（技術名・概要、対象部位、実績、効果、普及の課題等） 

 

３ 事業所に対する調査結果 

  12 事業所に対して実施したヒアリング・アンケート調査の結果を示す。 
（１）導入している又は導入を検討しているモニタリング技術・診断技術 

各事業所で導入している又は導入を検討しているモニタリング技術・診断技術を、表２

（詳細は資料３－３別表１参照）に示す。 
９事業所から 55 種類（重複あり）のモニタリング技術・診断技術が挙げられた。 
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表２ 事業所において導入している又は導入を検討しているモニタリング技術・診断技術 

事業所 モニタリング技術・診断技術名 適用箇所 

A 

石油製品

製造業 

ガイド波（超音波探傷） ラックの保温配管 

パルス超音波（リアルタイム腐食モニタ

リング） 
触媒移送配管 

赤外線サーモグラフィー  
機器内部のライニング（断熱材） 

加熱炉バーナー 

Ｘ線透視画像検査（携帯型デジタルＸ

線検査システム）  
保温配管（小口径ノズルなど） 

振動計 コンプレッサー 

ポールカメラ    ラックの配管と架台梁接触部 

機器の異常予兆を発見するための渦

流探傷技術【導入検討】 
保温配管（形状が不連続） 

ドローン【導入検討】 
煙突、フレアスタック、塔頂の保温配管、ウィンドガ

ーダー、地震直後の浮き屋根の被災状況 

B 

石油製品

製造業 

  

  

  

  

磁気飽和低周波渦流探傷（SLOFEC） タンクの屋根板、底板、ボイラー水壁管 

パルス渦流探傷 塔頂配管、球形タンク耐火被覆 

フェーズドアレイ超音波探傷 配管、機器全般 

赤外線サーモグラフィー コールドウォール機器、加熱炉チューブ 

インテリジェントピグ 加熱炉チューブ 

３Ｄレーザースキャン 配管、塔槽 

炭化水素可視モニター 
事故時の漏えい箇所の特定、装置のシャットダウ

ン前とスタートアップ後の漏れ確認 

  スマートバルブ・ＨＡＲＴ通信 バルブ 

  ドローン【導入検討】 アクセス困難な箇所 

  オンライン肉厚測定（超音波） 

【導入検討】 
配管 

C 

化学工業 

赤外線サーモグラフィー 変圧器、制御盤、保温配管 

振動計 大型ボイラー 

ポールカメラ ラック配管 

配管と架台の接触部の腐食診断（ラッ

クスルー） 
ラックの配管と架台梁接触部 

スマートバルブ（調節弁診断システム） バルブ 

ＡＥ（アコースティック・エミッション） 回転機器の軸受部 
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D 

化学工業 

ラテラル波（ラックスキャン） 大口径管のサポート接触部、防液堤貫通部 

ガイド波（ロングレンジガイド波） 保温配管 

パルス過流探傷（ＰＥＣ） 塔内部 

超音波連続板厚測定（ＣＢＭＳ） 塔内部 

３次元測定器（ハンディスキャン） 回転機器 

赤外線サーモグラフィー 保温配管、分電盤 

リアルタイムＲＴ（オープンビジョン）【導

入検討】 
保温配管 

インテリジェントピグ【導入検討】 配管、加熱炉管 

ドローン【導入検討】 倉庫の屋根板、煙突、ラック上部の保温板金 

E 

化学工業 

ガイド波 保温配管 

ＣＵＩ予測モデル 保温配管 

配管における連続肉厚測定装置（Ｌ－

ＭＡＰ） 
配管 

超音波フェイズドアレイ法による劣化評

価 
溶接部 

データ解析による劣化評価 加熱炉輻射管 

ポールカメラ ラックの配管と架台梁接触部 

炭素鋼製熱交換チューブの肉厚測定

（ＦＴＥＣＴ） 
炭素鋼製熱交換チューブ 

超音波を利用した配管架台梁接触部

の腐食検査（ＭＳ－ＵＴ） 
ラックの配管と架台梁接触部 

ロボットを用いた屋外タンクの目視点検 屋外タンク 

３Ｄレーザー計測による劣化評価 屋外タンク 

振動計 回転機器 

デジタルＲＴ【導入検討】 保温配管 

Ｊ 

化学工業 

中性子水分計【導入検討】 保温配管 

赤外線サーモグラフィー【導入検討】 保温配管 

F 

電気業 

ドローン 煙道ダクト、ケーブルダクト 

ウェアラブルカメラ 施設全般 

リークデクタ 配管 

赤外線サーモグラフィー 保温配管（蒸気） 

監視カメラ 施設全般 

G 磁気飽和低周波渦流探傷（SLOFEC） 屋外タンク底板、移送配管下部 
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倉庫業 保温材付き配管（大口径）の外面腐食

点検【導入検討】 
保温材付き配管（大口径） 

H 

鉄鋼業 
赤外線サーモグラフィー ベルトコンベアのモーター 

  備考 グレー部分は、導入を検討しているモニタリング技術・診断技術を示す。 

 
４ 関係業界団体に対する調査結果 

危険物施設の維持管理に関係する業界団体である一般社団法人日本非破壊検査工業会、

一般財団法人エンジニアリング協会、日本メンテナンス工業会に対して調査を行った。 

 

（１）一般社団法人日本非破壊検査工業会 

会員企業に対して実施したアンケート調査の結果を表３（詳細は資料３－３別表２参

照）に示す。 

10 社から 29 種類のモニタリング技術・診断技術が挙げられた。 
 

表３ 日本非破壊検査工業会の会員企業で取り扱っているモニタリング技術・診断技術 

社名 モニタリング技術・診断技術名 対象施設 対象部位 

a 社 
ＴＯＦＤ法による探傷技術 

円筒タンク、球形タンク、配管

（小径管～特大口径管）、橋梁 
溶接継手 

Ｖ透過法による配管架台接触

部減肉調査（Rack UT) 
配管（中口径） 

架台接触部、サボー治

具、補強板等の取付け部 

ガイド波配管検査システム 
保温材付配管（小口径管～特

大口径管） 
直管部 

コンピューターラジオグラフィ

（CR）による配管腐食減肉調

査方法 

配管（小口径～特大口径） 配管全長（抜取り検査） 

コンピューターラジオグラフィ

（CR）による溶接継手部の検

査方法 

溶接構造物、円筒タンク、配管

（小口径～特大口径） 
溶接継手 

フェーズドアレイによる探傷技

術 
溶接構造物、鍛造品、鋳造品 

溶接継手、応力集中部 

等 

マルチチャンネル連続厚さ測

定システム（ワイドスキャン） 

円筒タンク、球形タンク、配管

（小口径～特大口径） 
溶接継手部を除く全面 

煙突筒身肉厚測定システム

（M-Master) 

円筒タンク、球形タンク等の鋼

製構造物 

溶接継手部を除く全面

（抜取り検査） 
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外面腐食測定システム（P-

Master) 

円筒タンク、球形タンク、配管

（大口径）等の鋼構造物 
溶接継手部を除く全面 

管内検査システム（エルボマス

ター） 
配管（小口径管～中口径管） 管内面 

鋼溶接部超音波自動探傷装

置（U-Master) 

円筒タンク、球形タンク、配管

（中口径管、大口径管、特大口

径管）、橋梁 等の鋼製構造物 

溶接継手 

高速タンク底板全面測定シス 

テム（B-Map) 
円筒タンク 底板、アニュラ板 

中性子水分計による配管検査 保温材付配管 配管全長（抜取り検査） 

内挿式超音波検査システム

（インナーUT） 
熱交換器の伝熱細管 直管部 

熱交換器伝熱細管 U ベンド

部対応 UT センサ（U-MAT） 
熱交換器の伝熱細管 U ベンド部 

配管内面閉塞率測定システム

（ブロックチェッカー） 
配管（小口径管、中口径管） 配管全長（抜取り検査） 

複数ベント配管 IUT システム 複数のベンド部がある配管 配管全長 

埋設配管 IUT システム 埋設配管 配管全長 

連続腐食測定システム（サー

キットスキャン） 

円筒タンク、球形タンク、配管な

どの鋼構造物 

溶接継手部を除く全面

（抜取り検査） 

b 社 
ラインスキャナ 

石油プラント、石油貯蔵施設、

石油化学プラント、化学プラント 

配管（保温有・無しの両

方）、タンク側板 

c 社 コンクリート地際等での鋼板腐

食部の残存肉厚測定 
コンクリート基礎、柱 

地際部分からコンクリート

内部での鋼板残存肉厚 

d 社 連続板厚測定（G-RIS） 屋外貯蔵タンク全般 タンク側板 

連続板厚測定（T-RIS-1） 屋外貯蔵タンク全般 タンク底板 

フレキアレイ 各種プラント全般 
配管、塔槽、熱交等の曲

面形状部 

e 社 AE 法による石油タンク底部の

腐食評価技術 
地上石油タンク 

底部（底板+アニュラープ

レート） 

f 社 タンク底板連続板厚測定 

IMZ-8000 （SLOFEC） 
タンク 

タンク底板、タンク側板、

配管 

g 社 
フェーズドアレイ超音波探傷 

エネルギーセンター（ごみ処理

施設） 
コンベアプーリー軸 
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h 社 
微加圧式漏洩検査 地下貯蔵タンク（5 基） 

地下タンク・地下(埋設)配

管一式 

i 社 X 線透過撮影検査、超音波探

傷検査、磁粉探傷検査、浸透

探傷検査、真空漏えい検査、

目視検査 

屋外貯油施設、高圧ガス施設

など 

タンク本体と付属配管な

ど 

 

（２）一般財団法人エンジニアリング協会 
  ア 協会策定のガイドライン（参考資料６参照） 

日本における石油精製、石油化学プラントの保温材下配管外面腐食（CUI）の早期発

見・予防・維持管理を行う民間の自主的な管理指針として、漏洩事故を未然に防止する

ことを目的に、「石油精製業及び石油化学工業における保温材下配管外面腐食（CUI）に

関する維持管理ガイドライン」（平成 24 年２月）を策定している。 
当該ガイドラインの中で紹介されている技術を表４に示す。 
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表４ 非破壊検査技術の種類と特徴及び使用推奨箇所（例）と留意点 

「石油精製業及び石油化学工業における保温材下配管外面腐食（CUI） 

に関する維持管理ガイドライン」（平成 24年 2月）より 

 

 

   
  イ 会員企業に対するアンケート調査結果 

会員企業に対して実施したアンケート調査の結果を表５（詳細は資料３－３別表３

参照）に示す。 

３社から４種類のモニタリング技術・診断技術が挙げられた。 
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表５ エンジニアリング協会の会員企業で取り扱っているモニタリング技術・診断技術 

会社名 モニタリング技術・診断技術名 対象施設 対象部位 

j 社 オンラインピグ ガス導管 導管の肉厚測定 

レーザーメタン mini 構内配管 配管 

k 社 Dr. PLANT（予測型設備管

理）  

石油精製・化学

工場 

圧力容器・配管から電気・計装品まで

の評価技術 

l 社 

WES 2820 圧力設備の供用

適性評価方法-減肉方法 

（WES2820 より） 

１ 適用範囲 

 この規格は、一般に認められた設計・構造規格によって

製作された圧力設備の耐圧部に適用する。減肉評価の対

象は、次の a)～d)によって生じるきず又は損傷とする。 

 a) 腐食 

 b) 摩耗 

 c) エロージョン・コロージョン 

 d) 検査によって発見されたきず又は損傷をグラインダな

どを用いて滑らかにしたもの 

 

（３）日本メンテナンス工業会 
  ア 工業会で取りまとめた報告書（参考資料７参照） 
    工業会の技術研究委員会で、設備トラブル要因の早期発見やシステム化による作業効

率改善、人的保有技術の共有化や継承について最新技術の調査研究を行い、「最近の保

全技術情報調査報告書」（2017 年３月）を取りまとめている。 
当該報告書の中で、断熱材下配管の腐食のスクリーニング検査技術として紹介されて

いる技術を表６に示す。 
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表６ 各スクリーニング検査技術の一覧表 

「最近の保全技術情報調査報告書」（2017年 3月）より 
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  イ 会員企業に対するアンケート調査結果 
会員企業に対して実施したアンケート調査の結果を表７（詳細は資料３－３別表４参

照）に示す。 
４社から４種類のモニタリング技術・診断技術が挙げられた。 

 

表７ 日本メンテナンス工業会の会員企業で取り扱っているモニタリング技術・診断技術 

会社名 モニタリング技術・診断技術名 対象施設 対象部位 

m 社 
ドローンをツールとした点検 タンク、高所設備 

屋根板、側板、高所配管、煙

突、フレアースタック 

n 社 ESCC 検出を目的とした渦流

アレイ（ECA）検査 
石油精製設備、化学設備 

配管（オーステナイト系ステンレ

ス鋼） 

o 社 U スルーUT 検査システム 蒸気ボイラ、他熱交換器 ボイラチューブ 

p 社 ３D レーザースキャン技術を用

いた腐食の可視化 
機器、タンク、配管 

機器内外面・タンク内外面・配管

外面 

 
５ 今後の課題 

48号通知の定期点検記録表に記載されている点検方法は、ほぼ目視となっている。 

現状の定期点検では、点検者が、視覚、聴覚、触覚などの五感とこれまでの現場経験に

基づき実施しているところであるが、五感や経験に頼った点検は人に依存する部分が強

く、個人差が大きい。 

設備等の長期使用に伴う事故リスクの高まりや、ベテランの減少などの背景から、設備

等の状態を定量的に把握し、適切な処置へつなげるためのモニタリング技術・診断技術が

求められている。 

調査結果のとおり、各事業所においては、人による目視点検を補完する形で、様々なモ

ニタリング技術・診断技術の導入を図っているところであり、今後は、危険物施設で発生

している事故原因に対して効果的なモニタリング技術・診断技術を整理し、導入を推進し

ていくことで危険物施設での事故数の減少が図れると考えられる。 

また、モニタリング技術・診断技術の導入を推進するためには、定期点検記録表にモニ

タリング技術・診断技術を紐付けることが効果的である。 
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平成 29年度モニタリング技術・診断技術に関する調査の詳細 

 
  危険物施設以外設備のモニタリング、診断技術調査結果  (文献調査）  別表１ 

診断技術名 略号 概要 適用例 

アコースティック・エミッシ

ョン 
AET 

 

材料が変形や亀裂発生し

たときに生ずる弾性波（ア

コースティック・エミッシ

ョン）から、腐食、亀裂、

漏洩などを検出する。 

タンク底板、 

配管、容器、 

変圧器、回転機械 

磁気飽和低周波渦流探傷 

（SLOFEC） 
ET 測定対象物をあらかじめ

直流磁化することにより

渦電流試験で精度良く板

厚を測定する。 

 

パルス渦流探傷 ET 試験体に渦電流を発生さ

せて、欠陥部における渦電

流の乱れをインピーダン

ス変化として検出 

 

ガイド波 UT 長距離電波性の超音波を

用いて計測位置から数十

メートルの検査が可能 

橋梁添架配管 

橋脚貫通配管 

配管サポート部 

埋設配管 

フェーズドアレイ超音波探

傷 
UT 多数の振動子（圧電素子） 

個々の振動子が超音波を

送受信するタイミングを

独立に制御し、合成された

超音波波面を形成するこ

とにより超音波ビームの

制御を行う。狭隘部への適

用や、火力発電所ボイラー

大径管に発生するクリー

プ損傷箇所の特定に有効 

 

配管溶接部内部 

火力発電所のボイ

ラー大径管 

狭隘部の腐食 

構造物の内部 

高精度減肉連続監視システ

ム 
UT 1,200℃に耐える探触子で

高温配管、高温構造物の減

肉を測定する 

原子力で利用 

 

資料３－２ 
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診断技術名 略号 概要 適用例 

赤外線サーモグラフィ  対象物から出ている赤外

線放射エネルギーを非接

触で測定し、表面温度の差

（ホットスポット）から劣

化部位を検出 

配管の減肉、孔食

の有無 

構造物全般 

リアルタイム RT RT 放射線を配管に照射し、内

部の状態を背面に置いた

フラットパネルで撮影し、

画像の濃淡で内部のキズ

や形状を検査する 

原子力で利用 

保温配管 

カラーシンチレーター RT X 線内部透視装置により

保温材の上から減肉を検

査 

原子力で利用 

保温配管 

中性子水分計＋X 線ハイブリ

ッド腐食診断システム 
 保温材の水分を測定し、湿

潤場所について X 線で減

肉を測定する。測定装置を

ロボットに搭載して検査 

保温配管 

 

電気化学ノイズモニタリン

グ法 
ENA 電極表面での微小な酸化

還元反応を、精密な電圧と

電流測定により腐食現象

とノイズ形態の対応付け

を行うことにより、ミクロ

ンオーダーの測定ができ

る 

原子力で利用 

構造物全般 

 

AET ：Acoustic Emission Testing 

ET  ：Eddy Current Testing 

UT  ：Ultrasonic Testing 

RT  ：Radiographic Testing 

ENA ：Electrochemical Noise Analysis 
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     「インフラ維持管理・更新・マネジメント技術」 SIP 関連   別表２ 
研究テーマ 診断技術 

１異分野融合によるイノベーティブメ

ンテナンス技術の開発 

①可搬型高出力 X 線源を用いた透過可視化技術 

②部分 CT 技術 

２レーザー超音波可視化探傷技術を利

用した鋼橋の劣化診断技術の開発 

①高速レーザー走査して超音波の電波映像を計測

する技術 

②遠隔計測を可能とするレーザー工学系機器 

③コンパクト軽量なレーザー超音波可視化検査装

置 

④計測映像の乱れを解析して、亀裂の位置とサイ

ズを検出する画像解析法 

３インフラ劣化評価と保全計画のため

の高感度磁気非破壊検査 

①磁気抵抗素子(MR)を用いたポータブル検査装

置を開発し、 

・極低周波渦電流検査法（ELECT） 

・不飽和交流磁束漏えい法（USAC） 

を確立 

②酸化物高温超伝導体を用いた超電導量子干渉素

子（SQUID）磁気センサーを用いて、舗装の上

から高速道路や橋梁の鋼床板溶接部の亀裂を検

出する技術を確立中 

４インフラモニタリングのための振動

可視化レーダーの開発 

①マイクロ波レーダー信号を対象物から反射した

信号をデータ処理して構造体を画像化し、各部

の振動を解析して健全性をモニタリングする 

②数百メートル離れた地点から微弱なマイクロ波

を照射することで測定できる 

５ラジコンボートを用いた港湾構造物

の点検・診断システムの研究開発 

①小型のラジコンボートに動揺抑制装置付撮影カ

メラで桟橋上部工下面部を撮影 

②画像解析より劣化診断するシステムを開発 

③実証試験で有効性を確認 

６橋梁点検ロボットカメラ等機器を用

いたモニタリングシステムの創生 

コンクリート橋の支承部や桁端部等、人が容易に

近づけない部位の、損傷状況の経年変化データを

取得する定期監視型モニタリングシステム 

①ロボットカメラ、雲台付き点検カメラ、レーザ

ースキャナの画像をフルハイビジョンで表示 

②機器相互は位置情報連動の補完機能で、前回撮

影と同条件で撮影 
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研究テーマ 診断技術 

③時系列変化を可視化 

７画像解析技術を用いた遠方からの床

板ひび割れ定量化システムの構築 

・無人飛行機あるいはポールに搭載したデジタル

カメラで撮影した画像からひび割れ図を作成 

・ひび割れが遊離石灰で覆われても、内側のひび

割れを定量的に算定する 

・タブレットを使って測定現場で診断できる 

８IT 等を活用した社会資本の維持管理

（点検・診断） 

新技術情報提供システム（NETIS）での公募に応

募した技術開発を国交省が推進、支援する 

・公募テーマ「目視困難な水中部にある鋼構造物

の腐食や損傷等を非破壊で検出可能な技術」 

９構造物の状態を高度可視化するハイ

ブリット応力発光材料の研究開発 

・構造物の劣化（ひずみ、ひび割れ）を検出・可

視化する高感度応力発光材料を開発 

・塗装の上から応力発光法（ML 法）で構造体の

溶接部等の微小亀裂、劣化を検出可能 

10 鋼構造物の腐食による劣化損傷の新

溶射材による補修技術の研究開発 

・防食耐久性に優れた金属溶射合金（Al-Mg-Ca）

を開発 

・狭隘部の金属溶射に適したプラズマアーク溶射

技術を確立 
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            モニタリング技術海外事例           別表３ 
測定場所 事例名 実施国 

埋設管 光ファイバを使った温度モニタリングによるパイプライ

ンの漏出検出 

ドイツ 

水道管路 水道インフラ災害を予防及び緩和するための次世代

SCADA（Supervisory Control And Data Acquisition）

*1 

アメリカ 

橋梁 電子疲労センサ（EFS™）*2 を利用した疲労亀裂のモニ

タリング 

オーストラリア 

港湾 RTD Incotest *3 による非接触型の鋼部材の肉厚計測 オランダ 

*1 SCADA        水道、排水、下水処理、石油やガスのパイプライン、送電網、大規模通

信システムなどのインフラのデータを収集し、監視制御するシステム 

*2 EFS      Electrochemical Fatigue Sensor 鋼構造物の微細な疲労亀裂の進展を

モニタリングするためのセンサ 

*3 RTD Incotest  パルス渦流技術（PEC）を応用した先端スクリーニング技術で、保温・

被覆材、コーティングされた炭素鋼対象物の肉厚現象を高速で検査で

きる。耐火被覆、コンクリート、海洋性生物、錆、泥等が表面に存在

しても問題なく検査が可能。 

 



平成30年度モニタリング技術・診断技術に対する調査結果表

調査対象 別表№ 

事業所 別表１ 

関係業界団体 

一般社団法人日本非破壊検査工業会 別表２ 

一般財団法人エンジニアリング協会 別表３ 

日本メンテナンス工業会 別表４ 

資料３－３

t_haganuma
テキストボックス

910337
長方形

910337
長方形



 

 

 

 



別表１

（課題等は斜字で表示）

事業所名 モニタリング技術・診断技術等名 適用箇所 概要等

ガイド波（超音波探傷） ラックの保温配管
　以前にラックの保温材付き配管に適用したことがあるが、分岐やサポートなどがあると評価が難しい。技術開発は進んできているが、誤差が生じてしまう。 スク
リーニングとしては有効だと思う。
　現在は、腐食しやすい保温材の切欠き部分やサポート接触部などについては、足場を組んで保温材を外して目視点検を実施している。

パルス超音波（リアルタイム腐
食モニタリング）

触媒移送配管

　常時、減肉傾向を監視でき、運転による使用環境の変化をリアルタイムに捉えることができるため、運転の改善及び保全計画に役立っている。
現時点では、触媒移送配管の肉厚監視強化と更新計画立案の精度向上及びトラブルの未然防止に取り組んでいる。今後、肉厚測定センサーの台数を増やし、監
視強化を図る予定である。
　ワイヤレスでデータ送信するため、システムの構築（中継器、ワイヤレスゲートウェイ、サーバー）を要する。（センサー自体のコストは高くないが、システムの構築
にコストがかかる。）
　また、点測でしかなく、腐食形態（局部腐食には向かない）、あるいはコロージョンループの腐食傾向を監視するためには、複数台の設置が必要である。さらに、
通常使用する肉厚測定器（手探傷）との誤差を把握すること、および測定頻度（現状１回／12時間）の適正化も検討が必要である。

赤外線サーモグラフィー
機器内部のライニング（断熱
材）
加熱炉バーナー

　高温環境に晒される機器のホットスポットを監視し、機器内部のライニング（断熱材）損傷や加熱炉バーナーの異常燃焼などの早期発見に役立っている。
　加熱炉内の加熱チューブ表面温度測定は、炎越しの温度測定となること、燃焼ガスの存在によって、絶対値評価はできない。したがって、スキン温度計あるいは
前回測定データとの相対比較によって評価する必要がある。
　被測定物との距離や角度によってデータにばらつきを生じるため、専属検査員が必要である。
　カメラを固定して定点で常時監視したいが、高温に弱いので加熱炉の近くに長時間設置できない。

Ｘ線透視画像検査（携帯型デジ
タルＸ線検査システム）

保温配管（小口径ノズルなど）

　小口径ノズルなどの保温材下腐食の監視に用いており、デジタル方式のためフィルムを使用せず、撮影直後にPC画面で画像を確認できるため、現場で腐食状
況の確認が可能である。フィルムの現像を要しないため、検査スピードが向上した。
　小口径配管であれば、肉厚も確認することでき、実際に腐食を発見し補修した実績もある。
　イメージャーセンサー（ＣＣＤセンサー）の耐熱温度が低いため、真夏などの外気温が高いときは使用時間が制限される。

振動計 コンプレッサー
　重要なコンプレッサーについては、現在計7機に無線振動センサーにより計器室で監視している。今後対象を拡充していく方針。
　振動センサーはマグネットタイプで、振動傾向を把握するのには有効であるが、機器の異常予兆を発見するためには振動計だけに頼ることは現状では難しい。

ポールカメラ ラックの配管と架台梁接触部
　ラックの配管と架台梁接触部の目視検査に使用しているが、７ｍ程度のところまでしか見ることができない。撮った写真をどのように評価するのか試行錯誤中で
ある。ラック梁と裸配管との接触を最小化するために、丸鋼挿入などの工夫も実施している。

機器の異常予兆を発見するた
め渦流探傷技術【導入検討】

保温配管（形状が不連続）

　保温材付きの形状が不連続な配管の検査に有効ではないかと考えている。
　渦流探傷法は、本来、表面近傍のきず検出に適した手法であり、研究開発の多くは、きず長さや深さのサイジングに適用するためのものであったが、応力腐食割
れ（ＳＣＣ）はノッチや疲労き裂と比較して、①き裂の開孔幅が狭いこと、②分岐や曲りなど複雑な形状をしていること、③き裂の部分接触が想定されること、④複数
のき裂が近接して存在すること、などの特徴があるため、その検出とサイジジングは困難であることが分かっている。現状、割れ有無は検出可能であるが、その深
さサイジングの測定は技術的に難しいとされている。しかし、技術開発は進んでおり、その技術が確立され実用化されれば、静機器、配管の応力腐食割れ（ＳＣＣ）
検出に利用したい。検査スピードが速いのも魅力である。

ドローン【導入検討】
煙突、フレアスタック、塔頂の保
温配管、ウィンドガーダー、地震
直後の浮き屋根の被災状況

　危険物エリアでドローンを飛行させて、煙突やフレアスタックの構造物、塔頂配管の保温材、タンクのウインドガーダーなどを点検したい。
　上記は直ぐには難しいのでまずは、地震直後に、タンクの浮き屋根の被災状況をドローンにより確認したい。過去には、地震直後に浮き屋根に登って点検してい
た時に、余震で揺れたという事例があった。

B
石油製品
製造業

磁気飽和低周波渦流探傷
（SLOFEC）

タンクの屋根板、底板、ボイ
ラー水壁管

　スクリーニング検査としては精度が良く、減肉信号が出た箇所については超音波探傷によりカバーが可能である。
　全体減肉等、公称板厚より薄い状態では指示信号が過小評価となる傾向がある。また、局部減肉の中に孔食がある場合、指示信号として検出されにくい。溶接
線近傍は探傷困難である。

パルス渦流探傷 塔頂配管、球形タンク耐火被覆
　腐食環境を調査する目的で、塔頂配管、球形タンク耐火被覆で検証した。
検査付帯工事費の削減(耐火被覆や保温工事)が可能で、常設することで短期的な腐食のモニタリングが可能である。
　局部減肉の検出精度が低い。また、短期間での腐食率評価についてはばらつきが多く、3か月以上トレンドを監視する必要がある。

フェーズドアレイ超音波探傷 配管、機器全般 　コストや検査精度の両面から優れており、HIC（水素誘起割れ）やその他割れ検査に幅広く適用が可能である。測定結果を画像で残せる。問題点等は特にない。

赤外線サーモグラフィー
コールドウォール機器、加熱炉
チューブ

　耐火材の損傷状態を、機器を開放することなく検出が可能である。また、炎越しに測定できる赤外線サーモグラフィーを使用することで、加熱炉チューブの局部過
熱を検出することが可能である。
　測定対象の材質や表面状態等により放射率に差が生まれ、結果にばらつきが発生する。炎越しに測定を行う場合は、測定対象の温度が少なくとも400℃以上な
いと放射エネルギーが少なく、炎の影響を受けやすい。

インテリジェントピグ 加熱炉チューブ
　チューブ内に超音波探傷装置を搭載したインテリジェントピグを走行させ、チューブ内面から肉厚を連続的に測定する。
　短時間で測定でき誤差も少ないが、ピグ内の清掃（スケール除去）が重要である。
　コストは高い が、足場が必要な高所や密集している箇所には特に有効である。

事業所で導入している、または、導入を検討しているモニタリング技術・診断技術等

A
石油製品
製造業

1



事業所名 モニタリング技術・診断技術等名 適用箇所 概要等

３Ｄレーザースキャン 配管、塔槽

　レーザーを測定対象物（配管、塔槽）に照射し、その反射光をセンサー（カメラ）でデータを取得し、外面腐食量を解析する。
　ディプスゲージを用いた目視検査より、検査精度が高く、検査員の技量に左右されることがない。また、腐食エリアのマッピング作成にかかる時間も短縮され、検
査時間の短縮化が可能である。
　変形した屋外貯蔵タンクの変形量を測定（可視化）するために使用したこともある。

炭化水素可視モニター
事故時の漏えい箇所の特定、
装置のシャットダウン前とスター
トアップ後の漏れ確認

　炭化水素ガスリークを可視化できる赤外線カメラである。
　事故時の漏えい箇所の特定や、装置のシャットダウン前とスタートアップ後の漏れ確認等に活用している。

スマートバルブ・ＨＡＲＴ通信 バルブ

　従来のアナログ信号線を使用したデジタル技術（ＨＡＲＴ）を採用し、計器内部データ（静圧、温度、作動トルク、供給空気圧等）を取得する。
　運転状態での設備診断・解析により、計器の健全性確認や故障に至る予兆、運転変動を早期に検知することが可能である。
　スマートポジショナーによる故障診断技術を併用し、調節弁本体の不具合や導管の閉塞などの制御に関連する異常を検知可能で、事故の未然防止に寄与す
る。

ドローン【導入検討】 アクセス困難な箇所

　検査付帯工事費（アクセス困難な箇所等）の削減及び点検・検査ロードの削減が期待できる。
・航空法：①空港等の周辺の上空の空域、②人口集中地区の上空　が当製油所では該当する。国土交通大臣の許可が必要である。
・操縦者：航空法で求められる操縦者としての必要条件を満たす人員の配備が必要である。
・所内規程：安全に関する要領の新規登録となるので、要領作成及び安防小での審議が必要になる。計装機器との電波障害：飛行等の通信手段が製油所の運転
に影響を与えるような電波を発しないか確認が必要である。
・メンテナンス：機器を購入する場合、その維持管理方法を整理しておく必要がある。

オンライン肉厚測定（超音波）
【導入検討】

配管

　運転変更時等の腐食状況変化を迅速に把握するため、検査付帯工事費の削減が期待できる。
　石油精製・石油化学プラント内で用いる電気機器は防爆機器を使用する必要がある。しかし、特に海外メーカーが製作しているオンライン肉厚測定器の場合、日
本と海外での防爆基準が異なっていることから日本では使用不可の測定器がある。あるいは、ある温度以上では使用不可の機器の存在などがある。導入前にこ
れらを適切に把握し導入後のトラブルを未然に防ぐ必要がある。

赤外線サーモグラフィー 変圧器、制御盤、保温配管
　電気設備の管理では温度が重要なので、変圧器や制御盤の点検に活用している。
　保温材の劣化等の点検にも活用している。異常が認められた保温材は、剥がして、母材を確認している。

振動計 大型ボイラー
　大型ボイラー等の重要機器の中には、振動データをDCSで常時監視しているものがある。常時監視の他、振動データの解析を定期的に業者に委託している機器
もある。定期点検項目の「異常振動の有無」については、これらの振動データの結果を活用している。

ポールカメラ ラック配管 　一部の高所の配管の目視点検には、ポールカメラを活用している。
配管と架台の接触部の腐食診
断（ラックスルー）

ラックの配管と架台梁接触部 　重要配管では、部分的にラックスルーによる診断を実施している。

スマートバルブ（調節弁診断シ
ステム）

バルブ

　スマートバルブとは、センサーが搭載されたバルブとコンピュータを組み合わせて、設備を停止せずにセンサー情報からバルブ自身の状態を診断することを可能
にするものである。
　「予期せぬ設備トラブルの未然防止により、設備停止・損失コスト発生を防ぐ」、「従来の時間基準保全から状態基準保全への移行により、保全コストミニマム化」
をねらって、ソーダプラントの重要弁16台に導入している。
　現在は実証段階で、２ヶ月に１度の頻度で、システム業者側で解析を実施している。
　ユーザー側でも随時解析できるようなシステムを要望中で、今後は導入台数を拡大予定である。
　定期点検記録表の「バルブ開閉機能の適否」の点検方法は「目視」とされているが、今後はスマートバルブによる常時監視の結果を活用できるのではないかと思
う。

ＡＥ（アコースティック・エミッショ
ン）

回転機器の軸受部 　過去には、回転機器の軸受部分の点検に試行したことがあるが、雑音が多く、期待する結果が得られなかった。

ラテラル波（ラックスキャン）
大口径管のサポート接触部、防
液堤貫通部

　吊り下げ困難な大口径管のサポート接触部や防液堤貫通部（貫通部長さに制限あり）に適用している。
表面を伝わるラテラル波と横波横断波の時間差を利用し、減肉のあるt1と健全部のt2の差分から減肉深さ及び残板厚を計測する。

ガイド波（ロングレンジガイド波） 保温配管
　保温解体箇所を限定出来るため、全長検査に比べて費用・工期のメリットが大きいが、当製造所の配管はフランジが多いため、メリットが活かせるケースが少な
い。
　フランジの少ないアンモニア配管（450m）で検証した結果、ガイド波で表示された減肉状況と、実際の減肉状況は同様の傾向を示した。

パルス過流探傷（ＰＥＣ） 塔内部
　塔内部からの外面腐食検査に試行した。前処理（クリーニング）がほとんど不要であるため、作業が簡素化出来る。（検査速度：１日で3.0㎡程度）
　費用が高く、使い方によってはあまりメリットがない。

超音波連続板厚測定（ＣＢＭＳ） 塔内部

　塔槽内部からの外面腐食検査に試行した。全面詳細検査となるため、不安要素が残らない。また、検査範囲・腐食状況にもよるが、従来のピッチ法や面探傷と比
較して検査速度が速い。（検査速度：半日で6.5㎡程度）
　走査面が平滑であることが条件であるため、機器によっては前処理に相当な工数がかかる。また、走査面の腐食が大きいようなケースでは適用困難である。
　 塔槽類はＣＵＩ検査に大きな費用がかかる為、機器の開放検査に併せて内面からの腐食検査を検討中である。具体的には「パルス渦流」及び「超音波連続板厚
測定」のどちらかを選択、あるいは併用し、効率的な対応を図る。（2018年定修にテストを実施し感触を掴んだ。)

３次元測定器（ハンディスキャ
ン）

回転機器

　回転機の摩耗・腐食状況が細かい部分まで正確に記録出来るため、経年変化管理に最適である。また、腐食減肉部においては、最大減肉部を見つけるのに人
の感覚が介入しないため、危険箇所の見逃しがなくなる。
　測定目的と評価方法を事前に検査会社側としっかり詰めておかないと、欲しいデータが得られない場合がある。
    ※　例えば回転機内面の減肉経年変化の比較では、基準（円・面）の設定や最終的に取り出すデータ（堆積・真円度・最大減肉 等々）など。

C
化学工業

D
化学工業
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事業所名 モニタリング技術・診断技術等名 適用箇所 概要等

赤外線サーモグラフィー 保温配管、分電盤
　保温配管や分電盤などの点検に活用している。
　保温配管については、足場が不要で広範囲の確認が出来るため、費用上・安全上のメリットが大きい。
　保温不良箇所は把握できるが、腐食減肉などの本体異常箇所と必ずしも一致しない。

リアルタイムＲＴ（オープンビジョ
ン）【導入検討】

保温配管
　保温材のみを透過する強度のＸ線で、保温材下腐食状況（錆コブなど）の確認、配管の漏えい調査等をリアルタイムに動画・静止画にて確認が可能である。
ＣＵＩ検査（２巡目）における１次スクリーニング検査として導入したい。現在テスト中である。

インテリジェントピグ【導入検討】 配管、加熱炉管
　配管、加熱炉管の内部にインテリジェントピグを走行させ、超音波探傷による全面全長の肉厚測定を行う技術である。
　外面からアクセスが困難な加熱管等、複雑形状の管の全長検査に活用したいが、非常に高額である。

ドローン【導入検討】
倉庫の屋根板、煙突、ラック上
部の保温板金

　倉庫の屋根点検、煙突の点検、ラック上部の保温板金状況点検に活用したいが、各種手続き関係が課題 である。

E
化学工業 ガイド波 保温配管

　過去に、保温材付き配管の外面腐食状態の一次判断として検討したが、配管が複雑で有効な結果が得られなかったため、現時点では実用されていない。
　油槽所のように、直線状の長い配管については有効だと思うが、プラント内配管等の複雑な構造化における検査においてもある程度の精度を期待する。

ＣＵＩ予測モデル 保温配管

　保温材を全面剥離した状態での目視検査に際し、検査優先順位の手法（発生可能性評価）として採用している。今後、更なるデータの収集と解析によって、精度
向上を図る。（経済産業省「IoT推進のための新産業モデル創出基盤事業」）
　保温材の置かれている環境を詳しく調査することも重要である。
　中性子水分計による保温材の水分測定もあるが、測定した時の気象条件などで測定値が変わるのでなかなか難しい。

配管における連続肉厚測定装
置（Ｌ－ＭＡＰ）

配管
　超音波を用いた配管内面腐食の全面自動探傷装置で、最小１㎜ピッチで肉厚測定が可能で、肉厚分布のマッピング（可視化）が可能である。
　実用性に問題はないが実績は少ない。
　検査装置のセッティングに時間を要し、検査速度が遅いため、定期肉厚測定には適さない。

超音波フェイズドアレイ法による
劣化評価

溶接部
　複数の振動子により校正されるアレイ探触子から、異なるタイミングで超音波を送信・受信することにより、超音波主ビームを任意の方向及び任意の位置に合成
波面として入射させ、きずの検出、きず高さ測定を行う。割れ（応力腐食割れ、疲労割れ等）の劣化評価に活用する。
　実用性に問題はないが実績は少ない。

データ解析による劣化評価 加熱炉輻射管
　高温運転に伴う加熱炉輻射管の酸化減肉が顕著であり、減肉分布状況を解析することで減肉速度を推定している。
　解析結果を活用し、寿命延長対策として、表面温度低下対策及び管肉厚の増加を実施した。

ポールカメラ ラックの配管と架台梁接触部
　高所の配管と架台梁接触部において、足場を架設することなく目視検査が可能であり、工期短縮が図れる。
　カメラは非防爆であるため、使用する前にガス検知器で確認してから撮影を行う。画像は手元にある画面で随時確認することができる。
　現在、腐食写真とその測定データ（ＭＳ－ＵＴ）を収集・分析しており、将来的にはＡＩによる画像解析で腐食評価ができないかトライアル中である。

炭素鋼製熱交換チューブの肉
厚測定（ＦＴＥＣＴ）

炭素鋼製熱交換チューブ
　炭素鋼製熱交換チューブの過流探傷において、磁気的ノイズを低減させることで検査を実現した。欠陥信号を検出でき、かつ磁気飽和させない程度の強さに直
流磁化の強さを設定し、磁気的ノイズを低減しながら、欠陥信号を検出している。

超音波を利用した配管架台梁
接触部の腐食検査（ＭＳ－ＵＴ）

ラックの配管と架台梁接触部
　目視検査の結果、腐食が認められた配管の架台接触部に、超音波の多数回反射を利用し、超音波伝搬時間の変化から減肉量を推定している。
　測定限界がなく、かつ構造的な制限も少ないことから、合理的な検査が可能である。（吊り下げ検査の削減）

ロボットを用いた屋外タンクの
目視点検

屋外タンク
　磁力吸着式の自走式の４輪台車に搭載した回転駆動付デジカメで、屋外タンク側板の全面目視検査として、フィールドテストを実施した。
　実用性は問題ないが、検査実績はない。

３Ｄレーザー計測による劣化評
価

屋外タンク
　幾何学的な情報を３Ｄレーザースキャナによって点群データとして取得し、データ解析により、装置や設備の摩耗量や変形量、移動量を得る。
　検査費用が高額となる場合があるため、提供範囲の見極めが重要である。

振動計 回転機器 　重要な回転機器等に振動計を設置し、振動データはオンラインで監視している。

デジタルＲＴ【導入検討】 保温配管 　保温材付き配管の点検における一次診断に活用したい。現在、どの会社の機器を採用するかテストを行っているところである。

中性子水分計【導入検討】 保温配管 保温材上からのスクリーニングに利用したい。

赤外線サーモグラフィー
【導入検討】

保温配管 保温材上からのスクリーニングに利用したい。

ドローン 煙道ダクト、ケーブルダクト

　ドローンは、目視が困難な高所に設置されている煙道ダクトやケーブルダクトなどの点検に活用している。ドローンによる点検により、高所での足場構築が不要と
なるため、足場の架設作業が省略され、保全コストが低減される。
　最近では、赤外線カメラを装着し、熱監視も行っている。
　現時点では、ドローンにより収集したデータをどのように活用していくのかを検討しているところで、日常点検の効率化を目指している。
　台風の後に、ダクトがめくれていないかなど大きな異常事象を捉えるために活用している。
　ドローンからの映像は、システムが連携しているタブレットで閲覧が可能である。
　重油タンクや水素ガスボンベの上空など、危険な施設の上空は飛ばしていない。

ウェアラブルカメラ 施設全般

　日常点検や定期点検時に、点検者は頭にウェアラブルカメラを装着して点検を実施している。ウェアラブルカメラで撮影された映像は、現場から離れた制御室・事
務所でも同時に確認が可能で、従来は、点検者が現場で異常を感知した際、確認したい情報がある場合は、その都度現場から離れ、制御室等に戻って確認して
いたが、ウェアラブルカメラを活用することで、制御室側等と状況を共有できるため、制御室等の上司、上席者が必要情報を確認し、点検者に伝えることによって、
点検作業の効率化が図られる。録音・録画機能を有している。

F
電気業

D
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事業所名 モニタリング技術・診断技術等名 適用箇所 概要等

リークデクタ 配管 　エア漏れ等を可聴域外周波数で検知するもので、酸素配管の亀裂からの漏れを、約８ｍ離れた位置から検知した実績がある。

赤外線サーモグラフィー 保温配管（蒸気）
　蒸気配管（保温材付き）の異常温度の検知に活用している。
　運転記録データにより常時監視しており、異常があった時には、その原因箇所を赤外線サーモグラフィーで調査している。

監視カメラ 施設全般
　重要な施設、設備は定点カメラで状態監視している。
　カメラ等のネットワーク機器をWi-Fiに接続し、タブレットで角度やズームを操作することができる。今後、カメラを増設していく予定である。

磁気飽和低周波渦流探傷
（SLOFEC）

屋外タンク底板、移送配管下部
　磁気飽和飽和過流探傷法による連続板厚測定装置で、屋外貯蔵タンク底板と移送配管下部の板厚検査に適用している。
　減肉率が色分けで表示され、全体の腐食状況を簡易に把握することができる。
　減肉率が大きい箇所については、手探傷で肉厚を確認している。

保温材付き配管（大口径）の外
面腐食点検

保温材付き配管（大口径） 保温材付き配管（大口径）の外面腐食点検に活用できる検査技術を導入したいが、現状では対応できる検査技術が少ない。

H
鉄鋼業 赤外線サーモグラフィー ベルトコンベアのモーター等

　毎日実施している巡回点検時に、赤外線サーモグラフィー（ポータブルタイプ）を点検者が携行し、ベルトコンベアのモーター等の温度を測定し、異常発熱がない
か確認している。測定結果は日誌に記録している。

F
電気業

G
倉庫業
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別表２

社名 モニタリング技術・診断技術名 対象施設 対象部位 技術の概要 実績 効果 普及の課題 備考

ＴＯＦＤ法による探傷
技術

円筒タンク、球形タン
ク、配管（小径管～特
大口径管）、橋梁

溶接継手

・溶接部等のきず検出及びきず高さの測定を主たる目
的とする
・画像処理することにより高い検出力できずを検出。
・断面透視探傷図形をリアルタイムで表示

球形ガスホルダー、ボイラー
管寄せ溶接部、配管溶接部、
プラントタンク底板

・高精度でのきず高さ及びきず深さの測定
が可能
・表面きずと内在きずの判別が可能

・ステンレス溶接部は不可
・板厚6㎜～130㎜程度
・6㎜以下の薄板は適用困難
・原則常温での適用

Ｖ透過法による配管
架台接触部減肉調査
（Rack UT)

配管（中口径）
架台接触部、サボー治具、補
強板等の取付け部

・配管架台接触部の外面減肉スクリーニング検査を主
たる目的とする
・架台接触部が一様に減肉していると仮定して減肉部
をスクリーニング評価する
・減肉量（減肉率）を大中小の3段階で評価する
・幅広い配管敷設状況及び配管径に対応

配管

・ジャッキアップを行わずに配管架台の接触
部の減肉状態の把握が可能
・サポート治具や補強板等の付着物箇所に
も適用可能

・配管径50A異常（実績は150A）
・対象物の肉厚、架台幅に合せて事前検証が必要
・探触子接触部の防食テープや浮錆は除去が必要
・高所の場合、足場もしくは高所作業車が必要

ガイド波配管検査シ
ステム

保温材付配管（小口
径管～特大口径管）

直管部

・配管の腐食・減肉のスクリーニング検査を主たる目
的とする
・検査方法は、超音波ガイド波を用いた探傷検査
・電磁超音波センサを使用して探傷
・センサからきずまでの距離の測定及びきずの周方向
位置の特定が可能
・6ｃｈのセンサを用いることで広い範囲の探傷が可能
・電磁超音波センサを使用することで、非接触での探
傷が可能

地熱発電所・熱水配管、火力
発電所・蒸気配管

保温材下の配管のスクリーニング検査が可
能

・50A以上、板厚5㎜～22㎜
・直管、板
・～250℃
・適用材質は強磁性体に限る

・センサ設置箇所
の保温材の撤去
・電源100V確保

コンピューターラジオ
グラフィ（CR）による
配管腐食減肉調査方
法

配管（小口径～特大
口径）

配管全長（抜取り検査）

・配管内部の腐食減肉や閉塞状態を調査することを主
たる目的とする
・配管の肉厚測定が可能
・デジタル化によりデータ活用と高密度画像の保管が
可能
・ダイナミックレンジが広く豊富な画像情報
・画像処理による検査目的とあった見やすい画像の提
供

配管、ボイラチューブ　等
・高感度撮影による撮影時間の短縮
・IP読取後、直ぐに透過像の観察が可能
・現像処理が不要のため、廃液処理が不要

・イメージングプレートの耐熱温度は50℃前後
・雨や強風時の検査は不可
・稼働時検査は原則不可

・電源の確保
（100Vまたは
200V）
・撮影時は通常の
放射線検査と同様
に管理が必要

コンピューターラジオ
グラフィ（CR）による
溶接継手部の検査方
法

溶接構造物、円筒タ
ンク、配管（小口径～
特大口径）

溶接継手

・溶接部に生じるきずの調査を主たる目的とする
・デジタル化によりデータ活用と高密度画像の保管が
可能
ダイナミックレンジが広く豊富なg像情報
・画像処理による検査目的とあった見やすい画像の提
供

実績有
配管溶接部、ソケット溶接部、
ボイラチューブ　等

・高感度撮影による撮影時間の短縮
・IP読取後、直ぐに透過像の観察が可能
・現像処理が不要のため、廃液処理が不要

・イメージングプレートの耐熱温度は50℃前後
・雨や強風時の検査は不可
・稼働時検査は原則不可
・法令では溶接継手検査はフイルム法に限定されて
いる

・電源の確保
（100Vまたは
200V）
・撮影時は通常の
放射線検査と同様
に管理が必要

フェーズドアレイによ
る探傷技術

溶接構造物、鍛造
品、鋳造品

溶接継手、応力集中部　等

・溶接部や複雑な形状の試験体のきず検出を主たる
目的とする
・１つの探触子で複数の屈折角による探傷が可能
・種々の条件で探傷した結果を結合することにより、き
ず形状の画像化が可能

実績有
ボイラ管寄せ溶接部、圧力容
器溶接部（円周）、軸、ロール
等

幅広い（エレメント数の多い）フェーズドアレ
イ探触子を使用することにより、通常の超音
波探傷より高速・高精度での探傷が可能

・対象物に合せた試験片を作成し、測定限界を確認
する必要がある
・通常の超音波探傷試験より高価
・通常の超音波探傷試験より探触子が大きい

マルチチャンネル連
続厚さ測定システム
（ワイドスキャン）

円筒タンク、球形タン
ク、配管（小口径～特
大口径）

溶接継手部を除く全面

・管外面からの腐食・減肉調査を主たる目的とする
・12ｃｈの連続厚さ測定により、幅150㎜の範囲の面測
定が可能
・配管では中径管から大径管円周方向の連続測定が
可能（軸方向は大径管のみ可）
・マグネット吸着式を採用し、作業性・安定性・安全性
向上
・全波形データ収録により、母材きずと減肉部の判定
などが容易にでき、減肉履歴の評価が可能
・ログアンプ採用により、表面粗さ及び減肉部の凹凸
の影響を低減
・測定結果の一覧表、減肉状況図及び断面図をリアル
タイムに表示

実績有
発電所に設置されている各種
配管、原油タンク油輸送配
管、化学プラント各種配管、円
筒タンク側板

円筒タンクの側板、配管などの全面の腐食
減肉状態が把握できる

・強磁性体に限る
・円周方向・Φ500～平板
・配管は直管部に限る
・塗膜がある場合、原則塗膜を含んだ厚さを表示

電源100V

煙突筒身肉厚測定シ
ステム（M-Master)

円筒タンク、球形タン
ク等の鋼製構造物

溶接継手部を除く全面（抜取り
検査）

・煙突筒身内面の腐食・減肉調査及び外観調査を主
たる目的とする
・マグネット車輪走行台車による超音波連続厚さ測定
及び目視検査
・塗装上からの測定が可能
・任意の範囲の連続測定が可能
・CCDカラーカメラにより、被測定体の外観などの観察
が可能

実績有
鋼製煙突、円筒タンク側板

・足場の設置が不要
・塗膜の剥離等の劣化状態及び鋼板の腐
食減肉状態の把握が可能

・塗膜上からの測定が可能であるが、コーティング
厚さは2㎜まで
・エレベーターやウインチなどの運搬設備が必要
・強磁性体に限る
・直径3.5m以上
・走行方向に障害物がないこと
・原則常温での使用

電源100V

a社

危険物施設等における維持管理の取組等に関するアンケート調査結果（一般社団法人 日本非破壊検査工業会　会員企業からの情報提供）
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社名 モニタリング技術・診断技術名 対象施設 対象部位 技術の概要 実績 効果 普及の課題 備考

外面腐食測定システ
ム（P-Master)

円筒タンク、球形タン
ク、配管（大口径）等
の鋼構造物

溶接継手部を除く全面

・管内面及び外面からの腐食・減肉調査を主たる目的
とする
・超音波連続厚さ測定（6ｃｈ、測定幅150㎜）
・マグネット吸着式走査機構の採用により、足場を設
置することなく測定可能
・全波形データ収録により母材きずと減肉の判別など
が容易
・ログアンプの採用により、表面粗さ及び減肉部の凹
凸の影響を低減
・測定結果の一覧表及び腐食状況分布図、断面図の
提供が可能

実績有
原子力発電所循環水配管、石
炭バンカー、円筒タンク（側
板）

鋼板、鋼管の全面の外面腐食状態の把握
が可能

・強磁性体に限る
・外径：2000㎜以上
・原則常温での使用
・塗膜がある場合は、原則塗膜を含んだ厚さを表示

電源100V

管内検査システム（エ
ルボマスター）

配管（小口径管～中
口径管）

管内面

・内面の腐食・減肉調査を主たる目的とする
・検査方法は目視検査
・80A～750Aの管に適用可能
・水平管、垂直管及びエルボを走行可能
・ゴム製車輪により鋼管、ステンレス鋼管及び樹脂管
に適用可能
・中径管用エルボマスターは90°回転のステアリング
機構により、その場回転、螺旋走行が可能
・小径管用エルボマスターは車輪にオムニホイールを
採用することにより、その場回転、螺旋走行が可能

実績有
海水配管、ガス配管

曲がり部を有する埋設配管、高所配管など
に対してCCDカメラによる管内面検査が可
能

・小口径管（80A以下）や大口径管（750A以上）の適
用が困難
・原則常温での使用
・配管内が著しく汚れていないこと
・最大測定可能距離は100m

・数㎝程度の水溜
まりであれば走行
可
・電源100V
・挿入口の確保

鋼溶接部超音波自動
探傷装置（U-Master)

円筒タンク、球形タン
ク、配管（中口径管、
大口径管、特大口径
管）、橋梁　等の鋼製
構造物

溶接継手

・溶接継手のきず検出を主たる目的とする
・検査手法は、超音波垂直探傷及び斜角探傷
・3min/mの高速探傷が可能（板厚25㎜、5㎜ピッチ時）
・極厚鋼板溶接部の斜角探傷だけでなく、垂直探傷も
可能
・軽量スキャナーにより全姿勢の走査が可能

鋼製橋脚及び鋼床板、鋼管
等

・収録範囲内の全エコー収録方式により、
検査に関する客観的証拠の提示が可能
・JIS Z 3060、建築学会基準及び鋼橋マニュ
アルに準拠し、きずを自動評価

・複雑な形状及び狭隘場所には適用困難
・スキャナーの取付けは、マグネットを使用している
ため、鋼材以外はスキャナー取付け方法の検討が
必要

・溶接部端部探傷
用の治具をセット
できない場合は端
部約100㎜は探傷
不可
・電源100V

高速タンク底板全面
測定システム（B-
Map)

円筒タンク 底板、アニュラ板

・各種円筒タンク底板の裏面腐食・減肉調査を主たる
目的とする
・12ｃｈの超音波連続厚さ測定により、幅300㎜範囲の
面測定が可能
・データの収録機能により減肉履歴の評価が可能
・ログアンプの採用により減肉部の凹凸及び探傷面の
粗さの影響を低減
・コーティング厚2㎜まで測定可能

タンク底板、タンク屋根板

・各種円筒タンク底板全面の裏面腐食・減
肉状態の把握が可能
・ジェット洗浄程度の前処理で得られる表面
状態で測定が可能

・鋼材以外は、消防法性能評価対象外（自主検査で
の対応）
・内径が2000㎜以上
・溶接止端部や障害物から25㎜の範囲は検査不可

電源100V

中性子水分計による
配管検査

保温材付配管 配管全長（抜取り検査）

・保温材中の水分測定、液体のレベル測定、コンク
リート内の空洞調査、物質中の水分量測定を主たる目
的とする
・伸縮ポールにより高い箇所も測定可能（最長5m）
・測定値の直読が可能

発電所に設置されている保温
材付き屋外配管

・保温材の撤去なしに検出器を保温材に接
触させて保温材中の水分量を計測し、潜在
的な腐食部位の特定が可能
・付帯工事費の軽減化が図れる

・保温材中の水分測定、液体のレベル測定、コンク
リート内の空洞調査、物質中の水分量測定以外で
の使用は厳禁
・防水機能がないため、直接水分に接触させてはい
けない（雨天時は測定中止）
・専用の保管容器に収納して保管し、鍵付きの保管
場所の確保が必要となる。
・線源（252Cf）の半減期は約2年半であり、2半減期
内（約5年）で交換が必要

表示付認証機器
（認証番号セ102）
として設計認証を
取得済（法規制事
項の緩和）

内挿式超音波検査シ
ステム（インナーUT）

熱交換器の伝熱細管 直管部

・高圧・低圧給水加熱器、熱交換器等の伝熱細管の腐
食・減肉調査を主たる目的とする
・内挿式水浸センサーによる超音波厚さ測定
・ウォータージェット方式のミラー回転駆動による高速
探傷が可能
・全データのデジタル記録が可能
・細管全長の軸方向肉厚断面形状をリアルタイムで出
力可能
・任意の位置での円周断面形状の出力が可能

高圧・低圧給水加熱器、熱交
換器細管（外径70㎜以上へ
も、特注により対応可能）

小口径配管の直管部全長の腐食・減肉状
態の把握が可能

チューブサイズによるが、R200以下は不可

・槽内作業の場合
の縁切り
・水及び電源100V
の確保
・前処理（ジェット
洗浄）

熱交換器伝熱細管U
ベンド部対応UTセン
サ（U-MAT）

熱交換器の伝熱細管 Uベンド部

・熱交換器伝熱細管Uベンド部の超音波厚さ測定を主
たる目的とする
・内挿式水浸プローブによる超音波厚さ測定（インナー
UT）
・曲げ半径350R以上に対応

熱交換器伝熱細管Uベンド部
インナーUTとの組合せにより管全長の減肉
状態の把握が可能

・内径13～17㎜
・曲げ半径：350R以上
・原則常温で使用

・槽内作業の場合
の縁切り
・水及び電源100V
の確保
・前処理（ジェット
洗浄）

a社
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社名 モニタリング技術・診断技術名 対象施設 対象部位 技術の概要 実績 効果 普及の課題 備考

配管内面閉塞率測定
システム（ブロック
チェッカー）

配管（小口径管、中口
径管）

配管全長（抜取り検査）

・配管内面閉塞率の測定を主たる目的とする
・検査手法はγ線を用いた放射線透過試験
・付着物の材質として、シリカ、錆び瘤、貝殻などに対
応
・配管断面図、及び閉塞率を表示
・管の材質に関わらず適用可能
・流体の有無に関わらず適用可能

地熱発電所配管
配管を切断することなく、配管の閉塞状態
の把握が可能

・材質によっては事前に適用実験を行う必要がある
・流体の吸収係数とスケールの吸収係数が同程度
である場合は不可

・管理区域は不要
・電源100V

複数ベント配管IUTシ
ステム

複数のベンド部があ
る配管

配管全長

・複数のベンド部がある配管腐食・減肉調査を主たる
目的とする
・内挿式水浸プローブによる超音波厚さ測定
・高速探傷が可能
・全データのデジタル記録が可能
・挿入方法に高圧ポンプによるジェット水流を使用する
ことで、より遠くまで探傷可能
・管全長の軸方向肉厚断面形状をリアルタイムで出力
可能
・任意の位置での円周断面形状の出力が可能

プラント配管
複数のベンド部がある配管の腐食・減肉状
態の把握が可能

・内径がΦ80㎜～150㎜
・エルボ部が1.5DR以上であること

・水
・電源200Vの確保
（発電機の持ち込
み）

埋設配管IUTシステ
ム

埋設配管 配管全長

・地中埋設配管の腐食・減肉調査を主たる目的とする
・内挿式水浸プローブによる超音波厚さ測定
・CCDカメラによる目視検査
・全データのデジタル記録が可能
・管全長の軸方向肉厚断面形状をリアルタイムで出力
可能
・任意の位置での円周断面形状の出力が可能
・CCDカメラ、LED照明により、内面状況の把握が可能

埋設配管
地中埋設配管内面の腐食・減肉状態の把
握が可能

・内径Φ150～400㎜
・エルボ部が1.5DR以上であること
・原則常温での使用
・最大測定可能距離：70～80m

・水
・電源100V

連続腐食測定システ
ム（サーキットスキャ
ン）

円筒タンク、球形タン
ク、配管などの鋼構
造物

溶接継手部を除く全面（抜取り
検査）

・鋼板及び鋼管内面の腐食・減肉調査（管外面からの
測定）を主たる目的とする
・超音波連続厚さ測定（１ｃｈの線測定）
円周方向だけでなく、長手方向の測定も可能（ただし
100A以下は別途専用治具使用）
・測定データは図示可能
・膜厚センサを併用することで塗膜上からの測定が可
能

発電所各種配管、油輸送管、
パイプライン、化学プラント各
種配管、ガス配管、煙突筒身

連続的な厚さ測定により腐食減肉状態の把
握が可能

・50A以上
・原則常温での使用

高所作業時は足
場が必要

b社

ラインスキャナ
石油プラント、石油貯
蔵施設、石油化学プ
ラント、化学プラント

配管（保温有・無しの両方）、タ
ンク側板

カテゴリは放射線カウンタ。ラインセンサが検査象物か
らの透過線を受信し、フォトンカウンティングにより減
肉状況を把握するもの。特長は、保温材を解体せずに
スクリーニングが実施できること。センサはCdTeによる
直接変換方式（シンチレータなし）のため感度が高く、
エネルギー弁別機能により散乱線影響を低減できる。

受注は2018年度下期から開
始。受注実績は2018年度は製
鉄所関係のTP検証1件のみ。
2019年度は3件（原発、石油
貯蔵施設、製鉄所）の受注を
見込んでいる。その他、現場
検証は4件実施（石油プラント
2件、原発1件、製鉄所1件）

保温材の解体復旧に係る費用及び時間を
削減できる。
従来は放射線では検査不可であった大径
管の検査ができる。

【性能面】
配管の場合は内部流体が検査スペック（測定速度、
精度）に及ぼす影響が大きい。評価はある基準部
分との比較法であり、測定範囲に健全部がない場
合はデータ解析が困難。また、線源及びセンサを配
管上に設置するため配管周囲に概ね150mm以上の
スペースが必要。装置のセッティングに要する時間
を短縮し消化量を増やすことが最大の課題である。
現時点では2次検査の要否を判断するレベルだが、
データの信頼性を向上させ1.5次検査レベルにした
い。
【制度面】
放射線を使用するため安全管理が特に重要。管理
区域の設定（立入り禁止措置）の他、ガンマ線を使
用する場合は事前の手続きが必要。

c社

コンクリート地際等で
の鋼板腐食部の残存
肉厚測定

コンクリート基礎、柱
地際部分からコンクリート内部
での鋼板残存肉厚

フェーズドアレイＳＨ波探触子を利用して、送信ビーム
の送信角度を変化させることにより、板波の周波数ｆを
変化させる。その周波数から
カットオフによる反射と通過の物理現象を用いて残存
肉厚を求める
ものである。この技術を用いることによってコンクリート
内部特に地際に発生した腐食での残存肉厚推定に利
用できる。

橋梁構造物での橋脚部分の
残存肉厚測定での実験的検
証を実施。
特許５９０４３３１号取得済み

本技術を用いることによってコンクリート内
部を斫ることなく、非破壊で地際等に発生し
た腐食での残存肉厚推定に利用できる。

実腐食試験体と模擬試験体との対比比較による評
価と判定基準の整合性をとること。フィールドでの課
題の確認と対策。

G-RIS 屋外貯蔵タンク全般 タンク側板

超音波探傷試験を利用し、各種タンク側板の連続板厚
測定を高速に実施可能な技術｡
タンク側板に専用のスキャナを取り付け、一回のス
キャナ走査で幅600mm範囲の連続板厚測定(面探傷)
を実施する。

各種プラント工場に適用

側板全体は元より、ウインドガータ廻り等の
部分的な検査も可能。側板の内面側、外面
側双方からの探傷を可能とし、保温付きタン
クや内容物保管中のタンク側板検査に対し
本技術を適用することで、従来法（定点測
定、目視検査）と比較して足場等に代表され
る付帯工事の削減が期待できる。

タンク側板点検のガイドラインが通知されているが、
法的な点検義務として定められていない。

a社

d社
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社名 モニタリング技術・診断技術名 対象施設 対象部位 技術の概要 実績 効果 普及の課題 備考

T-RIS-1 屋外貯蔵タンク全般 タンク底板

消防法に基づく認定装置(*で､超音波探傷試験を利用
し各種タンク底板の連続板厚測定を高速に実施可能
な技術｡
*)危険物保安技術協会認定　危評第0059号
　超音波による連続板厚測定装置　型式:T-RIS-1

各種プラント工場　500基以上

消防法で定められた定点測定と比較し、連
続板厚測定（面探傷）を実施する事で底板
の腐食状態の正確な把握、補修基準の最
適化が期待できる。

なし

フレキアレイ 各種プラント全般
配管、塔槽、熱交等の曲面形
状部

超音波探傷検査を利用した多チャンネルかつ屈曲可
能なセンサーを搭載した装置により、配管エルボや各
種容器などの曲面形状部の連続板厚測定を平面部と
同等の検査スピードで施工可能な技術。

各種プラント工場　100現場以
上

配管エルボ部等に代表される曲面形状部
の連続板厚測定において、従来の超音波
探傷検査では平面部と比較し多くの検査時
間を要していたが、本技術を用いる事で、曲
面形状部においても平面部と同等以上の高
速な連続板厚測定が可能である。

なし

e社

AE法による石油タン
ク底部の腐食評価技
術

地上石油タンク
底部（底板+アニュラープレー
ト）

石油タンクを開放することなしに、側板及びアニュラー
プレート張出部にＡＥセンサを取り付け、腐食に起因す
るＡＥ信号を計測する。側板上のセンサで検知したＡＥ
信号をデータベースで照合することで、タンク底部の腐
食リスクを最も厳しい部位の腐食速度（㎜/年）として
評価するとともに、アニュラー上に取り付けたセンサで
検知したＡＥ信号により腐食活性度の高い部位の位置
を標定する技術。

これまで数十基のＡＥ計測実
績あり。これらのデータに基づ
き、規格HPIS G110 TR 2007、
JPECガイドライン「屋外石油タ
ンクの底部腐食損傷のAE グ
ローバル診断法に関するガイ
ドライン」が策定された。

ＡＥによる評価で開放の必要性の薄いタン
クの開放検査のインターバルを延長するこ
とができれば、費用（10万リットル場合、1億
円以上）を低減することが可能。また開放前
に評価することで、鋼板を先行発注するな
ど停止期間の短縮が可能。開放検査（廃液
など）に伴う環境汚染の低減も可能。

法定タンクは、消防法により開放検査のインターバ
ルが決まっており、ＡＥ計測で評価することのコスト
メリットが少ない。現在の法令では、1000ｋリットル
未満の小型タンクの自主検査で、開放の優先順位
を付ける（リスクの高いものから開ける）などの使用
方法しかない。

f社
タンク底板連続板厚
測定　IMZ-8000
（SLOFEC）

タンク タンク底板、タンク側板、配管 添付資料参照
発電所設備、化学プラント設
備、備蓄設備他　　４～５件／
年

裏面腐食の検知による漏洩防止

電磁気による連続板厚測定は、キズ検出した箇所
に対して超音波
による詳細測定を実施しなければならず、コスト面
が課題である。

g社

フェーズドアレイ超音
波探傷

エネルギーセンター
（ごみ処理施設）

コンベアプーリー軸

多数の振動子（圧電素子）
　個々の振動子が超音波を送受信するタイミングを独
立に制御し、合成された超音波波面を形成することに
より超音波ビームの制御を行う。
　狭隘部への適用や、火力発電所ボイラー大径管に
発生するクリープ損傷箇所の特定に有効

健全性の確認 プーリー軸きずの調査

フェーズドアレイ超音波探傷器は、ポータブルな物
でもパルス反射式超音波探傷器より２倍から３倍の
価格であるし、探触子の価格も通常の探触子の３倍
程度の価格である。しかし、エコーの可視化の面で
は説明する際分かりやすく好評である。
制度面は、火力、原子力の定期事業者検査では、
従来の超音波探傷を基本としているためきず検出
時の補助的立場となっている。

h社

微加圧式漏洩検査 地下貯蔵タンク（5基）
地下タンク・地下(埋設)配管一
式

地下タンク・地下配管にガスを封入し、概ね2kPAに加
圧した状態を保持し、一定時間内の圧力変化を測定、
記録することにより、漏洩の有無を確認する気密試験

直近の点検実績：2018年3月
30日
点検周期：1年以内

微加圧試験の結果、タンク、配管共に異常
なしと判定。

消防法上、漏れの点検周期は、対象となる設備等
の種類に、設置年数を加味して規定されている。
又、専門性を有する点検の為、維持・管理費が掛か
る。

i社
X線透過撮影検査、
超音波探傷検査、磁
粉探傷検査、浸透探
傷検査、真空漏えい
検査、目視検査

屋外貯油施設、高圧
ガス施設など

タンク本体と付属配管など
各検査共に一般的な手法であり、特筆する内容はな
い。

年間数基程度
判定結果に基づいて、適切に補修を実施し
ており、流出等の事故の仄聞はない。

d社

点検周期

1年以内

3年以内

3年以内

　　ないもの

〇　危険物の漏れを覚知しその漏洩拡散を防止するため

　　の措置が講じられているもの

FRP外殻

対象

地下貯蔵タンク

地下埋設配管

下記以外

次のいずれかに該当するもの

〇　完成検査（設置・交換）を受けた日から15年を超え
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別表３

社名 モニタリング技術・診断技術名 対象施設 対象部位 技術の概要 実績 効果 普及の課題 備考

オンラインピグ ガス導管 導管の肉厚測定
管内を圧力で磁気を帯びた機器を通過させ記録の解析を行い全
周、全長の管肉厚を測定する。

管内全域（高圧） 必要管厚が把握でき適切な補修管理ができる。 なし

レーザーメタンmini 構内配管 配管
レーザーでメタンを遠隔から瞬時に検知する装置。メタン及びメタン
を含むガスを遠隔で検知可能な防爆タイプのレーザー式ガス検知
器。

多数 確実に状況を把握できる。 なし

k社

Dr.　PLANT（予測型設備
管理）　その他の技術ソ
リューション商品

石油精製・化学工場
圧力容器・配管から電気・計
装品までの評価技術

 ・設備管理の仕組み構築／コンサルタント
・高圧機器の活線絶縁診断
・潤滑油／グリース鉄粉濃度計
・精密／簡易振動診断
・小口径パイプライン／加熱炉チューブ検査

有 最適な設備管理を実現できる。 なし

l社

WES 2820 圧力設備の供
用適性評価方法-減肉方
法

（WES2820より）
　この規格は、検査によって耐圧部の内面又は外面に、きず又は
損傷が発見された圧力設備の次回検査までの継続供用、補修、
取替えなどの対応策の決定に適用する供用適性評価方法のうち、
減肉評価に特化した評価手順を示すものである。

－

（WES2820より）
　既存の国内規格では、減肉部の最小測定厚さが
設計時の計算厚さより小さくなる場合に、評価の
適用範囲外となり、減肉を残したまま当該設備を
継続供用することを許容していない。これに対し、
この規格では、API 579-1/ASME FFS-1などで採
用されている残存強度係数の考え方を導入するこ
とによって、計算厚さを下回る減肉に対しても、減
肉評価を可能としている。

2015年発行で普及はこれからの規格
であるが、ファストトラックの県都など
高圧ガスなどへの適用を要望検討中。

j社

（WES2820より）
１　適用範囲
　この規格は、一般に認められた設計・構造規格に
よって製作された圧力設備の耐圧部に適用する。減
肉評価の対象は、次の　a)～d)によって生じるきず又
は損傷とする。
　a)　腐食
　b)　摩耗
　c)　エロージョン・コロージョン
　d)　検査によって発見されたきず又は損傷をグライ
ンダなどを用いて滑らかにしたもの

危険物施設等における維持管理の取組等に関するアンケート調査結果（一般財団法人　エンジニアリング協会　会員企業からの情報提供）
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別表４

社名 モニタリング技術・診断技術名 対象施設 対象部位 技術の概要 実績 効果 普及の課題 備考

m社

ドローンをツールとした点検 タンク、高所設備
屋根板、側板、高所配管、煙
突、フレアースタック

ドローンに可視カメラを搭載し、高所設備等の点検を
実施。

・現在検証中。

・日常から定期的に状況を確認できる。（モニタ
リング、スクリーニング）
・効率化、省力化
・コスト削減

・具体的な安全仕様搭載ドローンなし
（防爆仕様、墜落対策（故障時安全な着陸機能）、
全天候仕様（耐風速、降雨、公設、耐低温、耐高
温））
・法規制と官庁対応

n社

ESCC検出を目的とした渦流アレ
イ（ECA）検査

石油精製設備、化学
設備

配管（オーステナイト系ステン
レス鋼）

渦流アレイ検査は一つのプローブ内に複数のセン
サーコイルを並列に配置したフレキシブルなアレイプ
ローブを使用。配管形状に合わせてプローブを接触さ
せ、渦電流コイルが、検査対象物である構造物の位相
と振幅相対基準とした信号を発生させる。エンコーダー
からの位置信号と時間を参照しながら、このデータを
C-スキャン画像としてグラフィック表示する。

製油所での検査。（検査会
社を起用）

配管外面に発生した塩化物応力腐食割れの検
出。
メリット
・検査速度がPT検査に比べて速い。
・Gr作業による塗装剥離等の前処理が不要（ブ
ラッシング程度のみ）。

注意事項
・B.H等の潜在欠陥と割れ形状の判別は困難。
・補修による入熱等の著しい組織変化を欠陥信号と
して検出する場合がある。
・狭い隅肉、余盛りの高い溶接部（ノズルサポート
等）は適用不可。
・欠陥信号検出箇所は別途PT検査が必要（信頼
性）。
・技術員、機材の制限からPT検査よりも施工可能物
量が少ない。

o社

UスルーUT検査システム
蒸気ボイラ、他熱交
換器

ボイラチューブ
水浸UT検査
Uベント、曲がりのあるチューブを越えて、ボイラチュー
ブの肉厚測定が可能な検査技術。

開発後、2015年より約50箇
所のボイラ設備に適用。

過去付帯工事として、ケーシング、Uベンドなど
を切断し検査を行っていたものが、復旧、気密
テストを含め工事を行わず検査が可能となっ
た。

曲がり部への計測が不可である。

p社

３Dレーザースキャン技術を用い
た腐食の可視化

機器、タンク、配管
機器内外面・タンク内外面・配
管外面

３Dハンディスキャナを用いた主に外面腐食の検査。
腐食の大きい部位等に対して3Dレーザースキャンを実
施。計測データを解析して、３Dの腐食モデルを作成す
る。併せて腐食マップの作成も行う。

主に化学会社の機器外面・
球形タンクの橋脚部などの
検査を実施。

・デプスゲージでは計測できない広範囲の腐食
計測が可能。
・腐食範囲、形状のイメージ化が可能。
・現場計測及び報告書作成の時間削減。

３Dハンディスキャナ本体の金額が高い。
解析ソフトが統一化されていないために各社、様々
な仕様で使用しており普及の妨げとなっている。

危険物施設等における維持管理の取組等に関するアンケート調査結果（日本メンテナンス工業会　会員企業からの情報提供）
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危険物施設以外のインフラ施設の事故事例 

 

危険物施設以外のインフラ施設において発生した経年劣化を主原因とする事故事例につい

て調査し、危険物施設を長期使用するための安全対策に参考となる事項を抽出した。 

 

１ 原子力関連の事故事例 

（１）事故の内容 

・美浜原子力発電所の配管破裂で蒸気噴出 

・浜岡原発タービンの損傷 

・敦賀原発２号機の熱交換器から一次冷却水漏れ 

・敦賀発電所１号機シュラウドサポートのひび割れ 

・浜岡原子力発電所 1号機制御棒駆動機構ハウジング貫通部のスタブチューブ取付け

溶接部の応力腐食割れ 

・敦賀 2号機加圧器逃し弁管台溶接部からの漏洩事故 

・東京電力福島原発汚染水処理施設のタンク漏れ 

（２）主原因 

・配管内の乱流によるエロージョン／コロージョンによる局部減肉 

・未点検箇所での腐食、疲労トラブルの発生 

・定期検査の対象外設備でのトラブル発生 

・設計時の想定外の異常振動 

・高温と低温の冷却水が交互に流れて「高サイクル熱疲労」で配管に亀裂が発生 

・ニッケル合金（インコネル）の溶接部では応力腐食割れが発生 

・使用している添加薬品がステンレス製のタンク内面と反応して腐食が発生 

（３）対策 

・設計：高温、高圧、高速の熱流体が関係する設計では、実際の現象が設計の予想か

ら外れることを想定し、実物大モデルでの挙動の確認 

・検査：再生熱交換器胴本体の超音波探傷試験及び寸法調査 

・点検：点検リストの作成と統一的管理による配管肉厚管理の規定化 

・点検：運転中の巡視点検の強化。特に溶接部等は重点的に点検 

（４）留意事項 

  ・機械、装置は必ず劣化するとの認識が必要であること。 

・低速、低圧がいつも安全であるとは限らないこと。 

・不具合の兆候をモニターする。ただし、モニターする範囲が大切であること。 

・インコネル合金を使用し、補修などで高い残留応力が発生している溶接部には応力

腐食割れが発生すること。 

参考資料１ 
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２ 港湾関連の事故事例 

（１）事故の内容 

・桟橋出荷設備における圧力計取付け用枝管の腐食部からの重油の漏えい 

・漁船に積載中の酸素ガス容器の腐食による破裂 

（２）主原因 

・海水飛沫による配管外面腐食の進行。 

・配管の再塗装時の錆落としなどの塗装前の下地処理が不十分であった。このため腐

食が進行した。 

・海風の影響及び海水に触れる環境での容器放置による外部腐食。海岸雰囲気でのＭ

ｎ鋼の腐食速度は 0.31mm/年であった。 

（３）対策 

・検査：目視検査の強化 

・管理：腐食の疑いがある場合は全長について塗膜と錆を除去し、複数方向の肉厚の

測定 

・点検：長期貸出し容器の台帳管理の徹底と定期的な点検 

（４）留意事項 

・外面腐食は、ある特定部位に発生しやすいこと。 

・腐食した配管類の保全修理作業では、腐食が予想外に内部まで進行していることが

多いこと。 

・残圧のある設備を放置すると腐食により破孔し破裂のおそれがあること。 

・ガスボンベ容器管理の徹底すること。 

・窒素、酸素等のガスボンベ容器の破裂事故は毎年発生していること。 

 

３ 上下水道設備関連の事故事例 

（１）事故の内容 

・上水道滅菌設備のバルブからの塩素ガス漏えい 

・上水配管漏水で近くに埋設してあったガス管が腐食して破損 

・市道の地下に埋設された上水道の水道管から水が噴出 

・水道水に白い異物が混入 

・上水道施設の維持管理不備による断水  

（２）主原因 

・滅菌設備の塩素が水分と反応して塩素イオン化しバルブのスピンドルの腐食を促進

させた。 

・水道管の漏水（噴出）箇所の 10cm 直上でガス管が交差しておりガス管が腐食した。 

・土質等の影響により埋設配管が腐食した。 

・水道管内面の腐食を防ぐための保護材が劣化によりはがれ混入した。 
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・要員不足による運転監視体制不備 

・技術の継承がなされていない。 

（３）対策 

・管理：バルブに防災キャップの取付け 

・施工：水道管とガス管を道路の左右などに離して敷設する。上下に敷設しない。 

・施工：土壌に直接触れる埋設配管の外面腐食防止対策として、配管を被覆するポリ

エチレンスリーブは、埋設配管が腐食することを防ぐ効果がある。 

・検査：次のような埋設配管腐食部の診断方法がある。 

① 電位差利用：埋設鋼管とアース間に電圧を印加することで、アース（大地）と

埋設鋼管に電気的な閉回路ができ電流が流れる。この電流の多くは塗覆装損傷部

に集中して流れ込むため、損傷部近傍の地表面に電位勾配を生じる。点間電位差

として連続計測し腐食部を特定できる。 

② 電磁波利用：電磁波をアンテナから地中に向けて放射し、土と電気的性質の異

なる物質（埋設管、空洞等）から反射波を受信して、到達時間から埋設物の位置

と深さを確認する。 

・管理：老朽化した配管の計画的更新 

・管理：運転監視体制の見直し 

・管理：技術の継承方法検討 

（４）留意事項 

・腐食の診断方法など同様の手法が危険物施設の配管でも活用できる可能性がある。 

 

４ 鉄道関連の事故事例 

（１）事故の内容 

・エキスポランド・ジェットコースター事故 

・JR西日本新幹線トンネルにおけるコンクリート剥落 

・大井川鉄道列車脱線事故 

（２）主原因 

・ジェットコースター車輪を支える軸のねじ部の疲労破壊 

・不十分な装置検査の頻度と検査内容及び行政へのずさんな報告 

・トンネル内の長期間にわたる漏水・温度変化・列車振動などによる側壁のひび割れ

の進展 

・列車通過中に分岐器に使用されているトングレールが左右動を繰り返す状況となっ

ていたことが、トングレールの疲労破壊を進行させた。 

（３）対策 

・点検：定期検査方法等の明確化及び定期報告内容の充実 

・点検：トンネルの総点検実施と応急措置 
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・検査：線路の疲労解析実施 

（４）留意事項 

・テーパーとねじの組合せの構造は、いつかは緩みを生じ事故に至る。 

・定期検査は軽視される傾向があり、報告制度も形骸化する。 

・トンネルの総点検等で機械化による自動計測の原動力の一つとなった。 

 

５ 電力関連の事故事例 

（１）事故の内容 

・ボイラー水管の破孔漏えい 

・ボイラーの一次過熱器管及び接触電熱壁管に破孔 

・ボイラーの過熱器管及び過熱器吊り下げ管の破孔 

・ボイラーの後部ケーシングの隙間に雨水が浸入し水管が外部腐食 

・ボイラーの一次低温過熱器管のベンド部に破孔 

・節炭器管の破孔 

・変圧器が経年劣化及び点検不備のため焼損 

・地中ケーブルが絶縁不良のため地絡 

・高圧ケーブルが経年劣化のため地絡 

・真空遮断器が経年劣化と整備不良により地絡短絡 

・風力発電所のロータヘッド内の機器を取り付けているボルトの折損と内部機器の破損 

（２）主原因 

・経年劣化、絶縁破壊、絶縁不良、化学腐食、外部腐食による減肉、回転機器のボル

トの疲労、クリープ破断  等 

（３）対策 

・施工：雨水浸入防止工事の実施 

・管理：腐食防止対策として、ボイラー水質管理強化の徹底 

・管理：経年劣化が予想されるものの早期取替えの実施 

・点検：定期点検にてボイラー水管の詳細点検の実施 

・点検：定期的な絶縁診断の実施と管理の徹底 

・点検：点検周期の見直し 

（４）留意事項 

・経年劣化、腐食、疲労等に起因するトラブルの比率は全てのトラブルの約 20%程度で

ある。 

 

６ 都市ガス関連設備の事故事例 

（１）事故の内容 

・北見市都市ガス漏れ事故 
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・藤枝市都市ガス漏出事故 

・地下鉄工事現場での都市ガス爆発(天六ガス爆発事故)  

（２）主原因 

・交通振動、除雪車等の振動による凍結地盤の不同沈下に起因するガス管の疲労破断 

・ガス管に大規模な破壊があったにもかかわらず、当初、ガスを微量しか検出できな

かった。 

・下水道工事による地盤沈下に起因するガス低圧本管の折損 

・ガス会社職員のガス漏れ調査における異常の未検出 

・地上幹線道路の車輌通行による地盤沈下で振動を受けた埋設ガス管継手強度の劣化 

・継手強度が低下していることを予測しておくべきであり、そのための抜け止めの施

工を怠ったこと。 

（３）対策 

・検査：ガス検査精度の向上 

・設計：継手強度が低下していることを予測しての設計 

・施工：厳冬下でも破壊されにくい樹脂管に変更する。 

・施工：開削工事時のガス管防護対策の制定 

① 露出部分の両端が地崩れのおそれのないことの確認 

② 漏えいを防止する適切な措置 

③ 温度の変化による導管の伸縮を吸収、分散する措置 

④ 危急の場合のガス遮断措置 

（４）留意事項 

・路面が凍結した上に更に積雪がある場合は、埋設配管から漏れたガスが地表に出ら

れず微量しか検出できない。 

・長期間使用されていた施設には何らかの欠陥があると予測して行動すべきである。 

 

７ 高圧ガス関連設備の事故事例 

（１）事故の内容 

〈冷凍設備〉 

・冷凍設備における配管破断による冷媒の漏えい 

・空冷式ヒートポンプチラーの配管及び可溶栓からの冷媒漏えい 

〈圧力容器〉 

・液化酸素用超低温容器（LGC）の破裂・着火爆発 

・LPG 揚荷配管の圧抜き配管からのガス漏えい 

・エチレン貯槽への返送ラインにおけるエチレンガス漏えい 

・水素充填設備の圧力計用導圧管からの漏えい 

・液化アンモニア導管からの漏えい、噴出 
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・液化窒素 CE（コールド・エバポレーター）の受入配管継手からの漏えい 

・使わなくなった分析用容器の破裂 

・タンクコンテナの計装配管の破断 

・貯槽配管からの液化石油ガス漏えい 

・希硝酸プラント配管からのアンモニア漏えい 

・天然ガススタンド内の圧縮機ユニットのクーラーから天然ガス漏えい 

・ヨウ素製造プラント塩素ガス製造設備からの塩素ガス漏えい 

・三フッ化窒素製造設備の精留塔での火災 

（２）主原因 

〈冷凍設備〉 

・配管ろう付け部の疲労破壊 

・ウォータ―ハンマー現象 

・配管を固定している結束バンドの振動 

・可溶栓のジョイント部のオーリングの劣化 

・長期間停止時の薬液による内面腐食 

〈圧力容器〉 

・配管保温材の中に雨水が浸入し滞留すると配管外面腐食の進行が速くなる。 

・局部的な加温により腐食が進行 

・不十分な下地処理での配管塗装による塗膜の劣化 

・塗膜の内側への水分浸入による腐食の進行 

・金属疲労による破断 

・振動に伴う繰り返し応力による疲労破壊 

・小口径配管への必要な検査や対策の見逃し 

・応力集中箇所の疲労による亀裂 

・ガスボンベに残ガスが残ったままの長期間放置 

（３）対策 

〈冷凍設備〉 

・施工：配管のサポート支持の強化による振動の抑制 

・管理：劣化配管更新と類似箇所の点検を実施 

・検査：配管の外面腐食検査方法の見直し 

・施工：ウォーターハンマー防止策（高温蒸気と低温ドレンの接触を断つ） 

〈圧力容器〉 

・施工：配管の外面を塗装 

・設計：配管の保温材の施工に関しては、保温材の間隙部が生じにくい形状にする。 

・検査：配管の内面腐食状況を X線透過写真撮影と画像処理法により、運転を停止す

ることなく検査、診断する。 
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・施工：施工配管にスチームトレースを施工する際は、局部的加温による温度変化に

起因する腐食に注意する。 

・検査：外面腐食検査の方法を見直す。 

・検査：配管の外面腐食の非破壊検査手法として種々のものがある。 

・垂直、水平配管  ：ロングレンジガイド波、磁気飽和過流探傷 

・被覆配管     ：パルス ET 

・ラック接触部配管 ：ラックスルー、レイリースキャン 

・保温、保冷材の水分：中性子水分計 

・検査：メンテナンス体制を強化し、検査箇所、検査方法、部品取替え時期について

具体的な基準を作成する。 

・施工：塗装施工基準の見直し。下地処理（素地調整）の対象物に配管溶接部を加え

て、塗装の施工品質を確保する。 

・設計：配管材質を炭素鋼から耐食材（SUS）に変更する。 

・設計：常時振動を繰り返し受けている設備や配管は疲労破壊のおそれがあるので、

振動を緩和する必要がある。振動変位を吸収できるサポート構造とする。 

・設計：防振装置の設置 

・管理：停止後の運転開始時は塔内のガス分析を行う。 

・管理：運転開始手順を明確にするため、運転管理基準の見直しを行う。 

・管理：停止設備の管理基準を見直し、リスク評価表等の見直しを行う。 

（４）留意事項   

・運転部門や保全部門による日常の目視点検による異常の発見が重要である。 

・現場作業員への保安教育の徹底 

・目視検査の視点として、配管部分やサポート部分のほかに塗装劣化部を追加する。 

・高圧ガス配管の外面腐食対策は、環境要因を遮断することがポイントである。 

・極低温のガスを受け入れる際の温度差により応力がかかる部分を把握して、日常及

び定期自主等の点検にいかすことが重要である。 

・窒素パージをせずに長期間停止していた設備を再稼働する場合は、あらゆるケース

を想定したリスク評価を行い、内容物のガス分析等十分な準備を行うこと。 

 

８ ボイラー関連設備・事故事例 

（１）事故の内容 

・ボイラー水冷壁管損傷 

・ボイラー・クーリングスペーサ管損傷 

・温水ボイラーに付設された貯湯槽の破裂 

（２）主原因 

・過大な応力によるボイラー管外面からの疲労亀裂の進行 
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・ボイラー側フランジのボルト穴裕度不足 

・経年的なスティラップ（支持金物）の劣化 

・製作不完全（応力が作用しやすい形状） 

・配管の内面腐食による閉塞に伴う内圧上昇 

（３）対策 

・施工：ボイラー内面に加え外面にも隅肉溶接を実施し、応力集中が緩和される構造

に変更 

・施工：ボルト穴拡大加工の実施。フランジ熱伸び時にボルトへ過大な剪断力が生じ

ない対策を実施 

・施工：クーリングスペーサ管を応力緩和型（フレキ管）に取替え  

・施工：ロッドスペーサの取付け位置を変更し応力緩和 

・施工：耐食性材質に変更 

・管理：点検の強化 

（４）留意事項 

・溶接絡みの事故が多い。 

・設備の日常管理に抜けがある。 

 



1 
 

海外の危険物施設等の事故事例 

 

危険物や高圧ガス等、各種危険性のある物質を貯蔵し、又は取り扱う産業施設の老朽化に

よる事故事例について、海外で発生した事例を調査するとともに、維持管理・点検制度等の

長期間使用する産業施設に対する対策等について海外動向を調査した。 

具体的には MARS（EU）、COMAH（英国）、ARIA（仏国）、CSB（米国）の事故事例データベース

から、危険物施設の経年劣化による漏洩事故の事例を収集し、解析を行った。 

 

１ EU（MARS）の調査結果 

EU（MARS）の調査に関しては、イギリス安全衛生庁（HSE）が、詳細・精力的に調査を行

い、2010年に報告書（Plant Ageing Study Phase 1 Report (RR823)）として公表している

ため、この報告書の解析結果を引用する。 

（１）RR823 での解析 

RR823では、経年プラントとは、設計耐用年数を超えたもの、又は使用年数が 25年を

超えたものと定義して、事例収集を行っている。 

MARSに登録されている 1980年から 2006年の間のデータ中で、漏洩に関する重大事故

は EU全体で 294 件ある。それを原因別に分類すると、表１に示すように 183件（62 %）

が物理的要因（①＋②）によるものである。また、その 183件を不良事象別に分類した

ものが表２である。また、183件の中で 96件が経年化した設備・機器で発生している。

（表３） 

表１ 事故原因       

   表２ 不良事象     

 

 

表３ 経年化の有無 

  

 

 

 

事故原因 
294件中

の割合 
 

①機器類の健全性不良 50.5% 
183件 

②電気及び制御系不良 11.5% 

③人的及び操作不良 38.0%  

不良事象細目 割合 

①腐食/浸食/SCC 28.7% 

②破壊/振動 5.1% 

③摩耗 2.5% 

④電気及び制御系不良 21.7% 

⑤設計不良 17.8% 

⑥保全/補修不良 13.4% 

⑦その他 10.8% 
経年化の有無 割合  

①経年化した機器等 32.0% 

96件 ②経年化した電気及び制御系 11.8% 

③その他の経年化 10.1% 

④経年化によるものではない 48.9%  

参考資料２ 
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（２）解析結果 

【機器類の健全性】 

・腐食、浸食、応力腐食割れが最大の原因である。 

・急激な破壊現象（疲労破壊、応力腐食、保温材下の腐食など）は重要な問題である。 

・検査計画及び保全計画の適否が事故に及ぼす影響は大きい。事故が発生した経年機

器については、検査計画、保全計画がなかったことは明らかである。 

・プロセス変更や処理量増加が劣化速度に影響を与えるが、その影響について十分に

理解や配慮がされていない。 

 

【電気及び制御系不良】 

・電気及び制御機器が原因の事故は重大事故の約 11%を占める。 

・保全や試験を改善することによって防止できたかもしれない電気及び制御計装事故

は電気及び制御計装事故全体の約 40%を占める。 

・電気及び制御機器故障の最大の要因はレベル計の故障であり、不十分な保全と試験

に起因する。 

・設計不良は電気及び制御機器の約 26%を占めるが、これらは通常経年劣化とは関係し

ない。 

・その他の要因として、停電、落雷・接地、DCSソフトウェアの故障がある。 

 

【イギリス安全衛生庁（HSE）のマネジメントシステムの不備】 

・監査と指摘事項の対応が弱いので、欠陥が認識されず管理もされないままであった。 

・初期の設計の不備が、時間が経つにつれて事故につながった。 

・定期的レビューを伴う危険源と影響の管理プロセスがないので、事故の可能性を特

定できない。 

・保全及び腐食の管理システム、手順、見直しが事故の可能性を特定するのに十分で

はなかった。 

・スタッフの離職により、プラントや機器の設備・運転・保全情報が伝承されない。 

・運転及び保全に携わる要員の継続的な訓練と能力開発がされないので、能力低下が

起こる。 

・プラント環境や運転方法が変化したのにリスクの見直しがされない。 

・運転方法、設備・機器、協力会社を含めた要員の変更管理が実行されない。 

 

２ 英国（COMAH）の調査結果 

COMAH（英国）では、Case Study として 36件の事故が公表されているが、経年設備及び

漏洩というキーワードで見ると２件が該当した。 

（１）事故事例 
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  ア オランダのビークで発生したエチレンプラントの爆発火災 

   【事故概要】 

圧縮ガスを低温冷却系へ送ったところ、脱プロパン塔からベーパーが漏洩し、着

火、爆発したもの。 

   【経過・原因】 

    ・最初の割れは安全弁とフィードドラムをつなぐ 40mmで発生した。 

・フィードドラムの通常運転温度は 65℃であるが、脱エタン塔が運転不調となった

ために、０度以下の C2を含む液体が脱プロパン塔のフィードドラムに流入した。 

・この液体がフィードドラム内でフラッシュして、温度がｰ 10℃もの低温になった。 

・フィードドラムの材質は－20℃で運転することができたが、経年劣化で溶接部が

０℃で破裂した。（低温脆性による破裂）  

  イ イギリスのイミンガムで発生した製油所の爆発火災     

   【事故概要】 

製油所の脱エタン塔のコンデンサーに至る配管にある水注入口下部のエルボが開裂

し、メタン、エタン、プロパン、ブタン等を含むベーパーが吹き出し、着火、爆発し

たもの。 

   【経過・原因】 

    ・当初の設計にはなかった水注入ラインを急場しのぎに設置した。 

    ・設置当時は間欠的に使用する予定がいつの間にか連続使用になっていた。 

・注入した水の水滴が直近のエルボに当たり減肉／開裂して、炭化水素が漏洩して

着火し火災となった。 

    ・変更管理台帳に記載がないためその後の配管検査で見落とされていた。 

    ・当初の設計にはなかった水注入ノズルの設置に伴う、リスクの再評価（配管の検

査箇所の追加など）や変更管理が不十分であった。 

（２）事故後の対策 

HSEは事故後の対策として、各企業が提出する「安全報告書」を評価において、配管類

の検査管理、変更管理、腐食管理のプロセスを重視する等、マネジメント上の対応がさ

れた。また、石油精製施設の配管類の検査強化を指示した。（例えば“API 570 Piping 

Inspection Code”に従った検査の実施など） 

 

３ 仏国（ARIA）の調査結果 

事故データベースに収録されている事故のうち「Aging and degradation mechanisms」に分

類されている事故について調査を行った。さらに事故の中で、施設を長期使用した結果、

事故に至った事例 16 件を解析した。事故事例は表４のとおり。 
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表４ ARIA に見られる腐食・劣化を原因とする事故事例 

番号 破損物件 取扱 
物質 破損状況 原因物質／事象 

設計 

不良 

施工 

不良 

設置 

場所 

設備 

管理 

1 
地上移送配管

12B 

燃料油 保温材下での
腐食による配
管穴開き 

水による外面腐食 
   ○ 

2 

パージ用 1B

配管 

プロピ

レンガ

ス 

ねじ込み継手
での配管破裂 

振動による機械的
疲労 

  
○ 

振動 
 

3 
スパイラル熱

交換器 

硫酸 隔 壁
（SUS316L）
の穴からの水
の混入 

塩素によるピッチ
ング 
殺菌剤変更に伴う
変更管理不良 

   ○ 

4 

チューブ熱交

換器 

ホスゲ

ン 

熱交換器チュ
ーブの穴開き 

堆積物内の残留ホ
スゲンと水が反応
し、生成した塩酸に
よる内面／外面腐
食 

   ○ 

5 
コーンルーフ

タンク 

重油 補修で側板に
溶接した当て
板からの割れ 

切欠効果による繰
り返し応力割れ不
良 
設計及び施工不良 

 ○   

6 

フローティン

グルーフタン

ク 

重油 フローティン
グルーフの割
れ 

強風による繰り返
しの力によるフロ
ーティングルーフ
の割れ 

   ○ 

7 

タンクドレン

抜き配管のエ

ルボ 

硫酸 タンクドレン
抜き配管のエ
ルボ部分の穴
開き 

加圧下での硫酸と
の接触 
設計不良 ○    

8 

埋設移送配管 重油、

軽油 

合成樹脂の防
食被覆を施し
た埋設配管の
減肉、腐食、穴
開き 

海岸地区を走る配
管であるため、潮の
干満による地下水
面の変動が起こり、
汽水中の塩素によ
る外面腐食 

  
○ 

地下水 
 

9 

地下埋配管の

エルボ 

硫酸 FRP 配管の曲
部やスロープ
のき裂 

酸性環境下におけ
る応力腐食割れ 
（応力は支持土壌
の圧縮不足に起因
する配管の湾曲と
水圧により発生） 

○ ○   

10 

タンク オルソ

クレゾ

ール 

タンク側板の
溶接部の最も
弱い溶接線の
割れ 

蒸気加温コイルの
内部腐食に起因す
る蒸気漏れにより
タンク内圧が上昇
し側板開裂 

 ○  ○ 

11 
①取出し配管 シアン

化水素 

①溶接部の開
裂 

①未焼鈍炭素鋼溶
接部のシアン応力
腐食割れ 

 ○   
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番号 破損物件 取扱 
物質 破損状況 原因物質／事象 

設計 

不良 

施工 

不良 

設置 

場所 

設備 

管理 

12 
②タンク側板 ②タンク側板

の溶接部の開
裂 

②SUS 溶接部の割
れ  ○   

13 
③配管エルボ ③エルボの溶

接部の開裂 
③SUS 溶接部の苛
性ソーダ応力腐食
割れ 

   ○ 

14 

加熱炉対流部

チューブ 

水素、

減圧軽

油 

対流部チュー
ブの開裂 

①ポリチオン酸に
よる腐食と酸化・硫
化による減肉 
②外面のクリープ
割れ 

   ○ 

15 

球形タンク取

出しノズル 
LPG 取出しノズル

1B の溶接部開
孔 

雨水のエバンス効
果により酸性化し
塗膜が水膨れした
ため、外部からの腐
食 

   ○ 

16 

タンク底板 原油 タンク底板が
円弧状に腐食
減肉 

タンク基礎の砂の
圧縮不足により底
板に窪みが発生し、
水分が滞留しての
腐食 

 ○  ○ 

 

（１）事故原因 

事故原因のうち、腐食による事故が９件、応力腐食割れによる事故が４件、割れによ

る事故が２件、疲労破壊が１件である。 

（２）事故発生場所 

配管類９件、熱交換器２件、タンク５件 

（３）事故発生原因 

  ① 設計不良 「材料の選定ミス」及び「設計段階で基準に準拠していない」…２件 

② 施工不良 溶接不良、溶接面の形状不適、タンク・配管の支持土台の不良…５件 

③ 設備管理不良 点検不良、「腐食物質を除去していない」…９件 

④ 設置場所不良 振動のある場所、地下水に間欠的に触れる場所など…２件 

※事故によっては二つの発生原因があるので、総数は事故件数と一致していない 

（４）長期使用に係る事故のパターン 

① 外面腐食 雨水、地下水などへ常時又は高い頻度で間欠的に触れ、湿潤状態を形成

している場所での腐食（保温材への水の浸み込みも含む） 

② 内面腐食 施工不良又は設置環境により配管、底板に窪みが形成され水などが滞留

することによる腐食 

③ 内面腐食 機器及び配管内に堆積物が残留し、堆積物内の腐食物質による腐食 

④ 内面腐食応力腐食割れを発生させる物質への対策が不十分なことによる割れ 
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４ 米国（CSB）の調査結果 

CSB はホームページにおいて、2018 年２月末時点で 95件の最終事故報告書を公表してい

る。報告された事故の中で、経年設備及び漏洩をキーワードとして 11件を抽出した。 

（１）事故原因 

硫化物、硫酸、塩素などの化学物質による腐食が６件、脆化、応力腐食による割れが

２件、溶接不良及び安全対策不良が２件、凍結対策不良（バルブに異物が噛みこみ水が

浸入）が１件であった。 

（２）事故発生場所 

   配管類６件、タンク３件、熱交換器２件 

（３）事故発生原因 

  ① 管理不良 （９件） 「肉厚検査を実行していない」「減肉傾向に対し適切な処置を

していない」「休止設備の管理不良」 

② プロセス危険性評  設計運転温度よりも実運転温度が高い場合のリスク評価の見 

評価不十分（１件） しがされていない。 

③ 工事不良 （１件） 溶接技能が不良に加え、X線検査の実施箇所が規定どおりで

はなかったので、気泡巻き込みによる強度不足を発見できな

かった。 

（４）CSBの事故報告書の特徴 

CSBの事故報告書は、調査に多大な資源を投じており、事故の当事者のみならず、行政

機関、業界団体に対しても改善勧告を出し、改善の実施結果及び状況をホームページで

公開するなど、かなりの強制力を有する。 
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1 

本事例集の概要 １ 



1.1.本事例集について 

本事例集では、ヒアリングを通じて、スマート化投資を行った企業から得た情報に
基づき、スマート化のメリット及び成功要因についてとりまとめ、以下の６業種に
属する25社分を事例として収載した。 

事業所所在地域 北海道（2社） 
北海道電力 
北海道ガス 

関東地方（8社） 
富士石油（千葉） 
JNC石油化学（千葉） 
昭和電工（神奈川） 
住友化学（千葉等） 
丸善石油化学（千葉） 
東洋合成（千葉） 
東京ガス（東京） 
JR東日本（東京等） 四国（3社） 

太陽石油（愛媛） 
四国化成工業（香川） 
日本エイアンドエル（愛媛） 

中国地方（4社） 
宇部興産（山口） 
旭化成（岡山） 
中国電力（島根） 
ニッポン高度紙工業（鳥取） 

近畿地方（6社） 
テクノポリマー（三重） 
花王（和歌山） 
ダイセル（兵庫） 
三菱ガス化学（三重） 
関西電力（京都） 
大阪ガス（大阪） 

東海地方（1社） 
中部電力（愛知） 

新潟（1社） 
日本曹達 

2 

大手・中堅 
全25社 

企業規模 

6業界 
全25社 

業界 

*本事例集では、資本金100億円未満の企業を指す 

一般化学, 8社 
（32%） 

電力, 4社 
（16%） 

ガス, 3社 
（12%） 

インフラ等, 2社 
（8%） 

石油精製, 2社 
（8%） 

石油化学, 6社 
（24%） 

大手企業, 18社 
（72%） 

中堅企業*, 7社 
（28%） 



より大量・多種のデータをリ
アルタイムに取得 

端末を活用し点検を効率化 

最適モデルを予測し、人では
気づかない予兆を検知 

重要な事故に繋がり得る予兆
等に限定して、作業員に周知 

本事例集では、従来より大量・多種の情報を電子データとしてリアルタイムに取得・
共有する技術や、人では気づかない異常の予兆検知の技術を導入・活用し、プラン
トの収益性や安全性を向上する取組をヒアリング対象とした。 

スマート化技術の代表例は以下のとおりである。 

•調節弁にセンサーを搭載
し（スマートバルブ）、稼
働を止めずデータを収集
可能 

•現場で点検データや作
業メモをタブレットに入力
することで、履歴の電子
化を促進 

作業記録等を電子データ化
してノウハウを蓄積 

•過去の実績値等を基に
発電量の最適化を図る 

•熟練運転員の知見・意
思決定プロセスをデータ
ベースに蓄積して共有 

•アラームシステムの閾値や
頻度を設定することで、必
要なアラームのみを作動 

スマート技術の事例 具体的活用方法 

アラームマネージメント 

データベース化 

事前予兆検知 

タブレットの活用 

センサーの活用 

1.2.本事例集におけるスマート化投資の技術について 

3 

デ
ー
タ
取
得 

デ
ー
タ
蓄
積
・
分
析 

結
果
の
周
知 



1.3.保全・保安業務へのスマート化技術活用の方法 

本事例集の掲載企業の事例ではスマート化技術を、①従来の点検や分析業
務の効率化・圧縮、②記録・管理業務の効率化・圧縮、③従来困難だった高
度な保全・保安業務の実施などに活用した事例が存在した。 

4 

分析予測 等 

スマート化による従来の業務時間の圧縮と 
それにより生まれた時間の活用イメージ 

点検計画 等 

計装整備 等 

巡回点検 等 

予測モデル開
発、分析結果
評価、稼働計
画精緻化 等 

ＳＤＭ 
管理分析 
故障予測 等 

①点検や分析・予
測の業務を圧縮 

点検記録 
変更管理 
文章管理 等 

資産管理 
予備品管理 
等 

点検計画 等 

資産管理 
予備品管理 
等 

点検計画 等 

資産管理 
予備品管理 
等 

点検計画 等 

資産管理 
予備品管理 
等 

②記録・管理
業務の従事時
間を圧縮 

計装整備 等 

巡回点検 等 

従来の保全・ 
保安業務 

スマート化による効率化で圧縮された業務 高度な業務 
の実施 

保
全
・
保
安
業
務
の
総
工
数 

③従来困難だった 
高度な業務 

計装整備 等 

点検記録 
変更管理 
文章管理 等 計装整備等 

分析予測 等 

巡回点検等 

分析予測 等 

巡回点検 等 

巡回点検等、実際にプラ
ントの稼働に直接的に関
連する業務 

左記業務を実施した結
果、派生する事務的業務 



5 

スマート化投資のメリット ２ 



2.1.スマート化投資による保安面及び収益面のメリット 

本事例集では保安面及び収益面の２点に基づいて、スマート化投資のメリット
を収集・分析した。その結果、本事例集における掲載企業（25社）の全てが、
スマート化を通じて、保安面及び収益面双方が向上と回答。（25社のうち、21社が

保安面・収益面双方の向上を目指してスマート化技術を導入、3社が保安面の向上、1社が収益面の向
上を目指して同技術を導入した。） 

 

 

6 

また、本事例集では、保安面及び収益面のメリットをそれぞれ４点に分けて分
析を行った。具体的なメリット及びその具体例は以下のとおりである。 

保安面のメリット 収益面のメリット 

従来把握 
できなかった 
状態の監
視 

作業履歴 
の管理 

熟練ノウハ
ウの蓄積・ 
可視化 

現場での作業に関するメモなど、作
業履歴を電子データ化。タブレット
端末を用いて効率的かつ効果的に
入力・保存できる仕組みでバックアッ
プ（住友化学） 

ＩＴを駆使して、これらをシステム
化し、運転員の的確な判断と迅速
な対処に貢献（ダイセル） 

ドローンの活用により、危険な現場
の点検が可能となり、点検作業の
安全性が向上。また、従来の目視
点検では確認しにくく見落としがち
であった箇所も容易に確認可能
（関西電力） 

具体例 

維持修繕 
における 
コスト削減 

エネルギー 
コストの削
減 

生産性向
上による 
売上拡大 

熟練のノウハウ、過去の実績、
予測値を組み合わせたシミュ
レーションを行うことで、工場
全体の総光熱費の最適化を
図り、1.2％の改善を実現
（花王） 

異常予兆検知システムにより、
異常への早期対応及び安定
稼働が可能となり、品質のぶ
れ幅を縮小。品質を一定に保
つことで従来より売上を向上
（宇部興産） 

全て手作業で行っていた発注
書作成等の作業を自動化する
ことで、業務工数を約4分の1
に削減。 
（JNC石油化学） 

将来的には、設備故障の予兆
監視等の各サービスを国内外の
火力発電事業者に提供する予
定であり、インフラ輸出にもつな
がる可能性を有する（中部電
力） 

具体例 

1２/25社 

 ７/25社 

10/25社 

 2/25社 

10/25社 

23/25社 13/25社 

故障の 
予測 

新ビジネス 
創出を通じ
た売上拡
大 

新たに配管の腐食速度、腐食倍率
を導きだし、配管の腐食を予測する
ことで、配管からの漏れ等のトラブ
ルを未然に防止（旭化成） 

10/25社  1/25社 



2.2.安全性向上の手段としてのスマート化 

本事例集では安全性向上のメリットを「作業履歴の管理」、「熟練ノウハウの蓄
積・可視化」、「従来把握できなかった状態の監視」、「故障の予測」の4つに分
類した。 

従来把握でき
なかった状態
の監視 

作業履歴の
管理 

熟練ノウハウ
の蓄積・可視
化 

故障の予測 

JNC石油化学 
住友化学 
テクノポリマー 
丸善石油化学 
ダイセル 
日本曹達 

JNC石油化学 
住友化学 
テクノポリマー 
花王 
ダイセル 

太陽石油 
富士石油 
昭和電工 
旭化成 
花王 
東洋合成工
業 

太陽石油 
宇部興産 
JNC石油化学 
昭和電工 
旭化成 
四国化成 

作業とその判断の履歴を電
子データとして記録することで
作業の抜漏を防止 

モバイルデバイスによる作業
履歴の即時入力・共有を通
じ、情報の検索工数を削減 

熟練作業員のノウハウをデー
タとして蓄積・可視化し、若
手人材も保全業務に活用 

システムに熟練ノウハウを反
映し活用 

従来の点検では見えなかった
箇所を監視 

点検に危険が伴う箇所を監
視 

データ解析・予兆検知システ
ムを通じた、異常の未然防止 

熟練ノウハウや新しく利用可
能となったデータを用いた、人
による予測 

メリットの概要 該当企業* 

三菱ガス化学 
中国電力 
大阪ガス 
北海道ガス 
ニッポン高度紙 
工業 
JR東日本 
 

日本エイアンドエル 
三菱ガス化学 

関西電力 
北海道電力 
大阪ガス 
東京ガス 
北海道ガス 
ニッポン高度紙 
工業 
JR東日本 
 

ダイセル 
中国電力 
中部電力 
JR東日本 

* 企業によっては複数のメリットが該当 

12/25社 

7/25社 

13/25社 

10/25社 
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作業履歴の
管理 
 

概要 

運転操作や点検、判断に関する履歴を電子データとして記録。トラブル対応時など
は、過去の類似状況の検索・参照を容易にすることで、必要なタイミングで必要な情
報を取得 

ヒアリング企業の事例 

現場での作業に関するメモなど、作業履歴を電子データ化。タブレット端末を用いて
効率的かつ効果的に入力・保存できる仕組みでバックアップ（石油化学：住友化
学） 
 
紙資料の電子化を担当する専属のスタッフを配置し、必要性の高い資料を優先的
に電子化。機器の部品の単価、作業に必要な工数、作業履歴等の設備保全に関
連するほぼすべてのデータを保全管理システムに蓄積していった（石油化学：JNC
石油化学） 
 
本システム導入により、引継ぎ情報を時系列で管理し、後から活用しやすい形式で
運転異常への対応方法等のノウハウを蓄積することが容易になった（石油化学：テ
クノポリマー） 
 
保安に係る各種情報を地図上で一元管理し、災害によりガス供給を停止した顧客
を速やかに確定。各作業工程間で確実に情報連携を行い、復旧進捗状況の「見
える化」を実現（ガス：大阪ガス） 

該当事例数 
12/25社 

熟練ノウハウ
の蓄積・可視
化 
 

概要 

熟練作業員のノウハウを電子データとして蓄積。モバイル等を通じて可視化・共有化
し、若手人材も保全業務に活用 

ヒアリング企業の事例 

日々の稼働状況を数値化していく過程で、熟練のノウハウを蓄積・可視化。更にシ
ミュレーション値と実際の稼働値の差などを日々若手と熟練で議論していくことにより、
技術伝承のきっかけとしても作用（一般化学：花王) 
 
熟練運転員へのインタビューを通して、意思決定方法を表出させ標準化。ＩＴを駆
使して、これらをシステム化し、運転員の的確な判断と迅速な対処に貢献（一般
化学：ダイセル） 
 
熟練人材のノウハウを基に、アラーム作動時の機器の対応操作手順を標準化し、
若手人材が熟練ノウハウを活用（一般化学：日本エイアンドエル） 
 
従来はノートに記録されていた作業の申し送り事項を、ナレッジデータベース機能を
有するシステムに電子データとして入力・共有することにより、適切な操作方法・判断
基準の伝承・標準化が進んでいる（一般化学：三菱ガス化学） 

該当事例数 
7/25社 

2.2.安全性向上の手段としてのスマート化 
作業履歴の管理／熟練ノウハウの蓄積・可視化 
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2.2.安全性向上の手段としてのスマート化 
従来把握できなかった状態の監視／故障の予測 

従来把握でき
なかった状態
の監視 
 

概要 

センサーが搭載された機器で、従来の点検では見えなかった箇所を監視。高所点
検に危険が伴う箇所を監視する機器や、普段見えない箇所の問題点を周辺情
報から推測。より詳細な状態の把握につなげるとともに、危険が伴う作業を削減 

ヒアリング企業の事例 

従来は見えなかった緊急停止ロジックの作動状況（予め設定された条件に基づき
回路や調節弁等の設備が正しく作動するか等）が可視化されるなど、万が一の場
合の安全・安心な対応に備えた状態監視に寄与（石油精製：富士石油） 
 
（スマートバルブにより）調節弁の動作状況など、従来の点検では取得できなかっ
たデータが入手でき、異常を検知しやすくなった（石油化学：昭和電工） 
 
ドローンの活用により、危険な高所へ人が行かずとも、現場の点検が可能となるた
め、点検作業の安全性が向上。また、目視点検では確認しにくく見落としがちで
あった箇所も容易に確認可能（電力：関西電力） 
 

（送電線故障情報システムにより）故障地点の標定誤差（標定された故障地
点と実際の故障地点との距離）が、従来の手法と比較して平均約1/7に縮小され、
より高精度で状態を管理できるようになった（電力：北海道電力） 

該当事例数 
13/25社 
 

故障の予測 
 

概要 

データ解析・予兆検知システムにより異常を予兆段階で検知。故障や事故を未然
に防止すると共に、設備の余寿命をより正確に予測し、適切なタイミングで修繕・
交換を実施 

ヒアリング企業の事例 

将来の重要プロセス変数のトレンド予測に基づき、プラントの異常運転により生じる
設備の故障も予測しアラームを発する。有効なアラームの割合は10か月で約60%

程度である（石油精製：太陽石油） 

 

熟練人材が経験の中で身につけた異常の予兆に関する「気づき」をシステムで検
知。対処のための時間を確保することでプラント運転を安定化（石油化学：宇部
興産） 

 
新たに配管の腐食速度、腐食倍率を導きだし、配管の腐食を予測することで、配
管からの漏れ等のトラブルを未然に防止（一般化学：旭化成） 
 
検測車両の走行時に、軌道の高低差や架線設備の摩耗状態などの設備状態の
データを収集。閾値を逸脱したデータを検知した場合、速やかに職場へ送付 

（インフラ等：JR東日本） 

該当事例数 
10/25社 
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本事例集では収益性向上のメリットを「エネルギーコストの削減」、「生産性向上
による売上拡大」、「維持修繕におけるコスト削減」、「新ビジネス創出を通じた
売上拡大」の4つに分類した。 

維持修繕にお
けるコスト削
減 

（太陽石油、花王
を除く全社） 

花王 
ダイセル 

中部電力 

稼働の安定化を通じたエネル
ギーロスの削減 

異常の予兆検知と早期対応に
より設備トラブルを防ぎ、稼働率
を向上 

異常検知システムによる品質の
ブレ幅縮小などにより、価格の高
い高品質製品の生産量を増加 

従来より広範囲・高頻度な点
検を通じ、必要なタイミングのみ
で修繕・交換することで、無駄な
費用を回避 

点検や分析業務の機械化、お
よび紙文書の電子データ化等に
よる業務工数削減 

ベンダーの技術をベースにしつ
つ、自社で開発を加えたシステ
ムを、プラントのスマート化製品と
して他社に販売 

メリットの概要 該当企業* 

新ビジネス創
出を通じた売
上拡大 

太陽石油 
宇部興産 
JNC石油化学 
テクノポリマー 
四国化成 
ダイセル 

東洋合成工業 
日本エイアンド
エル 
三菱ガス化学 
中部電力 
 

* 企業によっては複数のメリットが該当 

エネルギーコス
トの削減 

生産性向上
による 
売上拡大 

2/25社 

10/25社 

23/25社 

1/25社 

2.3.収益性向上の手段としてのスマート化 
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2.3.収益性向上の手段としてのスマート化 
エネルギーコストの削減／生産性向上による売上拡大 

エネルギーコ
ストの削減 
 

概要 

異常の予兆検知やアラームシステムを活用し、異常の発生を未然に防ぐことで
稼働を安定化。エネルギーのロスを防ぐ 

 

ヒアリング企業の事例 

熟練のノウハウ、過去の実績、予測値を組み合わせシミュレーションを行うことで、
工場全体の総光熱費の最適化を図り、1.2％の改善を実現（一般化学：花
王） 

 

運転員の作業負荷件数90%削減するとともに、安全・安定生産や品質改善、
コストダウンを実現し、総原価20%の削減や生産性3倍を達成（一般化学：
ダイセル） 

 

 

 

該当事例数 
2/25社 

生産性向上
による売上拡
大 
 

概要 

異常の予兆検知と、それに基づく早期対応により設備トラブルを未然に防ぎ、稼
働を安定化。設備の停止や異常に伴う機会損失の減少・品質のブレ幅縮小に
より、生産性を向上 

ヒアリング企業の事例 

異常予兆検知システムにより、異常への早期対応およびこれまで以上の安定稼
働が可能となり、品質のぶれ幅を縮小。低品質になるとその分価格が下がるた
め、品質を一定に保つことで従来より売上を向上（石油化学：宇部興産） 

 
修理計画や予算策定、発注書作成作業を自動化することで、業務工数を約4
分の1に削減。工数削減によって得た時間は、保全周期の再考等の業務改善
や、より付加価値の高い事業の検討等、プロジェクト的な活動にあてられるように
なった（石油化学：JNC石油化学） 
 
申し送りの電子化により品質トレンドが管理しやすくなり、収益減の要因となりう
る品質のばらつきの抑制を実現（一般化学：三菱ガス化学) 
 
稼働効率の低下因子を分析・検知し、早期に対応。稼働率向上により収益が
増加（電力：中部電力） 

該当事例数 
10/25社 
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維持修繕にお
けるコスト削減 
 

概要 

高頻度な点検や分析・予測、アラーム発出業務等の機械化や、紙文書の電子デー
タ化とモバイルを活用した情報共有等により、維持・修繕に係る業務工数を削減 
 

ヒアリング企業の事例 

稼働中のバルブの状態を把握し状態基準保全へ移行することで、不要なメンテナン
スを1割程度回避し、コスト削減を図る（石油化学：昭和電工） 
 
従業員の業務の約10%程度を占めた文書の検索作業を効率化。工事発注用仕
様書の自動作成が可能となり、プラントの運転や保全に関わる従業員一人あたりの
年間約180時間の工数を削減（石油化学：丸善石油化学） 
 
（異常予兆検知システムにより）保守が必要な時期をより正確につかむことで、分
解点検等の頻度を削減でき、将来、保守コストの低減につながる（電力：中国電
力） 
 
（地震防災システムによって）ガス管に被害を及ぼすような大きな揺れを検知した
地域のガス供給を遠隔操作で停止。従来、現地作業のため40時間程度かかると
想定されていたガス供給の停止作業が10分程度で済むようになった（ガス：東京
ガス） 

該当事例数 
23/25社 

新ビジネス創
出を通じた売
上拡大 
 

概要 

ベンダーの技術をベースにしつつ、自社で開発をしたステムを、プラントのスマート化製
品として他社に販売 

ヒアリング企業の事例 

将来的には、設備故障の予兆監視、要因分析および運転保守支援等の各サービ
スを国内外の火力発電事業者に提供する予定であり、インフラ輸出にもつながる可
能性を有している 
（電力：中部電力） 

該当事例数
1/25社 

基礎技術、製品 

ベンダー 

プラント 
運営企業 

ベンダーと共同で 
カスタマイズ 

新興国を中心に、プラントの新設や生産能力増強等、
安全性・収益性向上に資する技術へのニーズが 

見込まれる 

2.3.収益性向上の手段としてのスマート化 
維持修繕におけるコスト削減／新ビジネス創出を通じた売上拡大 
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スマート化投資の成功要因 ３ 



3.1.スマート化の成功要因 

ヒアリング企業がスマート化投資を行う際に、重要な事項として挙げた成功要因
を７つに分類して記載を行った。 

段階的な 
導入 

強いリーダー
シップ 

ボトムアップの 
文化・仕組み 

システム導入
のタイミング 

技術研修 

外部専門企
業との協働 

システムの 
調整・最適化 

要因の概要 

経営層によるスマート化方針の
提示 

予算不足や導入リスク等の現場
が抱える課題の解決策の提供 

現場からの活発な提案 

現場の人材も加わった技術の開
発・導入 

効果を検証しながら、スマート化
技術への投資規模を拡充、他
事業所への横展開 

スマート化の社会的気運の高ま
りを受けた導入検討 

新プラントの増設のタイミングを
狙った導入 

自社に合った技術の提案や、導
入時のカスタマイズにおける支援 

社内人材へのIT技術研修にお
ける支援 

現場人材がスマート化技術を活
用するための支援 

生産設備の更新等に合わせ、
継続的にチューニングを実施 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

該当企業* 

富士石油 
宇部興産 
住友化学 
四国化成 

太陽石油 
昭和電工 
住友化学 
テクノポリマー 

昭和電工 
住友化学 
テクノポリマー 
丸善石油化学 

四国化成 
ダイセル 
東洋合成工業 

太陽石油 
日本エイアンドエル 
JR東日本 

富士石油 
宇部興産 
花王 
ダイセル 

日本曹達 
三菱ガス化学 
関西電力 
中国電力 

中部電力 
北海道電力 
ニッポン高度紙 
工業 

丸善石油化学 
JNC石油化学 
旭化成 
三菱ガス化学 

中国電力 
大阪ガス 
北海道ガス 
JR東日本 

花王 
東洋合成工業 
日本曹達 
中部電力 

日本エイアンドエル 
関西電力 
中国電力 

東京ガス 

太陽石油 
宇部興産 
テクノポリマー 
JNC石油化学 
旭化成 

花王 
ダイセル 
日本エイアンドエル 
三菱ガス化学 
北海道電力 

大阪ガス 
北海道ガス 
ニッポン高度 
紙工業 

* 企業によっては複数の要因が該当 

11/25社 

12/25社 

8/25社 

5/25社 

3/25社 

8/25社 

13/25社 

中部電力 
東京ガス 
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3.2. 強いリーダーシップ／ボトムアップの文化・仕組み 

ITの知見を有する社長がトップダウンで導入を決定。組織横断のプロジェクトメンバーが現場でヒア
リングを実施し、安全性向上に向けた課題を明確化（宇部興産） 

本社IT部門が、本社の費用負担でのタブレット導入を各工場に打診し、製造現場へのタブレット導
入を推進（日本曹達） 

本社にてスマート化の方針と導入技術の種類を定め各事業所に提案し、事業所での取組を予算面
や情報面などからサポート（三菱ガス化学） 

システムの導入は本店工務部を中心に決定した。無駄な故障地点の探査が軽減されるなど、現場で
もメリットをイメージしやすいよう説明がなされた（北海道電力） 

 強いリーダーシップ 成功要因 1  

 スマート化技術を導入する際は、経営層による自社のスマート化方針の提示が重要 

 経営層が、現場の抱える予算制限や導入リスクといった課題解決を支援し、不安感
を減らすことが効果的  

ヒアリング企業の事例 

11/25社 

本社経営層が生産現場を理解することを重要視し、本社の保安部門等では現場経験者を半数程
度配置。現場からの提案を促進する文化を形成（太陽石油） 

現場が主体的にシステム導入を推進。システム導入後も現場が発案したシステム改善に関するアイ
デアを取り纏めることで、導入効果を向上（テクノポリマー） 

事業所で独自に決裁できる予算の範囲内で、現場主導による新技術導入を促進（昭和電工） 

現場担当者からのニーズによりシステム構築が開始され、現場担当者が開発に直接関与することで、
使い勝手のよいシステムを構築（北海道ガス） 

 ボトムアップの文化・仕組み 成功要因 2  

 保全・保安現場の担当者からの自発的な提案に基づき技術導入が進められることに
より、同じ現場の理解が得られやすく、技術導入がスムーズに行える 

 現場の人材も加わったシステムの開発・構築も効果的 

  
ヒアリング企業の事例 

12/25社 
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スモールスタートで新技術を導入し、効果を確認後に導入規模を拡大（昭和電工） 

本社がスモールスタートで多数の技術導入の検討を進め、効果が確認できたものから、拡充や複数
事業所への横展開を実施（住友化学） 

優先度を付けて無線通信機能付きの液面計を設置するタンクを決め、小規模な技術導入で効果を
実証（東洋合成） 

ベンダーとも協力し、まずは実証的な研究で有効性を確認した後に本格導入（中部電力） 

 段階的な導入 成功要因 ３ 

 まずモデルケースとなる事業所や、一部の部署において、スマート化技術の導入効果を
検証し、効果が確認された技術から投資規模を拡充し、他事業所への横展開を図る 

ヒアリング企業の事例 

8/25社 

プラント増設のタイミングで、新しいシステムを導入（四国化成） 

熟練運転員の減少と海外企業との競争激化に備え、システム開発を含む抜本的な業務改革を実
施（ダイセル） 

社内でデータ活用の必要性が認識されたタイミングで、新技術を導入し、効果を実証 

 （東洋合成） 

国内電力の需要低下に伴い、経営効率化や新ビジネスの機会創出等の必要性が認識され、更に
社会がIoTなどの新技術に注目するようになった頃に導入（中部電力） 

 システム導入のタイミング 成功要因 ４ 

 経営の効率化など業界・企業の転機を好機ととらえ、新技術を導入することが効果的 

 社内での新技術の活用への関心や気運の高まりを活用することも重要  

ヒアリング企業の事例 

5/25社 

3.3. 段階的な導入／システム導入のタイミング 

16 



ベンダーの技術サポートによって、将来の重要プロセス変数の変動トレンド予測モデルを精緻化 
（太陽石油） 

保安ベンダーと共同で、運転員の非定常時の対応力など、自社人材の保安面での熟練度合に適し
たアラームマネジメントシステムを導入（日本エイアンドエル） 

検測（設備検査を目的とした測定）については、専門知識を有する関連会社に委託し、データの
保存については、システム会社に委託することで、日々の検測作業を確立している（東日本旅客鉄
道） 

 外部専門企業との協働 成功要因 ５  

 ベンダーからの提案を活用して、技術の導入を実施 

 導入時のカスタマイズにおいてベンダーの知見を活用することでカスタマイズが効率的に
実施できる 

ヒアリング企業の事例 

3/25社 

技術の採用担当者が仕様を習得した上で社内教育を行い、人材を育成。運転に係るシステムは単
に機能面だけでなく、運用面でのノウハウも必要であり（保全部門担当者への引渡し、引取り等）、
社内での人材育成が重要となる（富士石油） 

従来より自社内のプラント設計理論に詳しい人材にデータ解析の方法を教えることで、データサイエンテ
ィストを育成（宇部興産） 

社内でITが得意な人材やITに関心のある人材に、社内のDCSに詳しい人材が技術教育を実施
することで、自社内でシステム保守・改善が可能となった（日本エイアンドエル） 

ドローンの操縦技術の研修を進めるとともに、設備に精通したベテラン社員の持つ点検ノウハウも併用
することで、点検技能の習熟を図った（関西電力） 

 技術研修 成功要因 ６  

 導入したスマート化技術を現場の人材が活用できるようになるために、導入時に研修
を行うことが重要 

 導入技術の習熟のために、定期的な研修も効果的 

 
ヒアリング企業の事例 

8/25社 

3.4. 外部専門企業との協働／技術研修 
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自社プラントの稼働設備における温度や圧力変動の傾向に合わせて導入後のシステムをチューニング
することで、アラーム作動の精度や信頼性を向上（太陽石油） 

自社内でシステムの調整・最適化を続けることで、使い勝手の良い保全システムを構築 

 （JNC石油化学） 

現場のニーズに応じて、申し送り情報電子化システムやタブレットを柔軟に調整。事業所が導入技術
を選定する際は拡張性を評価項目とし、現場の運用方法に合わせ、柔軟に調整できるシステムを選
定（三菱ガス化学） 

システム設定（アラーム作動の閾値や頻度、優先度等）を3ヶ月に1回、作業員の技量等に合うよ
う見直すことで、監視漏れ・操作ミスの防止効果を最適化（日本エイアンドエル） 

 システムの調整・最適化 成功要因 ７  

 実際に使用する現場職員のニーズに合わせて、導入システム・技術をカスタマイズ 

 導入時の一度だけでなく、生産設備の更新等に合わせ継続的にチューニングを行うこ
とが重要 

  

ヒアリング企業の事例 

13/25社 

3.5. システムの調整・最適化 
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スマート化投資を行った事例 ４ 



個別事例から見た各社が享受したメリット 一覧 

20 

安全性向上のメリット 収益性向上のメリット 

      
作業履歴の
管理 

熟練ノウハウ
の蓄積・可視

化 

熟練把握で
きなかった 
状態の監視 

故障の予測 
エネルギー 
コストの削減 

生産性向上 
による 
売上拡大 

維持・修繕に
おける 

コスト削減 

新ビジネスの
創出を通じた 
売上拡大 

    

石
油
精
製 

1 太陽石油株式会社 
四国事業所 

    ✔ ✔   ✔     

2 富士石油株式会社 
袖ヶ浦製油所 

    ✔       ✔   

石
油
化
学 

3 宇部興産株式会社 
宇部ケミカル工場 

      ✔   ✔ ✔   

4 JNC石油化学株式会社 
市原製造所 

✔ ✔   ✔   ✔ ✔   

5 昭和電工株式会社  
川崎事業所 

    ✔ ✔     ✔   

6 住友化学株式会社 ✔ ✔       ✔   

7 テクノポリマー株式会社 
四日市事業所 

✔ ✔       ✔ ✔   

8 丸善石油化学株式会社 
千葉工場 

✔           ✔   

一
般
化
学 

9 旭化成株式会社 
水島製造所 

    ✔ ✔     ✔   

10 花王株式会社 
和歌山工場 

  ✔ ✔   ✔       

11 四国化成工業株式会社 
丸亀工場 

      ✔   ✔ ✔   

12 株式会社ダイセル 
網干工場 

✔ ✔   ✔ ✔ ✔ ✔   

13 東洋合成工業株式会社 
市川工場 

    ✔     ✔ ✔   

14 日本エイアンドエル株式会社 
愛媛工場 

  ✔       ✔ ✔   

15 日本曹達株式会社 
二本木工場 

✔           ✔   

16 三菱ガス化学株式会社 
四日市工場 

✔ ✔       ✔ ✔   

電
力 

17 関西電力株式会社 
舞鶴発電所 

    ✔       ✔   

18 中国電力株式会社  
島根原子力発電所 

✔     ✔     ✔   

19 中部電力株式会社 
碧南火力発電所 

      ✔   ✔ ✔ ✔ 

20 北海道電力株式会社     ✔       ✔   

ガ
ス 

21 大阪ガス株式会社 ✔   ✔       ✔   

22 東京ガス株式会社     ✔       ✔   

23 北海道ガス株式会社 ✔   ✔       ✔   

イ
ン
フ
ラ
等 

24 ニッポン高度紙工業株式会社 
米子工場 

✔   ✔       ✔   

25 東日本旅客鉄道株式会社 ✔   ✔ ✔     ✔   

合計 
12 7 13 10 2 10 23 1 



現場のノウハウを反映した異常の予兆検知システムを活用。稼働安定化による生産性向上に
つなげる 

重要プロセス 
変動監視ツール 

スマート化技術導入のメリット 

スマート化技術導入の成功要因 

事業内容 

 重要プロセス変数（温度・圧
力等）を監視し、その将来の
変動トレンドを予測することで、
運転異常の予兆を検知 

 将来予測に基づいて緊急対応
を促すアラームを作動させ、オペ
レーターの異常事態の見過ごし
を防止 

導入技術 

事業内容 石油精製 

事業所  
従業員数 

所在地 408名 愛媛県今治市 

会社情報 生産 
製品 

石油製品 
石油副産品 

本社 
所在地 

東京都千代田区 

資本金 56億円 

従業員総数 669名 

1. 太陽石油株式会社四国事業所 
石油精製 

ボトムアップの 
文化・仕組み 

2 
本社経営層が生産現場を理解することを重要視し、本社の保安部門等では
現場経験者を半数程度配置。現場からの提案を促進する文化を形成 

外部専門企業 
との協働 

5 
ベンダーの技術サポートによって、将来の重要プロセス変数の変動トレンド予測
モデルを精緻化 

システムの 
調整・最適化 

7 
自社プラントの稼働設備における温度や圧力変動の傾向に合わせて導入後の
システムをチューニングすることで、アラーム作動の精度や信頼性を向上 

エネルギーコストの
削減 

生産性向上に 
よる売上拡大 

✔ 維持・修繕に 
おけるコスト削減 

新ビジネスの創出
を通じた売上拡大 

収益面のメリット 

作業履歴の 
管理 

ノウハウの蓄積・
可視化 

故障の予測 ✔ 

保安面のメリット 

運転異常に影響し得る重要プロセス変数（温度や圧力等）の将来トレンドを予測し、運転異常の予兆を検
知。正常化に向けた運転調整を早期に行うことで、安全・安定運転を維持し生産性を向上（売上拡大を意
図したものではない） 

将来の重要プロセス変数のトレンド予測に基づき、プラントの異常運転により生じる設備の故障も予測しアラー
ムを発する。有効なアラームの割合は10か月で約60%程度である 

  従来把握できなかった 
状態の監視 

✔ 
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現場経験者を本社に配置し、現場からのボトムアップでの提案を促進 

プラント運転が非定常状態となったとき、従来のDCSのアラームシステムでは、大量のアラームが作動し、
アラームの洪水状態になってしまうことで、オペレーターが重要なアラームに気づかないという事態が多発し
ていた。「重要プロセス変動監視ツール」はそんな事態を解消するためのDCSとは別の独立したシステムで
ある。 

本システムは、運転異常に繋がり得る温度や圧力などの重要プロセス変数の変動を常時監視し、変
数と設備稼働状況の相関関係等のモデルを導出することで、将来の運転状況を予測するシステムで
ある。これにより、熟練以外の人材であっても、見えない状況の変化に早期に気が付くことができる。 

重要プロセス変動監視ツールの導入時は、現場の製造部の人員が、温度や圧力等のパラメーターとすべ
き重要変数を選定した。そのパラメーターを、システムのベンダーが本アラームシステムに登録した。しかし当
初は、アラームの誤報も多く、システムの未来予測に基づくもののうち、実際に有効だったアラームは30%
程度に留まるものだった。アラームの精度を上げるため、システムを自社の生産設備に合わせてカスタマイ
ズする段階では、プログラミングなどに対応できる社内のIT人材では数が足りなかったため、ベンダー
の技術サポートを活用した。操業ノウハウを豊富に持つプラント運転管理部門長の指揮の下、ベンダー
のコンサルタントが現場の人材から聞き取りを行い、重要変数の変化に基づき緊急停止すべき閾値や、
爆発につながりかねない限界閾値等を加味しながらチューニングを行った。これにより、自社の生産設
備に合った適切なタイミングで、未来予測に基づき可視化されたトレンドデータと合わせアラームが発せられ
るようになった。その結果、約10か月後には、有効アラームの割合を30%から60%に増加させ、アラー
ムの精度を改善できた。 

また、このシステムは、オペレーターの見逃しを防ぐよう、大型ディスプレイに、システムが予測した未来変動
を強制出力するなど、チームで異常に気づき、対応できる環境を創出することにも一役買っている。 

現場のノウハウをシステムに反映し、有効アラームの割合を30%増加 

太陽石油は、東京に本社を置き、愛媛県今治市に石油精製プラントを持つ。 

太陽石油の四国事業所では、プラントの運転・保全・保安に関わるベテラン人材が減少し、若手人材の
割合が増加するにつれ、プラントの安全・安定稼働を左右するオペレーターの経験・スキルが低下していく
ことが危惧されていた。それらの懸念事項があっても保安レベルを維持していかなければ、安全・安定運転
は維持できないと考え、早急な対応を求める声が多くなった。 

今回取り上げる「重要プロセス変動監視ツール」は、そんな現場の声を反映し、導入したシステムであ
る。 

太陽石油では、現場の意見を尊重する風土がある。本社の企画部門や保安部門において、現場経験
者が半数程度を占めており、現場の事情を熟知している職員が多い。本社の人材も、現場ではプラン
トの安全・安定稼働にどのように取り組んでいるかを知っていることが重要という、経営層の方針が反
映されたものである。このように、現場から提案された取り組みが理解されやすく、導入されやすい仕組み
がある。 

システムに依存せず活用できる人材の育成 
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重要プロセス変動監視ツールに限らず、様々な自動制御機能の導入により、保安力が向上した一方
で、オペレーターが機械に頼りきってしまうことが懸念された。 

そこで、原油種或いは原料油切換えの際には製造工程の自動制御機能の一部を切って、オペレー
ターに手動で操作を行わせることで、作業員の知識・判断力・技術力の低下を防止している。システム
に依存するのではなく、操作理由を理解して判断できる人材を育て、安全なプラント運転に必要な技
術を伝承している。 

このように、太陽石油では、スマート化技術を活用しつつ、人材育成も行ことで、高い技術力を保持し、
安定したプラント稼働に日夜注力している。 
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強いリーダーシップ 
緊急時の対応として、安全度水準の高いシステムを採用したいと言う経営層か
らの強い要求があった 

技術研修 
技術の採用担当者が仕様を習得した上で社内教育を行い、人材を育成。例
えばハードウェアからソフトウェアによる停止回路に変わったため、保全担当者の
意識改善と教育、および保全部門から製造部への教育を実施 

プラントの安全性向上を目的に安全計装システムを導入。緊急時に安全かつ速やかにプラント
を緊急停止することで、事故の防止と運転の早期正常化を行う 

安全計装システム 

スマート化技術導入のメリット 

スマート化技術導入の成功要因 

事業内容 

 従来の緊急停止の仕組みは多数
のリレー（ハードウェア）により構築
していたが、安全計装システムでは
プログラム（ソフトウェア）により構
築 

 緊急停止ロジックおよびその作動状
況の最適化を容易にし、異常発生
時の迅速・安全な対応に寄与 

 安全性認証を取得したシステム 

導入技術 

事業内容 石油精製 

事業所  
従業員数 

所在地 
381名（平成28年
10月1日現在） 千葉県袖ケ浦市 

会社情報 生産 
製品 

石油製品 
石油化学基
礎製品 

本社 
所在地 

東京都品川区 

資本金 245億円 

従業員総数 481名（平成28年 
10月1日現在） 

2. 富士石油株式会社袖ヶ浦製油所 
石油精製 

エネルギーコストの
削減 

生産性向上 
による売上拡大 

維持・修繕に 
おけるコスト削減 

✔ 新ビジネスの創出
を通じた売上拡大 

収益面のメリット 

安全計装システムは、緊急停止に関わる設備の自己診断も可能とする。同システムを採用した結果、設備の
ハードウェアの定期更新が不要となり、保全費の低減に寄与 

作業履歴の 
管理 

故障の予測 

保安面のメリット 

従来は見えなかった緊急停止ロジックの作動状況（予め設定された条件に基づき回路や調節弁等の設備が
正しく作動するか等）が可視化されるなど、万が一の場合の安全・安心な対応に備えた状態監視に寄与 

熟練ノウハウの 
蓄積・可視化 

✔ 従来把握できなかった 
状態の監視 

1 

6 
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緊急時の安全性向上を目指す経営層の方針 

従来の緊急停止システムは、リレーシーケンスに基づき構築されていた。それは、リレー（電磁継電器）と
呼ばれる、回路の結節点で遮断弁を閉じるなどの操作を行う機器（ハードウェア）を用い、事前に設定
された順序や閾値等のロジックに基づき稼働を停止する仕組みである。安全計装システムは、従来のハー
ドウェアに基づくシーケンス制御から、ソフトウェアに基づくシーケンス制御への移行である。従来の仕組みの
課題を解決しながら、安全性向上に寄与している。 

例えば、プラントの稼働設備は適宜メンテナンスされるものだが、リレーシーケンスの改造が必要になった場
合は、判定に必要な閾値の変更以外に、リレーや配線の追加・変更作業といったハードウェアの改造作
業に大きな負荷がかかる。安全計装システムはコンピュータ上でロジックをプログラムするため、変更が
容易となり、緊急停止のシステムを迅速に最適化することが可能となった。 

それ以外にも、ソフトウェアであることから、ＤＣＳ画面上でロジックの作動状態の可視化が可能となった。
従来は見えなかった緊急停止ロジックの作動状況（設定された条件に基づき回路や調節弁等の設
備が正しく作動するか等）を可視化するなど、万が一の場合の安全・安心な対応に備えた状態監視に
寄与している。 

また、従来はリレー等の個々の機器の健全性（異常時に適切に作動するか）を担保するために、模擬
信号を使ったテストによる作動確認や、定期交換を行っていたが、タイミングは人の推測により決められて
いた。安全計装システムでは自己診断機能が備わっており、緊急停止に係る機器の健全性を常時監
視できるため、定期的な更新が不要となるなど、コスト面でのメリットも見いだせている。 

システムの迅速な最適化と、自己診断による効率的な状態監視 

富士石油は、千葉県袖ケ浦に製油所を保有する石油精製企業である。 

安全計装システムの導入の背景には、大規模地震や装置の異常事態発生等により装置を緊急停止
する場合に安全かつ速やかに停止し、爆発・火災等の二次災害を防止するという、経営層の安全に
対する意識の高さが重要であった。 

また、高度制御（多変数モデル予測制御）システム等の普及により、異常時には複数装置に波及する
運転構成に変わってきており、万が一の事象が発生した際に、安全性を担保するには、制御システムと
は切り離された、より安全に停止できるシステムが必要ということを経営層が認識していた。 

そのような折に、製油所の保全部門から安全計装システム導入の提案が上がってきた。保全部門担当
者は業界団体の勉強会でのユーザー企業による発表や懇親会、展示会、メーカーからの紹介等を通し
て、技術に関する情報を収集していた。提案を経営層に説明した結果、安全計装システム導入について
は、費用は掛かるが会社として安全・安心の観点から総合的にメリットが大きいと判断した。 

社内教育を通じ、システムの機能面のみでなく運用面のノウハウも強化 
富士石油では、新しいシステムの活用には社内体制構築と社内教育が重要と考えている。安全計装シ
ステムに関しては、保全部門の担当者と、運転を担当する製造部メンバーの体制で、既存の緊急停
止回路を新システムに反映すると共に、メーカーの工場立会試験、現地実機試験で緊急停止システム
の作動状況を確認した。 

教育面では、技術の採用担当者が仕様を習得した上で、社内教育を行い人材を育成している。ハー
ドウェアを用いた従来の制御回路からソフトウェアに基づくシステムに変わったため、保全担当者の意識改
善と教育、および保全部門が製造部に対して新システムの教育を行うことが必要であった。運転に係るシ
ステムは単に機能面だけでなく、運用面でのノウハウも必要であり（保全部門担当者への引渡し、引
取り等）、社内での人材育成が重要となる。 

このように、富士石油は安全性を追求する方針の下、新技術の導入とそれを活用するための社内人材
育成を行いながら、保安力を向上させている。 
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プラント稼働の異常を予兆段階で検知し、非定常状態に確実に対応。プラント稼働を安定化
させ、安全・品質の両面を向上 

異常予兆 
検知システム 

スマート化技術導入のメリット 

スマート化技術導入の成功要因 

事業内容 

 異常が発生する際の各数値の
相関（温度や流量、圧力等の
各設備変数の関連性）を把
握 

 数値の変動を予測することで、
異常の予兆を検知。異常時の
確実な対応を可能とする 
 

導入技術 

事業内容 化学品製造 

事業所  
従業員数 

所在地 3,693名 山口県宇部市 

会社情報 生産 
製品 

ファインケミカル、
工業薬品、医薬
品、ナイロン、機
能性材料等 

本社 
所在地 

山口県宇部市 

資本金 584億円 

従業員総数 9,524名 

3. 宇部興産株式会社宇部ケミカル工場 
石油化学 

エネルギーコストの
削減 

生産性向上 
による売上拡大 

✔ 維持・修繕に 
おけるコスト削減 

✔ 新ビジネスの創出を通じ
た売上拡大の可能性 

収益面のメリット 

異常予兆検知システムにより、異常への早期対応及びこれまで以上の安定稼働が可能となり、品質のぶれ幅
を縮小。低品質になるとその分価格が下がるため、品質を一定に保つことで従来より売上を向上 

作業履歴の 
管理 

故障の予測 ✔ 

保安面のメリット 

熟練人材が経験の中で身につけた異常の予兆に関する「気づき」をシステムで検知。対処のための時間を確保
することでプラント運転を安定化 

熟練ノウハウの 
蓄積・可視化 

 従来把握できなかった 
状態の監視 

25 

強いリーダーシップ 1 ITの知見を有する社長がトップダウンで導入を決定。組織横断のプロジェクトメ
ンバーが現場でヒアリングを実施し、安全性向上に向けた課題を明確化 

技術研修 6 
従来より自社内のプラント設計理論に詳しい人材にデータ解析の方法を教える
ことで、データサイエンティストを育成 

システムの 
調整・最適化 

7 社内で組織横断のプロジェクトチームを組成し、システム開発に必要な専門性
を結集することで、自社プラントの稼働上の特性を反映したシステムを開発 



化学プラントでの事故増加、熟練人材減少を受けたシステム導入 

トップダウンでの新たな技術の導入 

リアルタイムでの異常検知システムによる稼働安定性・品質向上 
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宇部興産の主要生産拠点である宇部ケミカル工場は、ナイロン原料やナイロン樹脂、ファインケミカル等
を製造し、爆発や火災の危険性を有する物質を扱っている。近年国内の化学プラントで事故が増加し
たことがきっかけとなり、経営層も生産現場におけるリスク管理の必要性を強く感じていた。 

化学プラントは一度事故を起こしてしまうと各種認定の取り消しや一定期間運転停止の処分が、また
顧客は製品の調達先を変えてしまう可能性があり、事故による損害は非常に大きい。宇部ケミカル工場
においても、センサーの不具合やバルブの詰まり等に起因する不具合が発生した。従来は熟練人材がこ
のような不具合につながる予兆を検知して対処していたが、世代交代や海外工場への展開によって熟
練人材が減少したことにより対処が遅れたことが要因であった。 

プラント運転に際して、経験が浅くノウハウが少ない人材がDCSの画面を見て一度に確認できるデータは
2～3種類程度である一方、熟練人材は5～6種類、多ければ10種類程度のデータを一度に見て状
況判断をしている。これは、長い経験を通して感覚的に各数値の相関を把握することで実現できるもの
である。このようなスキルは暗黙知であるため、なかなか熟練人材から中堅・若手人材への伝承が難し
い。 

経営層も熟練人材の減少と若手従業員の割合の増加による課題に対処するため、経験が浅い人材
だけでも異常検知を含めた非定常時の対応を確実に行うことができる体制の構築が急務と考えてい
た。そこで、経営層が自ら現場（計器室）を訪問し、従業員の声を聴いたところ、事故発生のリスクの
高まりに対して問題意識を持っている従業員が多いことがわかった。 

そこで、近年注目されているスマート化技術をプラント運転に導入することで安全性向上や品質の安定
化が可能ではないかと考え、社長主導でビッグデータを活用したソリューションの検討チームが発足し
た。 チーム構築の際には、ビッグデータ活用に必要なスキルをもった人材が様々な部署に散逸していたた
め、部署（製造部門・プラント設計部門・装置研究開発部）をまたがるプロジェクトチームを組成す
ることで理論計算やデータ解析等の知見を結集した。また、プラント設計理論に詳しい自社人材にデー
タ解析の方法を教えることで、データサイエンティストを育成し、システムの開発を促進した。 

異常の予兆検知システムは、現場従業員の判断を支援するシステムという位置づけで導入した。異常
検知の仕組みとしては、プラント設計時に算出した理論上の稼働データと実際に運転した際の稼働デー
タを比較するというアプローチを採っている。安定した稼働をしている時の各数値の相関（温度や流量、
圧力等の変動の関連性）を特定し、その相関が崩れる事態を異常の予兆としてアラームを作動するも
のである。 

従来は異常が発生してからアラームが作動するため、対処のための時間が十分に確保できない場合が
あったが、予兆を検知することで確実に対応することが可能となる。更に、本システム導入によりプラントの
運転異常への確実な対処ができるようになったことで、異常回避に留まらずプラント運転の安定化を通
じた品質向上にもつながっている。製品の価格は品質に左右される面があるため、品質を一定に保て
れば売上向上にもつながる。 

また、化学物質が過剰に加熱されることによる、火災につながりかねない異常の予兆検知にも成功し
ている。人が見つけることが難しい異常であり、従来のアラームが作動してからの対応では事故につながり
かねない事態を安全に収束させることができる。 

導入された異常検知システムはネットアプリケーションであり、どこからでも稼働情報をリアルタイムに確
認できる。将来的には、海外にあるプラントの稼働データを日本からリアルタイムに確認することや、稼働
情報をダッシュボード化することで経営層がいつでも確認できるようにすることを目指している。 
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細部に渡る保全履歴のデータベース化により、保全計画にかかる工数を１/４に削減 

保全システム 
（電子台帳データベース） 

スマート化技術導入のメリット 

スマート化技術導入の成功要因 

事業内容 

 設備台帳や保全履歴等のデー
タベースシステムを相互連携さ
せることで、修理計画や予算計
画、発注書などの自動作成を
可能にした 

導入技術 

事業内容 

事業所  
従業員数 

所在地 694名 千葉県市原市 

会社情報 生産 
製品 

合成樹脂 
有機化学品 
液晶組成物 
その他化学製
品の製造 

本社 
所在地 

東京都千代田区 

資本金  20億円 

従業員総数  700名 

4. JNC石油化学株式会社市原製造所 
石油化学 

ボトムアップの 
文化・仕組み 

保全現場のボトムアップの文化により、データ活用に対する現場の思考をシステ
ムに反映 

２ 

システムの 
調整・最適化 

自社内でシステムの調整・最適化を続けることで、使い勝手の良い保全システ
ムを構築 

７ 

エネルギーコストの
削減 

生産性向上 
による売上拡大 

維持・修繕に 
おけるコスト削減 

✔ 新ビジネスの創出を通じ
た売上拡大の可能性 

収益面のメリット 

作業履歴の 
管理 

✔ 故障の予測 

保安面のメリット 

従来全て手作業で行っていた修理計画や予算策定、発注書作成作業を自動化することで、業務工数を約4
分の1に削減。削減できた工数で、より付加価値の高い事業に従事 
 
 
 

設備台帳や検査履歴等、保全業務に関するほぼ全てのデータをシステム上に蓄積することで、保全活動の分
析が可能となり、保全活動の傾向や腐食箇所の傾向の把握が可能となった 

熟練ノウハウの 
蓄積・可視化 

レ 従来把握できなかった
状態の監視 

化学品製造 

✔ 

✔ 
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戦略的な設備点検を実現するシステムを導入 

保全管理システムに保存されている、過去30～40年分の保全履歴データ（約158,000件）は、設
備やプラントの信頼性や稼働率、保守性の分析にも活用している。これによると、近年の保全作業は全
体の1/4弱が配管類にあてられていることが分かった。したがって、JNC市原製造所では配管類の検査
に注力している。 

配管については、JNC市原製造所では、外面腐食検査の結果の活用が進められており、配置図等へ腐
食進行程度や腐食発生原因の情報を反映させている。これにより、海に面している配管は潮風の影響
で腐食が進行しやすいが、防風林により腐食を抑制できているなど、市原製造所独自の腐食傾向を
把握している。 

今後の活動としては、検査結果データから配管腐食を予測する手法を模索しており、更にクラウド化等に
より他事業所とデータ共有をし、より戦略的な検査へ活用できるようにするなど、さらなるデータの活用を計
画している。 

配管腐食箇所の予測への可能性 

JNC市原製造所は1962年に設立された石油化学製品の製造工場である。生産製品は石油化学製
品にとどまらず、液晶材料の生産拠点として革新的技術に挑戦している製造所である市原製造所では、
保全業務に関連する施策は主に予防保全方式である。従来から保全データの収集に積極的ではあっ
たが、保全部では、更なる効率的なデータ活用が必要という認識があった。そこで、より戦略的な設備点
検の実施を可能にすることを目的として、複数のデータベースを相互連携させた保全システムを構築し
た。 

システムで代替可能な作業を自動化し、作業工数を４分の１まで削減 

保全管理システムの導入にあたっては、これまで紙で保存していた設備台帳等を全て電子化する必要が
あり、この作業に膨大な時間を要した。そのため、JNCでは、紙資料の電子化を担当する専属のスタッフ
を配置し、必要性の高い資料を優先的に電子化を行い、システム構築後に早期に効果が実感できるよ
う心がけた。また、保全計画や点検結果データの入力方法を標準化し、システム間で円滑に連携できる
ようにした。さらに、機器の部品の単価、作業に必要な工数、作業履歴等の設備保全に関連するほぼ
すべてのデータを保全管理システムに蓄積していった。 

この結果、従来は関連する複数の情報を参照しつつ、全て手作業で行っていた設備台帳への入力作業
や検査会社等への発注書の作成が、本システムにより、ボタン1つで自動作成できるようになり、システ
ム導入前と比較して、書類作成業務にかかる工数を4分の1程度まで削減できた。工数削減によって
得た時間は、保全周期の再考等の業務改善や、より付加価値の高い事業の検討等、プロジェクト的な
活動にあてられるようになった。 
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保全システムは、①設備保全管理システム
（機器台帳や保全履歴を管理）、②設備資
料管理システム（図面や設計資料を管理）、
③設備診断支援システム（検査計画や検査
結果を管理）の3つのデータベースから構成さ
れている。 

データベース自体はそれぞれ独立しているが、各
システムは相互連携が可能であり、これにより
網羅的な情報取得ができる。さらに、これらの
システム上に蓄積されている設備台帳情報や
保全履歴は、運転部門とも情報共有が可能で
あり、稼働状況の分析にも活用されている。 
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新ビジネスの創出を通じ
た売上拡大の可能性 

5. 昭和電工株式会社川崎事業所 
調節弁の動作に関する情報を収集し状態監視を行うことにより、設備点検コストの削減・早期
の異常検知を実現 

スマートバルブ 

スマート化・先端技術導入のメリット 

スマート化・先端技術導入の成功要因 

 プラント制御に不可欠なバルブ
（調節弁）にセンサーを搭載
し、稼働を止めることなくデータ
収集を可能にした次世代バルブ 

 設備を稼働しながらバルブの状
態を監視することで、状態基準
保全への移行を可能にする技
術 

化学品製造 

800名 神奈川県川崎市 

東京都港区 石油化学製品 
産業ガス 
基礎化学製品 
セラミックス 
等 1,406億円 

3,735名 

事業内容 

事業所 
従業員数 

会社情報 

所在地 

事業内容 導入技術 

本社 
所在地 

従業員 
総数 

資本金 

生産 
製品 

石油化学 

ボトムアップの 
文化・仕組み 

事業所で独自に決裁できる予算の範囲内で、現場主導による新技術導入を 
促進 

２ 

段階的な導入 スモールスタートで新技術を導入し、効果を確認後に導入規模を拡大 ３ 

エネルギーコストの
削減 

生産性向上 
による売上拡大 

維持・修繕に 
おけるコスト削減 

✔ 

収益面のメリット 

作業履歴の 
管理 

熟練ノウハウの 
蓄積・可視化 

 従来把握できなかった 
状態の監視 

✔ 故障の予測 ✔ 

保安面のメリット 

稼働中のバルブの状態を把握し状態基準保全へ移行することで、不要なメンテナンスを1割程度回避し、コスト
削減を図る 

調節弁の動作状況など、従来の点検では取得できなかったデータが入手でき、異常を検知しやすくなった。今後
は故障の予測に繋げていく計画 
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スマートバルブは導入後2か月余りの間に早速効果を発揮した。稼働中に調節弁の動きが鈍いことが検
知されたことがあり、これまで流体の量や圧力、温度などのプロセス的な要因と思われた問題が即解決
した。例えば、調節弁の状態が状態監視により可視化されたことで、動きが悪い原因は調節弁本体の問
題ではなく、調節弁のグランド部（パッキンやボルトを含む、流体の漏れを制限する部位）の締め付けが
固すぎることと迅速に判明した。これにより、調節弁の動きを元に戻し、稼働を正常な状態にすることがで
きた。 

このように、調節弁の部品の状況データを常時取得するというこれまでは出来なかった点検を可能にす
ることで、異常検知に役立つ新しいデータの取得・蓄積に繋げていく予定である。さらに、それらのデータ
を活用し、どのような数値が出たら異常の可能性ありと判断するかなどの基準を定め、モデルを策定す
ることで、故障の予測にも繋げる計画を有する。 

導入から半年程度経過した段階で、導入による効果を定量的に試算し、本格導入への移行を計画して
いる。そうなればデータの蓄積が一層進み、故障の予防と稼働率の向上が進展する見込みである。 

導入2か月で効果を発揮 

スマート化によって現場の働き方を変える 

プラントをスマート化することで、現場作業員に求められるスキルや役割は変化していくことが予想される。
このような流れを不安視する意見もあるものの、川崎事業所ではその流れを前向きに捉えている。 

スマート化によって、機械が人を代替する作業が増えると考えられるが、人はより付加価値が高い仕事
（例えば、新しいデータを解析し、どのような数値が出たら異常と判断するかといった基準づくり等）
に専念できると考えている。さらに、新しい技術・仕事に触れることが若手従業員への良い刺激となるこ
とを期待している。 

現場主導のスモールスタートで新技術を導入 

石油化学業界において国際競争が激化する状況下で、昭和電工も生き残りをかけて、経営課題として
コスト削減の必要性を認識していた。 

上記のような課題をうけて、現場が目を付けたのが調節弁（バルブ）だった。石油化学のプラントには、
設備の各所にバルブが設置されており、昭和電工においても川崎事業所だけで4,000～5,000個のバ
ルブが設置されている。全てのバルブを定期的に点検する工数は非常に大きく、従来のバルブ点検では
年に1回程度の点検で、年に1,000人日の工数を要しており、計装機器に対する保安費用の20%に
及ぶ。すなわち、バルブの点検にかかる工数を削減できれば、大きなコスト削減効果を生み出すことがで
きる。 

2016年8月に川崎事業所が導入したスマートバルブとは、センサーが搭載されたバルブとコンピュータを
組み合わせて、設備を停止せずにセンサー情報からバルブ自身の状態を診断することを可能にするも
のである。従来の調節弁では、設備の稼働を停止しなければ弁の異常や故障を確認できなかったが、ス
マートバルブの導入によって、設備を稼働しながら修理や交換が必要な部分だけ点検・修繕する状態
基準保全への移行が可能となり、保安業務の工数・コストの1割削減が期待できるようになった。 

かねてより保安ベンダーからスマートバルブ導入の提案を受けており、
IoTへの注目の高まりをうけて、事業所が主導して導入を決定した。
現場のグループ単位で独自に決裁できる予算を使用することで、本
社での稟議等を経ることなく現場主導の速やかな導入（グループ内
での連携のみであったため説明・合意形成は迅速）が可能となった。 

スモールスタートの考え方でスマートバルブの導入を行っており、
2016年8月には16台導入した。まずは技術の効果を検証し、その
後導入規模や範囲を拡張する予定である。 スマートバルブ 
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新たな価値創造に向けた取り組みとして、IoTをテーマに幅広く新技術の導入を検討。国内外
の複数の製造現場において、タブレット端末導入と情報の電子化等によるワークスタイル変革を
推進 

タブレット端末 
（作業履歴・ノウハウの 
電子データ化含む） 

スマート化技術導入のメリット 

スマート化技術導入の成功要因 

事業内容 

 製造現場に導入したタブレット
端末を通して資料を参照。ま
た、設備状況を撮影した写真
を共有 

 現場で作業メモをタブレット端
末に入力することで、作業履歴
の電子化を促進 

導入技術 

事業内容 総合化学 

会社情報 事業部門 

石油化学部門、
エネルギー・機能
材料部門、情報
電子化学部門、
健康・農業関連
事業部門、医薬
品部門 

本社 
所在地 

東京、大阪 

資本金 
897億円 

従業員総数 
31,094名 
(連結) 

6. 住友化学株式会社 
石油化学 

強いリーダーシップ 1 

ボトムアップの 
文化・仕組み 

2 
現場が現状課題を認識の上、将来の在りたい工場の姿を描き、変革ニーズを
抽出。その結果、現場から、スマート化もてこにした、情報蓄積の促進や利活
用などのニーズが挙がってきた 

エネルギーコストの
削減 

生産性向上 
による売上拡大 

維持・修繕に 
おけるコスト削減 

✔ 新ビジネスの創出を通じ
た売上拡大の可能性 

収益面のメリット 

従来は、多くの紙資料を参照しながら業務を行っていたが、タブレット端末を用い現場から直接電子データにアク
セスすることで作業時間を短縮。新しく生まれた時間を、工事安全や工事品質の管理をはじめとした重要業務
に充てること等を通じ、一層の安全・安定操業を実現するとともに、今後はワークスタイルの変革も推進したい 

全社を挙げてプラントへのIoT導入を促進。その一環として、タブレット端末の利
用や情報の電子データ化を推進（各工場での取り組みと連携） 

作業履歴の 
管理 

✔ 故障の予測 

保安面のメリット 

現場での作業に関するメモなど、作業履歴を電子データ化。タブレット端末を用いて効率的かつ効果的に入力・
保存できる仕組みでバックアップ。今後は、蓄積データの解析により、保全業務のさらなる効率化を図る 

熟練ノウハウの 
蓄積・可視化 

✔ 従来把握できなかった
状態の監視 

段階的な導入 3 
幅広い取り組みを小規模に実施し、効果を確認できたものから、拡充および複
数事業所への横展開を行う 
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IoTをテーマとした新技術導入を推進 

住友化学は、石油化学、エネルギー・機能材料、情報電子化学、健康・農業関連事業、医薬品の5
つの事業を手掛ける総合化学メーカーである。 

モバイル機器をはじめとしたデジタル技術の進化などの流れを受け、IoTをテーマにデータの蓄積・活用を
推進している。プラントに関しても、保全業務やサプライチェーンの管理、研究開発の効率化を図る取
り組みを展開し、様々な技術の導入や、技術を導入・活用するためのインフラ・仕組みづくりなど、幅
広いテーマでの導入検討および準備を行っている。 

このような流れの中で、新しい技術を活用して製造現場での人の働き方を変革し、業務効率化への取
り組みとして、千葉工場や大分工場、シンガポールのグループ会社など国内外のプラントにおいて、タブ
レット端末等のデジタル技術を展開および計画している。 

石
油
精
製 

石
油
化
学 

一
般
化
学 

電
力 

ガ
ス 

イ
ン
フ
ラ
等 

スモールスタートで、現場を巻き込みながら技術導入・活用 

IoT技術の導入効果に関しては、実際に活用してみなければ定量的で正確な費用対効果を算出する
ことは難しい。そのため、住友化学では、スモールスタートで多数の技術導入の検討を進め、効果が確
認できたものから拡充や複数事業所への横展開を行っている。このような取り組みが、コストや生産性
の面で、競争優位の源泉となり得る。 

また、トップダウンでIoT活用によるスマート化に取り組んでいるが、現場が抱えている課題を解決できる
ような取り組みでなければ、効果の発揮は難しい。今回の取り組みにより、蓄積された情報を活用した
いという要望が、現場からボトムアップで上がってきた。このように、経営層がリードしつつ現場を巻き込み、
現場が考える工場の将来像に基づいてスマート化による変革のニーズを抽出することが、成功の重要な
要素と考えている。 

住友化学では、タブレット端末の利用や作業履歴・ノウハウの電子データ化の他にも、幅広いテーマでの
取り組みを並行して検討・実施している。千葉工場や大分工場、シンガポールのグループ会社など国
内外のプラントにおいて、予知保全をはじめとした生産性向上に資する技術、保全許可業務の電子
化、無線通信環境とそれを支えるサイバーセキュリティ技術等の導入検討も進めており、スマート化を
一層推進していく計画である。 

製造現場へのタブレット端末導入により、運転・保全業務の工数を削減 

従来は、事務所の資料棚に保管してある、パイプ式ファイル等の膨大な紙資料から必要な図面や過去
の記録などの資料を探し出さなければならなかった。 

さらに、現場での作業には、必要な資料のコピーを取って携行しなければならず、またノート、カメラや電
卓等のツールを用いなければならない。また作業後には、事務所に戻らなければ現場の状況を撮影した
写真等の情報を共有できなかったため、現場と事務所の往復により、時間のロスが生まれていた。 

現在、このような作業時間のロスの削減を目指して、保全現場でタブレット端末活用の効果を実証
実験している。現場でタブレット端末を用いて資料を参照できるようになり、また撮影した写真をタブレット
端末を通じて事務所のメンバーと共有することなどが可能となった。現在は効果検証中の段階ではある
が、業務の効率化が期待できる。 

業務効率化によって新たに生まれた時間は、例えば、現場立会の時間を増やしてより細やかな工事品
質管理などの重要業務に充てることもできる。また若手担当者にとっては、蓄積されるデータが多い分、ノ
ウハウの習得が容易になる。 
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従来把握できなかった 
状態の監視 

運転情報の引継ぎを電子化することで、作業履歴やトラブル対応のノウハウを蓄積。また、導入
したシステムを応用し、保全業務の履歴管理にも活用することで、設備保全のノウハウも蓄積 

運転引継ぎ情報 
電子化システム 

スマート化技術導入のメリット 

スマート化技術導入の成功要因 

事業内容 

 交代勤務をしているプラントの
運転員間のトラブル等の引継ぎ
を電子化するシステム 

 引継ぎ情報を時系列で管理
し、トラブルへの対応方法等の
ノウハウを蓄積することが容易に 

導入技術 

事業内容 化学品製造 

事業所  
従業員数 

所在地 200名 三重県四日市市 

会社情報 生産 
製品 

スチレン系樹
脂(ABS・AS・
ASA・その他ポ
リマーアロイ)等 

本社 
所在地 

東京都港区 

資本金 30億円 

従業員総数 260名 

7. テクノポリマー株式会社四日市事業所 
石油化学 

エネルギーコストの 
削減 

生産性向上 
による売上拡大 

維持・修繕に 
おけるコスト削減 

✔ 新ビジネスの創出を通じ
た売上拡大の可能性 

収益面のメリット 

作業履歴の 
管理 

故障の予測 

保安面のメリット 

関連部門間の情報連携が強化された結果、トラブル発生時などの対応検討や工事等の手配に要する時間が
短縮された。又、生産量に変化が生じ得る事態が発生した際にも、その影響を速やかに生産計画に反映する
事が可能となった 

 

 

✔ 

本システムの導入により、引継ぎ情報を時系列で管理し、後から活用しやすい形式で運転異常への対応方法
等のノウハウを蓄積することが容易になった。設備の不具合発生からその事態の収束までの情報を整理・保管す
ることで、設備を軸とした保全ノウハウを蓄積・可視化 
 

✔ 

✔ 熟練ノウハウの 
蓄積・可視化 
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ボトムアップの 
文化・仕組み 

２ 

段階的な導入 ３ 

現場が主体的にシステム導入を推進。システム導入後も現場が発案したシステ
ム改善に関するアイデアを取り纏めることで、導入効果を向上 

システムの 
調整・最適化 

７ 

一部の引継ぎ業務に試用版のシステムを導入し、効果を検証。検証の結果、
導入による効果が確認できたため、本システムを本格導入 

引継ぎ情報の共有用に導入したシステムを活用し、設備の不具合発生から事
態収束までの情報を整理・保管することで、保全ノウハウを蓄積・可視化 



現場の意見を取り入れ、紙ベースの引継ぎを刷新 

現場の意見を反映させていくことで、現場全体のシステムへ 

テクノポリマーは、ABS樹脂の製造メーカーとして国内で大きなシェアを誇る企業であり、生産する製品は自
動車や建材等、幅広い産業の材料として使用されている。同社は海外市場にも積極的に進出してお
り、現在、さらなるグローバル展開を図っている。 

同社の四日市事業所では、製造現場での運転引継ぎや、発生したトラブルに関する情報を正確に共
有するために、電子引継ぎシステムを活用している。 

従来、交代勤務者が紙媒体で生産ラインの運転状況や点検結果等の申し送り事項の情報を共有をし
ていた。しかし、媒体が紙であるゆえに、情報管理がうまく行えていなかった。例えば、あるトラブル事象につ
いての時系列の経過なども、各担当者がよほど注視して記述しない限り、引継ぎが繰り返される中で、事
象の発生から処置、結果という経過が正確にとらえなれなくなっており、トラブルの要因調査に多大な労力
を要していた。 

このような問題意識を感じていたところ、ベンダーからの、電子引継ぎシステムの提案プレゼンテーションを
見る機会があり、その提案が現場ニーズに合致していたため、現場が主体となって本システムの導入が
進められることになった。 

総合知識データベースとしての活用 
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当該システムの導入にあたっては、まずは製造現場の一部の部署の引継ぎ業務に、試用版のシステム
を導入し、システム導入による効果を検証することから始めた。その後、1年程度の検証期間を経て、
引継ぎの効率化やトラブル対応に関するノウハウ蓄積等の効果を確認できたため、本格的なシステム
導入が実現された。 

本システムでは、引継ぎ情報を事象単位でスレッドにまとめて管理が可能であり、トラブルについても、そ
の発生から完了に至る経緯が速やかに確認ができるようになり、継続中の作業のステータスや、重要
度なども一目で分かるようになり、作業漏れ等の防止にも役立っている。 

本システムは、ユーザ側が積極的にシステムを活用するこ
と意識しなければ、有用な情報がシステムに入力されな
い。しかし、元々本システムの導入が現場主導で始まった
こともあり、現場の運転員がシステムの活用に好意的で
あったため、積極的なシステムの活用が行われた。本シス
テムの運用に慣れてくると、どのように使い方を更に工夫
したらよいか、現場作業員から声が上がってくるようにな
り、それを関連部門で検討し反映することで、本システム
の使い勝手を絶えず改良していっている。 

製造現場での導入効果を踏まえ、現在では、本システムを設備管理部門でも活用されている。その活
用方法として、運転情報の引き継ぎ以外の情報共有も行っている。 

具体的には、「設備」という切り口で、不具合の発生から事態の収束までの情報を記録・整理してお
り、各設備の点検方法やトラブル時の対応を記録した写真、対応手順も本システムで共有し、保全
ノウハウの蓄積にも活用しており、総合知識データベースとしても機能するようになった。 

従来の引き継ぎは運転担当者間だけの情報共有だったが、本システム導入後は、関連部門にも共有さ
れることにより、発生した事象を瞬時に広範囲に共有できるようになった。これにより、現場の状況が関
連部門に速やかに把握され 事象への評価やその対応、工事等の手配にかかる時間が短縮された。
また、事象の影響による生産計画への速やかな反映も可能になった。 

同社では、今後はビッグデータを活用したプロセスデータの解析の検討も進めており、更なるデータ活用に
意欲的である。 

システム運用イメージ 
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ボトムアップの 
文化・仕組み 

現場の従業員が社内資料の電子化の必要性を認識し、導入を推進 

段階的な導入 
当初は設備の図面のみの電子化から始まり、文書電子化の有用性を確認した
後、現在は多くの社内資料の電子化を実施 

設備の図面や保全履歴等の文書の電子化を実施。継続的にシステムをカスタマイズすることで、
年間180時間の業務工数削減効果を発揮 

社内資料の電子化 

スマート化技術導入のメリット 

スマート化技術導入の成功要因 

事業内容 

 従来、紙媒体で保管されていた
設備の図面や保全履歴等の
社内資料を電子化し、保管・
管理するシステムを導入 

 図面データをメンテナンスする専
門スタッフを配置して常に最新
データとなるように維持すること
で、文書の検索にかかる時間を
大幅に削減 

導入技術 

事業内容 

事業所  
従業員数 

所在地 617名 千葉県市原市 

会社情報 生産 
製品 

エチレン、プロ
ピレン、ベンゼ
ン等の基礎石
油化学製品
等 

本社 
所在地 

東京都中央区 

資本金 100億円 

従業員総数 829名 

8. 丸善石油化学株式会社千葉工場 
石油化学 

２ 

エネルギーコストの
削減 

生産性向上 
による売上拡大 

維持・修繕に 
おけるコスト削減 

✔ 新ビジネスの創出を通じ
た売上拡大の可能性 

収益面のメリット 

作業履歴の 
管理 

故障の予測 

保安面のメリット 

従業員の業務の約10%程度を占めていた文書の検索作業を大幅効率化。工事発注用の仕様書の自動作成
が可能となったことで、プラントの運転や保全に関わる従業員一人あたりの年間約180時間の工数を削減 

設備の保全履歴を電子化し、設備点検の漏れが発生する危険性を排除。また、保全に関連する資料をデータ
として保管することが習慣化され、保全履歴等の情報共有の漏れを防止 

✔  従来把握できなかった
状態の把握 

熟練ノウハウの 
蓄積・可視化 

化学品製造 

３ 
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社内資料検索の効率化を図り、文書の電子化システムを導入 

導入したシステムを継続的にメンテナンスすることで、導入効果を向上 

丸善石油化学は、プラスチックや合成繊維等の原料となる石油化学基礎製品や機能性原材料を生産
している。同社の製品は自動車、住宅、家電及びコンピュータなどの幅広い商品の原材料となっている。 

同社の千葉工場では業務の効率化を目的として、社内資料の電子化を実施している。従来は、設備
の台帳や保全履歴等の社内資料は全て紙媒体で保管されていたが、文書を保管・管理するシステム
を導入し、過去の文書を含めた社内資料の電子化を着実に進めてきた。その結果、現在では設備の
図面だけではなく、多くの社内資料が電子化されるに至っている。 

継続的なカスタマイズによって、1人あたり年間約180時間の工数を削減 
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丸善石油化学において、本システムが導入されたきっかけは、社内で紙媒体資料の電子化が求めら
れていたことである。ベンダーから提案をうけた際に、現場の従業員が本システムの有用性を評価した
ことも導入を後押しした。 

本システムの導入によって、図面の電子化に取り組むようになったものの、導入当初はプラントに設置され
ている各設備に付されたタグナンバー（識別番号）での検索しかできず、設備の情報を検索する際は、
入力したタグとサーバーに登録された識別番号が完全に一致しなければ検索結果として表示されなかっ
た。そのため、まず検索したい設備のタグの特定等に時間を要し、結果として参照したい図面の電子ファ
イルの検索に時間がかかっていた。そこで、ソフトウェアの更改や登録データの改善を継続的に実施して
きた結果、現在はキーワードでの柔軟な文書検索が可能となり、図面だけでなく他の社内資料検索
にかかる時間も大幅に短縮された。 

このような継続的なカスタマイズが可能な背景としては、同社では、本システムのデータメンテナンスにか
かる費用を毎年予算化し、専門スタッフを常駐させていることが挙げられる。このように、専属の担当
者を配置することで、継続的なデータのアップデートが可能な体制を構築している。 

システム画面イメージ 

本システムの導入前は、過去の文書を参照する際は、まず
事務所から離れた書庫に行き、そこに保管してある大量の
文書の中から必要な文書を探すという作業が必要であった
が、本システムの導入によって、システム上ですぐに検索・
参照ができるようになった。さらに、各設備の保全履歴等も
電子化され、設備の検査周期をシステムで管理することで、
従来複数の資料を確認し、手動で作成していた工事発注
用の仕様書をシステム上で自動作成可能となっている。 

本システムの導入と継続的なカスタマイズによって、担当者の業務の約10%程度を占めていた文書の
検索作業が大幅に効率化された。概算ではあるが、同社ではプラントの運転や保全に関わる技術ス
タッフ一人あたりで年間約180時間の工数が削減できているという。 

また、副次的な効果として、社内資料の電子化によって社員が自社ネットワーク上の共有フォルダを用い
て仕事をするようになった。その結果、業務が属人化せず、従業員が退職や異動する際に引継ぎしや
すくなるというメリットも享受している。 

丸善石油化学では、文書の電子化を通じて、情報やノウハウ共有の必要性を認識し、現在、さらなる
情報共有の効率化の取り組みの一つとして、動画の活用を進めている。例えば、頻繁に実施しない現
場作業の際には、動画を撮ることによって、文字や静止画では伝えきれなかった設備の状態を記録し
ている。また、若手従業員に対する教育でも、教本だけなく過去に起きたトラブル時の対応を映像化す
ることで、トラブル対応の方法をより習得しやすくなるよう工夫している。 

同社では、今後もこのような新たな取り組みを採用することで、効率的に保安力を向上させることを図っ
ていく計画である。 36 



保温材下腐食(CUI)検査データの統計的な分析により予測モデルを確立し、CUIが原因によ
るトラブルゼロを実現 

配管・機器の 
保温材下腐食 
（CUI） 
予測モデル 

スマート化技術導入のメリット 

スマート化技術導入の成功要因 

事業内容 

 腐食の検査データを使用条件
と関連付けて系統的に分類し、
統計的に解析して、予測モデル
を構築 

導入技術 

事業内容 化学品製造 

事業所  
従業員数 

所在地 1,200名 岡山県倉敷市 

会社情報 生産 
製品 

基礎化学品、
石油化学・樹
脂製品 

本社 
所在地 

東京都千代田区 

資本金 1,034億円 

従業員総数 32,821名 

9. 旭化成株式会社水島製造所 
一般化学 

ボトムアップの文
化・仕組み 

2 工場の運転・設備管理担当によるボトムアップの立案 

システムの 
調整・最適化 

７ 
自社内でのシステム開発に加え、協力企業から提供されたデータや、検討の枠
組みを活用していくことで、更なるシステムの高度化を実現 

エネルギーコストの
削減 

生産性向上 
による売上拡大 

維持・修繕に 
おけるコスト削減 

✔ 新ビジネスの創出を通じ
た売上拡大の可能性 

収益面のメリット 

作業履歴の 
管理 

故障の予測 

保安面のメリット 

対処すべき配管の優先付けを行い経年劣化設備の維持コストの最適化を実現 

新たに配管の腐食速度、腐食倍率を導きだし、配管の腐食を予測することで、配管からの漏れ等のトラブルを
未然に防止 

熟練ノウハウの 
蓄積・可視化 

従来把握できなかった
状態の監視 

✔ ✔ 
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更なるビッグデータの展開を目指して 

旭化成は、ケミカル・繊維から電子材料・電子部品、医薬・医療、住宅、建材等、幅広い事業領域で
活躍している総合化学メーカーである。今回取り上げる水島製造所は、そんな旭化成の中でも石油化
学製品のためのプラントを有する製造所である。 

水島製造所では、元来現場の運転・設備管理担当のボトムアップで、保全に関する技術の開発や
導入が進められてきた。例えば、伸縮可能なポールとデジカメを使った新しい高所の目視点検方法に取
り組んでいる。 

モデルの構築にはまず、CUIに関する検査データを、温度、環

境、構造、塗装仕様などの配管の使用条件毎に分類し、統
計的に解析を実施。これにより、「基準腐食速度」と「腐食倍
率」を導き出し、この値を「CUI予測モデル」の係数として活用す
ることで、腐食速度を推定し、CUI発生可能性を評価すること
が可能となる。 

この「CUI予測モデル」による保温材を剥離した検査の効果とし
て、想定外の腐食箇所も漏れなく検出でき、水島製造所で
は CUIが原因のトラブルは近年発生していない。 

旭化成水島製造所で開発された、この「CUI予測モデル」は、その後同社だけに留まらず、複数の企業
と共同で更なる検討が進められてきた。まず協力化学会社７社から配管に限定したCUIデータ約
1,900点の提供を受け、これを「CUI予測モデル」を活用して分析を行った。 

更に、平成28年には、旭化成を含む化学会社14社の合同提案が、経済産業省の「IoT推進のため
の新産業モデル創出基盤事業」に採択された。この事業では、上記14社が収集したCUI検査データを
分析し、これにより従来より精度の高い、CUI発生可能性の定量的な推定方法の構築し、その普及を
図り日本全体の高経年化プラントの信頼性向上を目指している。 

水島製造所は設立から約50年経っており、設備の経年が進行している。プラントの配管についても例外
ではなく、その維持管理は重要な課題の一つである。 

プラントを長期運転するほど、配管腐食の可能性は高くなるため、プラントの安定稼働のためにも腐食を
早期に発見することは重要であるが、通常、プラントの配管には保温材が巻かれているため、仮に腐食
が発生していたとしても、その発生箇所を外見からは特定することは難しい。また、保温材を剥離して検
査を行おうとすると、剥離の手間や、場合によっては足場の設置が必要となり、追加の費用が発生する。
そのため、水島製造所では、従来よりガイド波等の超音波を活用した非破壊検査法による、保温材下
の配管腐食（CUI）の検査を実施してきた。 

ただし、プラントには数多くの配管が存在し、ただ適用法規に応じて網羅的に検査を行うのは非効率で
ある。そのため、同製造所では、「配管リスク評価」を行うことによって、予め対処すべき配管の優先順
位付けを行った。そして、優先度が高いものから検査を実施することで、効率的に検査を実施し、これ
により、経年劣化設備の維持コストの最適化を図ることができた。 

このリスク評価は、「腐食結果影響度評価」（火災・環境・人的被害等の項目に従い、配管から漏え
いがあった際の影響を評価）と「腐食発生可能性評価（旭化成独自方式）」の二つの評価に分ける
ことができる。 

このうち、「腐食発生可能性評価」には、水島製造所独自の「CUI予測モデル」が活用されている。この
「CUI予測モデル」は、同製造所の種々の設備（塔、槽、熱交配機、配管等）から収集された約
6,000点のCUIデータを基に構築されたものである。 

配管・機器の高経年化を契機とした独自の腐食予測モデルの構築 
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熟練のノウハウ、過去の実績、予測値を組み合わせてシミュレーションを行うことで、工場全体の
総光熱費の最適化を図り、1.2％の改善を実現し、技術伝承の機会としても活用 

最適運転支援 
システム 

スマート化技術導入のメリット 

スマート化技術導入の成功要因 

事業内容 

 電力消費量が大きく変動する
工場において数理計算手法や
過去の実績値や熟練のノウハウ
を基に発電量の最適化を図る 

導入技術 

事業内容 化学品製造 

事業所  
従業員数 

所在地 1,673名 和歌山県和歌山市 

会社情報 生産 
製品 

家庭用洗剤、
石鹸、その他
家庭用消耗
品、化学製品
等 

本社 
所在地 

東京都中央区 

資本金 854億円 

従業員総数 33,026名 

10. 花王株式会社和歌山工場  
一般化学 

段階的な導入 ３ 
マザー工場である和歌山工場で実績を作り、その後、複数の国内工場に展
開。今後は全世界の工場に展開しデータの一元管理を図る 

技術研修 6 
システムによって導出された最適な発電設備の稼働とオペレータによる操作の場
合の差を現場で毎朝議論し、運転技術の向上や技術伝承につなげている 

システムの 
調整・最適化 

7 
自社で開発を行うことにより、システムのブラックボックス化を避け、日々の稼働
状況をシステムに反映しやすくしている 

エネルギーコストの
削減 

✔ 生産性向上 
による売上拡大 

維持・修繕に 
おけるコスト削減 

新ビジネスの創出を通じ
た売上拡大の可能性 

収益面のメリット 

作業履歴の 
管理 

保安面のメリット 

熟練のノウハウ、過去の実績、予測値を組み合わせてシミュレーションを行うことで、工場全体の総光熱費の最
適化を図り、1.2％の改善を実現 

日々の稼働状況を数値化していく過程で、熟練のノウハウを蓄積・可視化。更にシミュレーション値と実際の稼
働値の差などを日々若手と熟練で議論していくことにより、技術伝承のきっかけとしても作用 

熟練ノウハウの 
蓄積・可視化 

従来把握できなかった
状態の監視 

故障の予測 ✔ ✔ 
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熟練の「ノウハウ」をデータ化 

数理的計画手法による最適運転支援システム 

花王和歌山工場は、国内外にある花王の工場の中でも最大規模の工場であり、花王の各工場で原
料として使用される化学製品を製造して供給するなど、旗艦工場としての役割を果たしている。 
そんな和歌山工場ではデータの活用に注力しており、中でも「ノウハウの見える化」においては、特筆す
べきものがある。同社の「ナレッジマネジメント」システムは、国内のみならず、同社の海外のすべての拠
点と連携するなど、その規模と情報量は他社の追随を許さない。今回紹介する「運転最適化システ
ム」は、そんな同社の取組の一環である。 

石
油
精
製 

石
油
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学 
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般
化
学 

電
力 

ガ
ス 

イ
ン
フ
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和歌山工場では、システムの発展性とメンテナンス性を考慮
して、システムの基礎部分は自社で開発するべきと考え、今
回の最適化のための一連のモデル構築も自社内で進められ
た。 

まず、全ての関連設備を線形モデルで定式化することに着
手した。更に、コジェネの連続稼働・停止制約の条件を加
味し、モデル式の変動要因になりうる外気温度・湿度の変
動やボイラー内部の電熱特性の変化を、過去の実績デー
タを加えていくことで、モデル式の精緻化を図っていった。 

花王では「人の判断力」を重視しており、システムはあくまでも人の補助として機能するものとの認識であ
る。更に、システム導入を通して、各従業員が日常の作業を改めて考える「きっかけ」になることを期待し
ている。今回本紙で紹介したシステムも、稼働の最適化を補助するものであるが、自動制御を目的と
するものではない。そのため、システムのシミュレーションの値と、実際の稼働値が異なることがある。 

花王ではこのような機会を運転技術向上の契機としてとらえている。毎朝現場にて、システムによって
導出された最適な発電設備の稼働と、実際にオペレータによって行われた稼働の差が議論されてい
る。その際には、まず若手にその原因を考察させ、その後に熟練の見解を伝えるなど、運転技術の向
上や技術伝承の場としても活用している。 

和歌山工場のプラントは、バッチプラントが多いため運転が頻繁に停止し、これによる電力需要の変動が
大きい。プラント内で必要な電力は、自家発電と買電によって賄われている。買電の場合の単価は昼・
夜で異なる（昼と比較して夜は安価）ため、夜は買電した電力を使用し、昼は自家発電による電力を
主に用いている。従来、このような配分は主にベテランのオペレータの経験によって決められていたが、
2010年よりエネルギー使用に関する全体最適化の取組を数値的に把握する動きが始まった。 

ノウハウ伝授の機会に 

また、実際には、各設備の消費電力や蒸気のデマンドは逐次変化するため、そのデマンド予測に基づい
た運転最適化が必要となる。そのため、各部門の消費電力を合計し、工場トータルの消費電力を予
測し、その値を更にモデル式に加えていくことでシステムの実用度を高めていった。 

現在、和歌山工場では、上記のモデルに基づき、過去の実績値を基礎データとして、１時間毎に最適
化の計算が行われており、その結果に基づいた最適化運転のガイダンスをリアルタイムで実施している。
このシステムの活用により、コジェネの運用方針や買電の量とそのタイミングの改善が図られ、システム導
入後には、総光熱費の最適化を図り、1.2%の改善を実現する効果があった。 

本システムはまず和歌山工場で導入され、現在では複数の国内工場にも導入されており、今後は、全
工場のデータを一覧化することで、工場をまたがった稼働の最適化を目指している。また、現在は電
力の供給側のコントロールが対象だが、将来的には電力を消費する設備の稼働最適化を通して電力
の供給・需要の最適化を実現していく予定である。 

電力需要に応じた発電設備の組み合わせ 
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強いリーダーシップ 
プラントの増設にあたって、プラントの安全性向上を図るよう上層部から指示をう
けて、現場で具体的な技術導入を検討・推進 

システム導入の 
タイミング 

プラント増設のタイミングで、新しいシステムを導入 

プラント増設に合わせ、異常の予兆検知システムの導入を決定。プラント稼働の安定化、および
それを通じた生産性向上を見込む 

スマート化技術導入のメリット 

スマート化技術導入の成功要因 

事業内容 導入技術 

事業内容 一般化学 

事業所  
従業員数 

所在地 150名 香川県丸亀市 

会社情報 生産 
製品 

不溶性硫黄
等の無機化
学品、有機化
学品、ファイン
ケミカル、建材
等 

本社 
所在地 

香川県丸亀市 

資本金 68億円 

従業員総数 584名 

11. 四国化成工業株式会社丸亀工場 
一般化学 

１ 

４ 

エネルギーコストの
削減 

生産性向上 
による売上拡大 

✔ 維持・修繕に 
おけるコスト削減 

✔ 新ビジネスの創出を通じ
た売上拡大の可能性 

収益面のメリット 

運転異常に影響し得る重要プロセス変数（温度や圧力等）の将来トレンドを予測し、異常の予兆を検知。
異常発生前に対処することでプラント稼働を安定化し、エネルギーコストや設備調整のコストを削減するとともに、
連続生産を維持することで生産性向上を見込む 

作業履歴の 
管理 

故障の予測 

保安面のメリット 

将来の重要プロセス変数のトレンド予測に基づき、プラント運転の異常から生じる設備の故障を予測しアラーム
を発する。また、プラント稼働の安定化によって人の操作への介在を減らし、事故リスクの低下を見込む 

熟練ノウハウの 
蓄積・可視化 

 従来把握できなかった 
状態の監視 

✔ 

重要プロセス変数 
変動監視システム 

 重要プロセス変数（温度・圧
力等）を監視し、その将来の
変動トレンドを予測することで、
運転異常の予兆を検知 

 将来予測に基づいて緊急対応
を促すアラームを作動させ、オペ
レーターの異常事態の見過ごし
を防止 
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プラント稼働の安定化を通して、生産性の向上・事故リスクの低下を図る 

四国化成は、香川県丸亀市を主要な拠点として化学品と建材を製造する企業である。 

四国化成では、熟練運転員が減少しており、トラブル対応の経験が少ない若手運転員の割合が大
きくなることで、非定常時の対応力が弱まっていることに危機感を有していた。その折に、丸亀工場の
生産力を増強するため、プラント増設が決まった。同社はこれをプラントの安全性向上のための技術を
導入する好機と捉え、現場での検討が始まった。 

四国化成では、過去に落雷による停電が発生し、一部の設備が停止した際に、プラントが危険な状態
に陥るという経験をした。その際は、長い経験を有する運転員も現場にいたものの、大量のアラームが一
度に作動し、その対応に苦慮する若手運転員のサポートで余裕がなくなってしまった。DCSの数値を十
分に確認することができず、事故につながる予兆を把握することができなかった。その結果、 異常への対
応が後手に回ってしまった。加えて、大量のアラームが作動することで、重要なアラームを見落としてしまっ
たことも事態を悪化させる要因となった。 

このような経験をうけて、2017年3月から稼働予定のプラントへの導入が進められているのが重要プロセ
ス変数変動監視システムである。 

四国化成では、日頃より設備の保守契約を結んでいるベンダーによる提案をうけて、本システム導入の
検討を開始した。 

重要プロセス変数の変動監視システムを実装したプラントは2017年3月から稼働予定となっている。具
体的な効果が出るのはそれ以降となるが、四国化成では、本システムによりプラント稼働の安定性を
高め、事故リスクの低下・生産性向上につなげることを見込んで導入を進めている。 

プラントは一度停止してしまうと、稼働を再開する際には機器の再加熱が必要となり、多大なエネルギー
ロスや歩留まりの低下、設備調整の追加コストが発生する。さらに、機器の再加熱には半日から1日程
度要し、その間は製品が製造できなくなるため、稼働停止により発生する機会損失は非常に大きい。 

また、プラント稼働の停止・再開時には、人の操作が介在するため、最も事故が発生しやすい。本システ
ムを通じた稼働の安定化によって、人の介在を減らし、事故リスクが低下することも見込んでいる。 

システム導入によって、稼働の安定性を高め、エネルギーコストや機会損失の削減、生産性の向上、事
故リスクの低減を進めていく計画である。 

プラント稼働の異常を予兆段階で検知、特に重要なアラームを可視化 

本システムは、温度や圧力などの稼働安定性に影響する重要プロセス変数の変動を常時監視し、過
去から現在までの変数の変動トレンドや設備稼働状況との相関関係等のモデルを用いて運転異常
を予測するシステムである。自動で生成されるモデルによって、重要プロセスの変数が設備の停止や故
障等に影響する限界値に達するまでの時間を推定する。 

これにより、異常の兆候を可視化し、トラブル対応の経験がないような若手運転員であっても、見えない
状況の変化に早期に気が付くことができる。アラームが作動する前に異常発生の兆候を把握することで、
現場の運転員による異常への対応に時間的な余裕を設け、確実な対応を促すことができる。 

また、プラント運転が非定常状態となったとき、DCSのアラームシステムでは、大量のアラームが作動し、
運転員が重要なアラームに気づかないという事態が発生し得る。本システムは、早急に対応しなければ
事故リスクが高まるような、特に重要なアラームを明示することで早期・確実な対応を可能にする機
能も備えている。具体的には、重要なアラームを専用の大型ディスプレイに強制出力することで、運転
異常の予兆をオペレーターが見逃さないような仕様となっている。 
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従来把握できなかった 
状態の監視 

徹底的な安定化と合わせ、熟練運転員のノウハウを顕在化させた。運転員に必要な情報を適
時に提供するシステムを構築することで、運転員の意思決定を支援 

運転支援システム 

スマート化技術導入のメリット 

スマート化技術導入の成功要因 

事業内容 

 熟練運転員の意思決定プロセ
スを科学的な裏付けを行った上
で整理 

 顕在化した約840万件の意思
決定プロセスをシステムに組み
込み、運転員に適時に必要な
情報を提供 

導入技術 

事業内容 一般化学 

事業所  
従業員数 

所在地 299名 兵庫県姫路市 

会社情報 生産 
製品 

セルロース誘
導体製品、有
機合成品、合
成樹脂等 

本社 
所在地 

大阪府大阪市 

資本金 362億円 

従業員総数 2,153名 

12. 株式会社ダイセル網干工場 
一般化学 

システムの 
調整・最適化 

７ 
運転員が一画面で必要な情報が適時に得られるような仕様（「シングルウイン
ドウオペレーション」）のシステムを構築 

技術研修 6 
熟練運転員のノウハウを効率的に引き出すため、社内研修を受けて手法習得
し、コミュニケーション能力を有すると認定されたスタッフが、改善インタビューを実施 

エネルギーコストの
削減 

✔ 生産性向上 
による売上拡大 

維持・修繕に 
おけるコスト削減 

✔ 新ビジネスの創出を通じ
た売上拡大の可能性 

収益面のメリット 

作業履歴の 
管理 

故障の予測 ✔ 

保安面のメリット 

運転員の作業負荷件数90%削減するとともに、安全・安定生産や品質改善、コストダウンを実現し、総原価
20%の削減や生産性3倍を達成 

✔ 

熟練運転員へのインタビューを通して、意思決定方法を表出させ標準化。ＩＴを駆使して、これらをシステム化
し、運転員の的確な判断と迅速な対処に貢献 

✔ 

✔ 熟練ノウハウの 
蓄積・可視化 

システム導入の 
タイミング 

4 
熟練運転員の減少と海外企業との競争激化に備え、システム開発を含む抜本
的な業務改革を実施 
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熟練運転員減少や競争激化に備え生産革新の取組を開始 

熟練運転員の知見とITを駆使して「知的生産システム」を構築 

ダイセルは、大阪府大阪市に本社を置く総合化学メーカーである。同社は、網干工場をモデル工場として
先進的な生産革新に取り組んできた。同社網干工場で開発された生産革新手法は「ダイセル式生産
革新」 と呼ばれ、生産革新の好事例として他社の製造現場にも取り入れられ、プラント稼働の安定化や
生産性向上に効果を発揮している。 

同社がこのような生産革新に取り組んだきっかけは、網干工場主要プラントの熟練運転員の定年退職に
備えて、プラント運転に関する技術伝承と生産性向上の必要に迫られたことである。同社は、基盤整備・
安定化を実施した上で、安全・品質・生産量・コストに関する熟練運転員の意思決定方法を顕在化・
システム化することによって、運転員の的確な判断と迅速な対処に貢献することが必要と考えた。 

運転員の負荷を軽減しつつ、生産性を向上 
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同社では、一連の生産革新に取り組んだ結果、運転員の作業負荷件数を90%削減すると共に、安
全・安定生産や品質改善、コストダウンを実現し、総原価20%の削減や生産性3倍を達成した。 

更に同社では、 「知的生産システム」を陳腐化させないために、集大成した製造技術を日々の運転の
中で常にブラッシュアップさせ、標準化した運転方法を教育する仕組みと、新規プロセス設計に活用する
仕組みを構築し、さらなるノウハウの顕在化・標準化に努めている。 

同社は、画像判断システム等の新たな技術の導入にも積極的であり、引き続き人とシステム両面からの
革新に取り組んでいる。 

網干工場のオペレーションルーム 

そのため「知的生産システム」では「シングル
ウィンドオペレーション」にこだわり、一台の
ディスプレイから必要な画面に展開できる
構成となっている。具体的には、運転操作
用画面から、運転に関連するより広い情報
が見れる仕組みとして、必要情報を迅速か
つ的確に確認できるよう設計されている。 

ダイセルにおける取組の特徴は、熟練運転員の意思決定方法の顕在化とITを融合して取り組まれてい
る点にある。この取り組みでは、まず人に着目して、従来属人的になっていた運転員の意思決定方法を
表出させる「頭の中の見える化・標準化」に取り組み、更に、一部門の改善ではなく、全社レベルでの全
体最適化を実施してきた。 

同社の生産革新の取組は、４段階の手法で行われる。まず、第0段階で共通の切り口で現行業務の在
り方を点検の上、全体像を把握してマスタープランを策定し、第1段階で業務の無駄やロスを徹底的に
排除し、運転員の負荷となっている作業を排除する。第２段では業務の「標準化」が行われるが、ここで
は同社で考案された「総合オペラビリティスタディ」という手法が活用される。この手法では、熟練運転員へ
のインタビューを通して、熟練運転員の意思決定方法を「安全」「品質」 「生産量」 「コスト」の要素ごと
に、監視―判断―操作の流れで網羅的に表出させる。なお、このインタビューを実施できるのは、同社
で定める認定試験を通過したスタッフだけである。そして、総合オペラビリティスタディによって体系的に整
理された運転ノウハウに、科学的な裏付けを行い、従来属人的なノウハウであったものを、「技術」のレ
ベルまで昇華させた。 

そして第３段階として、この「技術」をITを駆使してシステム化したものが「知的生産システム」である。この
システムのコンセプトは、「必要な時に、必要な人が、必要な情報がミエル仕組み」であり、運転員の意思
決定方法を支援するための仕組みづくりである。化学プラントの場合、異常・変調発生時には、的確な
判断と迅速な対処が求められる。しかし、従来のシステム化では、情報過多になる傾向にあり、これにより
逆に運転員の負荷を増大させていた。 
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完成した製品を保管するタンクに無線通信機能付きの液面計を設置することで、人の巡回点
検の手間を省き、製品需要を反映した生産計画の実現に寄与 

無線通信機能付き 
液面計 

スマート化技術導入のメリット 

スマート化技術導入の成功要因 

事業内容 

 生産した製品を保管するタンク
の液面を計測し、在庫量をモニ
タリング 

 液面計に無線通信機能を搭
載し、計器室からリアルタイムで
タンク内の在庫量を把握 

導入技術 

事業内容 一般化学 

事業所  
従業員数 

所在地 110名 千葉県市川市 

会社情報 生産 
製品 

感光性材料、
電解液、香料
材料、電子材
料溶剤等 

本社 
所在地 

東京都台東区 

資本金 16億円 

従業員総数 596名 

一般化学 

システム導入の 
タイミング 

４ 
データ活用の必要性が認識されたタイミングで、社内に新技術を導入し、効果
を実証 

エネルギーコストの
削減 

生産性向上 
による売上拡大 

維持・修繕に 
おけるコスト削減 

✔ 新ビジネスの創出を通じ
た売上拡大の可能性 

収益面のメリット 

作業履歴の 
管理 

故障の予測 

保安面のメリット 

巡回員が目視点検しなくてもリアルタイムにタンク内の製品量が把握できるようになり、巡回点検の工数を削減。
更に、製品の在庫不足によって顧客に製品を提供できないという機会損失を防ぐとともに、これまで以上に製品
需要を反映した効率的な生産計画が立てられるようになり、生産性の向上に寄与 

段階的な導入 ３ 
優先度を付けて無線通信機能付きの液面計を設置するタンクを決め、小規模
な技術導入で効果を実証 

無線通信機能を備えた新しい液面計の導入によって、人が目視しなくてもリアルタイムにタンク内の製品量を正
確に把握することができるようになり、作業員がタンクの上に登り、蓋を開けてタンク内を確認するという危険を伴
う作業が不要となった 
 

✔ 

✔ 

従来把握できなかった
状態の把握 

熟練ノウハウの 
蓄積・可視化 

13. 東洋合成工業株式会社市川工場 
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弛まぬ技術革新により、高付加価値の製品を生産 

製品在庫量のリアルタイムモニタリングにより、効率的な在庫管理を実施 

東洋合成工業は、1954年に設立された医薬品用化学製品の製造を起源とする会社である。設立以
来、弛まぬ技術革新を続けており、日々研究開発に注力しており、現在の主力製造品は、①感光材、
②香料用原料、③電子部品・医薬品用の溶剤である。同社の製造品の特徴は、バッチ製造で複雑な
製造プロセスを経た高単価・高付加価値の製品が多いことにある。製品の中には、生産に1～2週間の期
間を要するものもある。 

精緻な生産計画の策定を目指して 
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同社では効率的な生産計画のために、オンライン液面計等から収取した在庫管理データと製造データの
統合的な管理が必要であるという課題を感じていた。そのため、在庫管理データや製造現場の製造
データ、設備の稼働データ等をシステム上で統合・分析し、精緻な生産計画を立てる構想をしてい
る。 

最近では、同社は特殊な感光材など、製造時に温度や圧力を厳密に管理する必要がある製品を取り
扱うことが多くなってきている。現在は熟練人材の経験によって、その微調整をしているが、今後は高度
制御システム等を導入することで、より安定した生産を実現し、顧客の要求に応えたいと考えている。 

電子部品・医薬品用の溶剤製造を行う東洋合成工業の市川工場では、完成した製品を保管するた
めのタンクが55基設置されている。通常、バッチ製造を行う化学プラントでは、連続式プラントと異なり、
在庫量が少なくなったタイミングで製品を追加生産する。更に、適時に顧客に製品を提供するためには、
製品の在庫量の管理が重要となる。在庫が十分にない場合、顧客の求める期間内に製品を提供でき
ず、取引が滞るというリスクが存在する。 

同社の市川工場では、在庫・原料等の管理システムを用いて在庫管理をしているものの、そのシステム
上のデータはあくまでも帳簿上の数値であるため、製造ロスの発生等の理由により、実際の製造品の在
庫量とズレが生じることがある。そのため、正確な在庫量の管理のために、作業員が一日2～3回現場を
巡回し、タンクに設置された液面計を目視点検することでタンク内の製品量を確認しており、在庫管理の
確認に時間がかかっていた。そこで、市川工場では、製造品の保管用タンクのうち2基のタンクに無線機
能付の液面計を設置し、液面の高さをモニタリングしている。無線通信機能を備えた液面計の導入
によって、人が目視点検しなくてもリアルタイムにタンク内の製品量を把握できるようになった。 

これにより、在庫不足によって顧客に製品を提供できないという機会損失を防ぐことが可能となり、こ
れまで以上に製品需要を反映した生産計画を立てることが可能となった。 

 さらに、巡回点検作業にかかる時間が削減されることで、プラントの
更なる運転・保全業務の高度化のために、稼働データの分析や新
技術導入に向けた検討等に時間を充てることが可能となった。 

また、従来の液面計では、特にタンクに保管されている製品が酸性が
強いものだと液面系が故障したり、値に誤差が出てていた。そのような
場合、タンクの上に登り、蓋を開けて確認にする作業が発生していた。 

しかし、新たに導入された無線通信機能付きの液面計は、従来のも
のよりタンク内に保管している物質の影響を受けにくく、故障しにくい
ため、計測値の信頼性が向上した。さらに、リアルタイムで計測値が
把握できることも相まって、タンクの蓋を開けずとも状況を正確に確
認できるようになったため、保全作業の安全性が向上した。 

将来的には全てのタンクに無線通信機能を搭載した液面計を設置し
たいと考えているが、現時点では、優先順位をつけて設置するタンクを
決めている。 

タンクに設置された 
無線通信機能付き液面計 
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操業の安全と安定のための組織価値定義に基づくアラームマネジメントの導入により、稼働の安
定化とベテラン保安人材から若手への技能伝承を実現、現場保安力を向上 

アラーム 
マネジメント 

スマート化技術導入のメリット 

スマート化技術導入の成功要因 

事業内容 導入技術 

事業内容 一般化学 

事業所  
従業員数 

所在地 200名 愛媛県新居浜市 

会社情報 生産 
製品 

ABS樹脂 
SBRラテックス 
ラテックスコンパ
ウンド 

本社 
所在地 

大阪市中央区 

資本金 60億円 

従業員総数 300名 

14. 日本エイアンドエル株式会社愛媛工場 
一般化学 

外部専門企業 
との協働 

5 
保安ベンダーと共同で、運転員の非定常時の対応力など、自社人材の保安面
での熟練度合に適したアラームマネジメントシステムを導入 

システムの 
調整・最適化 

7 
システム設定（アラーム作動の閾値や頻度、優先度等）を3ヶ月に1回、作業
員の技量等に合うよう見直すことで、監視漏れ・操作ミスの防止効果を最適化 

エネルギーコストの
削減 

生産性向上 
による売上拡大 

✔ 維持・修繕に 
おけるコスト削減 

✔ 新ビジネスの創出
を通じた売上拡大 

収益面のメリット 

作業履歴の 
管理 

熟練ノウハウの 
蓄積・可視化 

✔ 故障の予測 

保安面のメリット 

対応が必要なアラームのみを、対応工数を踏まえた必要なタイミングで発することで、異常の監視漏れや機器操
作ミスをゼロ化し、稼働安定性向上、設備損傷の予防につなげた 
 
 

熟練人材のノウハウを基に、アラーム作動時の機器の対応操作手順を標準化することで、若手人材が熟練ノウ
ハウを活用 

 従来把握できなかった 
状態の監視 

技術研修 6 
社内でITが得意な人材やITに関心のある人材に、社内のDCSに詳しい人材が
技術教育を実施することで、自社内でシステム保守・改善が可能となった 

 生産性・環境性・安全性の視
点から自社の組織価値の最大
化を目的に、アラームシステム再
設計と画面の設計を実施 

 アラームシステムの適正化評価
と改善のための演習と訓練によ
り、アラームの適切性を検証。さ
らに、定期評価等により、アラー
ムシステムの適正を維持 
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熟練人材の大量退職をうけてスマート化技術の導入を決定 

アラームの最適化によって監視漏れ・操作ミスをゼロに 

日本エイアンドエルは住友化学と三井化学の合弁会社であり、新居浜市にある愛媛工場は、1966年
に稼働を開始した。 

10年程前に、工場操業開始時に採用された熟練人材が大量退職する時期を迎えた。熟練運転員の
減少に伴い、製造ラインでの調整ミスから原料が十分添加されなかった際に、DCSのオペレータが異常に
気付かなかった等のミスが若手運転員の間で目立つようになった。 このような事態をうけ、製造現場では
工場の安定稼働に支障がでるのではないか、という危機感が募ってきた。 

日本エイアンドエルでは運転情報のデータベース化や技能マップを作成するなどの取り組みにより熟練人
材の技能伝承に努めており、その中でも特に力を入れているのがアラームシステムの構築であった。 

社内人材育成によるシステムの自主改善 
アラームマネジメントの導入にあたっては、保安ベンダーの支援を受けることで円滑な導入を実現した。 

具体的には、アラームの目的を特定するために実施したHAZOP（Hazard and Operability 
study、安全性・運転性の評価手法。化学品の製造プロセスにおける危険性を網羅的に分析・評価
するもの）等の進め方やアラーム設計の取り纏め方法に関する知見を提供してもらった。 

一方、自社内で導入技術の応用ができる人材育成にも取り組んでいる。技術導入当初は初めての
取り組みであり、システムやノウハウを理解している人材が少なかったが、社内でITが得意な人材や関
心がある人材（全体の3～5割程度）に対し、DCS等のシステムに詳しい社内人材が集中的な教
育を実施した。 

社内人材の技術力が上がったことで、自主的に、迅速に低コストでシステムを改善できるようになり、熟
練人材の大量退職後も事故を起こすことなく安全な稼働を継続することに寄与している。 
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アラームはプラント稼働の異常を知らせるものだが、簡単に設定ができるからこそ、重要性の低いものまで
多くのアラームを設定してしまいがちである。アラームが頻繁に作動すると、現場は原因調査・安全確認に
追われ、アラーム対応の遅れやアラームを受けた機器操作にミスが生じ得る。一方で、安易なアラーム削
減は重要なアラームの削除につながり得るという現場の問題意識があった。そこで注目したのが「アラームマ
ネジメント」の考え方によるアラームシステムの導入だった。 

日本エイアンドエルが導入したアラームマネジメントとは、 アラーム設計に係る思想の策定やその明文化
といったプロセスを経ることで、アラームを作動する目的（品質安定や重大事故防止等）を明確化し
たアラーム設計を行うことに特徴がある。その上で、DCSを通して収集しているプラントの稼働データを
解析し、アラーム作動と人の操作の相関性（アラーム作動から対応開始までにかかる時間や対応開
始から収束までの時間等）を導出することで、アラームの優先度（重要性）や作動タイミングを決定
するものである。 

このようにアラーム設定の目的を明確化することで、目的が不明確なままに設定されていたアラームを排除
しつつ、本来必要なアラームのみを作動させることができる。更に、運転員の非定常時の対応力等を踏ま
えつつ、対応に必要な時間を考慮してアラーム作動タイミングを設定することで、経験の浅い運転員でも
確実に異常に対処することが可能となる。 

その結果、愛媛工場では運転員のアラーム対応に必要な時間の確保が可能となった。アラームマネージメ
ントの取り組み前には、人的要因で起きたトラブルのうち監視漏れ・DCS操作ミスが60%近くを占めてい
た。しかしアラームマネジメント導入と、アラーム作動の閾値や頻度、優先度等の閾値の定期的な（3ヶ
月に1回）見直しによって、監視漏れ・操作ミスの割合をほぼゼロにすることに成功した。定量的な測定
は今後行う予定だが、運転員のアラームへの対応工数の削減も実現している。 
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従来把握できなかった 
状態の監視 

本社による提案・支援をうけて、生産現場でタブレット活用を推進。各種パトロール業務が効率
化されることで、年間80人日の業務工数を削減 

タブレット 

スマート化技術導入のメリット 

スマート化技術導入の成功要因 

事業内容 

 製造現場に導入されたタブレッ
トを通して各種パトロールデータ
の入力・報告書作成を実施 

導入技術 

事業内容 一般化学 

事業所  
従業員数 

所在地 329名 新潟県上越市 

会社情報 生産 
製品 

基礎化学品、
機能性化学
品、環境化学
品、農薬、医
薬品原料 

本社 
所在地 

東京都千代田区 

資本金 291億円 

従業員総数 1,304名 

15. 日本曹達株式会社二本木工場  
一般化学 

強いリーダーシップ １ 
本社IT部門が、本社の費用負担でのタブレット導入を各工場に打診し、製造
現場へのタブレット導入を推進 

エネルギーコストの
削減 

生産性向上 
による売上拡大 

維持・修繕に 
おけるコスト削減 

✔ 新ビジネスの創出を通じ
た売上拡大の可能性 

収益面のメリット 

作業履歴の 
管理 

故障の予測 

保安面のメリット 

収集した各設備のデータを現場でタブレットに入力することが可能となり、設備点検業務が効率化されることで、
年間で80人日の工数削減効果を確認 

現場で確認したデータをその場でタブレットに入力し、瞬時・円滑な情報共有が可能となった 

✔ 熟練ノウハウの 
蓄積・可視化 

段階的な導入 ３ 
小規模な導入で導入効果を確認した上で、導入範囲を拡大するスモールス
タートでタブレット導入を開始 

49 



巡回点検業務の効率化と情報共有の円滑化を図り、タブレットを導入 

本社がタブレット導入を提案・支援することで、現場への導入を推進 

導入規模の拡大を目指して 
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現在、日本曹達では、二本木工場の中でも、点検や入力作業が多い各種パトロール等の一部の現場
管理業務を対象として、試験的にタブレットが導入され、実証が行われている。 

このように、同社ではスモールスタートの考え方でタブレット導入を進めているが、今後は、同社の他工
場への水平展開を予定している。その際には、動画での記録や、テレビ電話の機能等を活用した製造
現場と計器室間のリアルタイムのコミュニケーション等、タブレットの活用具合を深化させ、さらなる業務の
効率化・情報共有の円滑化を目指している。 

日本曹達は、アグリビジネス、機能性化学品事業、医薬品事業、環境化学品事業、クロールアルカリ事
業の5つの事業領域を手掛け、グローバルに展開する化学品メーカーである。 

同社の本社IT企画部では、ITを活用した業務改革を計画しており、特にタブレットの導入に意欲的で
あった。このような流れをうけて、同社二本木工場がモデル工場に選ばれ、タブレットを活用した安全パト
ロール等の保全業務が進められているところである。 

なお、今回のタブレット導入にあたっては、初期導入に係る経費を本社の負担とすることで、現場が取り
組みやすい環境を作った。また、同社では元来、現場が新しい物事を積極的に取り入れる文化があるた
め、今回のタブレットの導入も特段の問題なく受け入れられた。 

従来の各種パトロールでは、指摘項目をまず紙に記録し、事務所に戻った後にPCで報告書の作成を
行っていた。 

さらに、現場設備の状況をより詳細に記録するために、写真で記録を行う場合は、まず現場で写真を撮
影した後に、事務所に設置されているコンピュータに取り込む作業が必要であった。 

一方、今回二本木工場で始められた取り組みでは、
巡回点検時に、点検すると同時にその結果をタブ
レットへ入力し、点検結果の記録・撮影を現場で行
うことで、当該作業の効率化を図っている。 

更に、写真を含めたパトロール結果から自動的に報
告書が作成できるようになったため、報告書の作成に
かかる工数が削減された。 

また、点検結果を直接データの形で蓄積できるように
なったため、過去の指摘事項に対する改善状況の確
認も容易となった。 

この結果、各種パトロール作業全体が効率化され、
年間で80人日の工数削減効果が確認されている。 

なお、今回タブレットを活用する際、点検作業効率
化のためのシステムでは、公共網の通信回線を使うな
ど、積極的な情報通信技術の活用が行われている。 

現場でのタブレット活用の様子 
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タブレット端末を用いた、作業履歴や品質情報の電子データでの管理を通じ、作業の抜け漏れ
防止・技能伝承、作業時間の短縮や品質向上を推進 

ナレッジデータベース
およびタブレット 

スマート化技術導入のメリット 

スマート化技術導入の成功要因 

事業内容 

 従来はノートに記録されていた作
業の申し送り事項を、ナレッジデー
タベース機能を有するシステムに電
子データとして入力・共有 

 一部の現場情報をタブレットを用
いて収集 

 タブレットによるデータ共有により現
場データ収集と同時にトレンド監
視でき、異常の早期発見に寄与 

導入技術 

事業内容 

事業所  
従業員数 

所在地 251名 三重県四日市市 

会社情報 生産 
製品 

天然ガス系化
学品、芳香族
化学品、機能
化学品、特殊
機能材 

本社 
所在地 

東京都千代田区 

資本金 419億円 

従業員総数 8,176名 

16. 三菱ガス化学株式会社四日市工場 
一般化学 

強いリーダーシップ 1 
本社にてスマート化の方針と導入技術の種類を定め各事業所に提案し、事業
所での取組を予算面や情報面などからサポート 

ボトムアップの 
文化・仕組み 

2 
本社からの提案に対し、手を挙げた事業所においてスマート化を実践。本社の
提案に沿いつつ事業所自らが、自分たちに合った技術を有するベンダーを調査
し導入した 

システムの 
調整・最適化 

7 
事業所が導入技術を選定する際は拡張性を評価項目とし、現場の運用方法
に合わせ、柔軟に調整できるシステムを選定した 

エネルギーコストの
削減 

生産性向上 
による売上拡大 

✔ 維持・修繕に 
おけるコスト削減 

✔ 新ビジネスの創出を通じ
た売上拡大の可能性 

収益面のメリット 

申し送りの電子化により、情報の可視化や事項の共有、過去事例の検索などを容易に行える様にした。さら
に、電子化により品質トレンドが管理しやすくなり、収益減の要因となりうる品質のばらつきを抑制 
 
 

作業履歴の 
管理 

✔ 故障の予測 

保安面のメリット 

ナレッジデータベース機能により、適切な操作方法・判断基準の伝承・標準化が進んでいる 
作業の申し送り事項の実施状況やスケジュールも管理できるなど、作業の抜け漏れ防止にも繋がっている 

熟練ノウハウの 
蓄積・可視化 

✔ 従来把握できなかった 
状態の監視 

化学品製造 
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本社からのサポートと現場のイニシアチブによるスマート化 

運転・点検履歴等の申し送り情報が電子化される前は、現場ではノートに手書きした情報を運転員間
で共有していた。使い切ったノートはファイリングされていくが、過去のデータを参照しようとした場合、どの
ノートを参照すべきで、そのノートがどこにあるかを特定するのは容易ではなかった。 

以前は一人一人がノートを見ながら行うべき業務を確認していたが、申し送りの電子化導入により、必
要な情報を大型プロジェクタに投影し、その画面を運転員同士で共有することで、より可視化され、
正確な申し送りを行えるようになった。紙のノートでは不可能だった画像や動画、PDF化した作業手順
書の一元管理も可能となり、申し送り事項の共有や適切な作業手順の検索の容易化に繋がってい
る。 

タブレットの導入は、運転情報の申し送り事項や点検で収集した操業データの現場での入力を可能にし
た。作業内容の実施確認のトレースや、定期点検作業のスケジュール管理も可能となり、作業の抜
け漏れ防止に繋がっている。それ以外にも、予め各点検データの基準値を設定しておくことで、入力され
た点検データが値を超えていた場合は、タブレットが振動し異常を知らせることもできるなど、異常の
早期検知・解消にも役立っている。 

より正確・迅速な申し送りと品質安定化 

三菱ガス化学は、技術の伝承、安全操業、品質安定化・向上を追求するため、ITを活用した取組にト
ライしている。本社の生産技術部がスマート化に関する情報収集を行い、有効と考えた技術を現場に
提案し、導入に手を挙げた事業所での取組を予算面をはじめ後押ししている。 

この一環で、2013年から全社でナレッジマネジメントに取り組む方針となり、保全・運転業務の申し送り
履歴情報の電子データ化が本社から事業所に提案された。四日市工場はこれに対して早期に手を挙
げ、タブレット端末を用いたデータ入力・確認も最初に導入した。 

化学プラントは24時間操業のため交代勤務となっている。四日市工場では4班3交代制で、交代の度、
申し送り（作業履歴と対応事項の引継ぎ）が発生する。この申し送りを正確・迅速に行うことは、工場
の安全性や品質の向上には重要である。 

現場に合わせたシステムの調整と、さらなる横展開の仕組み 
電子申し送りシステムには製品間で使い勝手や調整の容易さなどに差があるが、導入に当たっては柔軟
性・拡張性を重視し、現場の運用方法に合わせ、柔軟に工夫が反映できるシステムを選定した。四日
市工場での、電子データ化とタブレットでも、現場のニーズに応じた調整がなされている。 

三菱ガス化学では、このような現場での柔軟なスマート化の取組を事業所間で共有する場として、各
事業所のメンバー（製造課の担当者等）を集め交流会を実施している。その場でシステムの効果や
利用方法などを共有し、導入技術の横展開等に繋げるなど、スマート化による一層の安全性・品質向上
を推進している。 
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さらに、運転情報を電子データ化することで、
製品品質のトレンドが管理しやすくなった。そ
の結果、品質のばらつきの要因を特定し対
策を打つことで、品質低下を抑制し収益の
マイナスを減らすことができている。 

また、顧客からは、納入品を生産した際の品
質データ共有の要望を受けることもあり、この
ような依頼に応えることで、顧客満足度の向
上にも寄与している。 図2 現場での 

タブレット活用イメージ 
図1 大型プロジェクタを用いた 

情報共有の様子 
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高所での目視点検に代わり、ドローンを活用することで、安全性の向上や作業工程の短縮を実
現 

ドローンの活用に
よる高所点検 

スマート化技術導入のメリット 

スマート化技術導入の成功要因 

事業内容 

 煙道ダクトや石炭サイロ等の人
が点検しにくい箇所を、ドローン
により、足場の架設なしに、容
易に点検可能 

導入技術 

事業内容 火力発電 

事業所  
従業員数 

所在地 120名 京都府舞鶴市 

会社情報 生産 
製品 

水力発電
148箇所、火
力発電12箇
所、原子力発
電３箇所等 

本社 
所在地 

大阪府大阪市 

資本金 4,893億円 

従業員総数 21,817名 

17. 関西電力株式会社舞鶴発電所 
電力 

強いリーダーシップ １ 所長のリーダーシップのもと保全活動に積極的に新技術を導入 

技術研修 ６ 
ドローンの操縦技術の研修を進めるとともに、設備に精通したベテラン社員の持
つ点検ノウハウも併用することで、点検技能の習熟を図った 

エネルギーコストの
削減 

生産性向上 
による売上拡大 

維持・修繕に 
おけるコスト削減 

新ビジネスの創出を通じ
た売上拡大の可能性 

収益面のメリット 

ドローンの活用により、高所点検のための足場架設作業を省略できるため、保全コストの低減を実現 

✔ 

作業履歴の 
管理 

保安面のメリット 

ドローンの活用により、危険な高所へ人が行かずとも、現場の点検が可能となるため、点検作業の安全性が向
上。また、従来の目視点検で確認しにくく見落としがちであった箇所も容易に確認できることにより、点検品質の
精度が向上 

熟練ノウハウの 
蓄積・可視化 

従来把握できなかった 
状態の監視 

✔ 故障の予測 
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画像活用への期待 

関西電力株式会社は、近畿地方2府4県を営業区域とする電力会社である。同社舞鶴発電所は国
内最大規模の石炭を燃料とする火力発電所である。 

関西電力は日頃よりプラントの安定稼働を心がけており、最近では同発電所長の主導により、同社グ
ループ会社の関電プラント(株)と共に、日々新しい技術の導入に意欲的に取り組んでいる。 

舞鶴発電所では、点検作業の際にドローン以外の新技術を活用している。ウェアラブルカメラはその一つ
である。不具合箇所の監視強化の一環で始めたもので、現時点では定期点検時のボイラーの中やター
ビン等の限定的な場所での実施となっている。 

点検者は頭にウェアラブルカメラを装着して点検に臨む。ウェアラブルカメラで撮影された映像は、現場か
ら離れた制御室・事務所でも同時に確認が可能である。従来は、点検者が現場で異常を感知した際、
確認したい情報がある場合は、その都度現場を離れ、制御室等に戻り確認していた。しかし、ウェアラ
ブルカメラを活用することで、制御室側等と状況を共有できるため、制御室等の上司、上席者が必
要情報を確認し、点検者に伝えることによって、点検作業の効率化を図ることができた。 

今後はドローンやウェアラブルカメラの画像の更なる活用を検討しており、画像診断システムの導入による
異常の早期発見に向けた検討を行っていく。 

舞鶴発電所では2016年２月から６月にかけて１号機の定期点検作業を実施した。その一環で、煙
道ダクトや石炭サイロ内部、配管などの不具合の確認を試みた。確認作業を行う地点は、地上５～６
mの高所にあるため、従来は点検のために大掛かりな足場を構築し、目視で点検を行っていた。 

ドローンを活用した保全活動の高度化 

今回使用したドローン 

煙道ダクトの点検 

点検資材状況の確認 

2016年より、保全活動の効率化を目的として、人の目視点検に代わ
りに、ドローンによる点検の試みが始まった。ドローンによる点検により、
高所での足場構築が不要となるため、足場の架設作業が省略さ
れ、保全コストの低減も期待できる。また、発電所内では、大型工事
が輻輳するため、現場では大型資機材の配置も重要となる。ドローン
を活用することで、資機材の配置状況を効率よく確認でき、作業ス
ペースの有無を把握できることで、どこに資機材を置くべきかを効率的
に判断することが可能である。 

ただし、最初から全てがうまくいったわけではない。ドローンはGPSの位置
情報を基に、安定的な飛行が可能であるが、発電所内にはGPSが使
えない箇所も複数存在する。そのため、石炭サイロや煙突の内部などに
おいて、GPSが使えなくても問題なく操縦ができるよう、操縦訓練を度
重ねた。 

また、ドローンの操縦は、若い社員から先行的に習得していった。しか
し、実際の点検作業は、ただドローンを飛ばせば済むものではなく、点
検すべき箇所をきちんと確認することが肝となり、そのためには熟練者の
知見が重要となる。そのため、舞鶴発電所では、ドローンの操縦者と、
点検ポイントを熟知しているベテラン社員を組ませることで、点検漏れ
のない、効率的な点検を実施している。 

最近では、各持ち場担当の中で、最低でも一人はドローンが操縦でき
るよう操縦者の育成が進められており、新技術の導入に意欲的であ
る。現時点では、ドローンからの映像は、システムが連携しているタブレッ
トのみで閲覧が可能であるが、ゆくゆくは、制御室等での遠隔監視や
複数の端末と連携していくことを考えている。 
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計測データから「いつもと違う」挙動を察知し、異常の予兆を検知。システム導入によりプラント
監視を現在より正確に、より効率化し、信頼性・安全性確保と安定稼働につなげる 

異常予兆 
検知システム 

スマート化技術導入のメリット 

スマート化技術導入の成功要因 

事業内容 

 設備に設置したセンサーから収
集したデータを解析 

 プラントの「いつもと違う」動きを
察知し、故障につながる可能性
のある箇所の特定や故障発生
前の早期補修が可能 

導入技術 

事業内容 原子力発電 

事業所  
従業員数 

所在地 511名 
島根本部52名含む 

島根県松江市 

会社情報 発電 
設備 

火力: 12カ所 
水力: 99カ所
原子力: 1カ所
新エネルギー等: 
2カ所 

本社 
所在地 

広島県広島市 

資本金 1,855億円 

従業員総数 9,524名 

電力 

強いリーダーシップ 1 
原子力管理部長（当時）がコンセプトをつくり、情報通信部門が現場に在勤
しながら1年かけてシステムを開発 

ボトムアップの 
文化・仕組み 

２ 
導入を推進するには、いかに現場を本気にさせるかが重要。現場の保守・運転
員と一緒にシステムを組み立てるなど、最初からプロセスに巻き込むことで、現場
の人間も前向きに対応した 

技術研修 6 
特に入社約5年目までの若手を対象に、計器・センサーのパラメータを変動さ
せ、予兆の発生から事故防止対応までのシミュレーションを実施 

エネルギーコストの
削減 

生産性向上に 
よる売上拡大 

維持・修繕に 
おけるコスト削減 

✔ 新ビジネスの創出を通じ
た売上拡大の可能性 

収益面のメリット 

設備異常顕在化前に対処することで、信頼性、安定性が高まり安全性、稼働率向上につながる。保守が必要
な時期をより正確につかむことで分解点検等の頻度を削減でき、将来、保守コストの低減につながる。 

作業履歴の 
管理 

✔ 故障の予測 ✔ 

保安面のメリット 

過去事例の分析では、運転員より約8時間前に異常検知できたケースも存在。分解点検頻度の削減が可能、
分解時のヒューマンエラーの可能性も減少。分解点検とその結果の履歴管理により、原因究明も容易になる。 

熟練ノウハウの 
蓄積・可視化 

従来把握できなかった 
状態の監視 

18. 中国電力株式会社島根原子力発電所 
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ベテラン人材の減少をきっかけとした、人手に依存することへの課題認識 

現場を巻き込みシステムを開発 
本エンジンを用いて、現在の計測データとモデルからの予想を比較することにより、「いつもと違う動き＝異
常の予兆」を検知するデータ解析・異常予兆検知システムの開発・導入検討を開始。 

まずは、原子力管理部長がシステムのコンセプトを作り、画面設計や何を監視すべきかなどは、保守・運転
員と一緒に組立てた。その過程では、エンジン開発メーカが持つITの専門的な知見と現場の知見を融合さ
せるようにした。現場もベテランがいなくなることに対して、危機感を抱いていたため、このように最初からプロ
セスに巻き込むことにより、現場の人間も前向きに取り組んでくれた。 

開発の過程で難しかったのは、プラントの状態監視のためのデータとして何を採用するかであった。異常
を早期に検知するためには、水位、圧力あるいは流量、何に注目すれば良いか。計算機により監視してい
る約３千５百のセンサーデータを、どのように活用すれば異常を予兆の段階で検知できるか決めねばな
らない。また、必要なデータは問題がある系統ではなく、異なる系統に現れることもある。例えば、原子炉の
出力変化はタービン系のデータの変化として現れることもある。このような検討は現場の運転員の協力なし
では進まない。運転員と議論をしながら、1年かけてシステムを作り上げた。 

人より迅速な異常予兆検知による安全性・稼働安定性向上 

事業所ではベテラン人材が減少してきており、人手に依存する体制は変えていく必要があるという認識が
あった。人手に依存せず、異常の予兆を察知する手段について、社内で議論が重ねられた。 

福島事故後のような長期停止後の再稼働では，信頼性確保に対する課題が格段に多い。プラントの
異常を早期に発見することはもとより、状態を的確に捉え、客観的に評価する手段はないかが検討された。 

ITベンダー企業から、システム障害対応エンジンの紹介があった。原子力管理部長（当時）は、このエン
ジンの障害検知に関するアルゴリズムから「プラントの状態監視に応用できる」と判断した。 
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結果的に可能になった、あるいは高度化された業務は多岐に渡る。例えば、プラント運転中・停止中の各
種系統のリアルタイム監視、定期試験における機器の状態判定、プラント起動・停止工程におけるプラント
の健全性確認、機器点検・更新した機器の健全性評価、トラブル事象後の分析などである。 

現在、異常予兆検知システムの性能および機能の高度化について検討中である。別途導入したEAM
（Enterprise Asset Management／統合型保全システム）と異常の予兆検知システムを連携
させることで、より詳細な分析が可能になる。EAMとは「保守管理活動全体を管理する統合型保全システ
ム」のこと。特にヒューマンエラーの起こりやすい分解点検について、いつどのように実施し、その結果がどうだっ
たか等の情報を電子データとして記録し、アセットの管理を行っている。これを異常予兆の分析とリンクさせる
ことで、異常が検知された際は、例えばいつ点検して何をどう交換したことで不具合が発生しているか、どの
不適合が原因になっているかなど、異常の原因が何であったかを究明し易くできる。 

実際の効果検証はプラントの再稼働後に確認することとなるが、同社では開発・導入にあたり、過去のプラ
ントの異常事例解析および訓練用施設を用いて様々な異常を発生させ、その事象を解析することにより異
常予兆検知システムの実効性についての検証を実施してきた。 

過去の異常事例解析の結果によると、運転員よりも約8時間前に異常を検知できたというケースもあっ
た。今後、保守データを長期わたり蓄積して行くことにより、例えば2年ごとに分解点検を行っていた機器につ
いて、点検間隔の延長も期待できる。故障原因の多くは、いじり壊しのような分解点検時のヒューマンエ
ラー。分解点検の頻度を下げることで、ヒューマンエラーのリスクが下がりプラントの信頼性が向上し、稼
働率が上がる。原子力プラントでは「信頼性・安定性向上＝安全性・稼働率向上」であり、プラントの安
全、経営面からも重要なシステム。システム導入によりプラント監視を現在より正確に、より効率化できる。 

異常予兆検知システムは、若年層教育にも活用されている。若年層の中には異常を知らせるパラメータの
相関関係に対して理解が浅い人達も多い。そこで機器故障の予兆事象をパターン化し、計器・センサーの
パラメータを変動させ、予兆の発生から事故防止対応までのシミュレーションを実施している。 
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自社の稼働データを分析することで、事故要素を早急に検知し、プラントの異常に事前に対処 

ビッグデータ分析 

スマート化技術導入のメリット 

スマート化技術導入の成功要因 

事業内容 

 センサー・計器からデータを収
集・分析し、平常時のデータの
関係性を自動的に抽出 

 この関係性と違う状態になったと
き、早期に検知する技術 

導入技術 

事業内容 火力発電 
ユニット数：５ 
使用燃料：石炭 

事業所  
従業員数 

所在地 269名 愛知県碧南市 

会社情報 発電 
設備 

火力 10ヶ
所、水力 
196ヶ所、原
子力 1ヶ所、
風力 1ヶ所、
太陽光 3ヶ所 

本社 
所在地 

愛知県名古屋市 

資本金 4,307億円 

従業員総数 17,506名 

19. 中部電力株式会社碧南火力発電所 
電力 

強いリーダーシップ 1 本社技術部が中心となって経営層と現場を説得し、新技術導入をけん引 

段階的な導入 3 ベンダーとも協力し、まずは実証的な研究で有効性を確認した後に本格導入 

システム導入の 
タイミング 

4 
国内電力の需要低下に伴い、経営効率化や新ビジネスの機会創出等の必要
性が認識され、更に社会がIoTなどの新技術に注目するようになった頃に導入 

エネルギーコストの
削減 

生産性向上 
による売上拡大 

✔ 維持・修繕に 
おけるコスト削減 

✔ 新ビジネスの創出を通じ
た売上拡大の可能性 

✔ 

収益面のメリット 

作業履歴の 
管理 

熟練ノウハウの 
蓄積・可視化 

故障の予測 ✔ 

保安面のメリット 

稼働効率の低下因子を分析・検知し、早期に対応。稼働率向上と修繕の効率化により収益が増加。将来的
には、新たなビジネスとして、海外の電力会社を対象にビッグデータ分析ソリューションの提供を計画 
 
 
 

稼働データから自動で異常を検知し故障を予兆。今まで気付かなかったインシデント要素を検知できるように
なった 

従来把握できなかった 
状態の監視 
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産業保安による売上増加の追求と時宜を得た技術導入 

 本システムは、中部電力の保有している火
力発電に関する運転・保守ノウハウとビッグ
データ分析技術を融合し、今まで気が付か
なった事故要素を早期に検知し、設備故障
の予兆監視を行うシステムである。 

 本システムにより、従来のように個別に運転
データをチェックするのではなく、収集したデー
タから自動的に異常検知が可能となり、効
率的なプラント運営が可能となる。 

本社技術G主導のもと、経営層だけではなく、現場の理解を得て、本社と現場が連携した取り組みとして
進めたことが、今回のビッグデータ分析システムの導入に繋がった。 

経営層に対して、上記のように、売上増加を軸にした説明を行った後、現場職員に対しては、同システム
を導入することで、従来よりも事故を事前に察知することが可能となり、火力発電プラントの更なる安
全性を担保できることを説明。加えて、現場の運転・保守のノウハウをシステムに組み込みながらシステ
ムを段階的に成熟させていく必要性を説明した。 

の結果、現場の理解を得て、2016年現在、碧南火力発電所では、異常の検知方法や運転員サポー
トの仕組みなど実用化に向けた検証を本社職員と共に進めている。 

本社と現場が連携した段階的なシステム導入 

 中部電力には、中部地方に対して、安定的な電気の供給を行う中、最新鋭の高効率火力設備の投
入や燃料調達・消費の柔軟性向上などを通じて良質で安価な電気の供給に努めるなど、一歩先を見
据えて新たな挑戦を行う文化があった。 

 今回の新技術導入の構想は2014年から始まった。きっかけは、本社技術Gの担当課長が、当時ビッグ
データを活用して工場の保全を行っているという情報（ビッグデータ分析システム）を得て、自社での導入
を検討したことに起因する。 

 導入について検討を始めたが、当時はビッグデータ分析システム自体が業界で知られておらず、また、そ
の導入効果を明示することも難しく、周囲の理解を得ることは難しかった。 

  しかし、そんな状況は次第に変化していく。まず、将来的な国内電力の需要低下といった流れに対し
て、経営効率化に加え、今まで培った経営資源である人財、技術を活かした新しいビジネス創出の必
要性が生じた。また、社会全体がIoTなど新しい技術の導入に注目するようになり、新技術の導入の話
も話題に取り上げやすくなっていった。 

それを受けて、技術Gは経営層への説明を重ねて、ビッグデータ分析システムは火力発電プラントの温度・
流量・圧力等のデータの動きの相関から、従来の人間および警報装置による監視のみでは予見が困難
であった異常までを検知し早期対応を可能にすることで、故障の未然防止による修繕コストの削減ならび
に運転機会の損失低減および稼働率の向上による収益向上に繋がることを確認しビッグデータ分析シス
テムの導入を決定した。 

「いつもと違う」を早期に発見、故障を予兆 

本システムの導入は、2017年中に開発、2018年に運用開始の予定であり、現在、実用化に向けた検
証を行っているところである。 

将来的には、設備故障の予兆監視、要因分析および運転保守支援等の各サービスを国内外の火力
発電事業者に提供する予定であり、インフラ輸出にもつながる可能性を有している。 
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中部電力が導入したビッグデータ分析システムの仕組み 
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送電線の故障地点を高い精度で標定するシステムを導入し、探査要員および時間を削減 

送電線故障 
情報システム 

スマート化技術導入のメリット 

スマート化技術導入の成功要因 

事業内容 

 送電線の両端に位置する変電
所に、送電線の電圧・電流の
変化を検知する検出器を設置 

 落雷等で発生した電圧・電流
の変化の波形が、各検出器に
到達した時間の差から、送電
線上の故障地点を標定 

導入技術 

事業内容 発電・送電 

水力  56ヶ所 
火力  12ヶ所 
原子力 1ヶ所 
地熱   1ヶ所 
太陽光 1ヶ所 

会社情報 発電 
設備 

本社 
所在地 札幌市中央区 

資本金 1,143億円 

従業員総数 5,660名 

20. 北海道電力株式会社 
電力 

強いリーダーシップ 1 
システムの導入は本店工務部を中心に決定した。無駄な故障地点の探査が
軽減されるなど、現場でもメリットをイメージしやすいよう説明がなされた 

システムの 
調整・最適化 

7 
システムだけで対応出来ない事象（例えば電圧・電流の変化が検知しづらい
倒木など）に対しては、保守員による手動補正機能を付加し、精度を向上し
た 

エネルギーコストの
削減 

生産性向上 
による売上拡大 

維持・修繕に 
おけるコスト削減 

✔ 新ビジネスの創出を通じ
た売上拡大の可能性 

収益面のメリット 

送電線故障情報システムの導入により、故障地点を発見するまでに要していた時間が導入前に比べて50%以
上縮減された。また、探査要員を半分程度の人数で実施できるようになったという事例も見られた 

作業履歴の 
管理 

故障の予測 

保安面のメリット 

故障地点の標定誤差（標定された故障地点と実際の故障地点との距離）が、従来の手法と比較して平均
約1/7に縮小され、より高精度で状態を管理できるようになった。また、故障時に発生する電圧・電流変化のパ
ターンを解析することで、故障原因の推定も行えるようになった 

熟練ノウハウの 
蓄積・可視化 

✔  従来把握できなかった 
状態の監視 
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故障地点の高精度な特定を行うシステムの導入 

故障点標定装置の一つとして、C型フォルトロケータと呼ばれる、電気信号を送電線に流して故障地点で
反射して戻ってくるまでの時間を測定するシステムが用いられていた。FASTの導入効果を検証した結果、 
主要な故障原因4点（落雷、鳥害、糞害、樹木）及び他物接触による故障地点特定における平均
誤差（標定された故障地点と実際の故障地点との距離）が、C型フォルトロケータと比較し
1.24kmからFASTの0.18kmへと約1/7に縮小された*。 

さらに、高精度で故障地点を標定できるようになった結果、故障点の発見までに要した巡視平均時間
が、FAST設置前の184分からFAST設置後は85分となり、50%以上の工数削減効果が見られ
た。また、ある例では、従来は4班（各班2名）で故障点探査を行い故障地点を発見していたところが、
2班で実施可能となったという効果も観察された。 

* FASTによる自動標定のみの場合は誤差0.72Kmと、精度は従来比1.7倍程度だったが、後述の手動補正を加えること
で、一層の精度向上が可能となっている。C型フォルトロケータでは同様の手動補正はできない。 

故障地点の標定誤差が従来手法の約1/7に縮小 

送電線は山間部を経過していることが多く、故障点探査では保守員が地上から巡視するため、時間と労
力を必要とする。また、故障停止による供給支障が発生した場合は、復旧までに時間を要し、特に冬期
間においては作業も長期化する。よって、故障箇所の早期発見･復旧のため、精度の高い故障標定によ
り効率的に保守員が現地出向することが望まれた。 

このような検討事項について、電力業界内で情報共有を行う中、送電線故障情報システム（FAST：
Fault Analyzing System Technology）について知ることとなった。このシステムは、元々他の電力
会社と共同して開発した技術で、それを北海道電力でカスタマイズし実際に運用している。 

運用の決定は、本店工務部を中心に決定した。故障点探査業務の軽減など、現場としてもメリットが
イメージしやすかったため、スムーズに受け入れられた。 
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同システムは、送電線の両端に位置する変電所に、送電線の
電圧・電流の変化を検知する検出器を設置。落雷や鳥害、
樹木との接触等により発生した電圧・電流の波形の急な変化
（故障サージ）を両端の検出器で特定し、各検出器にその
変化の波形が到着した時間の差から、故障地点を自動演算
で標定する。故障地点は、保守員が閲覧する既存のPC画面
上に、故障点標定結果として「○○号から××m地点」のよう
に表示される。さらに、電圧・電流変化のパターンの解析によ
り、故障原因の推定も可能。 FASTのイメージ 

変電所 変電所 

検出器 検出器 故障地点 

解析端末 

電圧・電流の変化が 
伝わっていく 

FASTを実用化し効果を発揮するには、精度を向上させることが課題だった。特に、主要な故障原因の
一つとして倒木が挙げられるが、樹木は電気抵抗が大きく故障サージ到達時間を示す波形変化が緩慢
になりがちなため、誤判読が起こりやすい。FASTの効果測定においても、樹木の倒木が原因の場合は、
標定誤差が1.61Kmと大きくなった。 

この課題に対しては、保守員が解析端末のモニターに映る波形変化を観察し、手動で故障サージ到達
時間を補正することで、標定誤差を改善させた。その結果、例えば樹木の倒木が原因とされた故障地点
の標定誤差は、1.61Kmから0.28Kmへと大幅に改善された。 

このような効果が示されたことで設置エリアの拡大が進み、2014年度末時点では、466電線路中、97
電線路にFASTが設置されている。架空線全亘長（2点間の電線路の水平距離）7,982Kmの内、
2,840Km（36%）が標定区間の対象となっている。 

故障地点の特定精度向上に向けたカスタマイズ 
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地図情報と顧客情報の連携により、災害時の復旧作業を「見える化」し、携帯電話を活用し
たリアルタイムの報告により、作業完了報告時間やシステムへの進捗反映時間を短縮 

災害復旧システム 
（BRIDGE, 
OG-DRESS) 

スマート化技術導入のメリット 

スマート化技術導入の成功要因 

事業内容 

 地図情報と顧客情報を連携さ
せるとともに、進捗状況を一元
管理することで災害復旧作業
を「見える化」 

 携帯電話によりリアルタイムで報
告を行い、作業完了までの期
間短縮や、復旧計画の早期立
案が可能となった 

導入技術 

事業内容 

事業所  
従業員数 

所在地 5,824名 大阪府大阪市 

会社情報 生産 
製品 

本社 
所在地 

大阪府大阪市 

資本金 1,321億円 

従業員総数 5,824 名 

21. 大阪ガス株式会社 
ガス 

ボトムアップの 
文化・仕組み 

２ 
現場での課題意識に基づき、災害復旧に資するシステムの構築を実施。システ
ムだけでなく、現場の運用ルールを併せて構築することで効果的に作用 

エネルギーコストの
削減 

生産性向上 
による売上拡大 

維持・修繕に 
おけるコスト削減 

新ビジネスの創出を通じ
た売上拡大の可能性 

収益面のメリット 

関係部門が使いやすいシステムの構築により情報共有の迅速化を実現。さらに携帯電話を活用したリアルタイ
ムの報告により、復旧作業報告の時間を93％削減 
 
 

ガス 

作業履歴の 
管理 

故障の予測 

保安面のメリット 

保安に係る各種情報を地図上で一元管理し、災害によりガス供給を停止した顧客を速やかに確定。各作業
工程間で確実に情報連携を行い、復旧進捗状況の「見える化」を実現 

熟練ノウハウの 
蓄積・可視化 

従来把握できなかった
状態の監視 

システムの 
調整・最適化 

７ 
関連部門の現場の声をよく聞き取り、各部門の作業スタイルを保持したまま、
円滑な情報共有ができるように工夫 

都市ガス 
ＬＰガス 
電気 
ガス機器 
 

✔ 

✔ 

✔ 
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災害復旧に資するシステムの導入 

密な連携により迅速な状況把握を目指して 

大阪ガスは、京阪神地域を中心に約3,220㎢、725万世帯へ都市ガスを供給している一般ガス事業
者である。同社では、阪神淡路大震災をきっかけに防災対策が進められ、安定した都市ガス供給のため
に様々な取組が行われている。災害等により停止したガス供給の復旧には、様々な部門が密に連携し、
現場状況を即時に情報共有することが重要だが、同社では「BRIDGE（ブリッジ）」と「OG-DRESS
（オージードレス）」という二つのシステムを活用して災害復旧作業の省力化、迅速化を図っている。 
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リアルタイムの状況報告 

BRIDGEに加え、同社の災害復旧支援をより迅速化させたのが、モバイル端末を活用した災害システム
の導入である。従来の災害復旧支援対応では、まず担当者が現場にて確認結果を紙に記入し、帰社
後にその記録をOCRで読み取ることでBRIDGEに反映させていた。しかし、業務報告が各担当者の帰社
後になるため、進捗状況管理に時間を要し、要員配置計画等の立案に大きな影響がでていた。 

そこで構築されたのが、 OG-DRESSである。まず、BRIDGEで案件登録がされ、供給停止エリアが確
定されると、その情報はOG-DRESSへ自動反映される。これを受けて現場へ出動した作業担当者
は、本システムを活用することで、モバイル端末を使い現場から状況を報告することができるようになっ
た。更に、社内個人情報の運用ルールを構築することで、セキュリティを担保しつつBYOD*を活用で
きるようになり、他業務からの応援者でも、簡便に同システムを利用することができるようにした。これら
により、復旧作業完了ー報告ーシステム反映の作業スピードは格段に向上し、従来2時間20分かかっ
ていた業務報告が、10分という短時間で完了させることが可能となった。 
大阪ガスでは、このようなシステムの活用に加え、日々の保安訓練にも努めており、有事の際の速やかな
復旧作業体制を確保している。   * BYOD: Bring your own device. 従業員が個人保有のデバイスを業務に使用することを示す 

同社では、災害対応の現場作業において、大きく分けて二つの部門が関与している。ガス導管を管理す
る導管部門と、顧客側のガス機器を管理する営業部門である。災害や事故後の復旧対応に際して、迅
速な復旧を目指すという点では、両部門の意識に相違はないが、その作業スタイルは異なっていた。 

導管部門では、従来紙の地図ベースで、復旧作業の進捗確認や復旧計画の検討を行っており、開栓
作業の状況等の復旧状況の集計も主に手作業で行われていた。一方営業部門では、地図ベースでは
なく顧客のリストベースで作業に従事しており、情報の集計は同じく手作業で行われていた。また、現場へ
の出動指示や状況報告の情報集約についても全て手作業で行われ、多くの労力を要していた。 

このため、両者の作業スタイルを変えずに、円滑な情報共有を可能とし、作業の省力化を実現するシステ
ムの構築を求める声が上がるようになった。これを実現するため構築されたのがBRIDGEである。元来作
業スタイルが異なる二つの部門のシステムを連携させるため、そのシステム結合部分の開発にあたっては、
両者の意見を取り入れつつ、試行錯誤が重ねられた。 

BRIDGEでは、地図情報（導管マップシステム）と顧客情報システムを連携させ、災害等で供給停
止から復旧に至るまでの情報をリアルタイムで管理することができる。 BRIDGEのマップシステム上で
は、 対象エリアの標高及び導管の配管情報が把握できるだけで
なく、供給停止顧客数や開栓対応済み顧客数など、被害
の影響範囲の早期確認と復旧作業の進捗状況の確認を
リアルタイムで実施できる。これにより各種確認作業のため
の工数を大幅に削減することが可能となった。 

また、対象エリア内の顧客のリスト抽出が容易であり、このリ
ストを活用することで、復旧の進捗状況を導管部門・営業
部門で共有できるため、共有化のための資料作成の手間が
省け、導管部門と営業部門間の情報共有を迅速化した。 BRIDGEのシステムイメージ図 
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超高密度で配置した地震計(SIセンサー)を用いて、地震防災システム（SUPREME）によ
り、大規模地震発生時に低圧のガスの供給を遠隔操作にて停止させ、二次災害を防止 

スマート化技術導入のメリット 

スマート化技術導入の成功要因 

事業内容 導入技術 

事業内容 ガス 

22. 東京ガス株式会社 
ガス 

システム導入の 
タイミング 

４ 
阪神淡路大震災の経験を教訓に、地震対策システムSUPREMEを自社で構築
し、2001年より稼働 

技術研修 ６ 
地震発生時の初動措置の訓練を毎週土日及び祝日に実施。訓練の中で
SUPREME端末を実際に操作することで、作業員のシステムの操作習熟度を維持 

エネルギーコストの
削減 

生産性向上 
による売上拡大 

維持・修繕に 
おけるコスト削減 

✔ 新ビジネスの創出を通じ
た売上拡大の可能性 

収益面のメリット 

SUPREMEによって、ガス管に被害を及ぼすような大きな揺れを検知した地域のガス供給を遠隔操作で停止。従
来、現地作業のため40時間程度かかると想定されていたガス供給の停止作業が10分程度で済むようになった 

作業履歴の 
管理 

故障の予測 

保安面のメリット 

地区ガバナ（ガスを中圧から低圧に変換する施設）に設置されているSIセンサーがガス管に被害を及ぼすような
大きな揺れを検知すると、自動的にガス供給が停止される。地震防災システム（SUPREME）により、SIセンサー
から収集したデータは、地震発生後5分以内に本社・拠点端末で確認できるようになった 

熟練ノウハウの 
蓄積・可視化 

従来把握できなかった
状態の監視 

✔ 

地震防災システム 
（SUPREME） 

 
 大規模地震が発災した場合
に、二次災害防止を図るシステ
ム 

 供給エリア内に高密度でSIセン
サーを設置し、地震時に本社・
拠点の端末で情報を一覧表
示。低圧ガス導管の被害が想
定される地域への低圧ガス供
給を遠隔操作で遮断 

ガス 
電力 

会社情報 生産 
製品 

本社 
所在地 

東京都港区 

資本金 1,418億円 

従業員総数 7,973名 
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東日本大震災でシステム導入の効果を発揮、今後更なる効率化を図る 

SUPREME導入前は、ガス導管網ブロック内で感震遮断しなかった地区ガバナごとに作業員が現地で
ガス供給を停止する必要があったため、阪神・淡路大震災クラスの地震の場合は、従来40時間程度
かかると想定されていたガス供給停止の作業が、SUPREME導入後は、10分程度で済むように
なった。 

実際に、2011年に発生した東日本大震災の際には、地震発生後5分間でガス管の被害状況データ
を収集でき、速やかな供給停止判断や導管の被害推定や液状化・停電などの状況把握、そして早期
復旧に貢献した。 

さらに、東京ガスでは、毎週土日及び祝日に地震発生を想定した訓練を行っており、その中で実際に
SUPREME端末を操作することで操作習熟度の保持に努めている。 

二次災害を防止するため、自動でガス供給を遮断 

同社では、供給エリア内の約4,000箇所の低圧ガスを供給している地区ガバナに地震計（SIセン
サー）を設置しており、高密度な地震計ネットワーク（1㎢あたりセンサーを1基設置）を構築している。 

そして、各地区ガバナに設置されたSIセンサーから収集したデータは、地震発生後5分以内に本社の
供給指令センター等で確認できるようになっている。更に、本システムでは、各地域のSIセンサーからの
震度情報から推計された液状化状況や、停電情報などを地図上に可視化する機能も備えている。 

地区ガバナに設置されたSIセンサーは、ガ
ス導管に被害を及ぼすような地震を検知
すると、 地区ガバナからの低圧ガス供給を
自動的に遮断する。 

東京ガスでは、震災時に低圧ガス供給が
停止されるエリアを最小限にするため、低圧
ガス導管網を複数ブロックに分けて管理し
ているが、SUPREMEは、地震が発生す
ると、SIセンサーで測定された地震情報
と、地区ガバナからの低圧ガス供給停止
情報を収集する。収集した情報から低圧
ガス供給停止が必要なブロックの特定を
行う。 

更に、SUPREMEでは、地震時に低圧ガス
供給が自動で停止しなかった地区ガバナを
特定し、必要に応じて、遠隔で低圧ガス供
給遮断をすることもできる。 

SIセンサーによる 
東京ガス供給エリア内の地震観測 

東京ガスは、供給エリア内に約5万7千kmに及ぶガス導管を保有し、1,100万件以上の顧客にガスを
供給する大手都市ガス企業である。この広大なガス導管網の保持のために、日々安全に注力してお
り、日頃からその保全・保安活動に余念がない。  

同社では、ガスを安全に供給するための取組一つとして、同社では地震など自然災害の対策にも力を
入れている。今回紹介する超高密度リアルタイム地震防災システム「SUPREME」は、阪神・淡路大
震災を教訓に2001年より運用を開始したシステムであり、大規模地震が発災した場合に迅速な初動
措置を可能にし、二次災害防止を図るものである。 
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自社で開発した保安指令システムにより、通報受付、出動から活動記録における一連の作業
の効率化を実現 

保安指令システム 
（IGIS) 

スマート化技術導入のメリット 

スマート化技術導入の成功要因 

 保安状況の可視化により、複
数地区の保安出動状況の把
握を可能とする 

 カーナビやタブレットとの連携によ
り、現場と保安センターとのリア
ルタイムの連携を推進 

導入技術 

ガス 

ボトムアップの 
文化・仕組み 

２ 
現場担当者からのニーズによりシステム構築が開始され、現場担当者が開発に
直接関与することで、使い勝手のよいシステムを構築 

エネルギーコストの
削減 

生産性向上 
による売上拡大 

維持・修繕に 
おけるコスト削減 

✔ 新ビジネスの創出を通じ
た売上拡大の可能性 

収益面のメリット 

IGISとカーナビの連携、タブレットの活用により、緊急保安活動に係る時間が短縮された。また、出動結果の分
析から、保安出動抑止の取り組みを推進するなど、効率的な保安体制を実現している 
 

システムの 
調整・最適化 

７ 
複数の既存システムとの連携だけでなく、緊急車両のカーナビとの連動や、タブ
レットの活用により、保安活動の効率化・高質化・迅速化を実現 

従来把握できなかった
状態の監視 

作業履歴の 
管理 

故障の予測 

保安面のメリット 

保安指令システム「IGIS」により、保安活動のステイタスや履歴の可視化、保安情報の共有化が図られ、複数
地区の保安状況の把握が可能となり、専任の保安責任者による複数地区の保安指令や速やかな業務支援
が可能になった 

熟練ノウハウの 
蓄積・可視化 

✔ ✔ 

事業内容 

事業内容 ガス 

都市ガス 
ＬＰガス 
電気 

会社情報 生産 
製品 

本社 
所在地 

北海道札幌市 

資本金 64億円 

従業員総数 698名 

23. 北海道ガス株式会社 
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保安指令業務の高度化 

同社では、以前はガス漏れ等の通報があった際は、電話と受付伝票等の書類などで情報共有を行って
おり、組織的な情報共有と統計的な記録の蓄積ができていなかった。この状況に課題意識を持った保安
現場の求めに応じて開発されたのが、IGISである。本システムの開発は2008年から始まったが、開発に
は同社のICT推進部、保安業務担当者及び開発ベンダーの３者からなるプロジェクトで進められたた
め、現場の人間が活用しやすいシステムとなっており、2010年の本格導入時の際にも、特段の混乱も
なくスムーズな導入となった。 

IGISの特徴は、保安情報受付システム、マッピングシステム、顧客情報システム等との連動により、緊急
車両の稼働状況や、対応履歴を地図上で可視化できることにある。まず、IGISの受付・登録画面に設
定されている項目を、通報内容に応じて選択していくことで、当該通報に緊急性があるか否かを確実に
判断できる。例えば、着火や広範囲にガス臭がする等の緊急出動に該当する事項は赤で表示され緊急
度が分かるようになっている。 

また、IGISのマップシステム上では、アイコンの形や色の違いによって、緊急車両の出動状況や、対応
履歴が地図上で確認でき、当該地域の保安活動が一目で分かる。更に、同システムでは、継続的な 

IT技術を活用し、個人ではなく組織として機能する保安へ 

北海道ガス株式会社は、都市ガスを中心としたガス事業者であり、札幌市、石狩市、北広島市、恵庭
市、千歳市、小樽市、函館市、北斗市及び北見市を供給エリアとしている。同社は安定したガスの提供
のため24時間体制で安全を見守り続けており、ガス漏れ等の通報があった際には、緊急保安対応の専
門員が緊急車両で現場に駆けつける。今回紹介する保安指令システム「IGIS」は、そんな緊急保安の
根幹となるシステムである。このシステムの活用によって、ガス漏れ等の通報を受けた際の通報受付・緊急
車両の出動・作業の迅速化を行っている。 
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リアルタイムな保安を目指して 

IGISは、現場と保安センターのリアルタイムな連携にも一役買っている。IGISは、緊急車両に車載されて
いるカーナビとも連動しており、このカーナビには、保安センターから出動指示のあった現場が自動で目
的地登録されるため、地図でルートを確認しなくても、現場に向かうことが可能となっている。また、カー
ナビのGPS情報によって車両の活動状況の把握ができ、緊急車両の管理の強化につながっている。 

更に、IGISと共に2016年からはタブレットも本格的に運用され、これにより、現場においても保安セン
ターと同様の情報を確認することが可能となった。以前は通報があると、まずは出動前に各種図面や関
連書類の確認が必要であったが、現在はタブレットさえ持って行けば現場にいながらセンターと同等の
情報が確認ができるため、担当者は現場へ急行することに集中できるようになった。 

これらの試みにより、ガス漏れ等の通報から現場到着までの時間が短縮されたほか、現場状況の迅速
な把握と適切な保安処理により、保安の高度化を実現している。 

IGISの地図画面の例 

監視が可能となっており、例えば同地域でガス漏れ警報
器鳴動通報が複数件重なって発生した場合等、その関
連性について注意喚起を図るため、予め設定した条件で
アラートが鳴り、自動的に担当者へ連絡メールが送信され
るシステムとなっている。 

これらIGISの仕組みにより、一つのシステム上で、複数地
区の保安活動状況が一覧できるようになった。そのため、
現在は札幌保安センターで複数地区の保安指令を一
括集中管理する体制をとっており、この体制によって、保
安業務の効率化と高質化を図っている。また、IGISを用
いた現場支援等により、保安処理員のサポートが可能とな
り、保安品質の高度化につながっている。 
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現場へのタブレット導入によって、タンク洗浄作業の安全性を向上させつつ、作業時の工数を削
減 

タブレット 

スマート化技術導入のメリット 

スマート化技術導入の成功要因 

事業内容 

 タブレットとDCSをつなぐことで、
現場からDCSに指示を出し、設
備を操作することが可能 

 タンクの洗浄作業時に、現場作
業員がタブレットを通して機械を
操作することで、作業に要する
人員を削減しつつ、安全性を
向上 

導入技術 

事業内容 紙・パルプ業 

事業所  
従業員数 

所在地 42名 鳥取県米子市 

会社情報 生産 
製品 

コンデンサ用セ
パレータ, 
電池用セパ
レータ等 

本社 
所在地 

高知県高知市 

資本金 22億円 

従業員総数 549名 

インフラ等 

強いリーダーシップ １ 
社長及び製造本部長がIoTの活用による製造現場の安全性向上・業務効率
化の可能性に着目 

システムの 
調整・最適化 

７ 
現場が求める機能について、生産技術担当者とオペレータにて綿密に検討する
ことで、現場で活用しやすい仕様にすることができた 

エネルギーコストの
削減 

生産性向上 
による売上拡大 

維持・修繕に 
おけるコスト削減 

✔ 新ビジネスの創出を通じ
た売上拡大の可能性 

収益面のメリット 

作業履歴の 
管理 

✔ 故障の予測 

保安面のメリット 

パルプ貯蔵タンクの洗浄作業員が、現場の状況を監視しつつ、タブレットを用いてDCS経由で機械を操作。従来
は「洗浄作業員」「現場の状況を監視し操作室に連絡する人員」「DCS操作室の操作人員」の3名必要であっ
たが、「洗浄作業員」と「現場の状況を監視しながら機械を操作する人員」の2名のみで実施可能となった。 

現場でDCSを通じて機械を操作できるようになったことで、現場の状況を正確に把握している作業員が機械を
操作できるようになり、作業の安全性を向上。さらに、設備の保全履歴等を電子化し、タブレットを設備診断
ツールとして活用することで、設備状態の可視化を図る 

熟練ノウハウの 
蓄積・可視化 

従来把握できなかった 
状態の監視 

✔ 

24. ニッポン高度紙工業株式会社米子工場 
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「追い付け、追い越せ」の精神でIoT技術導入を推進 石
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現場の運転員と社内IT部門の連携による、現場で活用しやすい仕様設計 

ニッポン高度紙工業は、コンデンサや電池用のセパレータ（電池の正極と負極を隔離する材料）を製
造する高知県の企業である。セパレータ製品の国内シェア95%、世界シェア60%を誇るグローバルニッ
チトップ企業である。ニッポン高度紙工業では、震災リスクの分散を図って2012年に米子工場を竣工し
た。米子工場では、若手従業員が7割以上を占めており、同社の既存工場に「追い付け、追い越せ」と
いう風土があり、新技術の導入に積極的な文化を有している。 

設立間もない米子工場では、製造現場における生産性や安全性をどのように向上できるか模索してい
た。そういった状況の中、社長や製造本部長が、世間で注目を集めているIoTを活用することが製造
現場の生産性・安全性両面を向上するにあたって有用なのではないかと考えた。 

ニッポン高度紙工業では、セミナーや書籍を活用して、社員に勉強してもらうことで、新技術導入に必要
なデータ解析スキルを有する人材を育成している。その上で、必要に応じて社内IT部門と協力して新技
術導入を進めている。 

タブレットの導入に際しては、タブレット端末が使用するネットワークの構築や既存システムとの接続が必
要となった。この点に関しては、生産技術担当者と情報システム部門の担当者が共同で検討すること
でより円滑な導入を実現した。既存のシステムの構造やセキュリテイの観点から実現が難しい機能もあっ
たが、製造現場が求める機能についてオペレータと綿密に検討することで、現場で活用しやすい仕様
にすることができた。今後、タブレットを設備診断ツールとして活用することで、設備の状態を管理・可
視化することを図る。 

ニッポン高度紙工業では、プラントのスマート化の取り組みとして、ビッグデータを活用することによる品質
予測や予知保全の導入など、より高いレベルのスマート化技術導入を目指している。 

現場へのタブレット導入で、タンク洗浄作業の安全性と効率性を向上 

製造本部長の指示を受けて現場でIoTの活用方法の検討を進め、2016年9月に現場での作業効率
化と安全性の向上を目的としてタブレットを導入した。タブレットとDCSをつなぐことで、現場で作業する従
業員がタブレットを用いて設備を操作することが可能となった。本取り組みで導入したタブレットは、パルプ
を貯蔵するタンクの洗浄作業時に活用されている。 

タンク内の洗浄作業では、タンク内で作業する作業員の安全性を確保するため、状況に応じてタンク内
の水量を調整する必要がある。そして、タンク内の水量調整は、DCSを操作することで可能となる。 

そのため、従来タンク内の洗浄をする際は、「タンク内の洗浄作業をする人」と「現場の状況を監視し、操
作室に連絡する人」、 「PHSを用いて操作室で設備の操作をする人」の3人態勢で作業をしていた。 

従来は操作室からでなければ設備を操作できなかったが、タブレット導入後は現場の状況を監視し
つつ、現場でDCSを通じて機械を操作できるようになった。その結果、現場の状況を正確に把握して
いる作業員が機械を操作できるようになり、作業の安全性を向上させることができた。さらに、3人の
人員が必要であった作業を2人で実施することが可能となった。 

導入後早期に効果が出ている要因は、現場がタブレット導
入を好意的に受け取り、積極的に活用しているからである。 

新技術の導入検討段階では経営層がリーダーシップを発揮
することで、新技術導入の動きが加速した。その後、実際に
現場にタブレットを導入するにあたっては、現場のニーズに
マッチした仕様にすることを留意し、現場オペレータと何度も
意見交換を行った。その結果、現場に積極的に活用される
技術を導入することができた。 

現場でのタブレット使用の様子（イメージ） 
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時速275kmで走行する検測※車両によって、0.1㎜単位の精度で設備状態を把握し、設備
の保全計画の策定に活用 
（※検測とは、設備検査を目的とした測定のことをいう） 

検測車両による 
設備検査 

スマート化技術導入のメリット 

スマート化技術導入の成功要因 

事業内容 

 時速275kmで走行しながら、
0.1㎜単位で架線や線路の状
態を把握 

 収集データはリアルタイムで車載
機器に送信され、閾値を逸脱
したデータを検知した場合、速
やかに職場へ送付 

導入技術 

事業内容 

事業所  
従業員数 

所在地 58,550名 東京都渋谷区 

会社情報 運行 
区間 

東北・関東地
方全域、信
越・中部地方
の一部 

本社 
所在地 

東京都渋谷区 

資本金 2,000億円 

従業員総数 58,550名 

インフラ等 

ボトムアップの文
化・仕組み 

２ 
設備の保全業務を正確かつ効率的に行うため、検測車両の老朽化に伴い、JR
東日本の施策として、新規検測車両の導入が実現 

外部専門企業 
との協働 

5 

技術開発で得られた検測技術をEast-i（イースト アイ：新型電気・軌道総合
検測車）に反映し、検測したデータを保全に活用しやすい形でシステムの構築
をした。検測については、専門知識を有する関連会社に委託し、データの保存
については、システム会社に委託することで、日々の検測作業を確立している 

エネルギーコストの
削減 

生産性向上 
による売上拡大 

維持・修繕に 
おけるコスト削減 

✔ 新ビジネスの創出を通じ
た売上拡大の可能性 

収益面のメリット 

作業履歴の 
管理 

✔ 故障の予測 

保安面のメリット 

高速走行での、設備データの収集が可能になったことで、全線にわたる設備検査業務を効率化。また、収集し
たデータを保全計画に活用することで、適切かつ長期的な設備保全計画の策定をシステムで容易に行うことが
可能になり、現業機関の負担が軽減した 

検測車両の走行時に、軌道の高低差や架線設備の摩耗状態などの設備状態のデータを収集する。収集デー
タは、走行後JR東日本での設備を管理するシステムに保存され、設備を保守する各現業機関で把握が可能 

熟練ノウハウの 
蓄積・可視化 

従来把握できなかった 
状態の監視 

鉄道 

✔ ✔ 

25. 東日本旅客鉄道株式会社 
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効率的な保全業務を行うため、高性能な検測車両を導入 

East-iで検測されたデータは、軌道、電力、信号、通信でそれぞれの設備管理を行っているシステムに保
存され、設備を保守する各現業機関および本社、各支社で把握できるようになっている。JR東日本では
これらのデータを分析することで、設備の保全計画を策定している。 

JR東日本では、ICTを活用して設備状態を把握し、設備状態に応じて保全計画を決定する研究開
発に取り組んでいる。架線設備・軌道設備については山手線の新車両であるE235系に機器を設置
し、試験・検証を行っている。 

時速275kmの高速で走行しつつ、高精度で架線の設備データを収集 

East-iは軌道、電力、信号、通信の各設備の状態を検測しており、その中の項目の一つとして、車両に
電気を供給するための架線設備の検測がある。この架線設備の中で、「トロリ線」は摩耗が進行すると最
悪の場合、断線し電力供給が停止してしまう可能性がある。 

そのため、トロリ線の摩耗進行を把握し、張替計画を策定している。East-iでは、トロリ線にレーザーを
照射しパンタグラフに接触する摺動面の横幅から、縦方向の残存径に換算し、その状態を測定してい
る。 

石
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東日本旅客鉄道（JR東日本）は、東北・関東・信越地方を営業エリアとする鉄道事業者である。その
営業路線は7,458.2kmと長く、エリア内には、東北、上越、北陸、山形、秋田の新幹線の路線を有す
る。 

列車が日々遅れなく安全に運転するためには、線路や電気設備などの点検や補修などの日々の保全業
務が欠かせない。保全業務の対象となる路線は広大であるため、同社では、以前より、関連会社などの
協力も得ながら、積極的にＩＴなどの技術を活用した保全業務を行っている。 

今回紹介するEast-iは、軌道や電気設備の検査を行う検測車両であり、より効率的な保全業務の実
現のため、2002年にJR東日本の施策として、導入が実現したものである。この車両には、前方画像収録
装置、架線の自動検測、デジタル列車無線の電界強度測定などのための新しい機器が搭載されている。 

トロリ線の設置位置である軌道中心の横方向の距離および軌
道面からの高さ方向の距離を管理する必要がある。 

具体的に横方向については、トロリ線がパンタグラフの集電範
囲を逸脱しないこと、またパンタグラフの摩耗を均一にするため、
一点のみに接触せず、トロリ線をジグザグに設置する必要があ
る。 

また高速で走行するパンタグラフが動的に安定して集電するた
めに、トロリ線をある一定の高さとし、高低差を小さくすることが
必要である。このため、トロリ線の横方向および高さを把握し、
必要に応じて修繕を行う必要がある。 

トロリ線の摩耗、軌道中心からの横方向の距離および軌道面からの高さについては、人力により検査を行
うと長い線路延長では多大な労力を要するが、East-iでは時速275kmの高速走行で、これらの検測
を正確かつ効率的に行うことが可能である。なお、トロリ線の摩耗については0.1mm単位での検測を
行っている。 

走行時に検測したデータで、閾値を逸脱したデータは、設備を保守する職場に速やかに送付している。
また検測したデータは、サーバーに保存され、過去の検測値との履歴の対比をすることが可能であり、
設備状態の変化を把握することが可能になった。 

リアルタイム・高頻度のデータ解析によって、設備保全計画を策定 

新幹線用電気・軌道総合検測車「East-i」 
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用語・調査方法の解説 参考 
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本事例集における用語の定義① 

用語 定義 

中堅企業 • 本事例集では、資本金100億円未満の企業を指す 

常時監視 
• 監視対象となる設備の状態をリアルタイムで監視すること 
• 主にセンサーやカメラ等の機器を用いた監視を指す 

時間基準保全 
• 設備の状態ではなく、設備の種類ごとに画一的に定めた更新
周期に基づいて保全作業を行うこと。Time Based 
Maintenanceの頭文字をとって、TBMとも呼ばれる 

状態基準保全 

• センサー等を用いて設備の劣化状況を把握し、その情報を基
に保全作業を行うこと。設備の状況に応じた保全作業となる
ため、故障の早期検知や不必要な設備更新を削減する効
果が期待される。Condition Based Maintenanceの頭
文字をとって、CBMとも呼ばれる 

非破壊検査 
• 超音波や電流を用いて、外部から配管等の設備の傷や、減
肉の検知をする検査方法のこと 

アラームシステム 
• プラントの状態をモニタリングすることで、プロセス異常や設備の
故障等を検知し、オペレータに対応の必要性を知らせるシステ
ムのこと 

異常（予兆）
検知システム 

• 予め設備の故障や異常のパターンを抽出し、収集したデータ
から故障や異常の予兆となる傾向を計測して、自動的に故
障や異常を知らせるアラームを発報するシステムのこと 

スマートバルブ 
• バルブ（調節弁）に設置されているセンサーから取得した情
報を解析することで、設備を停止させずに、バルブ自身の状態
を診断することが可能なバルブ 

DCS 
• 分散制御システム（Distributed Control System）の
略称。プラントの生産プロセスで扱う物質の圧力・流量・温度
等を統合的に監視・制御するシステム 

SDM 
• ShutDown Maintenanceの略。プラントを停止して行う定
期的なメンテナンスのこと 

72 



本事例集における用語の定義② 

用語 定義 

スモールスタート 
• 新たな技術を導入する際に、まずは小規模な導入で効
果を見極め、導入効果を確認した後に規模を拡大し、
本格的な導入に移行する手法のこと 

バッチプラント／ 
バッチ製造 

• 反応器や装置毎に一定量の原料を投入し、中間製品
や最終製品を生産する製造工程のこと。反応器や装置
毎に原料を投入しなければならないという点で、製造工
程を連結し、製品を連続的に生産する「連続式プラント」
と異なる 

• バッチプラントは一般化学企業のプラントに多く、連続式プ
ラントは石油精製プラントに多い 

ビッグデータ 
•  ITの発展に伴い生成される大容量のデジタルデータの総
称。プラントでは、主に各所に設置されたセンサーを用いて
継続的に収集している稼働データを指す 

予防保全 
• 設備が故障・劣化する前に保全作業を行う保全手法の
こと。設備が故障・劣化してからその設備を修理・更新す
る事後保全に対する概念である 

高度制御 
システム 

• 従来のDCSによる制御を高度化したプラントの制御シス
テムのこと。プラントの稼働データ中の複数の変数の変動
をモデル化することにより、異常傾向を事前に察知するモ
デル予測制御システム等がある 

リレーシーケンス 
• 電磁リレーという電気信号を用いて、予め定められた順
序・手続きに従って機械を制御する技術のこと 
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本事例集における調査方法 

主に公知情報を用いて、プラントでスマート化技術を活用している可能性がある
候補企業83社を抽出*。そのうち、事例等を精査の上71社にコンタクトを実
施。対応可の返答があった全ての企業から事例をヒアリング。一部企業は事例
掲載不可となったため、最終的に25社を事例として収載。 

• 83社の内、中堅企業は東京商工リサーチより資本金額を基準に抽出し、プラントを有する企業に絞り込みを実施。 
• 中堅企業*は公知情報が限られているため、コンタクトした上で事例有無を確認 

83社 

71社 

33社 
25社 

候補企業 コンタクト済 ヒアリング可 事例掲載可 

ヒアリング不可 
の企業 

ヒアリング後に 
事例掲載不可
となったの企業 

－12社 

－8社 

－3８社 

スマート化 
技術活用の 
事例無し 

* 本事例集では、資本金100億円未満の企業を指す 
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経済産業省 
商務流通保安グループ 保安課 

TEL：03-3501-8628 
FAX：03-3501-2357 



（１）住所

（２）操業開始年

西暦 年

（３）敷地面積

㎡

（４）従業員数

正社員 名

その他の社員・関係者 名

合計 名

（５）事業所内の危険物施設数

製造所等の合計 施設

（６）事業所の業態

業態

２．危険物施設の維持管理について

（１）危険物施設の目視点検のためのマニュアル等を定めていますか。

担当者部署名

電話:

１．事業所の概要について

会社名・事業所名

担当者名

Eメール:

定めている 定めていない

会社全体ではなく、所属する事業所について御回答ください。 

（２）の回答は不要です。 

（３）から回答をお願いいたします。 

危険物施設の点検や点検技術に関するアンケート調査票 

（２）へお進みください。 

参考資料４

910337
長方形

t_haganuma
テキストボックス
 参考資料5

t_haganuma
テキストボックス
 参考資料5

910337
長方形



（３）目視点検以外の点検は実施していますか。

点検箇所

配管、フランジ

目視により腐食が認めら
れた箇所（配管、塔槽

類）

Ａ

Ｂ

Ｃ

Ｄ

Ｅ

（５）点検現場での記録はどのように実施していますか。

③その他

３．危険物施設を維持管理するためのモニタリング技術・診断技術について

（１）貴事業所で導入しているモニタリング技術・診断技術はありますか。

目視点検以外の点検方法

点検ハンマー

補修基準等

異音部分は詳細点検（UT）を実施

(　　　　　　　　　　　　　　　　　)

ある ない

①PC

②タブレット

（２）危険物施設の目視点検のためのマニュアル等の概要について回答してください。
　　　（重点点検箇所、点検のポイント、腐食の判定方法　など）

（４）目視点検以外の点検方法とその箇所、それに対応する基準等について回答してください。

実施している 実施していない

紙媒体に直接記録 電子媒体に記録

設計板厚の80％未満は補修
例

超音波探傷試験（垂直探傷）

（４）の回答は不要です。 

（５）から回答をお願いいたします。 
 

該当する電子媒体に〇を入力してください。 

（３）へお進みください。 
 

（４）へお進みください。 
 

（５）へお進みください。 
 

主に危険物施設の「配管」や「塔槽類（蒸留塔、反応塔、反応槽、貯槽（タンク）等）」 の

各技術について回答してください。【参照】別添１「モニタリング技術・診断技術の例」 

（２）～（４）の回答は不要です。 

（５）から回答をお願いいたします。 
 

（２）～（４）を回答してください。 

（４）の回答後、（５）にお進みくださ
い。 
 



例

Ａ

Ｂ

Ｃ

Ｄ

Ｅ

（５）貴事業所で、今後導入したい、または、導入を検討しているモニタリング技術・診断技術はありますか。

例

Ａ

Ｂ

Ｃ

Ｄ

Ｅ

（２）貴事業所で導入しているモニタリング技術・診断技術について回答してください。
　　　複数ある場合はそれぞれについて回答してください。

点検実施者

外部委託業者（㈱○○）

必要資格

ＵＴレベル２

技術名

ガイド波

点検部位

保温材付き配管

（３）導入して良かった点を御記入ください。

（４）問題点、課題等を御記入ください。

ある ない

（６）貴事業所で、今後導入したい、または、導入を検討しているモニタリング技術・診断技術について回答してくださ
　　　い。複数ある場合はそれぞれについて回答してください。

技術名 理由

ガイド波 長距離保温配管の点検における一次診断に利用したい。

 

（６）、（７）の回答は不要です。 

次の項目にお進みください。 

（６）、（７）を回答してください。 
 



４．「配管」、「塔槽類」の維持管理について

５．製造所等の定期点検記録表について

（１）定期点検表記録表は何を使用していますか。

《具体的に記入してください》

（７）導入に向けての障害、課題等を御記入ください。

（１）「配管」、「塔槽類」の維持管理について、特に工夫していることがありましたら回答してください。

（２）維持管理について、困っていることやニーズ等ありましたら回答してください。

４８号通知の
定期点検記録表

４８号通知の定期点検表を
踏まえた独自の定期点検記録表 その他

《独自の定期点検記録表を作成する上で参考とした他
法令や民間規格等があれば回答してください。》

《自由回答》 

 消防法で規定されている定期点検は、１年に１回以上行うものとされ、危険物の規制に関する規則第６２条の７では、定期点検

の記録について規定されています。 
 

 また、「製造所等の定期点検に関する指導指針の整備について」（平成３年５月２９日消防危第４８号消防庁危険物規制課長通

知。以下「４８号通知」という。）にて、製造所等の定期点検記録表が示されており、製造所等の点検内容や点検方法が明記され

ています。 

（２）へお進みください。 
 

（２）へお進みください。 
 

（２）へお進みください。 
 



（２）定期点検の記録方法について回答してください。

《具体的に記入してください》

６．その他

（１）今回のアンケートに関連して御意見等がありましたら、入力してください。

（３）現行の定期点検記録表に関して、問題点、ニーズ等がありましたら回答してください。

定期点検記録表に基づき
年１回実施している。

日常点検等の結果を踏まえて、
定期点検記録表に記録している。 その他

ここでアンケートは終了です。御協力ありがとうございました。 

（３）へお進みください。 
 

（３）へお進みください。 
 

（３）へお進みください。 
 

《自由回答》 

《自由回答》 



診断技術名 概要 適用例

アコースティック・エミッション
材料が変形や亀裂発生したときに生ずる弾性波（アコース
ティック・エミッション）から、腐食、亀裂、漏洩などを検
出する。

タンク底板、配管、容器、
変圧器、回転機械

磁気飽和低周波渦流探傷
（SLOFEC）

測定対象物をあらかじめ直流磁化することにより渦電流試験
で精度良く板厚を測定する。

パルス渦流探傷
試験体に渦電流を発生させて、欠陥部における渦電流の乱れ
をインピーダンス変化として検出

ガイド波
長距離電波性の超音波を用いて計測位置から数十メートルの
検査が可能

橋梁添架配管
橋脚貫通配管
配管サポート部
埋設配管

フェーズドアレイ超音波探傷

多数の振動子（圧電素子）個々の振動子が超音波を送受信す
るタイミングを独立に制御し、合成された超音波波面を形成
することにより超音波ビームの制御を行う。狭隘部への適用
や、火力発電所ボイラー大径管に発生するクリープ損傷箇所
の特定に有効

配管溶接部内部
火力発電所のボイラー大径管
狭隘部の腐食
構造物の内部

高精度減肉連続監視システム
1,200℃に耐える探触子で高温配管、高温構造物の減肉を測
定する

原子力で利用

赤外線サーモグラフィ
対象物から出ている赤外線放射エネルギーを非接触で測定
し、表面温度の差（ホットスポット）から劣化部位を検出

配管の減肉、孔食の有無
構造物全般

リアルタイムRT

RT：Radiographic Testing

放射線を配管に照射し、内部の状態を背面に置いたフラット
パネルで撮影し、画像の濃淡で内部のキズや形状を検査する

原子力で利用
保温配管

カラーシンチレーター X線内部透視装置により保温材の上から減肉を検査
原子力で利用
保温配管

中性子水分計＋X線ハイブリッド腐
食診断システム

保温材の水分を測定し、湿潤場所についてX線で減肉を測定
する。測定装置をロボットに搭載して検査

保温配管

電気化学ノイズモニタリング法
電極表面での微小な酸化還元反応を、精密な電圧と電流測定
により腐食現象とノイズ形態の対応付けを行うことにより、
ミクロンオーダーの測定ができる

原子力で利用
構造物全般

別添１ 

モニタリング技術・診断技術の例



危険物施設等における維持管理の取組等に関する 

アンケート調査票

御社名 

御担当者名 

御連絡先 電話： E-mail：

御社で取り扱われている施設、設備等の維持管理のためのモニタリング・診断技術につ

いて、当該技術ごとにご記入をお願いいたします。 

資料（カタログやプレゼン資料など）がございましたら、添付をお願いします。 

モニタリング・

診断技術名 

対象施設 

対象部位 

技術の概要 

実績 

効果 

普及の課題 

（性能面、コスト

面、制度面など） 

備考 

参考資料５
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石油精製業及び石油化学工業における

保温材下配管外面腐食（CUI）に

関する維持管理ガイドライン

平成2 4年2月

一般財団法人 エンジニアリング協会

参考資料６
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最近の保全技術情報調査報告書

2017年3月

M@.f�.�？，�結果空

技術研究委員会
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